
資料３ 

2020 年 10 月 30日 

日本原燃株式会社 

再処理事業部 

設工認作成要領の制定に向けた設工認申請書作成の進め方の整理状況について 

１．はじめに 

設工認申請書の作成にあたり、現在、設工認作成要領（案）を作成してい

る。設工認作成要領（案）については、今後、社内検証を実施した上で制定

する方針である。 

設工認作成要領の制定に向けた構成等の確認作業として、現時点の設工認

作成要領（案）を基に作成トライアルを進めている。その状況を共有させて

頂く。 

なお、設工認申請対象設備の選定の考え方および類型化等を踏まえて、適

宜反映していく。 

２．添付資料 

（１）設工認構成（案） 

※「発電炉工認手続きガイドおよび作成要領を踏まえた当社施設の設

工認作成要領【基本的考え方】 別紙 2」（2020 年 9 月 25 日、面談

資料より抜粋）を添付する。

（２）資料 

a.基本設計方針（一例） 

・共通項目

・個別項目

b.主要設備リスト（一例） 

c.工事の方法（フロー図を含む）（例） 

※過去に面談済みの資料を添付する。

d.準拠規格及び基準（一例） 

e.仕様表（一例） 

f.工事工程表（フォーマットのみ添付する） 

g.設計及び工事に係る品質マネジメントシステム（例） 

※過去に面談済みの資料を添付する。

h.再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書（一例） 

i.設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書（案） 

j.技術基準への適合性に関する説明書（一例） 

k.設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（案） 

以 上 

【公開版】
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（１）設工認構成（案）
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日本原燃株式会社　設工認構成案

別紙２

DB SA
別紙 一 名称及び住所並びに代表者の氏名

ニ 変更に係る事業所の名称及び所在地
三 変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び
工事の方法

別添Ⅰ 施設共通
Ⅰ-1 基本設計方針

第１章 共通項目
1 核燃料物質の臨界防止 4 ー
2 地盤 5 32
3 自然現象

3.1 地震による損傷の防止 6 33
3.2 津波による損傷の防止 7 34
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止 8 36

4 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め 10 ー
4.2 放射性廃棄物による汚染の防止 26 ー

5 火災等による損傷の防止 11 35
6 再処理施設内における溢水による損傷の防止 12 36
7 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止 13 36
8 遮蔽 27 ー
9 設備に対する要求事項

9.1 安全機能を有する施設、安全上重要な施設及び重大事故等対処設備 15, 16 36, 38~45
9.2 材料及び構造 17 37
9.3 搬送設備 18 ー

10 その他
10.1 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 9 ー
10.2 安全避難通路等 14 ー

第２章 個別項目
1 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

1.1 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設の基本設計方針 19 42
2 再処理設備本体

2.1 せん断処理施設
　2.1.1 せん断処理施設の基本設計方針 － ー
2.2 溶解施設
　2.2.1 溶解施設の基本設計方針 － 38
2.3 分離施設
　2.3.1 分離施設の基本設計方針 － ー
2.4 精製施設
　2.4.1 精製施設の基本設計方針 － 38～41
2.5 脱硝施設
　2.5.1 脱硝施設の基本設計方針 － ー
2.6 酸及び溶媒の回収施設
　2.6.1 酸及び溶媒の回収施設の基本設計方針 － ー

3 製品貯蔵施設
3.1 製品貯蔵施設の基本設計方針 19 ー

4 計測制御系統施設
4.1 計測制御系統施設の基本設計方針 20, 22, 23 47, 48

5 放射性廃棄物の廃棄施設
5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針 24, 25, 28 38～41

6 放射線管理施設
6.1 放射線管理施設の基本設計方針 21 49

7 その他再処理設備の附属施設
7.1 電気設備の基本設計方針 29 46
7.2 圧縮空気設備の基本設計方針 － 38,40
7.3 給水処理設備の基本設計方針 － 45
7.4 冷却水設備の基本設計方針 － 39
7.5 蒸気供給設備の基本設計方針 － －
7.6 分析設備の基本設計方針 － －
7.7 化学薬品貯蔵供給設備 － －
7.8 火災防護設備の基本設計方針 11 35
7.9 竜巻防護対策設備の基本設計方針 8 －
7.10 溢水防護設備の基本設計方針 12 36
7.11 化学薬品防護設備の基本設計方針 13 36
7.12 補機駆動用燃料補給設備の基本設計方針 － 46
7.13 放出抑制設備の基本設計方針 － 44
7.14 緊急時対策所の基本設計方針 30 50
7.15 通信連絡設備の基本設計方針 30,31 50,51

表１　主要設備リスト
表２　兼用設備リスト

Ⅰ-2 工事の方法（工事フロー図を含む）

（項目のみ）

再処理施設に関する設工認本文・添付書類構成

再処理施設設工認（新基準見直し案） 技術基準との対応

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

本
文

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）
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（2／３）

DB SA

再処理施設に関する設工認本文・添付書類構成

再処理施設設工認（新基準見直し案） 技術基準との対応

別添Ⅱ イ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
〇.〇.〇　××設備

a.　設置の概要
b.　準拠規格及び基準
c.　設計条件及び仕様

・仕様表
第〇.〇.〇表

準拠すべき主な法令、規格及び基準表
ロ 再処理設備本体
ハ 製品貯蔵施設
ニ 計測制御系統施設
ホ 放射性廃棄物の廃棄施設
ヘ 放射線管理施設
ト その他再処理設備の附属施設

四 工事工程表
別添Ⅲ 工事工程表

五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
別添Ⅳ　　設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

六 変更の理由
（１）再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書 ー ー
（２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 ー ー
（３）技術基準への適合性に関する説明書

添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 4 42
添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 27 48,50
添付Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 11 35
添付Ⅳ 主要な再処理施設の耐震性に関する説明書 5, 6 32, 33
添付Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書 17 37
添付Ⅵ その他の説明書
Ⅵ-1　説明書

Ⅵ-1-1　各施設に共通の説明書
　　Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-1-1-1　再処理施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-1-1-2　竜巻への配慮に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-1-1-3　火山への配慮に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-1-1-4　外部火災への配慮に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-1-1-5　航空機に対する防護設計に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-1-1-6　計算機プログラム（解析コード）の概要
　　Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-1-2-1　放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書 10,24,26,2

8 -
　　　　Ⅵ-1-1-2-2　放射性物質の散逸防止に関する説明書 10 -
　　　　Ⅵ-1-1-2-3　逆流防止に関する設計の基本方針 10,28

　　Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 10, 19, 24,
25, 28

38～42
44, 45

　　　別添１ 技術基準要求機器リスト
　　　別添２ 設定根拠に関する説明書（別添）
　　Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 15, 16 36
　　Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書 9 ー
　　Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 12 ー
　　Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書 13 ー
　　Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部飛散物による損傷防止に関する説明書 16 ー
　　Ⅵ-1-1-9　通信連絡設備に関する説明書 31 51
　　Ⅵ-1-1-10　安全避難通路に関する説明書 14 ー
　　Ⅵ-1-1-11　照明設備に関する説明書 14 ー
　　Ⅵ-1-1-12　使用済燃料等の破損の防止に関する説明書 18,19 -
　　Ⅵ-1-1-13　放射性物質の濃度及び線量に関する説明書 24 -
Ⅵ-1-2　計測制御系統施設に関する説明書

　　Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 20, 22, 23 47, 48

　　Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 19, 20, 22,
23 47, 48

　　Ⅵ-1-2-3　再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に関する説明書 20, 22, 23 47, 48

Ⅵ-1-3　制御室及び緊急時対策所に関する説明書
　　Ⅵ-1-3-1　御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書 23, 30 48, 50
　　Ⅵ-1-3-2　制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書 23, 30 48, 50
Ⅵ-1-4　放射線管理施設に関する説明書
　　Ⅵ-1-4-1　放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 21 49
Ⅵ-1-5　その他再処理設備の附属施設に関する説明書

7, 8 34, 36

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）
（項目のみ）

本
文

添
付
書
類

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）

（項目のみ）
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（3／３）

DB SA

再処理施設に関する設工認本文・添付書類構成

再処理施設設工認（新基準見直し案） 技術基準との対応

　　Ⅵ-1-5-1　電気設備に関する説明書
　　　　Ⅵ-1-5-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 29 46
　　　　Ⅵ-1-5-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明 29 46

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
　 Ⅵ-2-1　構内配置図

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
　Ⅳ-2-2-1　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の平面図及び断面図

：
Ⅵ-2-3　系統図

　 　Ⅵ-2-3-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵施設の系統図
　Ⅵ-2-3-2　再処理設備本体の系統図

：
Ⅵ-2-4　配置図
　Ⅳ-2-4-1　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の機器配置図

：
Ⅵ-2-5　構造図
　Ⅵ-2-5-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵施設の構造図
　Ⅵ-2-5-2　再処理設備本体の構造図

（項目のみ）

（項目のみ）

申請する設備に応じて必要な図
面を添付
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（２）資料
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ａ． 基本設計方針（一例） 
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変 更 前 変 更 後 

用語の定義は「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」とその解釈及び「再処理施設の

技術基準に関する規則」による。 

変更なし 

第１章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止

1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計

再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含

む。）は，核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニット」という。）について，単一故障

若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合においても核燃料物質が臨界に達す

るおそれがないよう形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，臨界を防止する設計とする。 

 単一ユニットの臨界安全設計に当たり，これらの管理に対して適切な臨界管理を行う体系の未臨界

確保のために設定する値（以下「核的制限値」という。）を設定する。 

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的性状並びにカドミウム，ほ

う素及びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンド

ピース酸洗浄槽中のペレット間隔及び水の密度による減速条件並びにセル壁構造材及び機器構造材

の反射条件に関し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕様も含めて，それぞれの想定され

る状態の変動の範囲において，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差

も含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。 

核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の十分に

検証された計算コードシステムで 0.95 以下となるようにするとともに未臨界が確保されることを評

価する。 

なお，プルトニウム溶液を内包する機器は，原則として液体の核燃料物質を内包する機器において，

濃度に制限値を設定する必要がないように設計する形状寸法管理（以下「全濃度安全形状寸法管理」

という。）及び必要に応じて中性子吸収材を併用した設計とする。 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計

再処理施設の運転中及び停止中において想定される，系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含

む。）は，二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下，「複数ユニット」という。）については，単

一ユニット相互間の適切な配置の維持及び単一ユニット相互間への中性子吸収材の使用並びにこれ

らの組合せにより臨界を防止する設計とする。 

複数ユニットの臨界安全設計に当たり，単一ユニット相互間の中性子相互干渉を考慮し，直接的に

第１章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止

変更なし 

8



  

 

変 更 前 変 更 後 

計量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収

材の配置及び形状寸法について適切な核的制限値を設定する。 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件

に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定さ

れる変動の範囲において，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差を含めて，

十分な安全余裕を見込んで設定する。 

また，核的制限値に対応する複数ユニットとしての実効増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ等の

十分に検証された計算コードシステムで 0.95 以下となるようにするとともに未臨界が確保されるこ

とを評価する。 

 

(3) その他の臨界安全設計 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への液移送を回分移送する場合について

は，誤操作を防止するための施錠管理を行った上で，ウラン及びプルトニウムの同位体分析並びにウ

ラン及びプルトニウムの濃度分析は，標準試料と逐次並行分析を行い，複数回の測定を実施する濃度

分析を伴う回分操作による分析管理を行う設計とする。 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への液移送を連続液移送する場合につい

ては，計測制御系統施設の核計装設備である放射線検出器（アルファ線検出器及び中性子検出器）に

より核燃料物質濃度が有意量以下であることを監視する設計とする。 

中性子吸収材として使用するほう素入りコンクリートについては，十分なほう素濃度を有するもの

を使用する設計とする。また，外側をステンレス鋼で保護する設計とする。 

設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定した場合に，従事

者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知す

るため臨界警報装置を設置する設計とする。 

臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽において，万一，臨界が発生した場合においても，

可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の

注入による未臨界措置が講じられる設計とする。 

 

(4) 臨界防止に係る運用等 

 臨界防止に係る運用等として核的制限値に係る運転員による使用済燃料等の取扱い及び確認，濃度

分析管理，施錠管理，核燃料物質の移動の禁止等の再処理施設の操作に係る事項を保安規定に定める。 
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2.地盤 

 安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）及びそれらを支持す

る建物・構築物は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動」という。）

による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

 

 

また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤と

して，事業許可を受けた地盤に設置する。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾

斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の変

状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業許可を受けた地盤に設置する。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤と

して，事業許可を受けた地盤に設置する。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設以外の安全機能を有する施設については，耐震重要度分類

の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する

地盤に設置する。 

 

 

 

安全機能を有する施設に係る建物・構築物を設置する地盤の支持性能については，基準地震動又は静的

地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく許容限界

に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。 

2.地盤 

 安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。），若しくは重大事故

等対処施設のうち常設耐震重要重大事故等対処設備及びそれらを支持する建物・構築物は，その供用中に

大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動」という。）による地震力が作用した場合にお

いても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

 

また，上記に加え，基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤と

して，事業許可を受けた地盤に設置する。 

 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設，若しくは重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大

事故等対処施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴

う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の変状により，その安全機能が損な

われるおそれがない地盤として，事業許可を受けた地盤に設置する。 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設，若しくは重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大

事故等対処施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業許可を受けた地盤に

設置する。 

 

安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設以外の安全機能を有する施設については，耐震重要度分類

の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合，若しくは，重大事故等対処施設のうち，常設耐震重

要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備については，代替する機能を有する安全機能を有す

る施設が属する耐震重要度のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分

な支持性能を有する地盤に設置する。 

 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に係る建物・構築物を設置する地盤の支持性能について

は，基準地震動又は静的地震力により生じる施設の基礎地盤の接地圧が，安全上適切と認められる規格及

び基準に基づく許容限界に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。 
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3. 自然現象 

3.1 地震による損傷の防止 

 

変更前の要求に対する基本設計方針を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 自然現象 

3.1 地震による損傷の防止 

 

1．２.  安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の耐震設計 

2.1 耐震設計の基本方針 

(１)  安全機能を有する施設は，地震力に十分耐えることができる設計とし，具体的には，地震により発

生するおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，

施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じた地震

力に十分耐えることができるように設計する。 

重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）若しくは

重大事故（以下「重大事故等」という。）対処施設は，施設の各設備が有する重大事故等時に対処する

ために必要な機能及び設置状態を踏まえて，地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）

に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大

事故等対処設備」という。），常設耐震重要重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備のうち常設

のもの（以下「常設重大事故等対処設備」という。）に耐震設計上の区分を分類し，耐震設計上の分類

に応じて適用する地震力に十分耐えることができるように設計する。 

 

(２) Ｓクラスの安全機能を有する施設は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以

下「基準地震動」という。）による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがないように

設計する。また，Ｓクラスの安全機能を有する施設は，弾性設計用地震動による地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えるように設計す

る。 

 

(３) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能を有する施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えるように設計する。また，Ｂクラスの安全機能を有する施設のうち，共振のおそれの

ある施設については，その影響についての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性設

計用地震動に２分の１を乗じたものとする。 

 

(４) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動による地震力

に対して重大事故等に対処するために必要な機能がそこなわれるおそれがないように設計する。 

 

(５) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設は，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分

耐えることができるように設計する。 

 また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設
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の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当

該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分

に耐えることができるように設計する。 

 

2.2 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

(1)安全機能を有する施設の重要度分類 

安全機能を有する施設は，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」

という。）に応じて，耐震設計上の重要度をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類する方針とする。 

 

 (１) 耐震重要度による分類 

ａ．Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質

を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するため

に必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要

な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

ｂ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施

設。耐④ 

ｃ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全

性が要求される施設。 

 

 (2)重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設

置状態を踏まえ，重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において対処するため

に必要な機能を有する設備であって常設のもの（以下「常設重大事故等対処設備」という。）を以下のと

おりに分類する。 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，安全機能を有する施設のうち，地震の発生によって生ずる

おそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設

（以下「耐震重要施設」という。）に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するも

の。 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外のもの。 
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2.3 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大事故等対処設備の耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法

で算定される静的地震力及び動的地震力とする。 

 

2.3.1 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度

に応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

耐震重要度に応じて定める静的地震力を第 4.1－１表に示す。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替する施設の属する耐震重要度に応

じた地震力を適用する。 

 

（１）建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さら

に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類，地震層せん断力の係数の高さ方向の分布係数，地震地域係数を考慮して求められ

る値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に

応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以

上とする。 

Ｓクラスの建物・構築物については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用

するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類を

考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

（２）機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(１)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応

じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(１)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとし

た震度より求めるものとする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一般産業
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施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

2.3.2 動的地震力 

Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動及び弾性設計用地震動から定める入力地

震動を入力として，建物・構築物の三次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水

平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設

に適用する弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものから定める入力地震動を入力として，建物・構築

物の三次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮し，水平２方向及び鉛直方向について

適切に組み合わせて算定する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平２方向及び鉛直方向の地

震力の影響が考えられる施設，設備に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。 

耐震重要度に応じて定める動的地震力を第1.6－３表に示す。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設及び常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，代替する安全機能を有

さない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設については，基準地震動による地震力を適用す

る。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設のうち，Ｂクラスに属する施設の安全機能を代替する施設については，代替する施設の属する耐震

重要度に適用される地震力を適用する。 

 

（１）入力地震動 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性

を適切に考慮して作成したものとするとともに，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。 

 

2.3.3 動的解析法 

（１）建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の適

用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な

調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて求め

るものとする。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，

減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデルの
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地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については，

必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくもの

とする。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部のひ

ずみレベルを考慮して定める。 

基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙

動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

構築物のうち洞道の動的解析に当たっては，洞道と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答

解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び洞道の地震時における非線形挙動の有無や程度に

応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデルは，洞道と地

盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。洞道の地震応答解析に用いる減衰定数について

は，地盤と洞道の非線形性を考慮して適切に設定する。耐⑤ 

（２）機器・配管系 

機器については，その形状を考慮して，１質点系又は多質点系モデルに置換し，設計用床応答曲線

を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル

解析法により応答を求める。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の 大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用

させて地震力を算定する。 

動的解析に用いる減衰定数は，既往の振動実験，地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を定め

る。 

 

（３）重大事故等対処施設 

適用する地震力による動的解析等にあたっては，要求される機能及び構造健全性が維持されること

を確認するために，当該施設の構造，形状，振動特性等を適切に考慮してモデルを設定した上で，上

記（１）及び（２）に基づき動的解析等を行う。 

 

2.4 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。耐⑥ 

 

2.4.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

 

（１）建物・構築物 
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変 更 前 変 更 後 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。耐⑥ 

 

（２）機器・配管系 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及

びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態

が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される

範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再

処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発

生した状態。 

 

 

（３）重大事故等対処施設 

上記（１），（２）及び以下の状態を考慮する。 

ａ．重大事故時の状態 

再処理施設が重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能

を必要とする状態。 

 

2.4.2 荷重の種類 

（１）建物・構築物 

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．積雪荷重及び風荷重 

ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地

震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。耐⑥ 

 

（２）機器・配管系 

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 
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変 更 前 変 更 後 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定

荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。耐⑥ 

 

（３）重大事故等対処施設 

上記（１），（２）及び以下の状態を考慮する。 

ａ．重大事故時の状態で施設に作用する荷重 

 

2.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

（１）建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地震力と組み合わせる荷重は，常時作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び

風荷重とする。 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構築物について，基準地震動以外の地震動に

よる地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷重とする。 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動による地震力又は弾性

設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 

（２）機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動による地震力又は

静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運

転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重とする。 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力と組み合

わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変

化時に生じる荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運

転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせ

る。 

 

（３）重大事故等対処施設 

(a)建物・構築物 

常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重の他、以下の施設
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変 更 前 変 更 後 

の状態に応じた荷重を考慮する。 

ｲ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

 (1)運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力 

(2)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが

ある事象によって作用する荷重と基準地震動による地震力 

(3) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが

ない事象による荷重と，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係

を踏まえた適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力） 

この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積

等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性

も考慮した上で設定する。 

 

ﾛ 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設 

(ｲ)運転時の状態で施設に作用する荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力 

 

なお，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動による地震力，弾性設計

用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

 

(b)機器・配管系 

常時作用している荷重の他，以下の施設の状態に応じた荷重を考慮する。 

ｲ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

(1)運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力。 

(2) 運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷

重と基準地震動による地震力。 

(3) 運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，その

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえた適切な地震力（基

準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）。 

この組み合わせにおいては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積

等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性

も考慮した上で設定する。 

ﾛ 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設 

(ｲ) 運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態と弾性設計用地

震動による地震力又は静的地震力。 

(ﾛ) 代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上

記(ｲ)を適用する。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせ

る。 

 

（４）荷重の組合せ上の留意事項 

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組
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変 更 前 変 更 後 

合せ状態での評価は行わないことがある。 

ｂ．耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，

支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重

とを組み合わせる。 

ｃ．機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時（以下「事故等」という。）に生じる

それぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重

及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，

長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

ｄ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常

時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮す

る。 

ｅ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地震荷

重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮

する。 

 

2.4.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，構造強度の確保に加えて，求め

られる機能に応じて適切に設定するものとする。 

（１） 建物・構築物 

 ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

（ａ） 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分

な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対し

て，妥当な安全余裕を持たせることとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが

著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する

応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界と

する。 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

上記ａ.(ｂ)による許容応力度を許容限界とする。 

ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）については，当該建物・構築物の保有水平

耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認す
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変 更 前 変 更 後 

る。 

 

（２）機器・配管系 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に

十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容

限界とする。なお，地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求については，実証試験等により

確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

 (ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同

等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記ａ．(ｂ)による応力を許容限界とする。 

ｃ．動的機器 

地震時及び地震後に動作を要求される機器・配管系については，実証試験等により確認されている

機能維持加速度等を許容限界とする。 

 

（３）重大事故等対処施設 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし，安全上適切と

認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている許容応力を用いる。 

 

ａ．建物・構築物 

(ａ)  常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

上記(2)a.(a)による終局耐力時のせん断ひずみ・応力等を許容限界とする。 

(b)  常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

上記(1)b.による許容応力度を許容限界とする。 

(c)  建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）の保有水平耐力 

上記(1)c.による保有水平耐力を許容限界とする。 

 

ｂ．機器・配管系 

(ａ)  常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

上記(2)a.(a)による応力，荷重を許容限界とする。 

(b)  常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

 ｲ 上記(2)b.による応力を許容限界とする。 

ﾛ 代替する安全機能を有する施設を有さない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上
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変 更 前 変 更 後 

記(a)を適用する。 

(c)  動的機器 

上記(2)c.を適用する。 

 

2.5 設計における留意事項 

2.5.1 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えること

ができるよう設計するとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準

地震動による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度分類に適用する地

震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

2.5.2 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物 

建物・構築物が変形等に対してその支持機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能の確認にあたっては，支持する施設に適用される

地震力を適用する。 

 

2.5.3 波及的影響に対する考慮 

（１）耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設（以下「下位クラス施設」という。）

の波及的影響によって，その安全機能が損なわれないものとする。 

評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より

選定した事象に対して波及的影響の評価を行い，波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設

の安全機能への影響がないことを確認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。なお，

地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，

波及的影響の確認においては水平２方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす

可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，４つの観点以外に検討すべき事項が

ないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

(１) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

ａ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位

により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

ｂ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安全機能
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へ影響がないことを確認する。 

(２) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス施設

の損傷により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(３) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

(４) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

（２）重大事故等対処施設に対する波及的影響の考慮 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，耐震重要度Ｂクラス及びＣク

ラスに属する施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持されることの確認にあたっては，過大な変形等

が生じた場合においても施設全体として必要な機能が損なわれないことを確認する。 

 

2.5.4 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計する。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震動によ

る地震力に対して，遮蔽性能を確保する。 

 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基準地震動による地震力に

対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって緊急時対策所にとどまる原子力防災組織又は非常

時対策組織（以下「非常時対策組織」という。）の要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計と

する。 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「1.6.1.4 地震力の算定方法」及び

「1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

2.6 周辺斜面 

（１）耐震重要施設 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，耐震重要施設に影響を及ぼすような

崩壊を起こすおそれがないものとする。なお，耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力

に対して，施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 
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（２）常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動による

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれが

ないものとする。なお，当該施設の周辺においては，基準地震動による地震力に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 
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3.2 津波による損傷の防止 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 津波による損傷の防止 

基準津波によって，耐震重要施設の安全機能及び重大事故等対処施設の重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれはないことから，津波防護施設等は新たに設置しない。 

なお，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，使用時に基準津波による影響を受けるおそれのな

い場所を選定する。 
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3.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

3.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境を基に想定される風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等外⑤の自然現象（地震及び津波を除く。）

又は地震及び津波を含む組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びそ

の結果として再処理施設で生じ得る環境条件において，その安全性を損なうおそれがある場合は，防護

措置，基礎地盤の改良その他，供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。外①-1 

地震及び津波を含む自然現象の組合せについて，積雪及び風（台風），積雪及び竜巻，積雪及び火山の

影響（降灰），積雪及び地震，風（台風）及び火山の影響（降灰）並びに風（台風）及び地震の組合せ

を，施設の形状，配置に応じて考慮する。外④ 

組み合わせる積雪深は六ヶ所村統計書における 深積雪深を考慮し垂直積雪量 190 cm とし，組み

合わせる自然現象の性質に応じて，建築基準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数

0.35 を考慮する。また，風（台風）により発生する荷重については，組み合わせる風速を建築基準法

による基準風速 34m/s とし，建築基準法施行令第 87 条第２項に関連するガスト係数を，組み合わせる

自然現象の性質に応じて，平均的な風荷重が得られるよう適切に考慮する。外④ 

 

安全機能を有する施設は，外部からの衝撃のうち人為による損傷の防止において，敷地又はその周辺

において想定される爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び電磁

的障害外⑤により再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対してその安全性が損なわれないよう，

防護措置又は対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措置を講ずる。外①-2 

なお，敷地内又はその周辺の状況を基に想定される人為事象のうち，ダムの崩壊及び船舶の衝突に

ついては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。外⑤ 

 

また，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に対する防護措置には，安全機能を

有する施設が安全性を損なわないために必要な安全機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故

等対処設備を含む。）への措置を含める。外③ 

 

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止において，想定される自然現象（地震及び津

波を除く。）及び人為事象に対して，「〇. 〇. 〇. 多様性，位置的分散等」，「〇. 〇. 〇. 悪影響

防止等」及び「〇. 〇. 〇. 環境条件等」の基本設計方針に基づき，必要な機能が損なわれることがな

いよう，防護措置その他の適切な措置を講ずる。外①-1，外①-2 

安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備に対して講ずる防護措置として設置する施設は，その設

置状況並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対し

構造強度を確保し，外部からの衝撃を考慮した設計とする。外⑦ 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設に重大な影響を及ぼすおそれがある
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と判断した場合は，必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するた

めの措置を講ずるよう保安規定にて定める。基②-2，外①-4 

 

2.3.1 外部からの衝撃より防護すべき施設 

安全機能を有する施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう，想定される自然現

象（地震及び津波を除く。）又は人為事象から防護する施設（以下「外部事象防護対象施設」とい

う。）は，安全機能を有する施設のうち，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器とする。外

⑥また，想定される自然現象及び人為事象に対して，安全機能を有する施設が安全機能を損なわないた

めに必要な安全機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含

める。外③さらに，重大事故等対処設備についても，外部からの衝撃より防護すべき施設に含める。外

⑦ 

 

2.3.2 設計基準事故時及び重大事故等時に生ずる荷重との組合せ 

科学的技術的知見を踏まえ，外部事象防護対象施設に対して大きな影響を及ぼすおそれがあると想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。）により作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に

組み合わせた条件においても安全機能を損なわない設計とする。外② 

また，建屋内の重大事故等対処設備のうち，特に自然現象（地震及び津波を除く。）の影響を受けやす

く，かつ，代替手段によってその機能の維持が困難であるか，又はその修復が著しく困難な構築物，系

統及び機器に対しては，大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）により作用する衝撃が設計基準事故時及び重大事故時に生ずる応力と重なり合わない設計とす

る。外② 

屋外の重大事故等対処設備は，重大事故等時において，万が一，使用中に機能を喪失した場合であって

も，可搬型重大事故等対処設備によるバックアップが可能となるように位置的分散を考慮して可搬型重

大事故等対処設備を複数保管する設計とすることにより，想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）により作用する衝撃が重大事故等時に生ずる応力と重なり合わない設計とする。外⑦ 

外部事象防護対象施設等は，自然現象又はその組合せにより安全機能を損なわない設計とする。外部事

象防護対象施設等の安全機能を損なわなければ設計基準事故に至らないため，外部事象防護対象施設等

に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象又はその組合せと設計基準事故に因果関係は

ない。したがって，因果関係の観点からは，外部事象防護対象施設等に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により外部事象防護対象施設等に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる荷

重を組み合わせる必要はなく，外部事象防護対象施設等は，個々の自然現象又はその組合せに対して安

全機能を損なわない設計とする。外②,外④ 

以上のことから，外部事象防護対象施設等に生ずる荷重としては自然現象の影響と設計基準事故の組合

せは考慮しない。外②,外④ 

また，外部事象防護対象施設等は，設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然現象に

より外部事象防護対象施設等に作用する衝撃と設計基準事故時に生ずる荷重を適切に考慮する設計とす
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る。外② 

屋外に設置される重大事故等対処設備について，竜巻に対しては位置的分散を考慮した配置並びに竜巻

防護設計によって保管中に機能を損なわない設計とするなど，重大事故等が発生した場合でも，重大事

故等時の荷重と地震を除く自然現象による衝撃を同時に考慮する必要のない設計とする。外⑦ 

したがって，地震を除く自然現象による衝撃と設計基準事故又は重大事故等時の荷重は重なることのな

い設計とする。外⑦ 

 

2.3.3 設計方針 

外部事象防護対象施設，それらを内包する建屋（以下「外部事象防護対象施設等」という。）及び重大事

故等対処設備は，以下の自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に係る設計方針に基づき設計

する。外①-1,外①-2 

外部事象防護対象施設は，自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象により冷却，水素掃気，火

災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全

機能を損なわない設計とする。外①-1，外①-2 

これに加え，外部事象防護対象施設等は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は人為事象

に対して機械的強度を有すること等により，収納する外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。外①-1，外①-2 

また，上記に含まれない安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又は

人為事象に対して機能を維持すること若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障の生じない期間に修理を行うこと又はそれらを組み合わせることにより，安全機能を損

なわない設計とする。外①-1，外①-2 

自然現象（地震及び津波を除く。）のうち森林火災，人為事象のうち事業所における火災又は爆発，近隣工

場等の火災及び危険物を搭載した車両の設計方針については「〇.外部火災」の設計方針に基づき設計す

る。 

 

(1) 自然現象 

a. 竜巻 

安全機能を有する施設は，想定される竜巻（ 大風速 100ｍ／ｓ）が発生した場合において，作用す

る設計荷重（竜巻）を設定し，設計荷重（竜巻）に対して影響評価を行い，必要に応じ対策を行うこと

により，安全機能を損なわない設計とする。竜①-1、竜①-5、竜②-1 

設計竜巻から防護する施設（以下，「竜巻防護対象施設」という。）は，安全評価上その機能を期待す

る構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機

器を抽出する。竜巻防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下，「竜巻防護対象施設等」という。）

は，竜巻により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないよう機械的

強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。竜①-2、竜①-3 

また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるお
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それがある施設の影響竜①-4 及び竜巻の随伴事象による影響を考慮した設計とする。竜④ 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，竜巻及びその随伴事象に対して機能を維持すること若し

くは竜巻による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での

修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。

竜①-5 

また，重大事故等対処設備は，「〇. 〇. 〇 多様性，位置的分散等」の位置的分散，「〇. 〇. 〇 悪

影響防止等」及び「〇. 〇. 〇 環境条件等」を考慮した設計とする。竜⑤ 

竜巻影響評価については，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価を行うことを

保安規定に定めて管理する。竜③-1、竜③-2 

 

（a）影響評価における荷重の設定 

構造健全性等の評価においては，設計竜巻による風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物の

衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びに安全機能を有する施設に常時作用する荷重，運転時荷重及

びその他竜巻以外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた設計荷重（竜巻）を設定する。竜②-1 

風圧力による荷重，気圧差による荷重としては，設計竜巻の特性値に基づいて設定する。竜②-2 

 

飛来物の衝撃荷重としては，飛来物となる可能性のあるもののうち，運動エネルギ及び貫通力の大き

さを踏まえ，鋼製材（長さ 4.2ｍ×幅 0.3ｍ×奥行き 0.2ｍ，質量 135ｋｇ， 大水平速度 51ｍ／ｓ，

大鉛直速度 34ｍ／ｓ）及び鋼製パイプ（長さ 2.0ｍ×直径 0.05ｍ，質量 8.4ｋｇ， 大水平速度 49ｍ／

ｓ， 大鉛直速度 33ｍ／ｓ）を設計飛来物として設定する。竜②-3、竜②-4、竜②-5 

なお，設計飛来物よりも運動エネルギ又は貫通力が大きくなる資機材及び重大事故等対処設備は設置

状況を踏まえ，固定，固縛，建屋収納又は敷地からの撤去を実施すること，並びに車両については，周

辺防護区域内への入構を管理及び停車又は走行している場所に応じて固縛するか又は飛来対策区域外

の退避場所へ退避することにより，飛来物とならないよう措置を講ずることを保安規定に定めて管理す

るため，設計飛来物が衝突する場合の荷重としては考慮しない。竜③-3、竜③-4、竜⑤ 

 

（ｂ）竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策 

竜巻に対する防護設計においては，設計荷重（竜巻）に対して，安全機能を損なわないよう，機械的

強度を有する建物により防護する設計を基本とする。 

ただし，建屋による防護が期待できない竜巻防護対象施設及び屋外に設置される竜巻防護対象施設に

ついては，設計飛来物の衝突によって安全機能を損なうことを防止するため，竜巻防護対策設備を設置

する。竜①-6 

屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を実施し，安全機能を損なわ

ない設計とする。設計荷重（竜巻）により安全機能を損なう可能性のある場合には，竜巻防護対策を講

ずることにより安全機能を損なわない設計とする。竜①-7 

屋外の重大事故等対処設備は，設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を実施し，重大事故等に対
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処するために必要な機能を損なわない設計とする。若しくは，位置的分散を考慮した配置とすることに

より重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。竜⑤ 

竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を実施し，建屋内の

竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。竜①-8 

重大事故等対処設備を収納する建屋は，設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を実施し，建屋内

の重大事故等対処設備が重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。若しくは，

位置的分散を考慮した重大事故等対処設備の配置とすることにより重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわない設計とする。竜⑤ 

建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設は，気圧差荷重に対して構造強度評価を実施

し，竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。竜①-9 

建屋内の施設で外気と繋がっている重大事故等対処設備は，気圧差荷重に対して構造強度評価を実施

し，重大事故等対処設備が重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。竜⑤ 

建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設は，竜巻防護対策を講ずることにより，設

計荷重（竜巻）による影響に対して，安全機能を損なわない設計とする。竜①-10 

建屋に収納されるが防護が期待できない重大事故等対処設備は，竜巻防護対策を講ずること若しくは

位置的分散を考慮した配置とすることにより，設計荷重（竜巻）による影響に対して，重大事故等に対

処するために必要な機能を損なわない設計とする。竜⑤ 

竜巻防護対策設備は，設計竜巻によって発生する設計飛来物による安全機能を有する施設への影響を

防止するための飛来物防護板（鋼材又は鉄筋コンクリート）及び飛来物防護ネット（ネット：鋼線、支

持架構：鋼材）で構成する。 

飛来物防護板は，設計飛来物の貫通を防止し，設計荷重（竜巻）に対して支持架構の構造健全性を維

持し，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とする。 

飛来物防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収し，設計飛来物の通過を防止し，設計荷重（竜

巻）に対して支持架構の構造健全性を維持し，冷却塔の冷却性能に影響を与えない設計とする。 

また，飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，地震，火山の影響及び外部火災により竜巻防護対象施

設に波及的影響を与えない設計とする。竜①-11 

竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を実

施し，周辺の竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。竜①-12 

重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重（竜巻）に対して，構造強度評価を

実施し，周辺の重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とす

る。竜⑤ 

 

屋外の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力による荷重に対し，竜巻防護対象施設及び重大事故

等に対処するために必要な機能に悪影響を及ぼさない設計とする。屋外の重大事故等対処設備は，浮き

上がり又は横滑りを拘束することにより，悪影響を防止する設計とする。ただし，浮き上がり又は横滑

りを拘束する車両等の重大事故等対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地震後の機能を維持する設
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備は，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，余長を有する固縛で固定する。竜⑤ 

建屋内の重大事故等対処設備は，竜巻による風圧力による荷重を考慮して他の設備に悪影響を及ぼさ

ないよう，重大事故等対処設備を収納する建屋により防護する設計とする。竜⑤ 

 

竜巻随伴事象に対する設計は，竜巻ガイドを参考に，過去の他地域における竜巻被害状況及び再処理

施設の配置から，竜巻随伴事象として火災，溢水及び外部電源喪失を想定し，これらの事象が発生した

場合においても，竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。竜④ 

 

竜巻随伴事象のうち火災に対しては，火災源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価

した上で，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とすることを外部火災防護に関する設計

にて考慮する。竜④ 

 

竜巻随伴事象のうち溢水に対しては，溢水源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえた影響評価を行

った上で，竜巻防護対象施設の安全機能が損なわれないよう必要に応じて堰を設ける等の防護対策を講

じ，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とすることを溢水防護に関する設計にて考慮す

る。竜④ 

竜巻随伴事象のうち外部電源喪失に対しては，非常用所内電源系統，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔並びに第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔の安全機

能を確保できる設計とすることにより，竜巻防護対象施設の安全機能を維持する設計とする。竜④ 

 

ｂ．火山 

 安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る

火山事象として，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（平成 25 年６月 19 日 原規技発第 13061910 号 

原子力規制委員会決定）（以下「火山影響評価ガイド」という。）を参考に山①-3 事業指定（変更許可）を

受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設

計とする。山①-1 

 

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機

能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系

統及び機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能

を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。山①-2 

上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは

降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での

修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。山

①-2 
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重大事故等対処設備は，「〇. 〇. 〇 環境条件等」を考慮した設計とする。山④-1 

 

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価することを保安規定に定めて管理す

る。山② 

 

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定 

  設計に用いる降下火砕物は層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）と設定する。山②-1 

 

(b) 降下火砕物に対する防護対策 

 降下火砕物防護対象施設は，火山影響評価ガイドを参考とした降下火砕物の特性による「直接的影響」

および「間接的影響」に対して，以下の適切な措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。山

③-1 

 

イ. 直接的影響に対する設計方針 

（イ） 構造物への静的負荷 

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の設

計対処施設に常時作用する荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わ

せた荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。山②-1 

降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる自然現象として同時発生の可能性のある積雪及び風（台風）を考

慮する。山②-2,山②-3 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象

施設は，設計荷重（火山）に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損な

わない設計とする。山③-2 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定

に定めて管理することから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。山③-3 

建屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重により機

能を損なわないように，降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置す

る設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損なわ

ないよう，降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

なお，降下火砕物が堆積しないよう屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適宜除去するこ

とを保安規定に定めて管理する。山④-2 

 

（ロ） 閉塞 

屋外に設置する降下火砕物防護対象施設及び重大事故等対処設備のうち主排気筒は，降下火砕物の侵入
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による閉塞の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 

建屋に収納される降下火砕物防護対象施設及び重大事故等対処設備並びに降下火砕物を含む空気の流路

となる降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物を含む空気による流路の閉塞の影響により，安全機能を損

なわない設計とする。山③-4, 山④-3 

なお，上記施設に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の交換又は清掃，降下火砕物の

適切な除去について保安規定に定めて管理する。山③-4, 山④-3 

重大事故等対処設備のうち，屋外で使用する外気を取り入れる設備は，設備の建屋内への事前配備を保

安規定に定めることにより管理する。山④-3 

 

（ハ） 摩耗 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，降下火砕物に

よる磨耗の影響により，安全機能を損なわない設計とする。山③-5 

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設のうち，制御建屋中央制御室換気設備，第

１非常用ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機並びに屋外に設

置される降下火砕物防護対象施設のうち安全冷却水系の冷却塔は，降下火砕物による磨耗の影響により，

安全機能を損なわない設計とする。山③-5 

なお，上記施設に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の交換又は清掃について保安規

定に定めて管理する。山③-5 

（ニ） 腐食 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，建屋に収納される降下火砕物防護対象施設，降下火砕物を含

む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物

に含まれる腐食性のあるガスによる化学的影響（腐食）により，安全機能を損なわない設計とする。山③

-6 

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必

要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことを保安規定に定め管理する。山③-6 

建屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物による短期的な腐食により機能を損なわないよう

に，建屋内に設置する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備については，降下火砕物を適宜除去することにより，降下火砕物による腐食

に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

なお，屋外の重大事故等対処設備が降下火砕物により短期的な腐食で機能を損なわないよう降下火砕物

の適宜除去を保安規定に定めて管理する。山④-4 

（ホ） 中央制御室の大気汚染 

設計対処施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央

制御室の大気汚染を防止する設計とする。 

 また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合は，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，

制御建屋の中央制御室内の空気を再循環することができるようにすることにより，中央制御室内への降下
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火砕物の侵入を防止することで，制御建屋の中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運

転員への影響を防止する設計とする。山③-7 

なお，降下火砕物による中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の大気汚染を防

止するための外気遮断，再循環の実施等を保安規定に定めて管理する。 

 

（ヘ） 絶縁低下 

 電気系及び計測制御系のうち，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する設備

は，降下火砕物による絶縁低下の影響により，安全機能を損なわない設計とする。山③-8 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び制御建屋中央制御室換気設備は，降

下火砕物が侵入し難い構造とする。山③-8 

 

ロ. 間接的影響に対する設計方針 

 降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセ

ス制限事象に対し，再処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう，再処

理施設内に第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続で運転でき

る燃料貯蔵設備を設け，重油タンク及び燃料油貯蔵タンクにＡ重油を貯蔵する設計とし，降下火砕物防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧すること

を保安規定に定めて管理する。山③-9 

 

c．外部火災 

想定される外部火災において，火災源を再処理事業所敷地内及び敷地外に設定し安全機能を有する施

設に係る温度や距離を算出し，それらによる影響評価を行い， も厳しい火災が発生した場合において

も，その安全機能を損なわない設計とする。外①-1 

安全機能を有する施設は，防火帯の設置，離隔距離の確保，建屋による防護等により，外部火災に対

して安全機能を損なわない設計とする。外①-2 

その上で，外部火災により発生する火炎及び輻射熱からの直接的影響並びにばい煙等の二次的影響に

よってその安全機能が損なわれないことを確認する施設を，再処理施設の全ての安全機能を有する構築

物，系統及び機器とする。外①-3 外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上

重要な構築物，系統及び機器を抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の

防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-4 

重大事故等対処設備は，「5.1.2 多様性，位置的分散等」の位置的分散及び「5.1.5 環境条件等」を

考慮した設計とする。 
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上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対して機能を維持すること若しくは

外部火災による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間

での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。 

外①-5 

外部火災の影響については，定期的な評価の実施を保安規定に定めて管理する。外⑩ 

(ａ) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

自然現象として想定される森林火災については，森林火災シミュレーション解析コードを用いて算出

される 大火線強度から算出される防火帯（幅 25ｍ以上）を敷地内に設ける。外②-1、外②-2 

また，防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合に

は，必要 小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対策を実施することを保安規定に定めて管理

する。 

外②-3、外②-4 

(ｂ) 再処理事業所敷地内の火災・爆発源に対する設計方針 

火災・爆発源として，森林火災，敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以

下「危険物貯蔵施設等」という。）の火災及び爆発，航空機墜落による火災，航空機墜落による火災と危

険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を想定し，火災源からの外部火災防護対象施設への熱影響を評

価する。外①-6、外①-9、外①-8 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，安全機能を有

する施設の安全機能を損なわない設計とする。外②-6 

危険物貯蔵施設等のうち，精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造建屋については，設計対処施設に隣接

しており，危険限界距離の確保は出来ない。外④-10、外⑦-4 そのため，設計対処施設については，爆

発によって発生する爆風圧に対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外④-11、外⑦-5 

航空機墜落による火災については，熱影響により安全機能を有する施設の安全機能を損なうおそれが

ある場合には，耐火被覆又は遮熱板等の対策を講ずることにより安全機能を損なわない設計とする。外

⑤-3 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳については，航空機が危険物貯蔵施設等に

直撃し，危険物及び航空機燃料による重畳火災を想定したとしても，離隔距離が も短いディーゼル発

電機用燃料油受入れ・貯蔵所の重畳火災により，設計対処施設である使用済燃料受入れ・貯蔵建屋が受

ける輻射強度は１ｋＷ／ｍ２程度であり，設計対処施設の直近での航空機墜落による火災を想定した場

合の輻射強度（30ｋＷ／ｍ２）よりも小さく，設計対処施設の直近における航空機墜落による火災評価

に包絡される。外⑦-1 

外部火災防護対象施設の評価条件を以下のように設定し，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」

（平成 25 年６月 19 日 原規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災ガイド」と

いう。）を参考として評価する。外①-9 

評価結果より火災源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，外部火災防護対象施設を内包する建屋
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の表面温度が許容温度（200℃）となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設

計，又は建屋表面温度及び屋外の外部火災防護対象施設の温度を算出し，その温度が許容温度を満足す

る設計とする。 

外②-5、外④-2、外④-3、外④-4、外④-5、外④-6、外④-7、外⑤-2、外⑤-3、外⑤-4、外⑤-5 

爆発源として，外部火災ガイドを参考に危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離

を確保する設計とする。 

外④-8、外④-9、外⑦-2、外⑦-3 

森林火災については，再処理施設の敷地周辺の植生を確認し，作成した植生データ及び敷地の気象条

件等を基に解析によって求めた 大火線強度（9,128ｋＷ／ｍ）による危険距離を求め評価する。外②-

1、外②-5 

敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災については，貯蔵量，配置状況及び設計対処施設への距離

を考慮し，火災源ごとに建屋表面温度及び屋外の外部火災防護対象施設の温度を求め評価する。 

外④-1、外④-2、外④-3、外④-4、外④-5、外④-6、外④-7 

危険物貯蔵施設等は，外部火災ガイドを参考に危険限界距離を求め評価する。外④-8 

航空機墜落による火災については，再処理施設は敷地内に放射性物質を取り扱う建屋が多く，面的に

広く分布していることを踏まえ，離隔距離を想定しない航空機墜落による火災としてとらえ，建屋外壁

等の設計対処施設への影響が厳しい地点で火災が起こることを想定し，建屋外壁等の温度を求め評価す

る。 

外⑤-1、外⑤-2、外⑤-3、外⑤-4、外⑤-5 

(c) 再処理事業所敷地外の火災・爆発源に対する設計方針 

再処理事業所敷地外での火災・爆発源に対して，離隔距離の確保等により，安全機能を有する施設の

安全機能を損なわない設計とする。外③-1 

石油備蓄基地火災と森林火災の重畳については、石油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱量及び離隔距

離を算出し、建屋外壁又は外部火災防護対象施設の温度を許容温度以下とすることで，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。外⑥-1、外⑥-2、外⑥-3、外⑥-4、外⑥-5、外⑥-6 

危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても，

敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発を防止し，設計対処施設へ影響を与えない設計とする。 

外⑪-1 

また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，設計対処施設

へ影響を与えない設計とする。 

外⑪-2 

石油備蓄基地火災については，石油備蓄基地に配置している 51 基の原油タンク（約 11.1 万ｍ３／基）

の原油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定し，建屋表面温度及び屋外の外部火災防護対象施設の

温度を求め評価する。外③-4 

敷地周辺に国道 338 号線及び県道 180 号線があることから，燃料輸送車両の火災による影響が想定さ
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れる。燃料輸送車両は，消防法令において移動タンク貯蔵所の上限が定められており，公道を通行可能

な上限のガソリンが積載された状況を想定した場合でも，貯蔵量が多く設計対処施設までの距離が近い

敷地内に存在する危険物貯蔵施設（重油タンク）火災の評価に包絡されることから，燃料輸送車両の火

災による影響は評価の対象外とする。外③-2 

漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離れており，敷地近傍の石油備蓄基地

火災の影響に包絡されることから，評価の対象外とする。外③-3 

(d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針 

外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気設備等に適切な防護対策を講じ

ることで，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。 

外⑧-1 

設計対処施設の各建屋の換気設備の給気系は，粒子フィルタ又は中性能フィルタにより，ばい煙の侵

入を防止することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。外⑧-2 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御建屋中央制御室換気設備の外気取入

口に高性能粒子フィルタを設置し，一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲するとともに，制御建屋中央制

御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずる設

計とする。外⑧-3 

外部火災防護対象施設の第１非常用ディーゼル発電機については中性能フィルタ，第２非常用ディー

ゼル発電機についてはステンレス製ワイヤーネットにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能

を損なわない設計とする。外⑧-4 

外部火災防護対象施設の空気圧縮機の吸気側については，中性能フィルタにより，ばい煙の侵入を防

止することで，安全機能を損なわない設計とする。外⑧-5 

ガラス固化体貯蔵設備は，間接自然空冷貯蔵方式により，貯蔵するガラス固化体からの崩壊熱を利用

して冷却空気入口シャフトから外気を取り入れ，外部火災防護対象施設である収納管と通風管で形成す

る円環流路を上昇しながらガラス固化体を冷却し，冷却空気出口シャフトより排出している。外⑧-6 

外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を防止する構造とし，安全機能

を損なわない設計とする。 

外⑧-7 

(ｅ) 有毒ガスに対する設計方針 

有毒ガスによる影響については，運転員の作業環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気を再

循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさない設計とする。外⑨-1 

なお，制御建屋の中央制御室内空気の再循環を保安規定に定めて管理する。外⑨-1 

 

d. 風（台風） 

外部事象防護対象施設等は，建築基準法に基づき算出する風荷重に対して機械的強度を有する設計とす

ることで安全機能を損なわない設計とする。外①-４  

重大事故等対処設備は，建屋内への設置又は外部事象防護対象施設等と位置的分散を図り設置する。外
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⑦ 

 

e. 凍結 

外部事象防護対象施設等及び重大事故等対処設備は，凍結のおそれのあるものに対して保温等の凍結防

止対策を行うことにより，設計外気温に対して安全機能を損なわない設計とする。外①-５ 外⑦ 

 

f． 高温 

外部事象防護対象施設等及び重大事故等対処設備は，設計外気温に対して崩壊熱除去等の安全機能を損

なわない設計とする。外①-６ 外⑦ 

 

g． 降水 

外部事象防護対象施設等及び建屋内の重大事故等対処設備は，降水による浸水に対して，排水溝及び

敷地内排水路によって敷地外へ排水するとともに，建屋貫通部の止水処理をすること等により，雨水が

当該建屋に浸入することを防止することで，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。

外①-７ 

屋外の重大事故等対処設備は，降水に対して防水対策を行う設計とする。外⑦ 

 

h．積雪 

外部事象防護対象施設等は，六ヶ所村統計書における 深積雪深である 190ｃｍを考慮し，積雪荷重に対

して機械的強度を有する設計とすることで安全機能を損なわない設計とする。また，換気設備の給気系

においては防雪フードを設置し，降雪時に雪を取り込み難い設計とするとともに，給気を加熱すること

により，雪の取り込みによる給気系の閉塞を防止し，安全機能を損なわない設計とする。外①-８ 

重大事故等対処設備は，除雪により，積雪荷重に対してその必要な機能が損なうおそれがない設計とす

る。外⑦ 

なお，除雪を適宜実施することを保安規定に定めて管理する。基②-3 

 

i． 生物学的事象 

安全機能を有する施設のうち，換気設備の外気取入口並びにガラス固化体貯蔵設備の冷却空気入口シャ

フト及び冷却空気出口シャフトは鳥類及び昆虫類の侵入を防止又は抑制するため，バードスクリーン又

はフィルタを設置する。 

屋外に設置する電気設備は，密封構造，メッシュ構造，シール処理を施す構造又はこれらを組み合わせ

ることにより，鳥類及び昆虫類の侵入を防止又は抑制する設計とする。 

給水処理設備は，魚類及び底生生物の侵入並びに藻類の取込みを防止又は抑制するため，二又川からに

水を受け入れる取水口にスクリーンを設置する設計とする。外①-９ 基①-6 

重大事故等対処設備は，生物学的事象に対して，小動物の侵入を防止し，海生生物に対して，侵入を防

止する設計とする。外⑦ 
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j． 塩害 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備を設置する建屋の換気設備の建屋給気ユニットへの粒子

フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処理，屋外施設の塗装等による腐食防止対策及び受電

開閉設備の絶縁性の維持対策により，安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計とする。外①-

10 外⑦ 基①-7 

 

１．落雷に関する設計方針 

安全機能を有する施設は，想定される落雷が発生した場合において安全機能を損なわない設計とする。

雷①-1 また，落雷によってもたらされる影響及び再処理施設の特徴を考慮し，直撃雷に対する落雷防

護対象施設及び間接雷に対する落雷防護対象施設を選定して耐雷設計を行う。雷①-2 

 

落雷防護対象施設としては，安全上重要な機能を有する構築物,系統及び機器を抽出する。雷①-3落雷

防護対象施設及びそれらを収納する建屋は落雷により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止

等の安全機能を損なわない設計とする。雷①-1 

また、重大事故等対処設備についても、落雷から防護すべき施設に含める。 

 

再処理施設の建物及び構築物は広範囲に分散して設置されており，かつ，建屋間には，配管，ケーブ

ルを収納する洞道が設置され，各施設の監視及び制御を制御建屋で集中的に実施するという特徴を踏ま

え，直撃雷による再処理施設への影響及び間接雷による雷サージによる影響のそれぞれを考慮して耐雷

設計を行う。雷①-4 

 

２．設計対処施設 

落雷防護対象施設を収納する建屋及び屋外の落雷防護対象施設を直撃雷の影響から防護する設計対処

施設とする。雷②-1 

なお，設計対処施設以外の施設のうち，建築基準法及び消防法の適用を受ける建屋，構築物について

は，設計対処施設と同様の設計とする。雷②-2 

また、建屋間を取り合う計測制御系統施設，電気設備及び放射線監視設備を間接雷の影響から防護する

設計対処施設とする。雷②-3 

 

３．想定する落雷の規模 

耐雷設計においては，再処理施設が立地する地域の気候，再処理事業所及びその周辺で過去に観測さ

れた落雷データを踏まえ，想定する落雷の規模を270 ｋＡとする。雷③ 

 

４．落雷の防止設計 

４．１．直撃雷の防止設計 

直撃雷に対する設計対処施設は，「原子力発電所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608-2007）基⑤，建築基準
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法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設置する設計とする基①-1雷④-1。各々の

設計対処施設に設置する避雷設備は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴

う構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。基①-1雷④-1 

重大事故等対処設備は，「5.1.5 環境条件等」 を考慮した設計とする。 

 

４．２．間接雷による雷サージ抑制設計 

間接雷による雷サージ抑制設計としては，間接雷に対する設計対処施設への雷サージの侵入及び伝播

経路を考慮し，雷撃電流270 ｋＡの主排気筒への落雷の影響に対して，安全機能を損なわない設計とす

る。雷④-2 

重大事故等対処設備は，「5.1.5 環境条件等」 を考慮した設計とする。 

 

(１) 接地設計 

避雷設備は，各接地系の連接による構内接地系の電位分布の平坦化を図り，接地抵抗値を， 大故障

電流による 大接地電位上昇値，歩幅電圧及び歩幅電圧の制限によって定められる所定の目標値（ＪＩ

Ｓ Ａ4201による標準設計値10 Ω）基⑤を十分下回る設計とし，３ Ω以下とする。基①-2,雷④-3 

 

(２) 雷サージの影響阻止設計 

ａ．計測制御系統施設，放射線監視設備 

間接雷に対する設計対処施設のうちアナログ信号式の計測制御系統施設（計測制御系統施設のうち建

屋間でアナログ信号を取り合う部分をいう）に対しては， 雷撃電流270 ｋＡの落雷によって想定される

雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全機能を損なわないよう，3.0 ｋＶ以上の雷インパルス絶縁耐力

を有する又は絶縁耐力5.0 ｋＶ以上の保安器を設置する設計とする基①-2。保安器を設置する場合は，

信号の出力側の建屋と信号の入力側の建屋の両方に設置する。また，信号の出力側にアイソレータを設

置し，安全上重要な警報及びインターロック機能への影響を防止するとともに，シールドケーブルを使

用した上で接地する。 

間接雷に対する設計対処施設のうちデジタル信号式の計測制御系統施設及び放射線監視設備（計測制

御系統施設及び放射線監視設備のうち建屋間でデジタル信号を取り合う部分をいう）については，雷撃

電流270 ｋＡの落雷によって想定される雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全機能を損なわないよう，

シールドケーブルを使用した上で両端接地とするか又は光伝送ケーブルを用いる設計とする。基①-2, 

雷④-4 

ｂ．電気設備 

間接雷に対する設計対処施設のうち電気設備については，雷撃電流270 ｋＡの落雷によって想定され

る雷サージ電圧（3.0 ｋＶ）に対して安全機能を損なわないよう，3.0 ｋＶ以上の雷インパルス絶縁耐

力を有する設計とする。基①-2,雷④-4 
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(2) 人為事象 

a. 有毒ガス 

再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施設については，化学物質が漏えいし難い設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を制御建屋中央制御室換気設備により遮断し制御建屋の中

央制御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とする。外①-11,基①-8 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわない設計とする。外①-11 

 

有毒ガスが発生した場合，必要に応じて制御建屋中央制御室換気設備の外気の連絡を遮断し，制御建屋

の中央制御室内空気を再循環する措置を講ずることにより，運転員への影響を防止するよう手順を保安

規定に定める。,基②-1 

 

 

b． 電磁的障害 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要な計測制御設備及び安全保護回

路は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせること

により，安全機能を損なわない設計とする。外①-12,基①-9 

計測制御設備のうち重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために必要な計測制御設備及び

安全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持

たせることにより，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。外⑦ 

 

c．再処理事業所内における化学物質の漏えい 

想定される再処理事業所内における化物質の漏えいについて，人体への影響の観点から，再処理施設の

運転員に対する影響を想定し，制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を遮断し制御建屋の中央制

御室内空気の再循環運転を行うことができる設計とする。基①-8 

また，使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわない設計とする。外①-11 

 

 

c.航空機落下 

１．基本的な方針 

想定される人為事象のうち，飛来物（航空機落下）については，防護設計の要否を判断する基準を超

えないことを評価して事業（変更）指定を受けている。設工認申請時に，事業（変更）指定申請時から，

防護設計の要否を判断する基準を超えるような航空路の変更がないことを確認していることから，安全

機能を有する施設に対して防護措置その他適切な措置を講ずる必要はない。なお，定期的に航空路の変

更状況を確認し，防護措置の要否を判断することを保安規定に定めて管理する。航①,基③ 
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ただし，三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に衝突することを想定したときに，一般公衆

に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は，航空機に対して貫通が防止でき，

かつ，航空機による衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安

全確保上支障がないように設計する。航① 

 

 

２．防護対象施設及び防護方法 

三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に衝突することを想定したときに，一般公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は，防護対象とする。航②-1 

また，重大事故等対処設備は，「5.1.2 多様性，位置的分散等」の位置的分散及び「5.1.5 環境条件

等」 を考慮した設計とする。 

 

防護方法としては，建物の外壁及び屋根により建物全体を適切に保護する方法を基本とし，放射性物

質を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中している場合は，建物の壁及び床により防護対象とする区画

を適切に保護する方法を用いる。基①,航②-2 

 

また，放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重化が要求される場合は，同時に２系列破損しないよ

う十分な離隔距離をとって配置する方法を用いる。基①,航②-3 

 

３．防護設計条件 

建物・構築物の防護設計においては，三沢対地訓練区域で も多く訓練を行っている航空機のうち，

厳しい結果を与える航空機を対象とした衝撃荷重に係る条件に余裕を考慮し，航空機総重量20トン，速

度150 m/sから求まる衝撃荷重を用いる。航③-1 

 

 

この衝撃荷重は衝突面に対し直角に作用するものとする。航④-2 

貫通限界厚さの算定についても同様に，余裕を考慮し，エンジン重量1.9トン，エンジン吸気口部直径

0.98 m，エンジンの衝突速度150 m/sとする。航③-2 

また，Ｆ－４ＥＪ改を考慮し，エンジン重量1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ及びエンジ

ンの衝突速度155ｍ／ｓも用いる。航③-2 

 

４．防護設計 

 

 

航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価においては，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局

部的な破壊と，機体全体の衝突による鉄筋コンクリート版等の全体的な破壊という二つの現象を考慮す
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る。航④-1 

防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止でき，航空機全体の衝突荷重によ

るコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の全体的な破壊を防止できる構造とする。

基②-2 

外壁等に設けられた開口部のうち開口面積の大きいものは，迷路構造により開口内部を直接見込めな

い構造とすること等によって防護設計を行う。基②-2 

 

なお，航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による火災に対して，十分な耐火性能を有する鉄筋コンクリ

ート版等により，防護対象とする施設を防護する。基②-2 

（中略） 

 

(2) エンジンの貫通防止 

エンジンによる局所的な破壊に対する鉄筋コンクリートの防護厚さは，Ｄｅｇｅｎによる剛飛来物の

貫通限界厚さの評価式に，実物航空機のエンジンを用いた実験から得られた成果を反映した下式により

求められる貫通限界厚さを下回らないものとする。基④-3 

貫通限界厚さの算定に当たり，Ｆ－４ＥＪ改を対象とした条件に基づく算定においては，安全側にエ

ンジン２基の断面積と等価な断面積を有し２基の重量を持つ等価な１基のエンジンとし，エンジン重量

3.49トン，エンジン吸気口部直径1.403 ｍを用いる。基④-3 

ｅ＝0.65ｅ’ 

ただし， 

1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42の場合ｅ'/ｄ＝0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 

1.52≧Ｘ／ｄ の場合 ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－0.3(Ｘ／ｄ)２ 

貫入深さ(Ｘ)は， 

Ｘ／ｄ≦2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝２｛(180／√fc′)・0.72d０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８｝０．５ 

Ｘ／ｄ≧2.0の場合 

Ｘ／ｄ＝(180／√fc′)・0.72ｄ０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８＋１ 

ここで， 

ｅ : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

ｅ’: Ｄｅｇｅｎ式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

Ｘ : 貫入深さ(ｉｎ) 

ｄ : エンジン有効直径(ｉｎ) 

fc' : コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２) 

Ｄ : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

Ｗ : エンジン重量(ｌｂｆ) 

Ｖ : 衝突速度(ｆｔ／ｓ）基④-3 

42



  

変 更 前 変 更 後 

 

なお，裏面剥離が生じる場合については，その影響を評価する。裏面剥離限界厚さは，実物航空機の

エンジンを用いた実験に基づき，下式により評価する。 

s = 1.84αs(V0/V)0.13・(MV2)0.4/(d0.2 fc'0.4) 

ここで 

s ：裏面剥離限界厚さ（ft） 

αs ：飛来物係数 

V0 ：飛来物基準速度（200ft/s） 

V ：飛来物衝突速度（ft/s） 

M ：飛来物質量（lb） 

d ：飛来物直径（ft） 

fc' ：コンクリート設計基準強度（lbf/ft2） 

基④-3 

 

(1)版の全体的な破壊防止 

機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対しては航①-1，Ｒｉｅｒａが理論的に導いた評価式に，

実物航空機を用いた実験から得られた成果を反映した下式による算定結果に対し航④-4，全体的な形状

をとらえ，力積が下回らないように平滑化した航④-4 4.－１図に示す衝撃荷重曲線を用い，有限要素法

による版の弾塑性応答解析を行い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断を生じさせない設

計とする。航①-1 

Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ(ｔ)２ 

ここで， 

Ｆ(ｔ) :衝撃荷重(Ｎ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝:衝突面における航空機の破壊強度(N) 

μ｛ｘ(ｔ)｝ :衝突面における航空機の単位長さ当たりの質量（ｋｇ／ｍ） 

Ｖ(ｔ) :衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ) :時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置(ｍ) 

航④-4 

 

コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の破壊防止に対する許容値は，次の値とす

る。航④-4 

コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６ 

鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 

 

なお，版の全体破壊防止に対する設計においては，以下に示す版厚，支持スパン，支持条件等を考慮

して応答ひずみ的に厳しい評価となる解析部位を選定する。 
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防護版の断面および支持条件が同等の場合，添付資料１に示すように支持スパンが10ｍ程度までは，

支持スパンが大きいほど応答ひずみは大きくなるが，支持スパンが10ｍ程度よりも大きくなると，版の

動的応答に寄与する質量の増加に伴う慣性抵抗により，支持スパンが大きくなっても応答ひずみが大き

くならない傾向が表れる。 

防護版の断面および支持スパンが同等の場合，添付資料２に示すように壁支持よりも支持部の剛性が

小さい柱支持のほうが，応答ひずみが大きくなる傾向が認められる。また，添付資料３に示す解析結果

を見ると，柱支持正方形版よりも周辺拘束の小さい２辺支持一方向版のほうが応答ひずみが大きくなる

傾向が認められる。 

防護版の支持スパンと支持条件が同等の場合，添付資料１に示すように，版厚が厚いほど版の慣性抵

抗および剛性の増加により，応答ひずみが小さくなる傾向が認められる。 

応答ひずみと許容値の関係をみると，コンクリートの応答ひずみのほうが鉄筋の応答ひずみよりも許

容値に近く，クリティカルとなる可能性が高い。 
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変 更 前 変 更 後 

用語の定義は「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」とその解釈及び「再処理施設の

技術基準に関する規則」による。 

変更なし 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め  

安全機能を有する施設は，使用済燃料，使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物 

(以下「使用済燃料等」という。) を分析のため少量を取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物

粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えい

した場合においても，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設若しくは建

屋内に保持し，使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める設計とする。 

ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の使用済燃料等を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統及

び機器内で取り扱う設計とする。 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，漏えい及び逆流防止の機能が確保される設計とすると

ともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能

を確保する設計とする。 

流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流体を導く管を接続する場合

には，流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まない流体を導く管に逆流することのないよう止め弁，

逆止弁，水封等を設ける設計とする。 

プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う

系統及び機器，セル・グローブボックス並びにこれらを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設に接続す

ることにより、原則として，常時負圧に保つ設計とする。 

それぞれの気圧は，原則として，建屋，セル・グローブボックス，系統及び機器の順に気圧が低くなる設

計とする。 

液体状の使用済燃料等を内包する系統及び機器を収納するセル・グローブボックスの底面にはステンレ

ス鋼製の漏えい液受皿を、室の床にはステンレス鋼製もしくは塗装を施した漏えい液受け皿を設置し，液

体状の使用済燃料等が漏えいした場合には，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとと

もに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送することで、安全に処理できる設計とする。 

警報装置の健全性確認に関する対応事項、並びに検知装置が動作不能となった場合における対応事項に

ついて、保安規定に定める。 

管理区域外から液体状の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ冷却水等の熱媒を供給する場合は、管

理区域内で熱交換器を介することで、使用済燃料等を含む流体を環境に流出しない設計とする。 

冷却水、蒸気等の熱媒を流体上の使用済燃料等を内包するセル内の設備へ供給する場合は、使用済燃料

等を検知する装置を設置することにより、使用済燃料等の漏えいを検知できる設計とする。 

万一，熱媒中に使用済燃料等が漏えいした場合には，汚染した熱媒を低レベル廃液処理設備に払い出す

ことにより、汚染した熱媒を安全に処理し得るような設計とする。 

警報装置の健全性確認に関する対応事項、並びに検知装置が動作不能となった場合における対応事項に

ついて、保安規定に定める。 

4. 閉じ込めの機能 

4.1 閉じ込め  

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



  

変 更 前 変 更 後 

使用済燃料等を取り扱うグローブボックスは，給気口及び排気口を除き，密閉することができる設計と

する。 

密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に接続すること

により，開口部の風速を適切に維持する設計とする。 

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設 (液体状の使用済燃料等の漏えいが拡大する

おそれがある部分に限る。)内部の床面及び壁面は，塗装を施すこともしくはステンレス鋼製とすること

により、漏えいし難い設計とする。 

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には．堰

等を設けることにより、液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。 

工場等の外に排水を排出する場合、施設外への排水路 (湧水に係るものであって使用済燃料等により汚

染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。) の上に施設の床面を設置しないことで、工

場等の外に使用済燃料等が漏えいしない設計とする。 

 

 

4.2 放射性廃棄物による汚染の防止 

再処理施設の管理区域のうち，人が頻繁に出入りする建物内部の壁，床その他の部分であって，使用済

燃料等により汚染されるおそれがあり，かつ，人が触れるおそれがあるものの表面は，万一の汚染が生じ

た場合でも，エポキシ樹脂系塗料等の塗装を行うことにより，使用済燃料等による汚染を除去しやすい設

計とする。 

 

再処理施設の管理区域のうち，人が触れるおそれがある器材その他の物が使用済燃料等により汚染され

た場合に，当該汚染を除去するため，必要に応じ純水を供給できる設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 放射性廃棄物による汚染の防止 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

用語の定義は「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」とその解釈及び「再処理施設の

技術基準に関する規則」による。 

変更なし 

5. 火災等による損傷の防止 

－ 

5. 火災等による損傷の防止 

分離施設の火災による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基づく設

計とする。 

 

 

47



  

変 更 前 変 更 後 

用語の定義は「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」とその解釈及び「再処理施設の

技術基準に関する規則」による。 

変更なし 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

－ 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

分離施設の溢水等による損傷の防止の基本設計方針については，溢水防護設備の基本設計方針に基づく

設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

用語の定義は「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」とその解釈及び「再処理施設の

技術基準に関する規則」による。 

変更なし 

7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

 

－ 

7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

分離施設の化学薬品の漏えいによる損傷の防止の基本設計方針については，化学薬品防護設備の基本設

計方針に基づく設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

8． 遮蔽 

 

 再処理施設は，平常時の直接線及びスカイシャイン線による再処理施設周辺の空間線量率が，放射線業務従

事者等の放射線障害を防止するための遮蔽等を適切に設置すること及び再処理施設と周辺監視区域境界までの

距離とあいまって，再処理施設周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減し，周辺監視区域外における

線量限度を十分に下回るよう「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（昭和50年５月13日原

子力委員会決定）」において定める線量目標値（実効線量で50μＳｖ／ｙ）を超えないような遮蔽設計とする。 

また，直接線及びスカイシャイン線による再処理施設周辺の空間線量率が合理的に達成できる限り低いこと

を確認するために直接線及びスカイシャイン線の線量評価に当たっては，「発電用軽水型原子炉施設の安全審査

における一般公衆の線量評価について（平成元年３月 27 日原子力安全委員会了承）」を参考とし，使用済燃料

等を内包する各建物及び洞道からの直接線及びスカイシャイン線による線量を計算方位ごとに足し合わせ，最

大となるよう線量評価を行い，再処理施設の配置及び遮蔽設計の妥当性を確認する。 

直接線及びスカイシャイン線の線量評価に用いる放射線の線源は，再処理施設の主要な建屋に収納される放

射性物質について，最大再処理能力，最大貯蔵能力等を考慮して，厳しい評価結果を与えるように設定する。 

 また，線量評価に用いる線源の線源強度及びエネルギスペクトルは，原則としてＯＲＩＧＥＮ２コードを用

いて，線量計算において厳しい評価結果を与えるように設定する。 

中性子線エネルギスペクトルは，遮蔽設計に用いる中性子線のエネルギスペクトルと同一とする。 

実効線量の計算に当たっては，点減衰核積分コード(ＱＡＤ)，一回散乱計算コード(Ｇ－33)，一次元輸送計算

コード(ＡＮＩＳＮ)，二次元輸送計算コード(ＤＯＴ)を適切に組み合わせて計算地点における放射線束を算出し，

ガンマ線についてはＩＣＲＰのPublication 74の換算係数及び平成12年科学技術庁告示第５号の換算係数，若し

くはＩＣＲＰのPublication 74の換算係数及び実効換算係数を用いて計算地点における線量を計算する。この

他，ガンマ線については，実効線量の値は実効線量当量の値を下回ることから，ＩＣＲＰのPublication 51の

換算係数及び実効換算係数を用いて実効線量当量を計算し，実効線量当量の値を実効線量の値とする。 

また，中性子線については，平成12年科学技術庁告示第５号の換算係数を用いて計算地点における線量を計算

する。 

 また，線量計算に用いる線源は，遮蔽材として建物外壁等の線源をとり囲むコンクリート壁（密度2.15ｇ／

ｃｍ３）及び建屋内の配置，放射性物質の量等を考慮して選択するとともに，実際の形状に応じて点，球形，直

方体形状等にモデル化を行い，均質体系又は非均質体系を仮定して評価する。 

 直接線及びスカイシャイン線の線量評価に当たっては，敷地境界と周辺監視区域境界がほぼ一致しているの

で，線量の計算上厳しい評価結果を与える周辺監視区域境界について計算し，その値を敷地境界外における線

量として扱う。計算地点は，主排気筒を中心として16方位に分割した各方位の周辺監視区域境界とし，各建物

から各々最短となる地点での直接線及びスカイシャイン線による線量を算出し，方位内の各建物からの線量の

和が最大となる方位の線量を求める。 

なお,線源が地下に設置されていること等により，直接線が無視できるものについては，スカイシャイン線に

起因する線量のみを評価する。 

再処理施設における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には，平常時における放射線業

8． 遮蔽 

 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

務従事者等の被ばく線量が放射線業務従事者の作業性等を考慮して，遮蔽，機器の配置，放射性物質の漏えい

防止，換気等及び適切な作業管理及び放射線管理とあいまって，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に

関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定められた線量限度を

超えないよう外部放射線に係る線量率の高低を勘案して遮蔽設計区分を設け，各区分に定める基準線量率を満

足できる遮蔽設計とする。 

遮蔽設備は，主にセル遮蔽，補助遮蔽，外部遮蔽，制御室遮蔽設備，緊急時対策建屋の遮蔽設備から構成し，

運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事故時及び重大事故等時に対し，地震時及び地震後に

おいても，再処理施設周辺の空間線量率の低減及び放射線業務従事者等の放射線障害防止のために，遮蔽性を

維持する設計とする。 

当該遮蔽設備に開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部があるものにあっては，必要に応じて次の放射線漏え

い防止措置を講じて放射線を遮蔽する設計とする。 

・線源機器と貫通部の位置関係により，貫通部から線源機器が直視できない措置 

・貫通部に対する遮蔽（屈曲構造，スクリューダクト，鉄等による補助遮蔽等） 

遮蔽設備は，遮蔽構造材として主としてコンクリート，鉛，鉄，水等を用いた遮蔽体を用いた遮蔽設計を行

うとともに，機器及び設備の補修等の際は必要に応じて一時的に遮蔽体を使用する。 

放射線業務従事者の作業場所への立入り頻度及び立入り時間を考慮した遮蔽設計区分を設ける。遮蔽設計区

分は，５段階に区分するとともに，区分ごとに放射線業務従事者の被ばく低減に留意した基準線量率を定め、

これを満足する設計とし，線量限度を満足できる遮蔽設計であることの妥当性を確認する。 

区         分 基準線量率 

管理区

域外 
Ⅰ1: 管理区域外 ≦ 2.6μSv/h 

管理区

域内 

Ⅰ2: 週48時間以

内しか立ち入ら

ないところ 

≦  10μSv/h 

Ⅰ3: 週10時間程

度しか立ち入ら

ないところ 

≦  50μSv/h 

Ⅰ4: 週１時間程

度しか立ち入ら

ないところ 

≦ 500μSv/h 

Ⅰ5: 通常は立ち

入らないところ 
＞ 500μSv/h 

（注）上表区分欄に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すものではなく，立ち入りに対する制限は線量率，

作業に要する時間及び個人の線量を考慮して決定する。 
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変 更 前 変 更 後 

再処理施設の遮蔽設計に当たっては，遮蔽設計に用いる線源は，最大処理能力，最大貯蔵量，工程内で核種

の組成や濃度が変化するといった再処理施設の特徴を考慮し，遮蔽設計上厳しい条件を設定する。遮⑩ 

再処理施設の各施設における遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様は，以下に示すとおり設定する。また，製品

貯蔵施設等での娘核種のビルドアップを考慮した設計とする。 

ガンマ線の遮蔽設計に用いる線源強度及びエネルギスペクトルは，設備，機器等の最大放射能量を考慮する

とともに，遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出される核種組成を基

準に，工程内での組成変化，濃度変化等を考慮し，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるように設定する。遮⑪ 

中性子線の遮蔽設計に用いる線源強度は，設備，機器等の最大放射能量を考慮するとともに，遮蔽設計に用

いる設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出されるアクチノイド及びその娘核種の工程内

での組成変化，濃度変化等を考慮して中性子発生数を設定し，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるように設

定する。また，中性子線エネルギスペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるようにキュリウム－242に

よる（α，ｎ）反応で生成する中性子線のエネルギスペクトルとする。ただし，プルトニウム精製設備からウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備までは，プルトニウム－239の（ｎ，ｆ）反応により生成する中性子線

のエネルギスペクトルとする。 

使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下「キャスク」という。）を取り扱う工程での遮蔽設計に用い

る線源強度は，キャスク表面から１ｍ離れた位置での線量当量率を100μＳｖ／ｈとし，また，エネルギスペク

トルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるようにキャスクから放出される放射線エネルギのうち高エネルギ

の７ＭｅＶ単一ガンマ線として設定する。 

原子炉施設から使用済燃料集合体等とともに持ち込まれる腐食生成物質を取り扱う工程での遮蔽設計に用い

る線源強度は，原子炉施設の実績等に基づいて設定し，また，エネルギスペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価

結果を与えるようにコバルト－60を代表核種として設定する。 

再処理施設の遮蔽設計においては，再処理工程内での放射性物質の挙動を考慮し，核種組成の領域及び領域

ごとの核種組成を基に遮蔽設計に用いる線源の核種組成を設定する。 

再処理施設の遮蔽設計にあたっては，信頼性のある計算コード（ＱＡＤ，ＡＮＩＳＮ等）を用いて遮蔽計算

するとともに，遮蔽材の形状及び材質並びに計算誤差等を考慮し，最も厳しい評価結果となるよう計算すると

ともに十分な安全余裕を見込む設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

9. 設備に対する要求事項 

9 安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重大事故等対処設備 

 

安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるも

の及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放

射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上

重要な施設とする。 

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であ

っても，容易に操作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤

や現場の機器，弁等に対して，誤操作を防止するための措置を講ずることにより，簡単な手順によって必要な

操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とする 

安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機

能を果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とする。 

ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待でき

る場合は，多重化又は多様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

安全機能を有する施設のうち，下記の分類に属する施設を安全上重要な施設とする。 

(１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器 

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統 

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等 

(５) 上記(４)の換気系統 

(６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

(７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

(８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要な動力源 

(９) 熱的，化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器 

(10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

(12) 安全保護回路 

(13) 排気筒 

(14) 制御室等及びその換気系統 

(15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系統，冷却水系統等 

 

ただし，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明

らかな場合は，安全上重要な施設から除外する。 

(１)及び(２) については，プロセス設計を基に公衆影響の観点から，以下のように設定する。 

 

9. 設備に対する要求事項 

9 安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重大事故等対処設備 

 

安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるも

の及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放

射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上

重要な施設とする。 

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であ

っても，容易に操作ができるよう，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤

や現場の機器，弁等に対して，誤操作を防止するための措置を講ずることにより，簡単な手順によって必要な

操作が行える等の運転員に与える負荷を少なくすることができる設計とする 

安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機

能を果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とする。 

ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待でき

る場合は，多重化又は多様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

安全機能を有する施設のうち，下記の分類に属する施設を安全上重要な施設とする。 

(１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器 

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統 

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等 

(５) 上記(４)の換気系統 

(６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

(７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

(８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要な動力源 

(９) 熱的，化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器 

(10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

(12) 安全保護回路 

(13) 排気筒 

(14) 制御室等及びその換気系統 

(15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系統，冷却水系統等 

 

ただし，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明

らかな場合は，安全上重要な施設から除外する。 

(１)及び(２) については，プロセス設計を基に公衆影響の観点から，以下のように設定する。 
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変 更 前 変 更 後 

ａ．プルトニウム溶液又は高レベル廃液を処理又は貯蔵する以下の主要な系統を安全上重要な施設とする。 

(ａ) 溶解設備の溶解槽からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の混合酸化物貯蔵容器まで 

(ｂ) 清澄・計量設備の清澄機から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉まで 

(ｃ) 分離設備の抽出塔から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉まで 

ｂ．その他の塔槽類（一時貯留処理槽等）については，その閉じ込め機能の必要性を工学的に判断し，不可欠 

な場合は安全上重要な施設とする。 

(３)，(５)及び(６)のオフガス処理系統及び換気系統については，気体廃棄物の主要な流れを構成している施設及

びその閉じ込め機能を維持するために必要なしゃ断弁等で隔離できる範囲の施設を，放出経路の維持の観点で

安全上重要な施設とする。また，これらの施設のうち，捕集・浄化機能又は排気機能を有する機器については，

その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合はそれぞれの機能維持の観点でも安全上重要な施設とす

る。(７)の換気系統については，その閉じ込め機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施

設とする。 

(４)のセル及び(６)の洞道のうち，高レベル廃液の閉じ込め機能の観点で安全上重要な施設としたものは，しゃへ

い機能の観点でも安全上重要な施設とする。 

(10)については，使用済燃料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去のために不可欠なプール水を保持する施設を安全

上重要な施設とする。また，使用済燃料集合体及びバスケットの落下・転倒防止機能を有する施設については，

その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

(11)については，高レベル放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊熱除去の観点で不可欠な施設を安全上重要な施設

とする。 

(12)については，事業指定基準規則の要求事項を踏まえて，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事象

のうち，拡大防止対策又は影響緩和対策として期待する安全上重要な施設のインターロックである以下の15回

路を安全保護回路とする。 

ａ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｂ．精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

ｃ．分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｄ．精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｅ．酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｆ．溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処理施設のせん断機のせん断停止回路 

ｇ．脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

ｈ．分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

ｉ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路 

ｊ．脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

ｋ．脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

ｌ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建屋） 

ｍ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建屋） 

ｎ．固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止回路 

ａ．プルトニウム溶液又は高レベル廃液を処理又は貯蔵する以下の主要な系統を安全上重要な施設とする。 

(ａ) 溶解設備の溶解槽からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の混合酸化物貯蔵容器まで 

(ｂ) 清澄・計量設備の清澄機から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉まで 

(ｃ) 分離設備の抽出塔から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉まで 

ｂ．その他の塔槽類（一時貯留処理槽等）については，その閉じ込め機能の必要性を工学的に判断し，不可欠 

な場合は安全上重要な施設とする。 

(３)，(５)及び(６)のオフガス処理系統及び換気系統については，気体廃棄物の主要な流れを構成している施設及

びその閉じ込め機能を維持するために必要なしゃ断弁等で隔離できる範囲の施設を，放出経路の維持の観点で

安全上重要な施設とする。また，これらの施設のうち，捕集・浄化機能又は排気機能を有する機器については，

その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合はそれぞれの機能維持の観点でも安全上重要な施設とす

る。(７)の換気系統については，その閉じ込め機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施

設とする。 

(４)のセル及び(６)の洞道のうち，高レベル廃液の閉じ込め機能の観点で安全上重要な施設としたものは，しゃへ

い機能の観点でも安全上重要な施設とする。 

(10)については，使用済燃料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去のために不可欠なプール水を保持する施設を安全

上重要な施設とする。また，使用済燃料集合体及びバスケットの落下・転倒防止機能を有する施設については，

その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

(11)については，高レベル放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊熱除去の観点で不可欠な施設を安全上重要な施設

とする。 

(12)については，事業指定基準規則の要求事項を踏まえて，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事象

のうち，拡大防止対策又は影響緩和対策として期待する安全上重要な施設のインターロックである以下の15回

路を安全保護回路とする。 

ａ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｂ．精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

ｃ．分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｄ．精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｅ．酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

ｆ．溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処理施設のせん断機のせん断停止回路 

ｇ．脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

ｈ．分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

ｉ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路 

ｊ．脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

ｋ．脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

ｌ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建屋） 

ｍ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建屋） 

ｎ．固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止回路 
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変 更 前 変 更 後 

ｏ．気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路 

(13)については，設計基準事故の評価において，不可欠な影響緩和機能を有する施設を安全上重要な施設とす

る。 

(15)については，計測制御系統及び冷却水系統の他に，その施設が有する安全機能の必要性を工学的に判断し，

不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 再処理施設のうち，重大事故等対処設備を除いたものを設計基準対象の施設とし，安全機能を有する構築物，

系統及び機器を安全機能を有する施設とする。 

 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設計とする。 

 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件に

おいて，その安全機能を発揮することができる設計とする。 

 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設

の運転中又は停止中に検査又は試験ができる設計とする。 

 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

安全上重要な機器等の健全性を確認するため，セル壁に貫通口を設ける設計とする。 

安全上重要な機器等の安全機能を維持するために，必要に応じて保守セル等を設ける設計とする。 

また，多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じてブロック閉止壁を設置する等により，そ

れらへの接近可能性も配慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｏ．気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路 

(13)については，設計基準事故の評価において，不可欠な影響緩和機能を有する施設を安全上重要な施設とす

る。 

(15)については，計測制御系統及び冷却水系統の他に，その施設が有する安全機能の必要性を工学的に判断し，

不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 再処理施設のうち，重大事故等対処設備を除いたものを設計基準対象の施設とし，安全機能を有する構築物，

系統及び機器を安全機能を有する施設とする。 

 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設計とする。 

 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件に

おいて，その安全機能を発揮することができる設計とする。 

 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設

の運転中又は停止中に検査又は試験ができる設計とする。 

 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

安全上重要な機器等の健全性を確認するため，セル壁に貫通口を設ける設計とする。 

安全上重要な機器等の安全機能を維持するために，必要に応じて保守セル等を設ける設計とする。 

また，多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じてブロック閉止壁を設置する等により，そ

れらへの接近可能性も配慮した設計とする。 

 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物によって，

その安全機能を損なわない設計とする。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，配管の損傷，機器

の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 

 内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生する飛散物をいう 

 安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設としては，安全評価上その機能を期待する

構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部発生

飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物

の発生を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

内部発生飛散物に対して機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設等と共用するものは，共用によって再

処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の発生を防止するため

に，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及び工場等外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するために，必要な措置を講じる設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計とす

る。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系統（供給源から供給先まで，経路を含む）で

構成する。 
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重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために必要な

機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置するＭＯＸ燃料加工施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設計とする。重大事故等対処設

備を共用する場合には，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保する。また，

同時に発生するＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故

等に対処するものについて，それぞれに常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをいう。また，常設重大事故等対処設備で

あって耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等

対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重

大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう。 

5.2 多様性，位置的分散等 

 (1) 多重性又は多様性及び独立性 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，重大事故等における条

件，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び「〇〇〇重大事故の発生を仮定する際の条件の設定

及び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載する安全機能を有する施設の設計において想定した規模よ

りも大きい規模（以下「設計基準より厳しい条件」という。）の要因となる事象を考慮する。 

重大事故等対処設備は，共通要因のうち重大事故等における条件の想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

重大事故等対処設備は，共通要因のうち自然現象の地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，

地震，風（台風），積雪及び火山の影響を考慮する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風），

積雪及び火山の影響を考慮する 

重大事故等対処設備は，共通要因のうち人為事象の航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

ついては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。 

重大事故等対処設備は，共通要因のうち周辺機器等からの影響の地震，溢水，化学薬品漏えい，火災による

波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。 

重大事故等対処設備は，共通要因のうち「〇〇〇重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発

生を仮定する機器の特定」に記載する設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象として地震，火山

の影響を考慮する。また，内的事象として配管の全周破断を考慮する。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考

慮して適切な措置を講ずる設計とする。 
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重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等におけ

る条件に対する健全性については，「〇〇 環境条件等」に記載する。 

常設重大事故等対処設備は，「〇〇 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に設置し，地震，津

波及び火災に対しては，「〇〇 重大事故等対処施設の耐震設計」，「〇〇 耐津波設計」及び「〇〇 重大事故

等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計」に基づく設計とする。設計基準より厳しい条件の要因

となる外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備は,「〇

〇 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。地震，津波及び火災に対す

る健全性については，「〇〇 環境条件等」に記載する。 

溢水，化学薬品漏えい，火災及び設計基準より厳しい条件の要因となる内的事象の配管の全周破断に対して

常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，可能な限り位置的分散を図るか又は溢水，化学薬品漏えい，火災及び配管の全周破断に対す

る常設重大事故等対処設備の健全性については，「〇〇 環境条件等」に記載する。 

常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及

び爆発に対する健全性について，「〇〇 環境条件等」に記載する。 

森林火災に対して外的事象を要因として発生した場合に対処するための可搬型重大事故等対処設備を確保し

ているものは，可搬型重大事故等対処設備により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とすると

ともに，損傷防止措置として消防車による事前散水による延焼防止の措置により機能を維持する。 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発生させる回転機器に

ついて回転体の飛散を防止する設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とする。 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要な機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講ずる設計と

する。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線，荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時における

条件に対する健全性については，「〇〇 環境条件等」に記載する。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「〇〇 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に

設置する前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第２

保管庫・貯水所，緊急時対策建屋及び洞道に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備

57



  

変 更 前 変 更 後 

の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないこと

を確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計」の地震

により生じる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力

の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に位置的分散することにより，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。また，設計基準より厳しい条件の要因

となる外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期

待する可搬型重大事故等対処設備は,「〇〇 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「1.8 耐津波設計」に基づく津波による損傷を防止した設計と

する。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は,「(６) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方

針」に基づく火災防護を行う。 

地震，津波，火災，溢水，化学薬品漏えい，内部発生飛散物，設計基準より厳しい条件の要因となる内的事象

の配管の全周破断に対する健全性については，「（３） 環境条件等」に記載する。 

溢水，化学薬品漏えい，内部発生飛散物，設計基準より厳しい条件の要因となる内的事象の配管の全周破断

に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図る。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象及び人為事象に対して風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学

物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能を損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能と同時にその機能を損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処する

ための設備又は常設重大事故等対処設備これらを考慮して設置される建屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した場所に保管するとともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る。また，屋外に設置する設

計基準事故に対処するための設備からも 100ｍ以上の離隔距離を確保する。 

可搬型重大事故等対処設備を保管する外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等及び屋外に保管する

可搬型重大事故等対処設備に対する健全性については，「〇〇 環境条件等」に記載する。 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因に

よって接続することができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計と
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する。 

重大事故等における条件に対して接続口は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋等内の適切に離隔した

隣接しない位置の異なる複数箇所に設置する。重大事故等における条件に対する健全性については，「(３)  環

境条件等」に記載する。 

接続口は，「〇〇 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づく地盤に設置する建屋等内に設置し，地震，

津波及び火災に対しては，「〇〇 重大事故等対処施設の耐震設計」，「〇〇 耐津波設計」及び「〇〇 重大事

故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計」に基づく設計とする。地震，津波及び火災に対する

健全性については，「〇〇 環境条件等」に記載する。 

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して建屋の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設

備と常設設備との接続口は，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって接続することができなくなることを防止

するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

接続口は，自然現象及び人為事象に対して，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣

工場等の火災及び爆発に対する健全性について，「（３） 環境条件等」に記載する。接続口は，複数のアクセ

スルートを踏まえて自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して建屋等

内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象のうち地震に対して接続口は，「(５) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。地震に対する健全性については，「（３） 環境条

件等」に記載する。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接

続口を設ける設計とする。同時に使用する可能性がある場合は，合計の容量を確保し，状況に応じて，それぞ

れの系統に必要な容量を同時に供給できる設計とする。 

 (2) 単一故障 

5.3 悪影響防止等 

(1) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備（安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設備以外の

重大事故等対処設備，ＭＯＸ燃料加工施設及びＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等対処設備を含む。）に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への影響としては，重大事故等対処設

備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並びに竜巻により飛

来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響について重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分

離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備から独

立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設
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備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大

事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，高速回転機器の破損を想定し，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする 

竜巻による影響を考慮する重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に

設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は風荷重を考慮し，屋外に保管する

可搬型重大事故等対処設備は必要により当該設備の固縛等の措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。風（台風）及び竜巻に対する健全性について，「〇〇環境条件等」に記載する。 

5.4 個数及び容量 

 (1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進展等を

考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収

束は，これらの系統と可搬型重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設

備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使用するものについては，安全機能

を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確認した上で，

安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用するもの

については，系統の目的に応じて必要な個数及び容量を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する常設重大事故等対処設備は，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 

 (2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進展を考

慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又はこれらの系統

と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，ボンベ容量，計測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量を有する設計と

するとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるもの

は，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数（必要数）に加え，予備として故障時のバッ

クアップ及び点検保守による待機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する。また，再処理施設の
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特徴である同時に複数の建屋に対し対処を行うこと及び対処の制限時間等を考慮して，建屋内及び建屋近傍で

対処するものについては，複数の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を確保するとともに，建屋内に保管する

ホースについては１本以上の予備を含めた個数を必要数として確保する。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する

水素による爆発，有機溶媒等による火災又は爆発，使用済燃料貯蔵槽等の冷却機能等の喪失に対処する設備は，

当該重大事故等が発生するおそれがある安全上重要な施設の機器ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１

セット確保する。ただし，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定した結果，その範囲が系統で機能喪失す

る重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。また，

安全上重要な施設以外の施設の機器で発生するおそれがある場合についても同様とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型重大事故等対処設備は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 

5.5 環境条件等 

(1)  環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等

に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境

性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故

による環境の変化を考慮した環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供給する系統への影響，

自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自然現象に

よる荷重を考慮する。また，同時に発生を想定する重大事故等としては，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び

放射線分解により発生する水素による爆発を考慮する。系統的な影響を受ける範囲において互いの事象による

温度及び圧力の影響を考慮する。 

自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への

影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を

与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風），積

雪及び火山の影響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への

影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を

与えるおそれのある事象として，電磁的障害を考慮する。 

外的事象として，地震，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）を考慮する。また，内的事象として，配管

の全周破断を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水及び化学薬品漏えいによる波及的影響及び内部発生飛散

物を考慮する。 
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また，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等による影響についても考慮する。 

 (1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）に応じた耐環境性を有する設計

とする。放射線分解により発生する水素による爆発の発生及びＴＢＰ等の錯体による急激な分解反応の発生を

想定する機器については，瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響により必要な機能を損なわない設計とする。

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時における使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮した設計とする。同時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸

発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発に対して常設重大事故等対処設備は，系統的な影響を受

ける範囲において互いの事象による温度，圧力及び湿度に対して，機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水するコンクリート構造物については，

腐食を考慮した設計とする。 

常設重大事故等対処設備の操作は，制御建屋の中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又

は設置場所で可能な設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して常設重大事故等対処設備は，建屋等に設

置し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻による

風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結対策，高温対策及び防水対策により機能

を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これら

生物の侵入を防止又は抑制できる設計とする。 

森林火災に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより，機能を損なわない

設計とする。また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，常

設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給気ユニットへの粒子フィルタの設置，直

接外気を取り込む施設の防食処理により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，

屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対

策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

敷地内の化学物質漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液

防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「〇〇 重大事故等対処施設の耐震設計」に記載する地震力による

荷重を考慮して，機能を損なわない設計とする。外的事象の地震を要因とする重大事故等に対する常設重大事

故等対処設備は,「〇〇 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「〇〇 耐津波設計」に基づく設計とする。 

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備
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は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が構内接地網と連接

した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に設置する。間接雷に対

して，当該設備は雷サージによる影響を軽減できる設計とする。 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設

計とする。 

周辺機器等からの影響について，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波

及的影響によって機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮

して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う。 

想定する溢水量に対して常設重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被水防護を行う。化

学薬品漏えいに対して屋内の常設重大事故等対処設備は，想定される化学薬品漏えいにより機能を損なわない

よう，化学薬品漏えい量を考慮した高さへの設置，被液防護を行う。 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「〇〇 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設

計」に基づく設計とする。 

内部発生飛散物に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺機器の高速回転機器の回転羽の損壊によ

る飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより機能を損なわない設計とする。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象のうち，配管の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等による建

屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 

(1) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境

性を有する設計とする。使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，

重大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度を考慮した設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重大

事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防止

を考慮した設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の操作は，設置場所で可能な設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して可搬型重大事故等対処設備は，建屋等に保

管し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

風（台風）及び竜巻に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備又は当該設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結対策，高温対策及び防水対策により

機能を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これら生物
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の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

森林火災に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，

機能を損なわない設計とする。 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給気ユニットへの粒子フィルタの設置，

直接外気を取り込む施設の防食処理により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持対策により，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

敷地内の化学物質漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被

液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる。外的事

象の地震を要因とする重大事故等に対する可搬型重大事故等対処設備は,「〇〇 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「〇〇 耐津波設計」に基づく設計とする。 

落雷に対して，全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備

は，直撃雷を考慮した設計を行う。直撃雷に対して，当該設備は構内接地網と連接した避雷設備で防護される

範囲内に保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管する。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない

設計とする 

周辺機器等からの影響について，地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの

波及的影響によって機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考

慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う。 

想定する溢水量に対して可搬型重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護

を行う。 

化学薬品漏えいに対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，想定される化学薬品漏えいにより機能を損な

わないよう，化学薬品漏えい量を考慮した高さへの設置又は保管，被液防護を行う。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「〇〇 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方

針」に基づく火災防護を行う。 

内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，当該設備周辺機器の高速回転機器の回転羽の損壊に

よる飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより機能を損なわない設計とする。 

設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全周破断に対して可搬型重大事故等対処

設備は，漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）により機能を損なわない場所に保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等による

建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 
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(2)  重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設

計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で

操作可能な設計とする。 

(2) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能

な設計とする。 

5.6 操作性及び試験・検査性 

 (1) 操作性の確保 

ⅰ） 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため，重

大事故等における条件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて

操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業

ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重

大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必

要により設置場所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設備は，

感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作できるように中央

制御室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認が可能

な設計とする。 

ⅱ） 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設としての用途等）以外の用途として重大事故

等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必
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要な弁等を設ける設計とする。 

ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の

系統が相互に使用することができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計

とし，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプを接続する配管は流量に応じて口径を統一すること等に

より，複数の系統での接続方式の統一を考慮した設計とする。 

ⅳ） 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への運

搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況の把握のため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を

アクセスルートとして以下の設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び

火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確

保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，

アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を

与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を考慮する。 

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，

アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を

与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工

場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，

迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計」にて考慮する地震の影響（周辺

構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻によ

る飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響（航空機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスル

ートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイール

ローダを３台使用する。ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備として故障時及び点検保守による

待機除外時のバックアップを４台，合計７台を保有数とし，分散して保管する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮

した上で，通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止対策（可燃物を収納した容器の固縛による転

倒防止）及び火災の拡大防止対策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，「火災防護計

画」に定める。 

屋内のアクセスルートは，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計」の地震を考慮した建屋等に複

数確保する設計とする。 
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屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近

隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に

確保する設計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び化学薬品漏えいに対してアクセスルートでの非常時

対策組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルー

ト上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施する。 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具を配備する。また，夜間及び停

電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備する。 

２） 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，再処理施設の運転中又は停止中に必要な箇所の点

検保守，試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造

とする。 

試験及び検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等に加え，維持活動としての点検（日常の運

転管理の活用を含む。）が実施可能な設計とする。 

再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，再処理施設の運転に大きな影響を及ぼす場合

を除き，定期的な試験又は検査ができる設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあって

は，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が

可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不

要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち点検保守による待機除外時のバックアップが必要な設備については，点検

保守中に重大事故等が発生した場合においても確実に対処できるようにするため，同時に点検保守を行う個数

を考慮した待機除外時のバックアップを確保する。なお，点検保守時には待機除外時のバックアップを配備し

た上で点検保守を行うものとする。 

5.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 

 ａ．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施設及び安全機能を有

する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必要な機能が損なわれ

るおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を行う。 

 (ａ) 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備は，基準地震動を 1.2 倍した地震力に対

して，必要な機能が損なわれることによって重大事故等の発生のおそれがないように設計する。 

 (ｂ) 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備は，基準地震動を 1.2 倍した地

震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 ｂ．地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定方法は，以下のとおり適用する。 
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 (ａ) 動的地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する施設は，「1.6.4.2 動的地震力」に示す基準地震動による地震力を 1.2

倍した地震力を適用する。 

 ｃ．荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。 

 (ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

  ⅰ．建物・構築物 

  ） 運転時の状態 

     「1.6.5 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築物」に示す「ａ．運転時の状態」を適用

する。 

   ２） 重大事故等時の状態 

     再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機

能を必要とする状態。 

   ３） 設計用自然条件 

     「1.6.5 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建物・構築物」に示す「ｂ．設計用自然条件」を適

用する。 

  ⅱ．機器・配管系 

  ） 運転時の状態 

     「1.6.5 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に示す「ａ．運転時の状態」を適用

する。 

２） 運転時の異常な過渡変化時の状態 

     「1.6.5 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に示す「ｂ．運転時の異常な過渡変

化時の状態」を適用する。 

   ３） 設計基準事故時の状態 

     「1.6.5 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機器・配管系」に示す「ｃ．設計基準事故時の状態」

を適用する。 

   ４） 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

 (ｂ) 荷重の種類 

  ⅰ．建物・構築物 

  ） 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧 

   ２） 運転時の状態で施設に作用する荷重 

   ３） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 
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   ４） 積雪荷重及び風荷重 

ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。 

  ⅱ．機器・配管系 

  ） 運転時の状態で施設に作用する荷重 

   ２） 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 ３） 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

 ４） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含

まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。 

 (ｃ) 荷重の組合せ 

   地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

  ⅰ．建物・構築物 

  1) 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に

作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動を 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

  ２） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時の状態

で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動を 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

  ３） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，

総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

なお，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

  ⅱ．機器・配管系 

  1) 選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備に係る機器・配管系については，常時作

用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動を 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

  ２） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備に係る機器・配管系について

は，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動を 1.2 倍した地震力とを組み

合わせる。 

  ３） 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備に係る機器・配管系について

は，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状

態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適
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切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては，

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。

なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

  ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

  ) ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいことが判明し

ている場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

   ２） 重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，

支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

   ３） 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，

常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組み合わせを考慮する。 

   ４） 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地

震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組み合わせを

考慮する。 

   ５） 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重との組み合わせについては，「(３) 環境条件等」の「ａ．

環境条件」の「(ｃ) 重大事故等時における環境条件」に示す条件を考慮する。 

 (ｄ) 許容限界 

地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとする。 

  ⅰ．選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設備 

    放射性物質の保持機能を維持する設備の機能の確保に対しては，内包する放射性物質（液体，気体，

固体）の閉じ込めバウンダリを構成する部材のき裂や破損により漏えいしないこと。 

    核的制限値（寸法）を維持する設備の機能の確保に対しては，地震による変形等により臨界に至らな

いこと。 

    落下・転倒防止機能を維持する設備の機能の確保に対しては，放射性物質（固体）を内包する容器等

を搬送する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しないこと。 

    ガラス固化体の崩壊熱除去機能の確保に対しては，収納管及び通風管の破損により冷却空気流路が閉

塞しないこと。 

    上記の各機能について，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して，「1.6.5.4 許容限界」の「(２) 機

器・配管系」の「ａ．Ｓクラスの機器・配管」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容

限界」にて確認した上で，それ以外を適用する場合は各機能が維持できること。 

    地震に対して各設備が保持する安全機能を第 1.78－３表に示す。 

  ⅱ．地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備 

    地震を要因として発生する重大事故等の対処に必要な常設重大事故等対処設備は，基準地震動の 1.2

倍の地震力に対して，「1.6.5.4 許容限界」の「(２) 機器・配管系」の「ａ．Ｓクラスの機器・配管」に示す

「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」にて確認した上で，それ以外を適用する場合

は，設備のき裂や破損等により水及び空気の供給や放出経路の維持等，重大事故等の対処に必要な機能が維持
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できること。 

対象設備は，第 1.78 表に示す重大事故等の要因事象のうち，外的事象に係る常設重大事故等対処設備に示す。 

  ⅲ．ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構築物 

    ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構築物は，基準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建物・構築

物全体としての変形能力について，「1.6.5.4 許容限界」の「(１) 建物・構築物」の「ａ．Ｓクラスの建物・

構築物」に示す「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」を適用する。 

 ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管場所における基準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，転倒しないよう

固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器については加振試験等により重大事故等の対処に必要な機能が損な

われないこと。また，ホース等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震により重

大事故等の対処に必要な機能が損なわれないこと。 

対象設備は，第 1.78 表に示す重大事故等の要因事象のうち，外的事象に係る可搬型重大事故等対処設備に示

す。 

5.8 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，事業指定基準規則の第 33 条第３項第６号にて，共通要因によって設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同

時にその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないことを求められている。 

再処理施設の可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針を以下に示す。 

 ａ．可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性物質を内

包する設備に対する火災発生防止を講ずるとともに，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ず

る設計とする。 

重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがある可搬型重大事故等対処設備の保管場所には，可

燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある設備，火花を発する設備，高温となる設備並びに水素を発生

する設備を設置しない設計とする。 

 ｂ．不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難

燃性材料の使用が困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術的に困難な場

合には，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発

生することを防止するための措置を講ずる設計とする。 

 ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩

害を選定する。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対処するために必要な機能を損なう
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ことのないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策によって影響を受けない設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火山の影響

についても，火山から再処理施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火源となり

得る自然現象ではない。 

したがって，再処理施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷及び地震について，これら

の自然現象によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。 

 ｄ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知

及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所を

特定するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて設

置する設計とする。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に配置す

る設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計とする。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備する設計とす

る。 

重大事故等への対処を行う建屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生した場合のアクセスルート上の

火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動ができる手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難とな

るところには，固定式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とする。 

屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。 

 ｅ．火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持されるよ

う，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。 
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9.2 材料及び構造 

１ 第１項第２号イの「全体的な変形を弾性域に抑えること」とは、構造上の全体的な変形を弾性域に抑える

ことに加え、材料の引張り強さに対しても十分な構造強度を有することをいう。 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、 次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

⑴ プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であって、次

のいずれかに該当するものイ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37mBq/cm3（液体状の物質を内包する

場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37μBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上

の容器（イに規定するものを除く。）であって、最高使用圧力が98kPa 以上のもの又は内容積が0.04m3を超え

るもの 

ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37μBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の

管（イに規定するものを除く。）であって、外径61mm（最高使用圧力が98kPa 未満の管にあっては、100mm）を

超えるもの（放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを

除く。） 

⑵ ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器（(1)に規定するものを除く。）であって、そ

の内包するウランの量が500kg以上のもの 

⑶ 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管（⑴及び⑵に規定するものを除く。）であ

って、次のいずれかに該当するもの 

イ その内包する放射性物質の濃度が 37Bq/cm（3 液体状の物質を内包する場合は、37MBq/cm3）以上のものロ 

その内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37kBq/cm3）以上の容器（イに

規定するものを除く。）であって、最高使用圧力が98kPa 以上のもの又は内容積が0.04m3 を超えるものハ その

内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37kBq/cm3）以上の管（イに規定す

るものを除く。）であって、外径61mm（最高使用圧力が98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超えるもの（放

射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。） 

⑷ 使用済燃料の溶解槽の非常用冷却水系統設備その他安全装置として使用される設備に属する容器又は管の

うち、セル内に設置されるもの 

⑸ プルトニウムの放射能濃度が37kBq/cm3 以上の液体状の物質又は放射性物質の濃度が37MBq/cm3 以上の液

体状の物質を内包する容器又は管か 

らの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他の容器 

⑹ 胴の外径が150mm 以上の容器又は外径150mm 以上の管（（1）から(5) 

までに規定する容器又は管を除く。）であって、放射性物質を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は

非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分

について溶接をするもの 

イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、最高使用圧力

1,960kPa 

 

9.2 材料及び構造 

１ 第１項第２号イの「全体的な変形を弾性域に抑えること」とは、構造上の全体的な変形を弾性域に抑える

ことに加え、材料の引張り強さに対しても十分な構造強度を有することをいう。 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、 次に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

⑴ プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であって、次

のいずれかに該当するものイ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37mBq/cm3（液体状の物質を内包する

場合は、37kBq/cm3）以上のもの 

ロ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37μBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上

の容器（イに規定するものを除く。）であって、最高使用圧力が98kPa 以上のもの又は内容積が0.04m3を超え

るもの 

ハ その内包するプルトニウムの放射能濃度が37μBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37Bq/cm3）以上の

管（イに規定するものを除く。）であって、外径61mm（最高使用圧力が98kPa 未満の管にあっては、100mm）を

超えるもの（放射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを

除く。） 

⑵ ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器（(1)に規定するものを除く。）であって、そ

の内包するウランの量が500kg以上のもの 

⑶ 放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管（⑴及び⑵に規定するものを除く。）であ

って、次のいずれかに該当するもの 

イ その内包する放射性物質の濃度が 37Bq/cm（3 液体状の物質を内包する場合は、37MBq/cm3）以上のものロ 

その内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37kBq/cm3）以上の容器（イに

規定するものを除く。）であって、最高使用圧力が98kPa 以上のもの又は内容積が0.04m3 を超えるものハ その

内包する放射性物質の濃度が37mBq/cm3（液体状の物質を内包する場合は、37kBq/cm3）以上の管（イに規定す

るものを除く。）であって、外径61mm（最高使用圧力が98kPa 未満の管にあっては、100mm）を超えるもの（放

射性物質の閉じ込め区域内にあって内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。） 

⑷ 使用済燃料の溶解槽の非常用冷却水系統設備その他安全装置として使用される設備に属する容器又は管の

うち、セル内に設置されるもの 

⑸ プルトニウムの放射能濃度が37kBq/cm3 以上の液体状の物質又は放射性物質の濃度が37MBq/cm3 以上の液

体状の物質を内包する容器又は管か 

らの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他の容器 

⑹ 胴の外径が150mm 以上の容器又は外径150mm 以上の管（（1）から(5) 

までに規定する容器又は管を除く。）であって、放射性物質を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は

非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分

について溶接をするもの 

イ 液体用の容器又は管であって、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、最高使用圧力

1,960kPa 
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変 更 前 変 更 後 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力980kPa（長手継 

手の部分にあっては、490kPa） 

３ 第１項第３号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶接部の設計において、溶接部の開先

等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不連続で特異な形状でないものをいう。 

４ 第１項第３号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、溶接後の非破壊試験において割

れがないことに加え、溶接時の有害な欠陥により割れが生ずるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形状が溶込み不足を生じがたいもので

あり、溶接部の表面及び内部に有害な欠陥がないことをいう。 

５ 第１項第３号ロに規定する「非破壊試験」とは、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探

傷試験、目視試験等をいう。 

６ 第１項第３号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以上の機械的強度を有するものである

ことをいう。 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、「再処理施設の溶接方法等について（別記）」に適合したものをい

う。 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、「再処理施設の溶接方法等について（別記）」によ

るほか、維持段階における各機器の状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98kPa 

ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力980kPa（長手継 

手の部分にあっては、490kPa） 

３ 第１項第３号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶接部の設計において、溶接部の開先

等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不連続で特異な形状でないものをいう。 

４ 第１項第３号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、溶接後の非破壊試験において割

れがないことに加え、溶接時の有害な欠陥により割れが生ずるおそれがないことをいい、「健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及び形状が溶込み不足を生じがたいもので

あり、溶接部の表面及び内部に有害な欠陥がないことをいう。 

５ 第１項第３号ロに規定する「非破壊試験」とは、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探

傷試験、目視試験等をいう。 

６ 第１項第３号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以上の機械的強度を有するものである

ことをいう。 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、「再処理施設の溶接方法等について（別記）」に適合したものをい

う。 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、「再処理施設の溶接方法等について（別記）」によ

るほか、維持段階における各機器の状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、本規程第１７条２を準用するものをいう。 

２ 第１項第２号イに規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、本規程第１７条３を準用するものをい

う。 

３ 第１項第２号ロに規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、本規程第１７条４を準用するも

のをいう。 

４ 第１項第２号ロに規定する「非破壊試験」とは、本規程第１７条５を準用するものをいう。 

５ 第１項第２号ハに規定する「適切な強度を有する」とは、本規程第１７条６を準用するものをいう。 

６ 第１項第２号に適合する溶接部とは、本規程第１７条７を準用するものをいう。 

７ 第２項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験とは、本規程第１７条８を準用するものをいう。 
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変 更 前 変 更 後 

9.3 搬送設備 

使用済燃料等を搬送する設備は、移送物の重量を上回る容量を有する設計とする。 

使用済燃料等を搬送する設備は，使用済燃料等が落下，転倒等し難い構造とするため，つりワイヤの二

重化及び逸走防止のインターロックを設ける等により，搬送物の破損を防止する設計とする。 

使用済燃料等を搬送する設備は，設備の駆動源喪失時において、つり荷を安全に保持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 搬送設備 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

１０．１ 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

− 
 

１０．１ 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

再処理施設への人の不法な侵入等並びに核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為を核物質防護対策とし

て防止するため，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防

護，巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。 

また，核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入管理を効果的に行うため，探知施設

を設け，警報，映像等を集中監視することができる設計とする。 

また，再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷する

おそれがある物件の持込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を核物質防護

対策として防止するため，持込み点検を行うことができる設計とする。 

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防護対策として防止するため，再処理施設及び

特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）

が電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当該情報シス

テムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。 

再処理施設は，核物質防護措置に係る関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。 

再処理施設への人の不法な侵入等の核物質防護対策を管理する体制整備，接近管理，出入管理，持込み点検，

外部からの不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の遮断措置及び特定核燃料物質が持ち出されていない

ことの確認を行うための手順の整備，核物質防護対策の資機材（設備）の施設管理，核物質防護に係る教育及

び訓練等の運用を核物質防護規定に定める。 
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変 更 前 変 更 後 

10.2 安全避難通路等 

－ 

10.2 安全避難通路等 

再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明

用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として，ディーゼル発電機又は灯具に内蔵し

た蓄電池により電力を供給できる誘導灯及び非常灯を設置し，安全に避難できる設計とする。 

設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，再処理施設内で事故対策のための作業が可

能となるよう，避難用照明とは別に作業用照明を設ける設計とする。 

設計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室には，作業用照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置し，運転保安

灯は非常用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，非常用ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計

とするとともに，蓄電池内蔵型照明は非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とする。 

また，現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活

用する設計とする。 

直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の

供給が重大事故等対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

第２章 個別項目 

１． 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設 

＜省略＞ 

 

２． 再処理設備本体 

２．１ せん断処理施設 

＜省略＞ 

 

２．２ 溶解施設 

＜省略＞ 

２．３ 分離施設 

２．３．１ 分離施設の基本設計方針 

分離施設は，分離設備１系列，分配設備１系列及び分離建屋一時貯留処理設備１系列で構成

し，分離建屋に収納する。 

分離建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４階，地下３階，建築面積約5,700ｍ２

の建物である。 

分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から受け入れたウラン－235濃縮度1.6ｗｔ％以下

の溶解液中のウラン及びプルトニウムと核分裂生成物を分離し，核分裂生成物を除去する設備

である。 

分配設備は，ウランとプルトニウムを分離し，精製施設のウラン精製設備及びプルトニウム

精製設備へ移送する設備である。 

分離建屋一時貯留処理設備は，分離建屋の放射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理す

る設備である。 

分離施設で処理する溶解液量は，約0.8ｍ３／ｈである。 

 

（以下省略） 

第２章 個別項目 

１． 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設 

＜省略＞ 

 

２． 再処理設備本体 

２．１ せん断処理施設 

＜省略＞ 

 

２．２ 溶解施設 

＜省略＞ 

２．３ 分離施設 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下省略） 
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変 更 前 変 更 後 

7.8 火災防護設備の基本設計方針 

 

変更前の要求に対する基本設計方針を記載する。 

 

7.8 火災防護設備の基本設計方針 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が損なわれないよう，火災防護上重

要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。 

また，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めた再処理施設は，消防法，建築基準

法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計と

する。 

火災防護設備は，安全機能を有する施設の火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知設備，

消火設備，火災影響軽減設備を設置する。 

火災防護上重要な機器等は、再処理施設の冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止，遮蔽並び

に閉じ込めに係る安全機能が火災又は爆発によって損なわれないよう，安全評価上その機能を期待する安

全上重要な施設の構築物，系統及び機器（以下「安重機能を有する機器等」という。）及び放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，系統及び機器のうち，安重機能を有する機器等を除いたも

の（以下「放射性物質の貯蔵等の機器等」という。）とする。 

火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災

区域は，火災防護上重要な機器等において選定する機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，３時間以上の耐

火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火戸，防火ダンパ等）として，３時間耐火に設計上必要

な 150ｍｍ以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有する耐火

壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離するとともに，ファンネルには，他の火災区域又は火

災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とする。 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定す

る。 

火災区画は，建屋内で設定した火災区域を，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて分割して設定

する。 

火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たっては，実用発電用原子炉及びその附属施設の火災

防護に係る審査基準（以下「火災防護審査基準」という。）及び原子力発電所の内部火災影響評価ガイド

（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考として再処理施設の特徴（引火性の多種の化学薬品を

取り扱うこと，高線量下となるセルが存在すること等）及びその重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる

設計とし，安全上重要な施設のうち，その重要度と特徴を考慮し も重要な以下の設備を火災防護上の

重要設備として選定し，系統分離対策を講ずる設計とする。 

１） プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄物の閉じ込め機能（異常の発生防止

機能を有する排気機能）を有する気体廃棄物の廃棄施設の排風機 

２） 崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度の高いもの，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備貯蔵室からの排気系 

３） 安全圧縮空気系 

４） 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源系統 
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火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知

及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うために必

要な手順等について保安規定に定める。 

重大事故等対処施設については，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要

な手順等について保安規定に定める。 

その他の再処理施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指

針に基づき設備に応じた火災防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定める。 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発（以下「外部火災」という。）

については，安全機能を有する施設を外部火災から防護するために必要な手順等について保安規定に定め

る。 

 

(1) 火災及び爆発の発生防止 

 a. 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生を防止するため，再処理施設で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは

熱的に不安定な物質を使用又は生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対

策，可燃性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱的に不安定な物質の混入防止対策を講ずる設計とする

とともに，熱的制限値及び化学的制限値を設ける設計とする。 

また、硝酸ヒドラジン及び分析試薬については、消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を

講ずる設計とする。 

放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器は，腐食し難い材料を使用するとともに，漏えいし難い構

造とすることにより有機溶媒の漏えいを防止する。 

放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は，化学的制限値（ｎ－ドデカンの引火

点 74℃）を設定し，化学的制限値を超えて加温することがないように，溶液の温度を監視して，温度高

により警報を発するとともに，自動で加温を停止する設計とする。 

放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器は，静電気により着火するおそれがないよう接地を施す設

計とする。 

また，これらの機器を収納するセルには，着火源を有する機器は設置しない。 

有機溶媒を内包する系統及び機器を内部に設置するセル，グローブボックス及び室については，気体

廃棄物の廃棄施設の換気設備で換気を行う設計とする。 

使用済有機溶媒の蒸発及び蒸留を行う機器は，有機溶媒へ着火するおそれのない可燃領域外で有機溶

媒の処理を行う設計とするとともに，廃ガスには不活性ガス（窒素）を注入して排気する設計とする。 

廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」という。）を処理する廃溶媒処理系の機器は，窒素ガスを供給する

ことにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分解する設計とする。 

また，外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視し，温度高によ

り外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停止する設計とする。 

廃溶媒処理系の熱分解ガスを燃焼する装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視し，温度低に
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より熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。 

また，可燃性ガスを取り扱う室に設置する電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。 

りん酸三ブチル（以下「ＴＢＰ」という。）又はその分解生成物であるりん酸二ブチル，りん酸一ブチ

ル（以下「ＴＢＰ等」という。）と硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体（以下「ＴＢＰ等の

錯体」という。）の急激な分解反応を防止するため，濃縮缶及び蒸発缶（以下「濃縮缶等」という。）で

はＴＢＰの混入防止対策としてｎ－ドデカン（以下「希釈剤」という。）を用いて濃縮缶等に供給する溶

液を洗浄し，ＴＢＰを除去する設計とする。 

また，濃縮缶等でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対策として

濃縮缶等に供給する溶液から有機溶媒を分離することができる設計とするとともに，水相を槽の下部か

ら抜き出す設計とする。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応のおそれのある機器には，熱的制限値（加熱蒸気の 高温度 135℃）

を設定し，温度計により監視し，加熱部に供給する加熱蒸気を自動で遮断する設計とする。 

運転で水素ガスを使用する設備及び溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生する水素の濃度が

可燃限界濃度に達するおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生する水素の濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある

機器は，気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備、高レベ

ル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び換気設備へ接続し，排風機による排気を行う設計とする。 

また，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備から空気を供給（水素掃気）する設計とする。 

運転で水素ガスを使用する設備を設置するグローブボックス及び室は，当該設備から水素が漏えい

した場合においても滞留しないよう気体廃棄物の廃棄施設の換気設備へ接続し，排風機による排気を

行う設計とする。 

    また，運転で水素ガスを使用する設備（空気との混合を想定し，可燃限界濃度以下となるような

組成としている還元用窒素・水素混合ガスを除く）を設置する室に設置する電気接点を有する機器

は，防爆構造とし，万一当該室へ水素が漏えいした場合に備えて，水素漏えい検知器を設置し，中

央制御室に警報を発する設計とする。 

運転で水素ガスを使用する設備のうち還元用窒素・水素混合ガスの供給をうける機器は，化学的制

限値（還元用窒素・水素混合ガス中の可燃限界濃度ドライ換算 6.4ｖｏｌ％）を設定し，供給する還

元用窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し，還元用窒素・水素混合ガスが空気といかなる混合比

においても可燃限界濃度未満となるように設計する。万一，水素濃度が設定値ドライ換算 6.0ｖｏｌ％

を超える場合には，還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。 

ジルコニウム粉末及びその合金粉末を保管廃棄する設備は，ドラム缶等の金属容器に収納し、水中で

取り扱うことにより、火災及び爆発のおそれがない保管を行う設計とする。 

また，ジルコニウム粉末及びその合金粉末を取り扱う設備は，不活性ガス（窒素ガス）を吹き込むこ

とで不活性雰囲気とし、不活性ガスは、気体廃棄物の廃棄施設へ接続する設計とする。 

また，上記に加え発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災

区画に対する火災及び爆発の発生防止として以下に示す対策を講ずる設計とする。 
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b. 再処理施設の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，

火災区域又は火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，再処理施設で取り扱う物質として，ＴＢ

Ｐ，ｎ－ドデカン等（以下「有機溶媒等」という。），硝酸ヒドラジン，「水素」及び「プロパン」並びに上

記に含まれない「分析試薬」を対象とする。 

分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うた

め，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。 

潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備（以下「油内包設備」という。）は，溶

接構造，シール構造により漏えい防止，漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えい検知装置により漏えいを検

知するとともに，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流により移送することによって，拡大防止を

行う設計とする。 

水素及びプロパンを内包する設備（以下「可燃性ガス内包設備」という。）は，溶接構造，ボンベに安全

弁を設置及び転倒防止措置を講じることにより可燃性ガスの漏えいを防止する設計とする。 

発火性物質又は引火性物質の油内包設備及び可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，影響を受ける

おそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配

置上の考慮を行う設計とする。 

油内包設備及び可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は、機械換気又は自然換気を行う

設計とする。 

このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下と

するよう設計するとともに，蓄電池室への可燃性物質の持ち込み管理を行う。また，安全上重要な施設の

蓄電池，非常用直流電源設備等を設置する火災区域の換気設備は，非常用母線から給電する設計とする。 

それ以外の蓄電池を設置する火災区画の換気設備は，建屋換気系，電気盤室，非管理区域等の排風機に

よる機械換気又は建屋換気系の送風機による換気を行う設計とする。 

引火性液体を内包する設備又は水素を内包する設備からの漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲気となる

おそれのある機器を設置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵する設

計とする。 

火災及び爆発の発生防止のため、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り扱う設備を設置する火災区域に

は研磨機のように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計とする。 

火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとと

もに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措

置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火

源となることがないようカメラによる監視及び可燃性物質を近傍へ保管しない設計とする。 

また，高温となる設備は，高温部を保温材又は耐火材で覆うことにより，可燃性物質との接触及び計測
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制御系統施設によるパラメータの監視を行うことにより可燃性物質の不要な加熱を防止する設計とする。 

蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である４ｖоl％の１／４以下で中央

制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発する設計とする。 

通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出するおそれのある蓄電池室には，原則として直流開閉

装置やインバータを収納しない設計とする。 

ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する場合は，社団法人電池工業会

「蓄電池室に関する設計指針」（ＳＢＡ Ｇ 0603-2001）に適合するよう，当該蓄電池自体は厚さ 2.3ｍｍ

の鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止するため筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆

発を防止する設計とする。 

蓄電池室及び蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する蓄電池は，機械換気によ

り水素ガスの排気に必要な換気量以上となるよう設計するとともに，蓄電池室内及び蓄電池内の水素濃度

を２ｖоｌ％以下に維持する設計とする。 

蓄電池室の換気設備が停止した場合には，制御室等の監視制御盤に警報を発する設計とする。 

常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用の蓄電池が非常用の蓄電池に影響を及ぼすことがないよう

に位置的分散を図る設計とする。 

過電流による過熱及び焼損による火災及び爆発の発生防止のため，電気設備は，機器の損壊，故障及び

その他の異常を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の影響を局所化で

きるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。 

電気室は，電源供給のみに使用することを保安規定に定め、管理する。 

火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又

は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの

（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の機器等におい

て火災及び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。 

火災防護上重要な機器等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこ

れらの支持構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又はコンクリートを使

用する設計とする。 

また，放射性物質を内包する機器を収納するグローブボックス等のうち，非密封で放射性物質を取り扱

うグローブボックス等で，万一の火災時に閉じ込め機能を損なうおそれのあるものについては，不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とする。 

グローブボックスのパネルに可燃性材料を使用する場合は，火災によるパネルの損傷を考慮しても収納

する機器の閉じ込め機能を損なわないよう，難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパネル外表面

に設置することにより，難燃性パネルと同等以上の難燃性能を有することについて，ＵＬ94 垂直燃焼試

験及びＪＩＳ酸素指数試験における燃焼試験により確認するものとする。 

ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難である

が，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とする。 
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また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発

火した場合でも他の火災防護上重要な機器等に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない

材料を使用する設計とする。 

火災防護上重要な機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用

する設計とする。 

火災防護上重要な機器等に使用するケーブルには，実証試験により延焼性（米国電気電子工学学会規格

ＩＥＥＥ383－1974 又はＩＥＥＥ1202－1991 垂直トレイ燃焼試験）及び自己消火性（ＵＬ1581（Ｆｏｕ

ｒｔｈ Ｅｄｉｔｉｏｎ）1080ＶＷ－１ＵＬ垂直燃焼試験）を確認したケーブルを使用する設計とする。 

ただし，機器等の性能上の理由からやむを得ず実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケ

ーブルは，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを実証試験により確認した上で

使用する設計とする。 

火災防護上重要な機器等のうち，換気設備のフィルタは，「ＪＡＣＡ Ｎо.11Ａ(空気清浄装置用ろ材燃

焼性試験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難燃性材料又は不燃性材

料を使用する設計とする。 

火災防護上重要な機器等に対する保温材は，平成 12 年建設省告示第 1400 号に定められたもの又は建

築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。 

建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確

認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した

材料を使用する設計とする。 

ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染性，

耐摩耗性等を考慮し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布す

る設計とする。 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室のカーペットは，消防法に基づく防炎

物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 

自然現象として，地震，津波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響（降下火砕

物によるフィルタの目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮する。 

これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象

によって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 

再処理施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発

の発生を防止するため，避雷設備を設置する設計とする。また，重要な構築物は，建築基準法及び消防法

の適用を受けないものであっても避雷設備を設ける設計とし，各構築物に設置する避雷設備は，構内接地

系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とす

る。 

再処理施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち地震による火災及び爆発

の発生を防止するために火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合にお

いても支持することができる地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火災及び爆
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発の発生を防止する設計とする。 

 

(2)火災の感知，消火 

火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災

感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

火災感知設備及び消火設備は，「落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自

然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。 

火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等は，地震による火災を想定する場合は耐震重要度分類に応じて，機能を維持で

きる設計とする。 

 

a. 火災感知設備 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，

温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定するとともに，火災を早期に

感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として、煙感知器（アナログ式）、熱感知器

（アナログ式）、炎感知器（非アナログ式の熱感知カメラ（サーモカメラ）含む）を組み合わせて設置する

設計とする。 

消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外される区域についても，火災防護上

重要な機器等が火災による影響を考慮すべき場合には設置する設計とする。 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の

配管，タンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，火災の影響により機能を喪失

するおそれがないことから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器の組合せは行わず，消防法に基

づいた設計とする。 

また，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域，通常作業時に人の立入りがなく少量の可

燃性物質の取扱いはあるが取扱いの状況を踏まえると火災のおそれがない区域又は可燃性物質の取扱い

はあるが火災感知器によらない設備により多様性を確保し，火災発生の前後において有効に火災が検出で

きる場合は除く。 

感知器については消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第二十三条第４項に従い設置する設計

とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を使

用する場合においては，同項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び

発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年自治省令第 17 号）第十二条～第十八条までに定める

感知性能と同等以上の方法により設置する設計とする。 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,蓄電池を設け，火災感知の機能を

失わないよう電源を確保する設計とする。 

また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画に対して多様化する火災感知設備につ
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いては，感知の対象とする設備の耐震重要度分類に応じて非常用母線又は運転予備用母線から給電する設

計とする。 

火災感知設備は，中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置する火災受信器

盤（火災監視盤）に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適切に監視できる設計とするとと

もに，感知器の設置場所を１つずつ特定できることにより，火災の発生場所を特定できる設計とする。 

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。 

自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防

法施行規則に基づき，煙等の火災を模擬した試験を定期的に実施する。 

屋外に設置する火災感知器は，設計上考慮する自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。 

屋外の火災感知設備は，屋外仕様とするとともに火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受けた場合

は，早期に火災感知器の取替えを行うことにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。 

 

b．消火設備 

火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙

又は放射線の影響により消火困難となる箇所（危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な

製造所等に該当する場所の多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画（放射性物質が含まれる有

機溶媒等を貯蔵するセル），可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画（制御室

床下及び一般共同溝），等価火災時間が３時間を超える火災区域又は火災区画及び安全上重要な電気品室

となる火災区域又は火災区画）については，自動又は制御室等からの手動操作による固定式消火設備を設

置することにより，消火活動を可能とする設計とする。 

なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量が小さいこと，消火に当

たり扉を開放することで隣室からの消火が可能なこと，再処理施設は動的閉じ込め設計としており，換気

設備による排煙が可能であるため，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できることにより

消火困難とならないため，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

また，消火活動においては，煙の影響をより軽減するため，可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備す

る。 

 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作により，火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう電気

盤室に対しては，二酸化炭素消火器又は粉末消火器を配置し，非常用ディーゼル発電機は，給気不足を引

き起こさないように外気より給気する構造とする。また，電気絶縁性が大きく，揮発性が高いハロゲン化

物消火設備を設置する。 

固定式消火設備を設置するセルのうち，形状寸法管理機器を収納するセルには，水を使用しないガス消

火設備を選定する設計する。 

また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対して安全機能へ影響がないよう設計する。 

 

(a) 消火設備の消火剤の容量 
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消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量として消火剤を配備する

ため、消防法施行規則に基づき算出した必要量の消火剤を配備する設計とする。DB 火①c2 

ただし，中央制御室床下及びケーブルトレイ内の消火に当たって必要となる消火剤量については，上記

消防法を満足するとともに，その構造の特殊性を考慮して，設計の妥当性を試験により確認した消火剤容

量を配備する。 

 

(b) 消火設備の系統構成 

消火用水供給系の水源は、消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくとともに，２時間の

大放水量（426ｍ３）に対し十分な容量を有するろ過水貯槽（約 2,500m3）及び消火用水貯槽（約 900m3）

を設置し，双方からの消火水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。 

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプに加え，同等の能力を有する異

なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプ（定格流量 450ｍ３／ｈ）を１台ずつ設置することで，多

様性を有する設計とするとともに，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の単一故障を想定し，圧

力調整用消火ポンプを２基設ける設計とする。 

また，消火用水は給水処理設備と兼用する場合に隔離弁を設置し，消火水供給を優先できる設計とする。 

再処理施設の安全上重要な施設を系統間で分離し設置する火災区域又は火災区画の消火に用いる消火

設備のうち建屋内の系統分離した区域への消火に用いる屋内消火栓設備は，動的機器を多重性又は多様性

を備えることにより，動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。 

また，異なる区域に系統分離し設置するガス系消火設備は，消火設備の動的機器の故障によっても，系

統分離した設備に対する消火設備の消火機能が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及

び選択弁のうち，容器弁（ボンベ含む）は必要数量に対し１以上多く設置するとともに，選択弁は各ライ

ンにそれぞれ設置することにより同時に機能が喪失しない設計とする。 

 なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を操作することにより，消火が可

能な設計とする。 

 

(c) 消火設備の電源確保 

消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計とし，ディーゼル駆動消火

ポンプは，ディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池により外部電源喪失時においても電源を確

保する設計とする。 

 

また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する固

定式消火設備のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，

非常用母線から給電するとともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池を設ける設計とする。 

 

地震時において固定式消火設備による消火活動を想定する必要の無い火災区域又は火災区画に係る消

火設備については運転予備用母線から給電する設計とする。 
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ケーブルトレイに対する局所消火設備等は，消火剤の放出に当たり電源を必要としない設計とする。 

 

(d) 消火設備の配置上の考慮 

消火栓，消火器等を適切に配置することにより，火災防護上重要な機器等に火災の二次的影響が及ばな

い設計とする。 

 

 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域

又は火災区画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影

響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また、煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設計と

する。 

消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないように，ボンベに接続する安全弁

によりボンベの過圧を防止する設計とするとともに，ボンベ及び制御盤については消火対象を設置するエ

リアとは別の火災区域，火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計とする。 

管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に

堰等を設置するとともに，各室の排水系統から液体廃棄物の廃棄施設に回収し，処理する設計とする。 

また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても，建屋換気設備のフィルタ等に

より放射性物質を低減したのち，排気筒等から放出する設計とする。 

火災区域又は火災区画（セルを除く）に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，消防法施行令及び都市

計画法施行令に準拠し配置することにより，消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区域又は火

災区画における消火活動に対処できるように配置する設計とする。 

 

(e) 消火設備の警報 

固定式消火設備（全域），電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプは，電源断等の故障警報

を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は中央制御室に吹鳴する設計とする。 

 

全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等の退出ができるよう警報又は音声警報を吹鳴

する設計とする。また，二酸化炭素消火設備（全域）及びハロゲン化物消火設備（全域）は，作動に当た

っては 20 秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とする。 

ハロゲン化物消火設備（局所）は，従事者が酸欠になることはないが，消火時に生成するフッ化水素が

周囲に拡散することを踏まえ，作動前に退避警報を発する設計とする。 

屋外に設置する消火設備は，設計上考慮する自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。 

 

(f) 消火設備に対する自然現象の考慮 

屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度（ＧＬ－60ｃｍ）を確
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保した埋設配管とし，地上部に配置する場合には保温材を設置することにより凍結を防止する設計とする

とともに，屋外消火栓は，自動排水機構により消火栓内部に水が溜まらない構造とする。 

消火ポンプのほか，不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備，粉末消火設備及び水噴霧消火設備は，

風水害に対してその性能が著しく阻害されることが無いよう，各建屋内に設置する設計とする。 

屋外消火栓設備は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがないよう，雨水の浸入等により動

作機構が影響を受けない構造とする。 

屋内消火栓設備は，地震時における地盤変位により，消火水を建物へ供給する消火配管が破断した場合

においても，消火活動を可能とするよう，送水口を設置し，破断した配管から建屋外へ流出させないよう

逆止弁を設置する設計とする。 

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，地震時に火

災を考慮する場合は，火災防護上重要な機器等が維持すべき耐震重要度分類に応じて機能を維持できる設

計とする。 

また，火災防護上重要な機器等のうち，基準地震動Ｓｓに対しても機能を維持すべき機器等に対し影響

を及ぼす可能性がある火災区域又は火災区画に設置する油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの

設備は，基準地震動Ｓｓにより油が漏えいしないこと，基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても機能を

維持する固定式消火設備によって速やかに消火する又は隔壁等により分離する若しくは，適切な離隔距離

を確保することにより地震によって機能喪失を防止する設計とする。 

 なお，セル内に設置する固定式消火設備については，有機溶媒等を保有するセルに設置する機器及び配

管は，基準地震動Ｓｓによっても損傷しない堅牢な構造としていることで，耐震Ｃクラスで設計する。 

 

(g) その他 

火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高

所放水車を配備するとともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。 

また，航空機落下による化学火災（燃料火災）時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。 

屋内消火栓及び消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経路，屋内消火栓設備及び消火

設備の現場盤周辺に，２時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。 

 

 (3)火災及び爆発の影響軽減 

再処理施設における火災防護上の 重要設備については，互いに相違する系列間の機器及びケーブル並

びにこれらに関連する一般系のケーブルに対する系統分離対策として，「火災耐久試験により３時間以上

の耐火能力を確認した耐火壁で系統間を分離」，「互いに相違する系列間の水平距離が６ｍ以上あり，かつ，

火災感知設備及び自動消火設備を設置」及び「１時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感知

設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離」する設計とする。 

中央制御室に設置する 重要設備である制御盤及びそのケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減

のための措置を講ずる設計と同等の設計として，制御盤に関しては，「異なる系統の制御盤を系統別に個

別の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離（1.5ｍｍ以上の鉄板）」，「同一盤に異なる系統の回路を収納
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する場合は 3.2ｍｍ以上の鉄板により別々の区画を設け，回路を収納することにより分離するとともに，

鉄板により分離した異なる系統の配線ダクト間には水平方向に 30ｍｍ以上の分離距離を確保」，「鋼板で覆

った操作スイッチで火災が発生しても，その近傍の他操作スイッチに影響が及ばないように，垂直方向に

20ｍｍ，水平方向に 15ｍｍの分離距離を確保」，「制御盤内に高感度煙感知器を設置」，「常駐する当直（運

転員）による二酸化炭素消火器及びサーモグラフィを用いた早期の消火活動」により，上記設計と同等な

設計とする。 

また，制御室床下コンクリートピットに関しては，１時間の耐火能力を有するコンクリートピット構造

による分離，制御室床下フリーアクセスフロアに敷設する互いに相違する系列のケーブルについては，１

時間以上の耐火能力を有する分離板又は障壁で分離する設計とする。 

なお， 重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設

計とする。 

火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパを設置することで，他の区域からの火災及び爆発の

影響が及ばない設計とする。 

ただし，セルについては，放射性物質による汚染のおそれのある区域を常時負圧にすることで閉じ込め機

能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，構成する耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダンパを設

置し，火災及び爆発の発生時には防火ダンパを閉止することにより，火災の影響を軽減できる設計とする

とともに，耐火壁を貫通するセル排気側ダクトについては，３時間以上の耐火境界となるように厚さ 1.5

ｍｍ以上の鋼板ダクトとする設計とする。 

当直（運転員）が駐在する中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の火災及び

爆発の発生時の煙を排気するために，建築基準法に基づく容量の排煙設備を設置する設計とする。 

火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含まない有機溶媒等及び再処理施設で

使用する油脂類のタンクはベント管により屋外へ排気する設計とする。 

安重機能を有する機器等の異なる系統のケーブルは，ＩＥＥＥ384Ｓｔｄ1992 に準じて，異なる系統の

ケーブルトレイ間の分離距離を水平 900ｍｍ以上又は垂直 1,500ｍｍ以上，ソリッドトレイ（ふた付き）

の場合は，水平 25ｍｍ以上又は垂直 25ｍｍ以上とすることにより，互いに相違する系統間で影響を及ぼ

さない設計とする。 

火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定される再処

理施設内の火災又は爆発によって，安全上重要な施設の多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を損な

われることにより，再処理施設の安全機能が損なわれないことを，「内部火災影響評価ガイド」を参考に，

火災影響評価にて確認する。 

また，火災又は爆発によって運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生する場合は，それらに対

処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，火災影響評価にて確認

する。 

内部火災影響評価の結果，安全上重要な施設の安全機能に影響を及ぼすおそれがある場合には，火災防

護対策の強化を図る。 

火災伝播評価は，火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は火災区画への影響
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の有無を確認する。 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与えない火災区域又は火災区画のうち，当該火災区域又は火災区画

内に設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，再処理施設の多重化された 重要設備が系統分離等の

火災防護対策を考慮することにより， 重要設備の安全機能に影響がないこと及び 重要設備以外の安全

上重要な施設が機能喪失するおそれのある火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画における

も過酷な単一の火災を想定して，火災力学ツール（以下「ＦＤＴＳ」という。）を用いた火災影響評価を

実施し，安全上重要な施設が同時に機能を喪失しないことを確認することで，再処理施設の安全機能に影

響を与えないことを確認する。 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火

災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の２区画内に設置する全機器の動的

機能喪失を想定しても，再処理施設の多重化された 重要設備が系統分離等の火災防護対策を考慮するこ

とにより， 重要設備の安全機能が少なくとも一つは確保されること及び 重要設備以外の安全上重要な

施設が機能喪失するおそれのある隣接２区域（区画）において，当該火災区域又は火災区画における も

過酷な単一の火災を想定して，ＦＤＴｓを用いた火災影響評価を実施し，安全上重要な施設が同時に機能

を喪失しないことを確認することで，再処理施設の安全機能に影響を与えないことを確認する。 

 

１．火災防護設備の基本設計方針 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故に至るおそれがある事故若しくは重大事故（以下「重

大事故等」という。）に対処するために必要な機能が損なわれないよう，重大事故等対処施設を設置する区

域を火災区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ずる。重大事故等対処設備のうち，内的事象を要因

とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備は，関連する工程を停止することにより重大事故に

至らずその機能を必要としないため，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・

指針に基づき設備等に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 

なお，重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに対する火災防護対策については，保安規定に定めて実

施する。 

重大事故等対処施設を火災から防護するための火災防護設備は，火災発生防止設備，火災感知設備及び

消火設備で構成する。 

重大事故等対処施設を設置するエリアについて，重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための設

備の配置を考慮して火災区域及び火災区画を設定する。 

火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計上必要な 150ｍｍ以上の壁

厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁

により隣接する他の火災区域と分離する。SA①～④b2 

屋外の重大事故等対処施設を設置する区域については，他の区域と分離して火災防護対策を実施するため

に，重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して周囲からの延焼防止のた

めに火災区域を設定する。 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準事故に対処するための
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設備の配置等を考慮して，耐火壁又は離隔距離に応じて設定する。 

重大事故等対処施設のうち常設のものに対して火災区域及び火災区画を設定し，火災及び爆発の発生防止

並びに火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずる設計とする。火災区域又は火災区

画における火災防護対策に当たっては，火災防護審査基準及び内部火災影響評価ガイドを参考として再処

理施設の特徴（引火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量下となるセルが存在すること等）及びそ

の重要度を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とする。 

 

 (1) 火災及び爆発の発生防止 

a. 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生を防止するため，再処理施設で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的

に不安定な物質を使用又は生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対策，可

燃性物質の漏えい防止対策，可燃性又は熱的に不安定な物質の混入防止対策を講ずる設計とするととも

に，熱的制限値及び化学的制限値を設ける設計とする。 

また，上記に加え発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火災及び爆発の発生防止対策等を講

ずる設計とする。 

 

b. 重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，火

災区域又は火災区画に設置する潤滑油，燃料油に加え，再処理施設で取り扱う物質として，有機溶媒等，

硝酸ヒドラジン，水素及びプロパン並びに上記に含まれない分析試薬を対象とする。 

油内包設備は，溶接構造，シール構造による漏えい防止，漏えい液受皿又は堰を設置し，漏えい検知装

置により漏えいを検知するとともに，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流により移送することに

よって，拡大防止を行う設計とする。 

可燃性ガス内包設備は，溶接構造，ボンベに安全弁を設置及び転倒防止措置を講じることにより可燃性ガ

スの漏えいを防止する設計とする。 

発火性物質又は引火性物質の油内包設備及び可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれないよう，耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設

計とする。 

油内包設備及び可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は、機械換気又は自然換気を行う設

計とする。 

このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下と

するよう設計するとともに，蓄電池室への可燃性物質の持ち込み管理を行う。また，安全上重要な施設の

蓄電池，非常用直流電源設備等を設置する火災区域の換気設備は，非常用母線から給電する設計とする。

緊急時対策建屋の蓄電池を設置する火災区域の換気設備は，緊急時対策建屋用発電機から給電する設計と

する。 

それ以外の蓄電池を設置する火災区画の換気設備は，建屋換気系，電気盤室，非管理区域等の排風機に
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よる機械換気又は建屋換気系の送風機による換気を行う設計とする。 

引火性液体を内包する設備又は水素を内包する設備からの漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲気となる

おそれのある機器を設置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 

火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵する設計

とする。 

火災及び爆発の発生防止のため、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り扱う設備を設置する火災区域には

研磨機のように静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計とする。 

火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとと

もに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措

置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火

源となることがないようカメラによる監視及び可燃性物質を近傍へ保管しない設計とする。 

また，高温となる設備は，高温部を保温材又は耐火材で覆うことにより，可燃性物質との接触及び計測

制御系統施設によるパラメータの監視を行うことにより可燃性物質の不要な加熱を防止する設計とする。 

蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である４ｖоl％の１／４以下で中央制

御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を発する設

計とする。 

 

重大事故等対処施設の機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料

又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該重大事故等対処施設における火災及び爆発に起因して，

他の重大事故等対処施設の火災及び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。 

重大事故等対処施設を構成する機器等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐

体並びにこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又はコンク

リートを使用する設計とする。 

また，放射性物質を内包する機器を収納するグローブボックス等のうち，非密封で放射性物質を取り扱う

グローブボックス等で，万一の火災時に閉じ込め機能を損なうおそれのあるものについては，不燃性材料

又は難燃性材料を使用する設計とする。 

グローブボックスのパネルに可燃性材料を使用する場合は，火災によるパネルの損傷を考慮しても収納す

る機器の閉じ込め機能を損なわないよう，難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパネル外表面に

設置することにより，難燃性パネルと同等以上の難燃性能を有することについて，ＵＬ94 垂直燃焼試験及

びＪＩＳ酸素指数試験における燃焼試験により確認するものとする。 

ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，

金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とする。 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発火
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した場合でも他の重大事故等対処施設に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を

使用する設計とする。 

重大事故等対処施設の機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使

用する設計とする。 

重大事故等対処施設に使用するケーブルは，実証試験により延焼性（米国電気電子工学学会規格ＩＥＥＥ

383－1974 又はＩＥＥＥ1202－1991 垂直トレイ燃焼試験）及び自己消火性（ＵＬ1581（Ｆｏｕｒｔｈ Ｅ

ｄｉｔｉｏｎ）1080 ＶＷ－１ ＵＬ垂直燃焼試験）を確認したケーブルを使用する設計とする。 

ただし，機器の性能上の理由から実証試験にて延焼性及び自己消火性を確認できないケーブルは，難燃ケ

ーブルと同等以上の性能を有する材料を使用する設計とする。 

ケーブルに対し，金属製の筐体等に収納，延焼防止材により保護，専用の電線管に敷設等の措置を講ずる

ことにより，他の重大事故等対処施設及び設計基準事故に対処するための設備において火災及び爆発が発

生することを防止する設計とする。 

自然現象として，重大事故時に重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，

落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮

する。 

 

これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷，地震，竜巻（風（台風）を含む。）

及び森林火災について，これらの現象によって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護

対策を講ずる設計とする。 

再処理施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発

の発生を防止するため，避雷設備を設置する設計とする。また，重要な構築物は，建築基準法及び消防法

の適用を受けないものであっても避雷設備を設ける設計とし，各構築物に設置する避雷設備は，構内接地

系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とす

る。 

地震による火災及び爆発の発生を防止するために重大事故等対処施設は，重大事故等対処施設の設備分

類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，耐震設計を行うことで

自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とする。 

竜巻（風（台風）を含む。）について，重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台風）を含む。）

の影響により火災及び爆発が発生することがないように，竜巻防護対策を行う設計とする。 

森林火災については，防火帯により，重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とする。 

 

 (2)火災の感知，消火 

火災の感知及び消火は，重大事故等対処施設に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行

うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

感知器については消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第二十三条第４項に従い設置する設計と

する。 
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また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を使

用する場合においては，同項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び

発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年自治省令第 17 号）第十二条～第十八条までに定める

感知性能と同等以上の方法により設置する設計とする。 

火災感知設備は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以下「全交流動力電源喪失」と

いう。）時にも火災の感知が可能となるよう，電源を確保する設計とする。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に対して多様化する火災感知設備について

は，感知の対象とする設備の重大事故等対処施設の設備分類に応じて，各建屋の可搬型発電機等，非常用

母線又は運転予備用電源若しくは緊急時対策建屋用発電機から給電する設計とする。 

火災感知設備は，中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室若しくは緊急時対策建屋

の建屋管理室に設置する火災受信器盤に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適切に監視で

きる設計とする。 

また，火災受信器盤は，感知器の設置場所を１つずつ特定できることにより，火災の発生場所を特定する

ことができる設計とする。 

 

b. 消火設備 

消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処施設に及ばないよう適切に配置する設計とする。 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域又

は火災区画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響

が重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，煙の二次的影響が重大事故等対処施設に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設計とする。 

消火設備は，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないように，ボンベに接続する安全弁

によりボンベの過圧を防止する設計とするとともに，ボンベ及び制御盤については消火対象を設置するエ

リアとは別の火災区域，火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計とする。 

消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計とし，ディーゼル駆動消火

ポンプは，ディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池により外部電源喪失時においても電源を確

保する設計とする。 

また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する固定式消

火設備は，全交流動力電源喪失時においても消火が可能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用母

線又は緊急時対策建屋用発電機から給電するとともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池を設け

る設計とする。 

地震時において固定式消火設備による消火活動を想定する必要の無い火災区域又は火災区画に係る消火

設備については運転予備用母線から給電する設計とする 

固定式消火設備（全域），電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプは，電源断等の故障警報を

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に吹鳴する

設計とする。 
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重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，危険物の規制に関する政令に規定される

著しく消火困難な製造所等に該当する場所のほか，煙又は放射線の影響により消火困難となる多量の可燃

性物質を取り扱う火災区域又は火災区画（放射性物質が含まれる有機溶媒等を貯蔵するセル），可燃性物

質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画（制御室床下），等価火災時間が３時間を超え

る重大事故等対処施設を設置する電気品室となる火災区域又は火災区画については，自動又は制御室等か

らの手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可能とする設計とする。 

また，消火活動においては，煙の影響をより軽減するため，可搬式排煙機及びサーモグラフィを配備す

る。 

消火用水供給系の水源は、消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくとともに，２時間の

大放水量（426ｍ３）に対し十分な容量を有するろ過水貯槽（約 2,500m3）及び消火用水貯槽（約 900m3）

を設置し，双方からの消火水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。 

緊急時対策建屋の水源は，消防法施行令に基づくとともに，２時間の 大放水量（31.2ｍ3）に対し十分な

容量を有する消火水槽（約 42.6ｍ3），建屋近傍に防火水槽（約 40ｍ3）を設置し，双方からの消火水の供

給を可能とすることで多重性を有する設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電動駆動消火ポンプを２台設置することで，多重性を有する設計と

する。 

消火用水は給水処理設備と兼用する場合に隔離弁を設置し，消火水供給を優先できる設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火用水供給系の消火水槽は他の系統と兼用しない設計とすることから，消火

用水の供給を優先する。 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，地震時に火災を

考慮する場合においては，重大事故等対処施設が維持すべき重大事故等対処施設の設備分類に応じて機能

を維持できる設計とする。 

また，重大事故等対処施設のうち，基準地震動Ｓｓに対しても機能を維持すべき機器等に対し影響を及

ぼす可能性がある火災区域又は火災区画に設置する油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの設備

は，基準地震動Ｓｓにより油が漏えいしないこと，基準地震動Ｓｓによって火災が発生しても機能を維持

する固定式消火設備によって速やかに消火する又は隔壁等により分離する若しくは、適切な離隔距離を確

保することにより地震によって機能喪失を防止する設計とする。 
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7.10 溢水防護設備の基本設計方針 
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7.10 溢水防護設備の基本設計方針 

 

 7.10.1 溢水防護に関する基本方針 

安全機能を有する施設が，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を確保するた

めに，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。 

そのために，溢水防護に係る設計時に再処理施設で発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水評価」

という。）し，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全評価上機能を期待する安全上重要

な機能を有する構築物，系統及び機器の機能及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，

燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱いピット，燃料移送水路

及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）の冷却及び給水の機能を適切に維持で

きる設計とする。 

事業指定基準規則の解釈を踏まえ，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な機

器の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没水，

被水及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備が同

時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備並

びに燃料貯蔵プール・ピット等（以下「設計基準対処設備等」という。）の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，可能な限り設計基準対処設備等と位置的分散を図り設置又は保管するか又は溢水

に対して健全性を確保する設計とする。 

溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故

等対処設備を設定する。 

溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，評価条件の変更の都度，溢水

評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。 

 

7.10.2 防護すべき設備の抽出 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構築

物，系統及び機器とし，その上で事業指定基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の内部溢水影響評価ガ

イド（平成 25 年６月 19 日原規技発第 13061913 号原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」とい

う。）で安全機能の重要度，溢水から防護すべき安全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安全機能

を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，再処理施設内部で想定され

る溢水に対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な設備

を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構

築物，系統及び機器を抽出する。 
具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事

者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されるこ
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とを抑制し，又は防止するために必要な設備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を適切に維持

するために必要な設備を含む。）がこれに該当し，これらの設備には，事故等の拡大防止及び影響緩和のため

に必要な設備が含まれる。 

また，重大事故等対処設備も防護すべき設備として選定する。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，

その安全機能を損なわない設計とする。 

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又

はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

 

7.10.3 考慮すべき溢水事象 

溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として想定

する｡溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して評価することとし，評価の条

件については内部溢水ガイドを参考とする。 

(１) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水（以下「想定破損による溢水」と

いう。） 

(２) 再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による

溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。） 

(３) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより発生

する溢水を含む。）（以下「地震起因による溢水」という。） 

また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生じる溢水（以

下「その他の溢水」という）の影響も評価する。 

 

7.10.4 溢水源及び溢水量の設定 

7.10.4.1 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源と

なり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に

分類する。 

高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の 1／2の長さと配管肉厚

の 1／2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した溢水量とする。 

ただし，高エネルギ配管についてはターミナルエンド部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容応

力の 0.4 倍を超え 0.8 倍以下であれば「貫通クラック」による溢水を想定した評価とし，0.4 倍以下であれ

ば破損を想定しない。 
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また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の 0.4 倍以下であれば破損は想定しない。発生応

力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認

するために継続的な肉厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管理する。 

 

7.10.4.2 消火水の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水では，評価対象となる溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋（以下

「溢水防護建屋」という。）内において，水を使用する消火設備である消火栓及び水噴霧消火設備並びに消

火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水からの放水を溢水源として想定す

る。 

なお，再処理施設内で防護すべき設備が設置されている溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラ

を設置しない設計とする。 

 

7.10.4.3 地震起因による溢水 

地震起因による溢水では，流体を内包することで溢水源となり得る機器のうち，基準地震動による地震力

により破損するおそれがある機器及び燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源と

して想定する。 

ただし，耐震Ｓクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，溢水源として想

定しない。また，耐震Ｂ，Ｃクラスの機器のうち耐震対策工事の実施又は設計上の裕度の考慮により，基準

地震動による地震力に対して耐震性が確保されているものについては，溢水源として想定しない。 

溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器については，

全保有水量を考慮した溢水量とする。 

なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検知による自動隔離

機能を有する場合を除き，隔離による漏えい停止は期待しない。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動により発

生する燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにて燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を

算出する。 

なお，重大事故等対処設備への溢水影響評価については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の 1.2 倍

の地震動」と読み替える。 

 

7.10.4.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による

屋外タンク等の破壊のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤作動を想

定する。 

 

7.10.4.5 溢水量の算出 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器のうち防護すべき設備への溢水の影響が も大きく
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なるように評価する。 

また，溢水量の算出において，隔離操作による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停止までの適切な

隔離時間を考慮し，配管の破損箇所から流出した漏水量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水

量を合算して算出する。 

なお，手動による漏えい停止のために現場等を確認し操作する手順は，保安規定又はその下位規定に定め

る。 

 

7.10.5 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水

防護区画及び溢水経路を設定する。 

溢水防護区画は，以下の通り設定する。 

ａ．溢水防護対象設備が設置されている全ての区画 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

ｃ．運転員が，溢水が発生した区画を特定する，又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通

路部（以下「アクセス通路部」という。） 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として

設定し，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，当該区画内の水位が も高くなるように，よ

り厳しい結果を与える経路を設定する。 

なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫通部からの消火水の流入を考慮する。

消火活動により区画の防水扉（又は水密扉）を開放する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮し

た溢水経路とする。 

溢水経路を構成する防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて管理する。 

 

7.10.6 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針 

  

7.10.6.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求され

る機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を評価し，防護すべき設備が要求され

る機能を損なうおそれがない設計とする。 

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセスによる一時的な水

位変動を考慮し，機能喪失高さは発生した溢水による水位に対して安全余裕を確保する設計とする。 

没水の影響により，防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場

合は，溢水水位を上回る高さまで，溢水経路に溢水により発生する水位や水圧に対して止水性（以下「止水

性」という。）を維持する壁，防水扉（又は水密扉），堰又は床ドレン逆止弁を設置することにより溢水伝播

を防止する等の対策を実施する。 

止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。 
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重大事故等対処設備については、可能な限り位置的分散を図るか又は溢水水位を踏まえた位置に設置又は

保管することで，没水影響により設計基準対処設備等の安全機能又は同様の安全機能を有する重大事故等対

処設備が同時に機能喪失しない設計とする。 

 

7.10.6.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

溢水源からの直接軌道及び放物線軌道の飛散による被水,消火水による被水及び天井面の開口部若しくは

貫通部からの被水が,防護すべき設備に与える影響を評価する。 

防護すべき設備は,被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し,被水影響を受けても要求さ

れる安全機能を損なうおそれがない設計とする。 

保護構造を有さない場合は, 安全機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しないよう

当該設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用する等の設計とする。 

保護構造により要求される安全機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条

件を考慮しても要求される安全機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。 

消火対象以外の設備への誤放水がないよう，消火水放水時に不用意な放水を行わない運用とすることとし

保安規定に定めて管理する。 

重大事故等対処設備については、可能な限り位置的分散を図るか又は溢水水位を踏まえた位置に設置又は

保管することで，被水影響により設計基準対処設備等の安全機能又は同様の安全機能を有する重大事故等対

処設備が同時に機能喪失しない設計とする。 

 

7.10.6.3 蒸気放出の影響に対する評価及び防護設計方針 

溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近傍での漏

えい蒸気の直接噴出による影響について，設定した空調条件や解析区画条件により評価する。 

蒸気暴露試験又は試験困難な場合に実施した机上評価により，防護すべき設備の健全性を確認した条件

が，漏えい蒸気による環境条件（温度，湿度及び圧力）を満足し，防護すべき設備が要求される機能を損な

うおそれがない設計又は配置とする。 

漏えい蒸気の影響により，防護される設備が要求される機能を損なうおそれある場合は，漏えい蒸気影響

を緩和するための対策を実施する。 

具体的には，蒸気の漏えいを早期に自動検知し，直ちに自動隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離シス

テム（温度検知器，蒸気遮断弁）を設置する。所内蒸気系統に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後 20 秒

以内に自動隔離する設計とする。 

重大事故等対処設備については、可能な限り位置的分散を図るか又は溢水水位を踏まえた位置に設置又は

保管することで，蒸気影響により設計基準対処設備等の安全機能又は同様の安全機能を有する重大事故等対

処設備が同時に機能喪失しない設計とする。 

 

7.10.6.4 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する評価及び防護設計方針 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動による地震力によ
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って生じるスロッシング現象を三次元流動解析により評価し，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする

水量を考慮する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を低減す

る設計とする。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プー

ル・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を確保し，それらを用いることにより適

切な水温及び遮蔽水位を維持できる設計とする。 

なお，重大事故等対処設備への溢水影響評価については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の 1.2 倍の

地震動」と読み替える。 

 

7.10.6.5 防護すべき設備を内包する建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針 

防護すべき設備を内包する建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンクで発生を想定する溢水，地下水

による影響を評価し，防護すべき設備を内包する建屋内へ溢水が流入し伝播しない設計とする。 

具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生する

溢水が防護すべき設備を内包する建屋内へ伝播しない設計とする。 

また，地下水に対しては，排水ポンプの故障等により建屋周囲の水位が地表面まで上昇することを想定し，

建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む），扉，堰等により地下水の流入による影響を評価する上で

期待する範囲を境界とした防護すべき設備を内包する建屋内へ伝播しない設計とする。 

止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。 

なお，重大事故等対処設備への溢水影響評価については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の 1.2 倍の

地震動」と読み替える。 

 

7.10.7 溢水防護上期待する溢水防護設備の構造強度設計 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価において期待する溢水防護設備の構造強度設計は，以下

の通りとする。 

溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に応じ

補修を実施する。 

壁，防水扉（又は水密扉），堰，逆流防止弁，貫通部止水処置，止水板及び蓋等については，基準地震動に

よる地震力に対し，地震時及び地震後においても，溢水伝播を防止する安全機能を損なうおそれがない設計

とする。 

なお，重大事故等対処設備を防護するために必要な溢水防護設備については，基準地震動の 1.2 倍の地震

力に対し，安全性を損なうおそれがない設計とする。 
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7.11 化学薬品防護設備の基本設計方針 
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7.11 化学薬品防護設備の基本設計方針 

 7.11.1 化学薬品の漏えい防護に関する基本方針 

安全機能を有する施設が，再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合においても，その安全性

を確保するために，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない方針とする。 

そのために，化学薬品の漏えい防護に係る設計時に再処理施設内で発生が想定される化学薬品の漏えいの

影響を評価（以下「化学薬品の漏えい評価」という。）し，再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生し

た場合においても，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット

等」という。）の冷却及び給水の機能を適切に維持できる設計とする。 

また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故（以下「事故等」という。）に対処するために必要な機器

の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「化学薬品防護対象設備」という。）が，発生を想定する

化学薬品の漏えいの影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備

が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

重大事故等対処設備に期待する機能については，化学薬品の漏えいの影響を受けて設計基準事故に対処す

るための設備並びに燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水機能（以下「設計基準事故対処設備等」とい

う。）の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準事故対処設備等と位

置的分散を図り設置又は保管するか又は化学薬品の漏えいに対して健全性を確保する設計とする。  

化学薬品の漏えいの影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として化学薬品防護対

象設備及び重大事故等対処設備を設定する。 

化学薬品の漏えい評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，評価条件の変

更の都度，化学薬品の漏えい評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。 

 

7.11.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針 

再処理施設においては，液体として硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝

酸ヒドロキシルアミン（以下「ＨＡＮ」という。），硝酸ガドリニウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナトリウム，亜

硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラジン，りん酸ナトリウム及び模擬廃液並びに気体として窒素酸化物（以下「Ｎ

Ｏｘ」という。）ガス，水素ガス，窒素ガス，酸素ガス等の化学薬品を使用する。これらの化学薬品のうち，

再処理におけるプロセス工程（以下「再処理プロセス」という。）において大量に取り扱う硝酸，水酸化ナト

リウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋の化学薬品貯蔵供

給設備に貯蔵し，必要な量を各施設の化学薬品貯蔵供給系に移送する設計とする。 

再処理施設における化学薬品の取扱いは，「消防法」，「労働安全衛生法」及び「毒物及び劇物取締法」の要

求を満足するものとする。 

化学薬品の取扱いの基本方針として，再処理施設及び従事者の安全性を確保するために，以下の安全設計及

び対策を行う。 
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(１) 化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性状に応じた材料を選定し，腐食し難い設計とする。 

(２) 化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機器の継ぎ手部は，化学薬品の性状に応じて適切な材料を選定

するとともに，化学薬品が継ぎ手部から漏えいした際に従事者に飛散する可能性がある場合には，飛散防

止措置を講ずる。 

(３) 化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区画及び漏えいが伝播するおそれのある経路並びにそれらに設

置する機器等については，耐薬品性を有する塗装材の塗布等により，漏えいにより生じる腐食性ガスの発

生等の副次的な影響を低減する設計とする。 

また，化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係る対応として，作業リスクに応じた保護具の装着や

漏えい発生時の作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応に係る教育訓練等を実施している。 

 

 

7.11.3 防護すべき設備の抽出 

化学薬品の漏えいによってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能

を有する構築物，系統及び機器とし，その上で事業指定基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の内部溢

水影響評価ガイド（平成 25 年６月 19 日原規技発第 13061913 号原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガ

イド」という。）で安全機能の重要度，漏えいした化学薬品から防護すべき安全機能等が定められていること

を踏まえ，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，再

処理施設内部で想定される化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の

安全機能を維持するために必要な設備を防護すべき設備のうち化学薬品防護対象設備として，安全評価上機

能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。  

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事

者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されるこ

とを抑制し，又は防止するために必要な設備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を適切に維持

するために必要な設備を含む。）がこれに該当し，これらの設備には，事故等の拡大防止及び影響緩和のため

に必要な設備が含まれる。 

また，重大事故等対処設備も防護すべき設備として選定する。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，化学薬品の漏えいによる損傷を考慮して，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる

ことにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，化学薬品の漏えいによる損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工

程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と

する。 

 

7.11.4 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針 
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化学薬品の漏えいに対する設計方針の検討に当たって，再処理事業所内における化学薬品を内包する機器等

の設置状況を踏まえて，構成部材の腐食等により化学薬品防護対象設備の安全機能を短時間で損なうおそれ

のある化学薬品を設定する。 

 

7.11.4.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出 

再処理事業所内で用いられる化学薬品及び化学薬品防護対象設備の構成部材から，化学薬品防護対象設備の

安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構成部材の組合せを決定するため，文献調査等により，漏えいによる損

傷の防止を検討する化学薬品及び構成部材を抽出する。 

 

7.11.4.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品の設定 

検討対象とする化学薬品と構成部材を組み合わせることで生じる腐食等により，化学薬品防護対象設備の安

全機能に短時間で影響を及ぼすおそれのある化学薬品を設計上考慮すべき対象として設定する。 

なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期間として見込んでおり，漏えいした化学薬品の回収等の実施

期間として見込むことのできる７日間とする。 

検討対象として設定した化学薬品ごとに腐食試験（浸漬及び曝露試験を含む。）又は文献調査の結果から，

設計上考慮すべき化学薬品として，0.2ｍｏｌ／Ｌ以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ及びｎ

－ドデカン並びにＮＯｘガスを設定する。 

 

7.11.5 考慮すべき化学薬品の漏えい事象 

化学薬品の漏えいの影響を評価するために，化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として発生要

因別に分類した以下の化学薬品の漏えいを主として想定する。化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量

としては，発生要因別に分類した以下の化学薬品の漏えいを想定して評価することとし，評価の条件につい

ては内部溢水ガイドを参考とする。 

(１) 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい（以下

「想定破損による化学薬品の漏えい」という。） 

(２) 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品

の漏えい（以下「消火剤の放出による化学薬品の漏えい」という。） 

(３) 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい（以下「地震起因による化学薬品の漏えい」

という。） 

また，その他の要因による化学薬品の漏えいとして，地震以外の自然現象，誤操作等により生じる化学薬品

の漏えい（以下「その他の化学薬品の漏えい」という。）の影響も評価する。薬⑥a  

 

7.11.6 化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の設定 

7.11.6.1 想定破損による化学薬品の漏えい 

想定破損による化学薬品の漏えいは，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定

し，化学薬品の漏えい源となり得る機器は考慮すべき化学薬品を内包する配管とし，配管の破損箇所を化学
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薬品の漏えい源として想定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に

分類する。 

高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の 1／2の長さと配管肉厚

の 1／2 の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した化学薬品の漏えい量とす

る。 

ただし，高エネルギ配管についてはターミナルエンド部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容応

力の 0.4 倍を超え 0.8 倍以下であれば「貫通クラック」による化学薬品の漏えいを想定した評価とし，0.4

倍以下であれば破損を想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の 0.4 倍以下であれば破損は想定しない。 

発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこ

とを確認するために継続的な肉厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管理する。 

 

7.11.6.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

消火剤の放出による化学薬品の漏えいについては，「第 11 条 火災等による損傷の防止」における「第２

章 個別項目 １．火災防護設備の基本設計方針 (2)火災の感知，消火 b．消火設備」において，消火設

備の設計を設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても，化学薬品防護対象設備に影響を与

えない設計とすることとしていることから想定は不要である。 

 

7.11.6.3 地震起因による化学薬品の漏えい 

地震起因による化学薬品の漏えいは，耐震Ｓクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じな

いことから，考慮すべき化学薬品を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認さ

れていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を化学薬品の漏えい源として想定する。 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについて

は，化学薬品の漏えい源として想定しない。 

また，地震起因による燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水については，プール中の

流体が設計上考慮すべき化学薬品に該当しないことから，化学薬品の漏えい源としては想定しない。 

化学薬品の漏えい源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした化学薬品の漏えい量とし，化

学薬品の漏えい源となる容器については，全保有薬品量を考慮した化学薬品の漏えい量とする。 

なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検知による自動隔離

機能を有する場合を除き，隔離による漏えい停止は期待しない。 

なお，地震に起因する重大事故時の化学薬品の漏えい量の算出については，上記の「基準地震動」を「基

準地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。 

 

7.11.6.4 その他の化学薬品の漏えい 

その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う化学薬品の漏えい，化
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学薬品防護対象設備を設置する区画（以下「化学薬品防護区画」という。）内にて発生が想定されるその他の

漏えい事象を想定する。 

具体的には，飛来物等による，屋外タンク及び化学薬品の運搬及び補給のために一時的に再処理事業所に

立ち入るタンクローリ等の破壊のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び

誤作動による漏えいを想定する。 

 

7.11.6.5 洞道内で発生する化学薬品の漏えい 

洞道内で発生する化学薬品の漏えいについては，地震起因による化学薬品の漏えい及び想定破損による化学

薬品の漏えいの発生を想定する。 

 

7.11.6.6 化学薬品の漏えい量の算出 

化学薬品の漏えい量の算出に当たっては，化学薬品の漏えいが生じるとした機器のうち防護すべき設備へ

の化学薬品の漏えいの影響が も大きくなるように評価する。 

また，化学薬品の漏えい量の算出において，隔離操作による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停止

までの適切な隔離時間を考慮し，配管の破損箇所からの流出量と隔離後の化学薬品の漏えい量として隔離範

囲内の系統の保有薬品量を合算して算出する。 

なお，手動による漏えい停止のために現場等を確認し操作する手順は，保安規定又はその下位規定に定め

る。薬⑩e 

 

7.11.7 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の設定 

化学薬品の漏えい影響を評価するために，化学薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状

況を踏まえ，化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定する。 

化学薬品防護区画は，以下のとおり設定する。 

ａ．防護すべき設備が設置されている全ての区画 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

ｃ．運転員が，化学薬品の漏えいが発生した区画を特定する，又は必要により隔離等の操作が必要な設備にア

クセスする通路部（以下「アクセス通路部」という。） 

化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画と

して設定し，化学薬品防護区画内外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対して，当該区画内の液位が

も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。 

 

7.11.8 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する化学薬品の漏えいに関する評価及び防護設計方針 

 

7.11.8.1 没液の影響に対する評価及び防護設計方針  

発生を想定する化学薬品の漏えい量，化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路から算出される化学薬

品の漏えい液位と防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」とい
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う。）を比較し評価する。 

防護すべき設備は，漏えいした液体状の化学薬品による没水（以下「没液」という。）により要求される機

能を損なうおそれがない設計とする。 

また，化学薬品の流入状態，化学薬品の漏えい源からの距離，化学薬品が滞留している区画での人のアク

セスによる一時的な液位変動を考慮し，機能喪失高さは発生した化学薬品の漏えいによる液位に対して安全

余裕を確保する設計とする。 

没液の影響により，防護すべき設備が化学薬品の漏えいによる液位に対し機能喪失高さを確保できないお

それがある場合は，化学薬品の漏えい液位を上回る高さまで，化学薬品の漏えい経路に漏えいした化学薬品

により発生する液位，水圧に対して止水性（以下「止水性」という。）及び腐食又は劣化に起因する化学的

損傷の影響に対して耐薬品性を維持する壁により化学薬品の伝播を防止する等の対策を実施する。 

止水性及び耐薬品性を維持する化学薬品防護設備については，試験又は机上評価にて止水性及び耐薬品性

を確認する設計とする。 

重大事故等対処設備については、可能な限り位置的分散を図るか，化学薬品の漏えい液位を踏まえた位置

に設置又は保管することで，没液影響により設計基準事故対処設備等の安全機能又は同様の安全機能を有す

る重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。 

 

7.11.8.2 被液の影響に対する評価及び防護設計方針 

化学薬品の漏えい源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被液及び天井面の開口部若しくは貫通

部からの被液が,防護すべき設備に与える影響を評価する。 

防護すべき設備は,被液に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し,被液影響を受けても要求さ

れる機能を損なうおそれがない設計とする。 

保護構造を有さない場合は, 耐薬品性を有する塗装材やシール材を防護すべき設備に塗布する等の設計

とする。 

保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被液条件を

考慮しても要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。 

重大事故等対処設備については、可能な限り位置的分散を図ることで，被液影響により設計基準事故対処

設備等の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。 

 

7.11.8.3 腐食性ガスの影響に対する評価及び防護設計方針 

化学薬品の漏えい源からの腐食性ガスの漏えいが発生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等を介

して他区画へ伝播する条件とし，拡散による腐食性ガスの影響により防護すべき設備のうち電子部品を有す

る設備が，要求される機能を損なうおそれのないことを評価する。 

腐食性ガスによる影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，防護すべき設備が腐食性ガスの

影響により要求される機能を損なわない設計とする。 

化学薬品の漏えい経路にある開口部に気密処理を実施することにより，防護すべき対象設備の設置区画へ

の化学薬品の移行を防止する等の対策を実施する。 
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変 更 前 変 更 後 

重大事故等対処設備については、可能な限り位置的分散を図ることで，腐食性ガスの影響により設計基準

事故対処設備等の安全機能又は同様の安全機能を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない設計

とする。 

 

7.11.8.4 その他の化学薬品の漏えいに対する評価及び防護設計方針 

機器の誤操作による漏えい，配管以外の機器損傷（配管フランジや弁グランドからのにじみを含む。）に

よる漏えいについては，基本的に漏えい量が少ないと想定されるが，これらに対しても化学薬品防護対象設

備の安全機能が損なわれないよう，機器の開放部又は損傷部（配管以外）からの漏えいに対しては，当該機

器の開放部又は損傷部の周辺には化学薬品防護対象設備を設置しない設計とし，必要に応じ飛散防止カバー

の設置等の流出防止措置を講ずることにより，安全機能が損なわれない設計とする。 

試薬建屋への受入れの際に運搬する化学物質の漏えいによる影響としては，タンクローリによる屋外での

運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生する場合を想定する。当該タンクローリの破損等によって漏え

いした化学薬品が化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，化学薬品の影響を受けない壁，扉，

堰等により化学薬品防護区画を有する建屋及び洞道内への流入を防止する設計とする。 

 

7.11.8.5 洞道内の防護すべき設備に対する評価及び防護設計方針 

洞道内で発生する化学薬品の漏えいが，洞道内にある配管，ケーブル等の防護すべき設備に与える影響を

評価する。 

防護すべき設備は，洞道内で発生する化学薬品の漏えいによる影響を受けて，要求される機能を損なわな

い設計とする。 

防護すべき設備が，洞道内で発生する化学薬品の漏えいによる影響を受けて，要求される機能を損なうお

それがある場合は，化学薬品を内包する機器等が地震を要因とした漏えい源とならないように基準地震動に

よる地震力に対して耐震性を確保する，若しくは地震による破損を想定した上で，漏えい量を低減するため

に緊急遮断弁を設置し，漏えい量を低減する対策を実施する。 

また，想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，地震起因による化学薬品の漏えいに対する対策に加

え，応力評価又は応力評価結果より必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏

えい源から除外する対策を行う。 

なお，地震に起因する重大事故時の化学薬品の漏えい量の算出については，上記の「基準地震動」を「基

準地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。 

 

7.11.8.6 防護すべき設備を内包する建屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する評価及び防護設計方針 

防護すべき設備を内包する建屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいによる影響を評価する。 

防護すべき設備を内包する建屋内へ漏えいした化学薬品が流入し伝播しない設計とする。 

化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，壁（貫通部の止水処置を含む。），扉，堰等により防

護すべき設備を内包する建屋内への流入を防止する設計とし，防護すべき設備が要求される機能を損なわな

い設計とする。 
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変 更 前 変 更 後 

また，漏えいした化学薬品の化学薬品防護区画への浸入経路としては，洞道において漏えいした化学薬品

に対する配管等の貫通部の隙間及び建屋間の接合部等が考えられるため，これら浸入経路に対しては，貫通

部等の隙間には耐薬品性を有する流入防止措置を実施することにより，漏えいした化学薬品が化学薬品防護

区画内へ流入することを防止する設計とし，防護すべき設備が要求される機能を損なわない設計とする。 

なお，地震に起因する重大事故時の化学薬品の漏えい量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準

地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。 

 

7.11.9 化学薬品の漏えい防護上期待する化学薬品防護設備の構造強度設計 

化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の設定並びに化学薬品の漏えい評価において期待する化学

薬品防護設備の構造強度設計は，以下の通りとする。 

化学薬品防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に

応じ補修を実施する。 

防護すべき設備が化学薬品の漏えいにより要求される機能を損なうおそれがある場合は，緊急遮断弁によ

り化学薬品の漏えい量を低減する対策を実施する。 

緊急遮断弁については，基準地震動による地震力に対し，地震時及び地震後においても，化学薬品の漏え

い量を低減する機能を損なうおそれがない設計とする。 

なお，重大事故等対処設備を防護するために必要な化学薬品防護設備については，基準地震動の 1.2 倍の

地震力に対し，安全性を損なうおそれがない設計とする。 
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ｂ．主要設備リスト（一例） 
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重大事故等対処設備 重大事故等対処設備

耐震
重要度
分類

機器の種類 設備分類
耐震
重要度
分類

機器の種類 設備分類

容器 抽出廃液受槽 S 2/－ － 常設耐震重要

容器 抽出廃液供給槽 S 2/－ － 常設耐震重要

容器 抽出廃液中間貯槽 S 2/－ － 常設耐震重要

容器 溶解液供給槽 S 2/－ － 常設耐震重要

容器 溶解液中間貯槽 S 2/－ － 常設耐震重要

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

分
離
設
備

分
離
施
設

設
備
区
分

系
統
名

機器区分

変更前 変更後
分離施設の主要設備リスト（１／１）

名称

設計基準対象施設 設計基準対象施設

名称
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ｃ． 工事の方法（フロー図を含む。） 
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変更前 変更後 
再処理施設の設置又は変更の工事における工事の方法として，再処理事業指定（変更

許可）を受けた事項及び「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」とい
う。）の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び仕様表等）に従い実施する工
事の手順と，それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業
者検査の方法を以下に示す。 
これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。 
 
1.  工事の手順  

1.1  工事の手順と使用前事業者検査 
再処理施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関

係を含め図1に示す。  
1.2  容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

容器等の主要な溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図2
に示す。 
 
2.  使用前事業者検査の方法  

構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法，機能及び性能を確認するため
に十分な方法，その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画（以下「設工認」
という。）に従って施設されたものであることを確認するために十分な方法により，使
用前事業者検査を図1及び図2のフローに基づき実施する。 使用前事業者検査は「設計
及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより，抽出された
ものの検査を実施する。 
また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検査体制に加えて，検査の内

容と重要度に応じて立会，抜取立会，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定
め実施する。  
設置から長期間経過している既存の再処理施設については，当該再処理施設の健全

性を評価する（以下「設備の健全性評価」という。）。設備の健全性評価結果等により設
備の状態を把握したうえで，実検査，記録確認検査または代替検査から検査方法を選
定して要領書等に定める。 

・実検査：目視，実測等の実検査を実施する。 
・記録確認検査：設備の状態に鑑み，検査に対して有効な検査記録等の確認により
検査を実施する。 

・代替検査：現状の設備状態において目視，実測等による確認が実施できない場合
は，検査目的に対する代替性を有する方法により代替検査を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
2.1  構造，強度及び漏えいに係る検査  

2.1.1  構造，強度及び漏えいに係る検査 
構造，強度及び漏えいに係る検査ができるようになったとき，表 1 に示す検

査を実施する。 
 

表 1 構造，強度及び漏えいに係る検査 ※１ 
検査項目 検査方法 判定基準 

「設計及び
工事に係る
品質マネジ
メントシス
テム」に記載
したプロセ
スにより，当
該工事にお
ける構造，強
度及び漏え
いに係る確
認事項とし
て次に掲げ
る項目の中
から抽出さ
れたもの。 
〈建物・構築
物〉 
・基盤検査 

建
物
・
構
築
物 

基盤検査 基盤高さが所定の高さ以下
であること，所定の岩質，強
度を有していることを確認
する。 

設工認のとおりで
あること。 

構造検査 主要寸法，据付状態等が設
工認のとおりであることを
確認する。 

設工認のとおりで
あること。 

強度検査 コンクリートの強度が設工
認に示すコンクリート強度
以上であることを確認す
る。 

設工認のとおりの
強度があること。 

外観検査  有害な欠陥がないことを確
認する。 

健全性に影響を及
ぼす有害な欠陥が
ないこと。  

機 

器 

等 

寸法検査  主要寸法が設工認のとおり
であり，許容寸法内である
ことを確認する。 

設工認に記載され
ている主要寸法の
計測値が，許容寸
法を満足するこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
・構造検査 
・強度検査 
・外観検査 
〈機器等〉 
・寸法検査 
・耐圧・漏え
い検査 
・据付・外観
検査 
〈共通〉 
・材料検査 
・状態確認
検査 

耐圧・漏
えい検査 

※２ 

技術基準の規定に基づく検
査圧力で所定時間保持し，
検査圧力に耐え，異常のな
いことを確認する。耐圧検
査が構造上困難な部位につ
いては，技術基準の規定に
基づく非破壊検査等により
確認する。  
耐圧検査終了後，技術基準
の規定に基づく検査圧力に
より漏えいの有無を確認す
る。漏えい検査が構造上困
難な部位については，技術
基準の規定に基づく非破壊
検査等により確認する。 

検査圧力に耐え，
かつ，異常のない
こと。  
 
 
 
 
著しい漏えいのな
いこと。 

据付・外
観検査 

組立て状態並びに据付け位
置及び状態が設工認のとお
りであることを確認する。 
有害な欠陥がないことを確
認する。 

設工認のとおりに
組立て，据付けさ
れていること。 
健全性に影響を及
ぼす有害な欠陥が
ないこと。 

共
通 

材料検査 使用されている材料の化学
成分，機械的強度等が設工
認のとおりであることを確
認する。 

設工認のとおりで
あること，技術基
準に適合するもの
であること。 

状態確認
検査  

評価条件，手順等が設工認
のとおりであることを確認
する。  

設工認のとおりで
あること。  

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
※2：耐圧・漏えい検査の方法について，表 1によらない場合は，基本設計方針の共通項
目として 
定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
2.1.2  容器等の主要な溶接部に係る検査 

容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基準第 17 条第 1項第
3号及び第 37条第 1項第 2号並びに再処理施設の技術基準に関する規則の解釈
（以下「技術基準解釈」という。）に適合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ご
とに検査を実施する。 

(1) あらかじめ確認する事項 
次の①及び②については，容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に，

技術基準解釈 別記 別紙-2溶接施工法認証標準及び別紙-3溶接士技能認証標準
に従い，表 2-1，表 2-2に示す検査を行う。 

 
① 溶接施工法に関すること 
② 溶接士の技能に関すること 

 
なお，①又は②について，既に，以下のいずれかにより適合性が確認されてい

るものは，容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に表 2-1，表 2-2に示
す検査は要さないものとする。 

 
① 溶接施工法に関すること 

以下のいずれかに該当する溶接施工法。ただし，再処理第 1 種機器及び
腐食環境の厳しい第 2 種機器の接液側の溶接施工法においては，技術基準
解釈 別記 別紙-2 添付-2 溶接施工法における腐食試験要領に定める腐
食試験に合格していること。 
・再処理施設の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき認可を受けた溶
接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）における他の施設にて，
認可を受けたもの，溶接安全管理検査，使用前事業者検査等で溶接施工
法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行わ
れ判定基準に適合しているもの。ここで，他の施設とは，加工施設，試
験研究用等原子炉施設，発電用原子炉施設，使用済燃料貯蔵施設，特定
第一種廃棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設をいう。 

 
② 溶接士の技能に関すること 

・技術基準解釈 別記 別紙-3 溶接士技能認証標準によって認定されたも

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
のと同等と認められるものとして溶接士技能の確認を受けた溶接士，
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 
別記-5 3.第 3部溶接士技能標準(3)により溶接士技能認証標準と同様と
認められた溶接士が溶接を行う場合。ただし，再処理第 1 種機器及び
腐食環境が厳しい再処理第 2 種機器の溶接を行う溶接士は，技術基準
解釈 別記 別紙-3 で定める腐食試験に合格していること。また，再処
理第 1 種機器の接液側の溶接を行う溶接士は、技術基準解釈 別記 別
紙-3 で定める継手の仕上がり状態及び非破壊試験に合格しているこ
と。 

・技術基準解釈 別記 別紙-3 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が，
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 
別記-5 3.(4)溶接士技能認証標準に適合する溶接士の有効期間内に溶
接を行う場合。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 
溶接施工法の内容 
確認  

計画している溶接施工法の内容が，技術基準に適合する方法
であることを確認する。  

材料確認  試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであること
を確認する。  

開先確認  試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。  
溶接作業中確認  溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり，溶接

条件等が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおりに実施さ
れることを確認する。 

外観確認  試験材について，目視により外観が良好であることを確認す
る。 

溶接後熱処理確認  溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適
合していることを確認する。  

浸透探傷試験確認  技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，
表面における開口した欠陥の有無を確認する。  

機械試験確認  溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的性質を確認するため，
継手引張試験，曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性
を確認する。  

断面検査確認  管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合す
る方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。  

腐食試験確認 再処理第1種機器及び腐食環境の厳しい第2種機器の接液側に
使用する溶接施工法に対し，腐食試験を実施し，耐食性を確
認する。 

（判定）※１ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが
確認された場合，当該溶接施工法は技術基準に適合するもの
とする。  

  ※1：（ ）は検査項目ではない。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 
溶接施士の試験内
容の確認 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその
者が行う溶接工法の範囲を確認する。  

材料確認  試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであること
を確認する。  

開先確認  試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。  
溶接作業中確認  溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が使用前事業者検査

(溶接)計画書のとおりであり，溶接条件が使用前事業者検査
(溶接)計画書のとおり実施されることを確認する。 

外観確認  目視により外観が良好であることを確認する。  
浸透探傷試験確認  技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，

表面に開口した欠陥の有無を確認する。  
放射線透過試験確
認 

再処理第1種容器及び管の接液側の溶接を行う者の技能確認
に対し，技術基準に適合した試験の方法により放射線透過試
験を行い，溶接部の欠陥の有無を確認する 

機械試験確認  曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 
断面検査確認  管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合す

る方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。  
腐食試験確認 再処理第1種機器及び腐食環境の厳しい再処理第2種機器の溶

接を行う者の技能確認に対し，技術基準に適合した方法によ
り腐食試験を実施し，耐食性を確認する。 

（判定）※１ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが
確認された場合，当該溶接士は技術基準に適合する技能を持
った者とする。  

  ※1：（ ）は検査項目ではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
 
(2) 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 
再処理施設のうち技術基準第 17 条第 1項第 3 号及び第 37 条第 1項第 2 号の容器等の主
要な溶接部について，表 3 に示す検査を行う。 
 
 
 

表 3 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 
検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法，
溶接士の確認  

適用する溶接施工法，溶接士について，表 2-1 及び表 2-2
に示す適合確認がなされていることを確認する。  

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであるこ
とを確認する。  

開先検査  開先形状，開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準
に適合するものであることを確認する。  

溶接作業検査  
（含む，溶接材料の腐
食試験） 

あらかじめの確認において，技術基準に適合していること
が確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工して
いるかを確認する｡  
再処理第 1種機器及び腐食環境の厳しい再処理第 2種機器
の接液部に用いる溶接材料に対し，腐食試験を実施し，耐
食性を確認する。 

熱処理検査  溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種類及び容量が，技術
基準に適合するものであること，また，あらかじめの確認
において技術基準に適合していることを確認した溶接施
工法の範囲により実施しているかを確認する。  

非破壊検査  溶接部について非破壊試験を行い，その試験方法及び結果
が技術基準に適合するものであることを確認する。  

機械検査  溶接部について機械試験を行い，当該溶接部の機械的性質
が技術基準に適合するものであることを確認する。  

耐圧検査 ※１ 規定圧力で耐圧試験を行い，これに耐え，かつ，漏えいが
ないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な
場合は，可能な限り高い圧力で試験を実施し，耐圧試験の
代替として非破壊試験を実施する。  
（外観の状況確認）  
溶接部の形状，外観及び寸法が技術基準に適合することを

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
確認する。  

漏えい検査 再処理第 1 種容器及びライニング型貯槽の溶接部に対し，
規定の漏えい試験を行い，技術基準に適合するものである
ことを確認する。ただし，ライニング型貯槽にあっては，
構造上漏えい試験を行うことが，著しく困難である場合
は，浸透探傷試験を実施する。 

（適合確認）※２ 以上の全ての工程において，技術基準に適合しているこ
とが確認された場合，当該溶接部は技術基準に適合する
ものとする。  

※1：耐圧検査の方法について，表 1 によらない場合は，基本設計方針の共通項目として
定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。 
※2：（ ）は検査項目ではない。 
 
 
2.2  機能及び性能に係る検査  
機能及び性能を確認するため，表4に示す検査を行う。 
 

表 4 機能及び性能に係る検査 ※１ 
検査項目 検査方法 判定基準 

機能及び性能に係
る検査 

再処理施設の安全性確保の観点から必
要な安全設備等の機能及び性能を当該
各系統の試運転等により確認する。 

設工認のとおり
であり，技術基準
に適合するもの
であること。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
2.3  基本設計方針検査 
基本設計方針のうち「構造，強度及び漏えいに係る検査」及び「機能及び性能に係る検
査」では確認できない事項について，表 5に示す検査を実施する。 

表 5 基本設計方針検査 
検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 1又は表 4では
確認できない事項について，基本設計
方針に従い工事が実施されたことを
確認する。 

「基本設計方針」
のとおりであるこ
と。 

 
 
2.4  品質マネジメントシステムに係る検査  
実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス，
「1. 工事の手順」並びに「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実
施状況を確認するとともに，使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作
成される製造メーカ等の記録の信頼性を確認するため，表 6 に示す検査を実施する。 
 

表 6 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 
品質マネジメント
システムに係る検
査 

工事が設工認の「工事の方法」及び「設
計及び工事に係る品質マネジメントシ
ステム」に示すプロセスのとおり実施し
ていることを品質記録や聞取り等によ
り確認する。この確認には，検査におけ
る記録の信頼性確認として，基となる記
録採取の管理方法の確認やその管理方
法の遵守状況の確認を含む。 

設工認で示す「設
計及び工事に係
る品質マネジメ
ントシステム」及
び「工事の方法」
のとおりに工事
管理が行われて
いること。 

 
3.  工事上の留意事項  

再処理施設の設置又は変更の工事の実施にあたっては，再処理施設保安規定を遵守
するとともに,従事者及び公衆の安全確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止
等の観点から,以下に留意し工事を進める。 
a. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について,周辺資機材，他の再処理
施設及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう，隔離，作業環境維持，異物
侵入防止対策等の必要な措置を講じる。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 
b. 工事にあたっては, 既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう,現場状況,
作業環境及び作業条件を把握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材
から想定される影響を確認するとともに，隔離，火災防護，溢水防護，異物侵入防止
対策，作業管理等の必要な措置を講じる。 

c. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について，必要に応じて，供用後の
施設管理のための重要なデータを採取する。  

d. 再処理施設の状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段階における工程を管理す
る。 

e. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について，供用開始後に必要な機能
性能を発揮できるよう製造から供用開始までの間，維持する。  

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類に応じて保管及び処理を行
う。 

g. 現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務従事者に対して防護具の着
用や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と被ばく線量管理を行う。また，公衆の
放射線防護のため，放射性気体及び液体廃棄物の放出管理については，放射性気体
廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度及び放射性液体廃棄
物の海洋放出に起因する線量が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えない
ようにするとともに、放出管理目標値を超えないように努める。 

h. 修理の方法は,基本的に「図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー」の手順に
より行うこととし，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，切削又は取外しを
行い，据付，溶接又は取付け若しくは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が
改善されたものに取替えを行う等，機器等の機能維持又は回復を行う。また，機器等
の一部撤去，一部撤去の既設端部について閉止板の取付け，蒸気発生器，熱交換器又
は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け若しくは同等の方法により適切な処置を実施す
る。 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準に適合するよう，安全性及び信
頼性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更 
なし 
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変更前 変更後 

 

変更なし 
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変更前 変更後 

 

変更なし 
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ｄ．準拠規格及び基準 
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２． 再処理設備本体に係る「再処理設備本体」 

２．３ 分離施設 

２．３．１ 分離設備 

 

ａ．準拠規格及び基準 

（1／2） 

変更前 変更後 

（１）国内法令 

原子力基本法 変更なし 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律 

放射性同位元素等による放射線障害の防止

に関する法律 

放射性同位元素等の規制に関する法律 

放射線障害防止の技術的基準に関する法律 

変更なし 

労働安全衛生法 

労働基準法 

高圧ガス保安法 

消防法 

毒物及び劇物取締法 

電気事業法 

建築基準法 

そ の 他 
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（2／2） 

(２) 国内規格，基準，指針等 

日本工業規格（ＪＩＳ） 日本産業規格（ＪＩＳ） 

空気調和・衛生工学会規格（ＨＡＳＳ） 空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡＳＥ） 

日本エレベーター協会規格（ＪＥＡＳ） 

変更なし 

日本建築学会各種構造設計及び計算基準

（ＡＩＪ） 

高圧ガス保安協会規格（ＫＨＫＳ） 

電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

日本電気協会で規定する電気技術規程及び

指針（ＪＥＡＣ，ＪＥＡＧ） 

日本電気計測器工業会規格（ＪＥＭＩＳ） 

日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

日本電線工業会規格（ＪＣＳ） 

石油学会規格（ＪＰＩ） 

日本溶接協会規格（ＷＥＳ） 

工場電気設備防爆指針 

－ 日本機械学会規格（ＪＳＭＥ） 

その他 変更なし 

(３) 審査指針等 

再処理施設安全審査指針 変更なし 

核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウ

ムに関するめやす線菰について 

－ 

核燃科施設安全審査基本指針 変更なし 

その他関連安全審査指針等 

(４) 国外の規格，基準等 

Ａ Ｎ Ｓ Ｉ 規 格 (American National 

Standards Institute) 

変更なし 

Ａ Ｓ Ｔ Ｍ 規 格 (American Society for 

Testing and Materials) 

Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ 規 格 (The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) 

Ａ Ｓ Ｍ Ｅ 規 格 (American Society of 

Mechanical Engineers) 

ＢＳ規格(British Standards) 

Ｄ Ｉ Ｎ 規 格 (Deutsche lndustrie fur 

Normung) 

ＤＩＮ規格(Deutsches Institut fur 

Normung e.V.) 

ＮＦ規格(Normes Francaises) 変更なし 

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を第2.3.1-1表に示す。 
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第2.3.1-1表　　準 拠 す べ き 主 な 法 令，規 格 及 び 基 準 表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
炉
規
法

炉
規
法
施
行
令

再
処
理
規
則

再
処
理
施
設
許
可
基
準
規
則

再
処
理
施
設
技
術
基
準
規
則

日
本
産
業
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４
６
０
１

日
本
建
築
学
会
「
鋼
構
造
設
計
基
準
」

J
S
M
E
規
格

ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則

ク
レ
ー
ン
構
造
規
格

日
本
建
築
学
会
各
種
構
造
設
計
及
び
計
算
規
準

日
本
電
機
工
業
会
規
格
（
J
E
M
）

日
本
電
線
工
業
会
規
格
（
J
C
S

)

告
示
8
号

日
本
建
築
学
会
に
よ
る
各
種
基
準
等

建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令

消
防
法

消
防
法
施
行
令

安
衛
法

＜ロ.再処理設備本体＞

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注1） ：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年6月10日　法律第166号）
：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和32年11月21日　政令第324号）

：使用済燃料の再処理の事業に関する規則
（昭和46年3月27日　総理府令第10号）

再処理施設許可基準規則 ：再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（平成25年12月6日　原子力規制委員会規則第27号）

：再処理施設の技術基準に関する規則
（令和2年3月17日　原子力規制委員会規則第9号）

：原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編JEAG4601･補-1984，JEAG4601-1987，

　JEAG4601-1991　追補版）

：発電用原子力設備規格　設計・建設規格

（2005年版（2007年追補版を含む））　JSME S NC-12005/2007

：核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示

（平成27年8月31日  原子力規制委員会告示第8号）

：消防法（昭和23年 7月 24日　法律第186号）

：労働安全衛生法（昭和47年 6月8日　法律第　57号）

注2） 上記の他「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」を参照する。

炉規法

ＪＥＡＧ４６０１

炉規法施行令

再処理施設技術基準規則

再処理規則

分離設備分離施設

JSME規格

告示８号

安衛法

消防法

準 拠 す べ き 主 な 法 令，規 格 及 び 基

準

施 設 ／ 設 備 区 分

表－ロ－〇
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ｅ．仕様表（一例） 

  

131



ｂ．設計条件及び仕様 

(a) 申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。 

（1／2） 

 変更前 変更後 

名       称 － 溶解液中間貯槽 

変更 

なし 

種       類 － たて置円筒形 

設    

計    

条     

件 

臨 界 管 理  濃度管理 

流体の種類 
本  体 

－ 
溶解液 

冷却コイル部 冷却水 

容        量 m3／個 〇〇 

本 体 

最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

変更 

なし 

（〇〇）１） 

冷却 

コイル部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 
変更 

なし 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

変更 

なし 

（〇〇）１） 

伝 熱 

面 積 
冷 却 コ イ ル 部 m2／個 〇〇 

変更 

なし 

（〇〇）１） 

 

 

  

132



（2／2） 

仕

様

主

要

寸

法

本 体 

胴 内 径 mm 〇〇 

変更 

なし 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴 鏡 板 厚 さ mm 〇〇 

下 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴下部鏡板厚さ mm 〇〇 

上 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴上部鏡板厚さ mm 〇〇 

冷 却 

コ イ ル

外 径 mm 〇〇 

厚 さ mm 〇〇 

全 長 mm 〇〇 

主
要
材
料

本 体 
胴 板 － R-SUS304ULC

胴 鏡 板 － R-SUS304ULC

下 部 
胴 板 R-SUSF304ULC

胴 下 部 鏡 板 R-SUS304ULC

上 部 
胴 板 R-SUS304ULC

胴 上 部 鏡 板 R-SUS304ULC

冷 却 コ イ ル － R-SUS304ULCTP

個 数 － 〇〇 

取

付

箇

所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － 分離設備 

変更 

なし 

設 置 床 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － － 

溢 水 防 護 上 の 配 慮 
が 必 要 な 高 さ 

－ － 

１）：重大事故等対処設備として使用する際の設計条件 
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ｂ．設計条件及び仕様 

(a) 申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。 

（1／2） 

 変更前 変更後 

名       称 － 抽出廃液受槽 

 

種       類 － 〇〇 

設    

計    

条     

件 

臨 界 管 理  〇〇 

流体の種類 
本  体 

－ 
〇〇 

冷却コイル部 〇〇 

容        量 m3／個 〇〇 

本 体 
最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

冷却 

コイル部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

伝 熱 

面 積 
冷 却 コ イ ル 部 m2／個 〇〇 
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（2／2） 

仕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

本 体 

胴 内 径 mm 〇〇 

 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴 鏡 板 厚 さ mm 〇〇 

下 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴下部鏡板厚さ mm 〇〇 

上 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴上部鏡板厚さ mm 〇〇 

冷 却 

コ イ ル 

外 径 mm 〇〇 

厚 さ mm 〇〇 

全 長 mm 〇〇 

主
要
材
料 

本 体 
胴 板 － 〇〇 

胴 鏡 板 － 〇〇 

下 部 
胴 板  〇〇 

胴 下 部 鏡 板  〇〇 

上 部 
胴 板  〇〇 

胴 上 部 鏡 板  〇〇 

冷 却 コ イ ル － 〇〇 

個 数 － 〇〇 

取

付

箇

所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － 〇〇 

設 置 床 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 配 慮 
が 必 要 な 高 さ 

－ 〇〇 
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ｂ．設計条件及び仕様 

(a) 申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。 

（1／2） 

 変更前 変更後 

名       称 － 抽出廃液供給槽 

 

種       類 － 〇〇 

設    

計    

条     

件 

臨 界 管 理  〇〇 

流体の種類 
本  体 

－ 
〇〇 

冷却コイル部 〇〇 

容        量 m3／個 〇〇 

本 体 
最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

冷却 

コイル部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

伝 熱 

面 積 
冷 却 コ イ ル 部 m2／個 〇〇 
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（2／2） 

仕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

本 体 

胴 内 径 mm 〇〇 

 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴 鏡 板 厚 さ mm 〇〇 

下 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴下部鏡板厚さ mm 〇〇 

上 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴上部鏡板厚さ mm 〇〇 

冷 却 

コ イ ル 

外 径 mm 〇〇 

厚 さ mm 〇〇 

全 長 mm 〇〇 

主
要
材
料 

本 体 
胴 板 － 〇〇 

胴 鏡 板 － 〇〇 

下 部 
胴 板  〇〇 

胴 下 部 鏡 板  〇〇 

上 部 
胴 板  〇〇 

胴 上 部 鏡 板  〇〇 

冷 却 コ イ ル － 〇〇 

個 数 － 〇〇 

取

付

箇

所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － 〇〇 

設 置 床 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 配 慮 
が 必 要 な 高 さ 

－ 〇〇 
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ｂ．設計条件及び仕様 

(a) 申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。 

（1／2） 

 変更前 変更後 

名       称 － 抽出廃液中間貯槽 

 

種       類 － 〇〇 

設    

計    

条     

件 

臨 界 管 理  〇〇 

流体の種類 
本  体 

－ 
〇〇 

冷却コイル部 〇〇 

容        量 m3／個 〇〇 

本 体 
最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

冷却 

コイル部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

伝 熱 

面 積 
冷 却 コ イ ル 部 m2／個 〇〇 
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（2／2） 

仕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

本 体 

胴 内 径 mm 〇〇 

 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴 鏡 板 厚 さ mm 〇〇 

下 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴下部鏡板厚さ mm 〇〇 

上 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴上部鏡板厚さ mm 〇〇 

冷 却 

コ イ ル 

外 径 mm 〇〇 

厚 さ mm 〇〇 

全 長 mm 〇〇 

主
要
材
料 

本 体 
胴 板 － 〇〇 

胴 鏡 板 － 〇〇 

下 部 
胴 板  〇〇 

胴 下 部 鏡 板  〇〇 

上 部 
胴 板  〇〇 

胴 上 部 鏡 板  〇〇 

冷 却 コ イ ル － 〇〇 

個 数 － 〇〇 

取

付

箇

所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － 〇〇 

設 置 床 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 配 慮 
が 必 要 な 高 さ 

－ 〇〇 
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ｂ．設計条件及び仕様 

(a) 申請設備に係る設計条件及び仕様を以下に示す。 

（1／2） 

 変更前 変更後 

名       称 － 溶解液供給槽 

 

種       類 － 〇〇 

設    

計    

条     

件 

臨 界 管 理  〇〇 

流体の種類 
本  体 

－ 
〇〇 

冷却コイル部 〇〇 

容        量 m3／個 〇〇 

本 体 
最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

冷却 

コイル部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇 

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇 

伝 熱 

面 積 
冷 却 コ イ ル 部 m2／個 〇〇 
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（2／2） 

仕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

本 体 

胴 内 径 mm 〇〇 

 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴 鏡 板 厚 さ mm 〇〇 

下 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴下部鏡板厚さ mm 〇〇 

上 部 

胴 内 径 mm 〇〇 

胴 板 厚 さ mm 〇〇 

胴上部鏡板厚さ mm 〇〇 

冷 却 

コ イ ル 

外 径 mm 〇〇 

厚 さ mm 〇〇 

全 長 mm 〇〇 

主
要
材
料 

本 体 
胴 板 － 〇〇 

胴 鏡 板 － 〇〇 

下 部 
胴 板  〇〇 

胴 下 部 鏡 板  〇〇 

上 部 
胴 板  〇〇 

胴 上 部 鏡 板  〇〇 

冷 却 コ イ ル － 〇〇 

個 数 － 〇〇 

取

付

箇

所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － 〇〇 

設 置 床 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － 〇〇 

溢 水 防 護 上 の 配 慮 
が 必 要 な 高 さ 

－ 〇〇 
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ｆ．工事工程表 
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1 
 

今回の工事の工程は次のとおりである。 
第 1表 工事工程表 

年度 
 

              半期 
項目       

令和２年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 

再処理
設備本
体 

現地工事期間       

検
査
及
び
使
用
前
確
認
可
能
時
期 

構造，強度又は
漏えいに係る検
査をすることが
できるようにな
った時 

   
 

 
 

  

基本設計方針検
査，機能及び性
能に係る検査が
できるようにな
った時 

   
 

 
 

  

品質マネジメン
トシステムに係
る検査をするこ
とができるよう
になった時 
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ｇ．設計及び工事に係る品質マネジメント

システム（例） 
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 1

1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

当社は，再処理事業所の安全を達成・維持・向上させるため，健全な安全文化を育成

し維持するための活動を行う仕組みを含めた再処理施設の設計，工事及び検査段階から

運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し，

「再処理事業所再処理施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメント

システム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」とい

う。）は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき，設計及び工事に係る具体的

な品質管理の方法，組織等の計画された事項を示したものである。 

 

2. 適用範囲・定義 

2.1 適用範囲 

設工認品質管理計画は，再処理事業所再処理施設の設計，工事及び検査に係る保安活

動に適用する。 

 

2.2 定義 

設工認品質管理計画における用語の定義は，以下を除き保安規定品質マネジメントシ

ステム計画に従う。 

 

2.2.1 再処理規則 

使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和 46 年総理府令第 10 号）をいう。 

 

2.2.2 技術基準規則 

再処理施設の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第９号）をいう。 

 

2.2.3 適合性確認対象設備 

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき，技術基準規則への適合性を

確保するために必要となる設備をいう。 

 

3. 設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画に基づき以下のとおり実施する。 

 

3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設計，工事及び検査は，再処理事業部，技術本部及び調達室で構成する体制で実施す

る。 

設計，工事及び検査に係る組織は，担当する設備に関する設計，工事及び検査につい

て責任と権限を持つ。 
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 2

3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認におけるグレード分けは，再処理施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり

行う。 

 

 

第 3.2-1 表 再処理施設における設備に係るグレード分け（安全機能を有する施設のうち

機械設備） 

品質重要度 定 義 

クラス１ 

(1) 安全上重要な施設に属する再処理第１種機器 

(2) 安全上重要な施設に属する腐食環境の厳しい再処理第２種機器 

(3) 安全上重要な施設に属する耐震クラスＳの再処理第２種機器 

(4) 安全上重要な施設に属する耐震クラスＳの再処理第３種機器 

クラス２ 

クラス１以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 安全上重要な施設に属する機械設備 

(2) 腐食環境の厳しい再処理第２種機器 

クラス３ 

クラス１，２以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 再処理第２種機器 

(2) 耐震クラスＢの機械設備 

(3) セル，アクティブギャラリー，洞道内に設置され，運転開始後の保全が困

難な機械設備 

クラス４ 

クラス１～３以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 放射性物質を内包する機械設備 

(2) 給水施設の純水装置 

(3) 非放射性の化学薬品系統 

(4) その機械設備の故障・損傷等により，運転上重要な設備が停止する，ある

いは火災又は他の化学安全上の影響が発生するおそれがある機械設備 

クラス５ クラス１～４以外の機械設備 
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第 3.2-2 表 再処理施設における設備に係るグレード分け（安全機能を有する施設のうち

電気計装設備） 

品質重要度 定 義 

クラスＸ 
(1) 安全上重要な施設に属する電気計装設備 

(2) 耐震クラスＳの電気計装設備 

クラスＹ 

クラスＸ以外の下記のいずれかに該当する電気計装設備 

(1) 機器の故障が施設全体の運転に著しい影響を与える電気計装設備（一般ユ

ーティリティ設備に含まれるものを除く） 

a. 施設制御，運転監視及び中央監視機能に該当する計装設備 

(2) 再処理施設の特徴的電気計装設備 

a. 高レベル放射性液体廃棄物を取り扱う設備と取り合う電気計装設備 

b. セル，アクティブギャラリー，洞道内に設置され，運転開始後の保全

が困難な電気計装設備 

(3) 設工認に記載され，使用前事業者検査対象となる電気計装設備 

(4) 耐震クラスＢの電気計装設備 

(5) 「再処理事業所 再処理施設保安規定」および「再処理事業所 再処理施設

保安規定運用要領」（保安規定に定める操作上の制限等に直接関連する計

測制御設備）に記載の計測制御設備 

クラスＺ クラスＸ，Ｙ以外の電気計装設備 

 

 

第 3.2-3 表 再処理施設における設備に係るグレード分け（重大事故等対処設備） 

品質重要度 定 義 

クラスⅠ 

基準地震動による地震力に対し，重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない，又は十分に耐えることができるように設計する常設重

大事故等対処設備 

クラスⅡ 
安全機能を有する施設の耐震重要度分類の耐震クラスＢに適用される地震力に

対し，十分に耐えることができるように設計する常設重大事故等対処設備 

クラスⅢ 
地震を要因として発生する重大事故等の対処に必要な動的機能維持要求がある

可搬型重大事故等対処設備 

クラスⅣ 

(1) 安全機能を有する施設の耐震重要度分類の耐震クラスＣに適用される地震

力に対し，十分に耐えることができるように設計する常設重大事故等対処

設備 

(2) クラスⅢ以外の可搬型重大事故等対処設備 
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第 3.2-4 表 再処理施設における設計の管理に係るグレード分け 

設計開発の

適用 
対 象 

適用 新増設，改造及び施設管理の設計及び工事 

適用外 元の状態への復元等を目的とした点検，工事等 

 

 

第 3.2-5 表 再処理施設における調達の管理に係るグレード分け 

グレード 対 象 

Ⅰ 

(1) 許認可申請等に係る設計（解析業務等含む），新増設工事，改造工事 

(2) 品質重要度クラス1，2，Xの設備に係る運転業務 

(3) 品質重要度クラスⅠの重大事故等対処施設に係る保全業務（工事含む），

運搬業務，放射線管理業務 

Ⅱ 

(1) 品質重要度クラス1～4，X，Y，Ⅱ,Ⅲの設備又は建物・構築物に係る保全

業務（工事含む），運搬業務，放射線管理業務 

(2) 品質重要度クラス3，4，Yの設備に係る運転業務 

Ⅲ 
グレードⅠ及びⅡに該当しない，保安活動に関係する業務（据付を伴わない購

買を含む） 

Ⅳ 保安活動に関係しない業務（グレードⅠ～Ⅲに該当しない調達） 

 

 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の流れを第 3.2-1 図に示すとともに，設計，工事

及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第 3.2-6 表に示

す。 

なお，再処理規則第二条第一項第三号に区分される施設のうち，設工認申請（届出）

が不要な工事を行う場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，

工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであ

ること，技術基準規則に適合していることを確認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，第 3.2-6 表に示す

「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審

査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，再処理事業部及び技術本部で当該

設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係る品質管

理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 
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設工認における調達管理の方法」に示す管理（第 3.2-6 表における「3.3.3ａ．基本設計

方針の作成（設計 1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必要な事項

を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロ

セスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。 

 

 

第 3.2-6 表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネジ
メントシステム計画
の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管理
の方法 

7.3.1 設計開発計画 
適合性を確保するために必要な設計
を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設備
に対する要求事項の
明確化 7.3.2 設計開発に用い

る情報 

設計に必要な技術基準規則等の要求
事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必要
な適合性確認対象設
備の選定 

技術基準規則等に対応するための設
備・運用の抽出 

3.3.3 
ａ．※ 

基本設計方針の作成
（設計 1） 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針の
作成 

3.3.3 
ｂ．※ 

適合性確認対象設備
の各条文への適合性
を確保するための設
計（設計 2） 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計の
実施 

3.3.3 
ｃ． 

設計のアウトプット
に対する検証 

7.3.5 設計開発の検証 
基準適合性を確保するための設計の
妥当性のチェック 

3.3.4 ※ 設計における変更 
7.3.7 設計開発の変更
の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 ※ 
設工認に基づく具体
的な設備の設計の実
施（設計 3） 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 
7.3.5 設計開発の検証 

設工認を実現するための具体的な設
計 

3.4.2 
具体的な設備の設計
に基づく工事の実施 

― 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査で
の確認事項 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していること 

3.5.2 
使用前事業者検査の
計画 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認する計
画と方法の決定 

3.5.3 検査計画の管理 ― 
使用前事業者検査を実施する際の工
程管理 

3.5.4 
容器等の主要な溶接
部に係る使用前事業
者検査の管理 

― 
容器等の主要な溶接部に係る使用前
事業者検査を実施する際のプロセス
の管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の
実施 

7.3.6 設計開発の妥当
性確認 
8.2.4 機器等の検査等 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調達
管理の方法 

7.4 調達 
8.2.4 機器等の検査等 

適合性確認に必要な，設計，工事及び
検査に係る調達管理 

 

※：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階における

レビュー」の各段階を示す。 
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第3.2-1図  設工認として必要な設計，工事及び検査の流れ 

対象設備の現状 

(設計実績) 

既設工認 

設計図書 

対象設備の現状 

(工事実績) 

検査・試験記録 
（定期試験，自主検査

等） 

設計図書 

・
・
・ 

・
・
・ 

設計※１ 

（設工認申請書作成に係る活動の計画とその実績を「設計」として記載） 

工事及び検査 
（設工認申請上では、各要求事項に対する使用前事業者検査、 

必要な追加工事又は継続中工事の計画を「工事」として記載） 

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

再処理事業変更許可申請書（本文）、 

事業指定基準規則・技術基準規則及びその解釈 

3.3.1 

各条文の対応に必要な 

適合性確認対象設備の選定 

3.3.2 

基本設計方針の作成 

（設計 1） 

3.3.3 ａ． 

適合性確認対象設備の各条文への適合性を 

確保するための設計 

（設計 2） 

3.3.3 ｂ． 

設計のアウトプットに対する検証 

3.3.3 ｃ． 

設工認における調達管理の方法 

3.6 

工事の方法 

設
工
認
に
基
づ
く
具
体
的
な
設
備
の
設
計
の
実
施 

具
体
的
な
設
備
の
設
計
に
基
づ
く
工
事
の
実
施 

3.4.1 3.4.2 

検査計画の管理 

 

使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査の計画※２ 

設工認における調達管理の方法 

3.6 

3.5.2 

使用前事業者検査 

3.5.3，3.5.4，3.5.5 

※１：設工認申請上の「設計」とは、要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計 1）し、 

既に設置されている設備の状況を念頭に置きながら、適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計 2）を行う業務をいう。 

また、この設計の結果を基に、設工認として申請が必要な範囲について、設工認申請書をまとめる。 

※２：条文ごとに適合性確認対象設備が技術基準規則に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む。）の決定と 

その実施を使用前事業者検査の計画として明確にする。 

： 設工認の範囲 

 

： 必要に応じ実施する業務の流れ 
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3.3 設計に係る品質管理の方法 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保するた

めに必要な要求事項を明確にする。 

 

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，設工認に関連する工事において，追加・変更となる適合

性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則への適合性を確保するために，実

際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて，適合性確認対象設備と

して抽出する。 

 

3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保

するための設計を以下のとおり実施する。 

 

ａ．基本設計方針の作成（設計 1） 

「設計 1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に，

必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

 

ｂ．適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2） 

「設計 2」として，「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設

備に必要な詳細設計を実施する。 

なお，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手

計算による自社解析」について，個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。 

 

ｃ．設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，設計 1及び設計 2の結果について，適合性確認を実施

した者の業務に直接関与していない上位職位の者に検証を実施させる。 

 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結果のうち，影

響を受けるものについて必要な設計を実施し，設計結果を必要に応じ修正する。 

 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，設工認に基づく設備の具体的な設計

（設計 3），その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施す

る。 

また，これらの活動を調達する場合は，「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用

して実施する。 
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3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，以下のいずれかにより，設工認に基

づく製品実現のための設備の具体的な設計（設計 3）を実施する。 

・自社で設計する場合 

・「設計 3」を工事を主管する箇所の長が調達し，かつ，調達管理として「設計 3」を

管理する場合 

 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工事の方

法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施

する。 

 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，保

安規定に基づく使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所からの独立性を確保した検査

体制のもと，実施する。 

 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するために以

下の項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）」及

び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工

事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち，①を第 3.5-1 表に示す検査として，②を品質マネジメントシス

テムに係る検査（以下「QA 検査」という。）として実施する。 

②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 容

器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所

が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査に追

加する。 

また，QA 検査では上記②に加え，上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の，記録

の信頼性確認を行い，設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された

仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するた

め，使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並
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びに第 3.5-1 表に定める要求種別ごとに確認項目，確認視点及び主な検査項目を基に計

画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても，

使用前事業者検査を計画する。 

また，使用前事業者検査の実施に先立ち，設計結果に関する具体的な検査概要及び判

定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。 

 

3.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を適切な

段階で実施するため，関係箇所と調整のうえ検査計画を作成する。 

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管

理する。 

 

3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は，溶接が特殊工程であること

を踏まえ，工程管理等の計画を策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認

及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，溶接

施工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含め，業務の

実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，承認し，必要な管

理を実施する。 

 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，体制の確立を行い実施する。 

 

ａ．使用前事業者検査の独立性確保 

使用前事業者検査は，組織的独立を確保して実施する。 

 

ｂ．使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，検査要領書で明確にする。 

 

ｃ．使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載され

た仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認す

るため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に，使用前事業者

検査を実施するための検査要領書を作成し，検査実施責任者が制定する。 

実施する検査が代替検査となる場合は，代替による使用前事業者検査の方法を決定

する。 

設置から長期間経過している既存の再処理施設については，当該再処理施設の健全

性を当該再処理施設の検査前に確認する。 
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ｄ．使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査を担当する箇所の長の依頼を受け，検査要領書に基づき，

確立された検査体制のもとで，使用前事業者検査を実施する。 

 

 

第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設
備 

設
計
要
求 

設
置
要
求 

名称，取付箇所，個数，

設置状態，保管状態 

設計要求どおりの名称，

取付箇所，個数で設置さ

れていることを確認す

る。 

外観検査 

据付・外観検査 

状態確認検査 

機
能
要
求 

材料，寸法，耐圧・漏え

い等の構造，強度に係

る仕様（仕様表） 

仕様表の記載どおりであ

ることを確認する。 

材料検査 

構造検査 

強度検査 

外観検査 

寸法検査 

耐圧・漏えい検査 

据付・外観検査 

機能・性能検査 

状態確認検査 

系統構成，系統隔離，可

搬設備の接続性 

実際に使用できる系統構

成になっていることを確

認する。 

上記以外の所要の機能

要求事項 

目的とする機能・性能が

発揮できることを確認す

る。 

評
価
要
求 

解析書のインプット条

件等の要求事項 

評価条件を満足している

ことを確認する。 

内容に応じて，基盤検査，

設置要求の検査，機能要求

の検査を適用 

運
用 

運
用
要
求 

手順確認 

（保安規定） 

手順化されていることを

確認する。 

状態確認検査 

 

 

3.6 設工認における調達管理の方法 

設工認で行う調達管理は，保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示

す管理を実施する。 

 

3.6.1 供給者の技術的評価 

供給者の評価を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供

給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。 

 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対する影

響や供給者の実績等を考慮し，「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要
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度に応じてグレード分けを行い管理する。 

 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，調達管理に係るグレード分け

を適用する。 

 

ａ．調達文書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，保安規定品質マネジメントシステ

ム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し，供

給者の業務実施状況を適切に管理する。（「ｂ．調達製品の管理」参照） 

調達を主管する箇所の長は，一般汎用品を原子力施設に使用するに当たって，当該

一般汎用品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で検

査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合がある

ことを供給者へ要求する。 

 

ｂ．調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製

品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実施する。 

 

ｃ．調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達製品が調達要求事項

を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。 

調達を主管する箇所の長は，供給先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検

証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

 

3.6.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステムに係

る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われ

ていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施する。 

 

3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

ａ．適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

設計，工事及び検査に係る組織の長は，設計，工事及び検査に係る文書及び記録を，

保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し，これらを適

切に管理する。 

 

ｂ．供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合

の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検
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査に用いる場合，供給者の品質マネジメントシステムに係る能力の確認，かつ，対象

設備での使用が可能な場合において，適用可能な図書として扱う。 

 

ｃ．使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合に用いる記録は，上記ａ，

ｂを用いて実施する。 

 

3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

ａ．計測器の管理 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，保安規定品質マ

ネジメントシステム計画に従い，設計及び工事，検査で使用する計測器について，校

正・検証及び識別等の管理を実施する。 

 

ｂ．機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は，機器，弁及び配管等について，保安規定品質マネジメ

ントシステム計画に従った管理を実施する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び検査において発生した不適合については，保安規定品

質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。 

 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の施設管理については，保安規定に規定する施設管理に基づき業

務を実施する。 
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ｈ．再処理施設の事業変更許可申請書との

整合性に関する説明書（一例） 
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 再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書  

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 基本設計方針 整合性 備考 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の

方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

イ．再処理施設の位置 

＜省略＞ 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

＜省略＞ 

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

 再処理施設の運転中及び停止中において想定され

る，系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含み，

以下「機器」という。）の単一故障若しくはその誤動

作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合におい

て，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにす

るとともに，臨界管理上重要な施設に対しては，臨界

が発生した場合にも，その影響を緩和できるよう，核

燃料物質の臨界防止に係る再処理施設の設計の基本方

針を以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

  (ⅰ) 単一ユニットの臨界安全設計 

    核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下

「単一ユニット」という。）については，形状寸法管

理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性子

吸収材管理並びにこれらの組合せにより臨界を防止す

る設計とする。設計に当たり，これらの管理に対して

適切な核的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保

のために設定する値）を設定する。核的制限値の設定

当たっては，ロ(1)(i)-①取り扱う核燃料物質の物理

的・化学的性状，カドミウム，ほう素等の中性子の吸

収効果，酸化物中の水分濃度等の減速条件及び構造材

の反射条件に関し，工程及びユニットの設置環境，使

用済燃料の仕様も含めて，それぞれの想定される状態

の変動の範囲において，中性子増倍率が最も大きくな

る場合を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十

分な安全余裕を見込んで設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

＜中略＞ 

 

 

(１)単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニ

ット」という。）については，形状寸法管理，濃度管

理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理

並びにこれらの組合せにより，臨界を防止する設計と

する。設計に当たり，これらの管理に対して適切な核

的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために

設定する値）を設定する。 

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物

質の物理的・化学的性状並びにカドミウム，ほう素及

びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物中の水分

濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄

槽中のペレット間隔及び水の密度による減速条件並び

にセル壁構造材及び機器構造材の反射条件に関し，工

程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕様も含め

て，それぞれの想定される状態の変動の範囲におい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第１章 共通項目 

１．核燃料物質の臨界防止 

１．１ 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

(ⅰ)単一ユニットの臨界安全設計 

再処理施設の運転中及び停止中において想定される，

系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含む。）

は，核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一

ユニット」という。）について，単一故障若しくはそ

の誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に

おいても核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう

形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理

及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，

臨界を防止する設計とする。 

 単一ユニットの臨界安全設計に当たり，これらの管

理に対して適切な臨界管理を行う体系の未臨界確保の

ために設定する値（以下「核的制限値」という。）を

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）第四号ロ項に

おいて、設計及び工事

の計画の内容は、以下

のとおり整合してい

る。 

事業変更許可申請書

（本文）は概要の書き

出しであり，詳細は後

段に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書のロ

(1)(i)-①は，事業変

更許可申請書（本文）

ロ(1)(i)-①の内容を

具体的に記載しており

整合している。 
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 再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書  

 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 基本設計方針 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(1)(i)-②濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸

収材による臨界管理を行う系統及び機器は，その単一

故障又は誤動作若しくは運転員の単一誤操作を想定し

ても，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理

されている系統及び機器から単一故障又は誤動作若し

くは運転員の単一誤操作によって，臨界管理されてい

ない系統及び機器へ核燃料物質が流入することがない

よう設計する。 

 

 

(ⅱ) 複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下「複

数ユニット」という。）については，単一ユニット相

互間の適切な配置の維持及び単一ユニット相互間への

中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界

を防止する設計とする。また，単一ユニット相互間の

中性子相互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユ

ニット相互間の配置，間接的に管理可能な単一ユニッ

ト相互間の配置，中性子遮蔽材の配置及び形状寸法に

ついて適切な核的制限値を設定する。 

 

 

 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間

の中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件に関し， 

 

 

 

て，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮定し，

計算コードの計算誤差も含めて，十分な安全余裕を見

込んで設定する。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下，「複

数ユニット」という。）については，単一ユニット相

互間の適切な配置の維持及び単一ユニット相互間への

中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界

を防止する設計とする。また，単一ユニット相互間の

中性子相互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユ

ニット相互間の配置，間接的に管理可能な単一ユニッ

ト相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸法に

ついて適切な核的制限値を設定する。 

 

 

 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間

の中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件に関し， 

 

 

 

核的制限値の設定に当たっては，ロ(1)(i)-①取り扱う

核燃料物質の物理的・化学的性状並びにカドミウム，

ほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物

中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピー

ス酸洗浄槽中のペレット間隔及び水の密度による減速

条件並びにセル壁構造材及び機器構造材の反射条件に

関し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕

様も含めて，それぞれの想定される状態の変動の範囲

において，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮定

し，計算コードの計算誤差も含めて，十分な安全余裕

を見込んで設定する。 

＜中略＞ 

 

（ⅳ)臨界防止に係る運用等 

 ロ(1)(i)-②臨界防止に係る運用等として核的制限値

に係る運転員による使用済燃料等の取扱い及び確認，

濃度分析管理，施錠管理，核燃料物質の移動の禁止等

の再処理施設の操作に係る事項を保安規定に定める。 

 

 

 

 

(ⅱ)複数ユニットの臨界安全設計 

再処理施設の運転中及び停止中において想定される，

系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含む。）

は，二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下，

「複数ユニット」という。）については，単一ユニッ

ト相互間の適切な配置の維持及び単一ユニット相互間

への中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより

臨界を防止する設計とする。 

複数ユニットの臨界安全設計に当たり，単一ユニット

相互間の中性子相互干渉を考慮し，直接的に計量可能

な単一ユニット相互間の配置，間接的に管理可能な単

一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形

状寸法について適切な核的制限値を設定する。 

 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間

の中性子の吸収効果，減速条件及び反射条件に関し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）のロ(1)(i)-

②は保安規定にて対応

する。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 基本設計方針 整合性 備考 

核燃料物質移動時の核燃料物質の落下，転倒及び接近

の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲

において，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計

算コードの計算誤差も含めて，十分な安全余裕を見込

んで設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ(1)(ⅱ)-①複数ユニットの核的制限値の維持につい

ては，十分な構造強度をもつ構造材を使用する等適切

な対策を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

  (ⅲ) その他の臨界安全設計 

    臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対

象外の機器への液移送ロ(1)(ⅲ)-①については，誤操

作を防止するための施錠管理を行った上で，濃度分析

を伴う回分操作により管理する設計とするが，連続液

移送を行う場合は，放射線検出器により核燃料物質濃

度が有意量以下であることを監視する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質移動時の核燃料物質の落下，転倒及び接近

の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲

において，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計

算コードの計算誤差を含めて，十分な安全余裕を見込

んで設定する。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な

構造強度をもつ構造材を使用する等適切な対策を講ず

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(３)その他の臨界安全設計 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機

器への液移送については，誤操作を防止するための施

錠管理を行った上で，濃度分析を伴う回分操作により

管理する設計とするが，連続液移送を行う場合は，放

射線検出器により核燃料物質濃度が有意量以下である

ことを監視する設計とする。分析を伴う回分操作で臨

界安全管理を行う場合のウラン及びプルトニウムの同

位体分析並びにウラン及びプルトニウムの濃度分析

は，標準試料と逐次並行分析を行い，複数回の測定を

実施する分析管理とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

核燃料物質移動時の核燃料物質の落下，転倒及び接近

の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲

において，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計

算コードの計算誤差を含めて，十分な安全余裕を見込

んで設定する。 

 

＜中略＞ 

 

（基本設計方針） 

第１章 共通項目 

９． 設備に関する要求事項 

９．２ 材料及び構造 

９．２．１ 材料について 

ロ(1)(ⅱ)-①容器等に使用する材料は、その使用さ

れる圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切

な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用す

る。 

 

（基本設計方針） 

第１章 共通項目 

１．核燃料物質の臨界防止 

１．１ 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 

（ⅲ)その他の臨界安全設計 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機

器への液移送を回分移送ロ(1)(ⅲ)-①する場合につい

ては，誤操作を防止するための施錠管理を行った上

で，ウラン及びプルトニウムの同位体分析並びにウラ

ン及びプルトニウムの濃度分析は，標準試料と逐次並

行分析を行い，複数回の測定を実施する濃度分析を伴

う回分操作による分析管理を行う設計とする。 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の

機器への液移送を連続液移送する場合については，計

測制御系統施設の核計装設備である放射線検出器（ア

ルファ線検出器及び中性子検出器）により核燃料物質

濃度が有意量以下であることを監視する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書のロ

(1)(ⅱ)-①は，事業変

更許可申請書（本文）

ロ(1)(ⅱ)-①と同等の

記載をしており整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書のロ

(1)(ⅲ)-①は，事業変

更許可申請書（本文）

ロ(1)(ⅲ)-①の内容を

具体的に記載しており

整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 基本設計方針 整合性 備考 

設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶

解槽並びに臨界事故を想定した場合に，従事者に著し

い放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル及び室の

周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報

装置を設置する。 

 

    臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解

槽は，ロ(1)(ⅲ)-②形状管理，濃度管理，質量管理等

の管理方法の組合せで臨界を防止する設計とし，万

一，臨界が発生した場合においても，可溶性中性子吸

収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材緊急供給系

により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置

が講じられる設計とする。 

 

 

ａ．設計基準事故として臨界を想定している溶解施設

の溶解槽並びに臨界事故を想定した場合に，従事者に

著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル及び

室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界

警報装置を設置する。 

 

ｂ．多数の管理方法の組合せで臨界を防止しているこ

とにより，臨界管理上重要な施設としている溶解施設

の溶解槽では，万一臨界が発生した場合においても，

可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸

収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入に

よる未臨界措置が講じられる設計とする。 

 

 

設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶

解槽並びに臨界事故を想定した場合に，従事者に著し

い放射線被ばくをもたらすおそれのあるセル及び室の

周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報

装置を設置する設計とする。 

 

臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽におい

て，万一，臨界が発生した場合においても，可溶性中

性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材緊急

供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨

界措置が講じられる設計とする。 

＜中略＞ 

 

(ⅰ)単一ユニットの臨界安全設計 

再処理施設の運転中及び停止中において想定される，

系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含む。）

は，核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一

ユニット」という。）について，単一故障若しくはそ

の誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に

おいても核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう

ロ(1)(ⅲ)-②形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同

位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組

合せにより，臨界を防止する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設工認申請書のロ

(1)(ⅲ)-②は，事業変

更許可申請書（本文）

ロ(1)(ⅲ)-②の内容を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

161



 

 

 

 

ｉ．設計及び工事に係る品質マネジメント 
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 1 

1. 概要

本資料は，設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）の「設計及び工事に係る

品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）に基づき，設計

に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画，並び

に，工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画を記載する。 

2. 基本方針

本資料では，設工認における，「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績

又は行おうとしている管理の計画」及び「工事に係る品質管理の方法，組織等について

の具体的な計画」を，以下のとおり説明する。 

2.1 設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画 

「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計

画」として，以下に示す2つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設計及び工

事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関

係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，工

事及び検査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.3 設計に係る品質管

理の方法」に，調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に，文

書管理，識別管理，トレーサビリティについて「3.7 記録，識別管理，トレーサビリテ

ィ」に，不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。 

また，これらの方法により行った管理の具体的な実績を，様式－1「本設工認に係る設

計の実績，工事及び検査の計画（例）」（以下「様式－1」という。）に取りまとめる。 

2.1.1 使用済燃料の再処理の事業に関する規則（以下「再処理規則」という。）第二条第

一項第三号に区分される施設のうち，設工認対象設備に対する再処理施設の技術基

準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）の条文ごとの基本設計方針の作

成 

2.1.2 2.1.1で作成した条文ごとの基本設計方針を基に，技術基準規則等への適合に必要

な設備の設計（作成した条文ごとの基本設計方針に対し，工事を継続又は完了して

いる設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含

む。） 

これらの設計に係る記載事項には，設計の要求事項として明確にしている事項及びそ

の審査に関する事項，設計の体制として組織内外の相互関係，設計開発の各段階におけ

る審査等に関する事項並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載

する。 
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 2 

2.2 工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画」として，設

工認申請（届出）時点で設置されている設備，工事を継続又は完了している設備を含め

た設工認対象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及び工事の計画に

おける設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関

係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について「3.2 設工認における設計，工

事及び検査の各段階とその審査」に，品質管理の方法について「3.4 工事に係る品質管

理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」に，調達管理の方法について「3.6 設

工認における調達管理の方法」に，文書管理，識別管理，トレーサビリティについて「3.7 

記録，識別管理，トレーサビリティ」に，不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」

に記載する。 

また，これらの工事及び検査に係る品質管理の方法，組織等についての具体的な計画

を，様式－1に取りまとめる。 

工事及び検査に係る記載事項には，工事及び検査に係る要求事項として明確にする事

項及びその審査に関する事項，工事及び検査の体制として組織内外の相互関係（使用前

事業者検査の独立性，資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。），工事及び

検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視測定，妥当性確認

及び検査等に関する事項（記録，識別管理，トレーサビリティ等に関する事項を含む。）

並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

2.3 設工認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備は，必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが

不可欠であり，その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施設管理」

で記載する。 

2.4 設工認で記載する設計，工事及び検査以外の品質マネジメントシステムに係る活動 

設工認に必要な設計，工事及び検査は，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメン

トシステム体制のもとで実施するため，上記以外の責任と権限，原子力安全の重視，必

要な要員の力量管理を含む資源の管理及び不適合管理を含む評価及び改善については，

「再処理事業所再処理施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメン

トシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に従った

管理を実施する。 

また，当社の品質マネジメントシステムに係る活動は，健全な安全文化を育成し維持

するための活動と一体となった活動を実施している。 

3. 設計及び工事の計画における設計，工事及び検査に係る品質管理の方法等

設工認における設計，工事及び検査に係る品質管理は，品質マネジメントシステム及

び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき実施する。 

以下に，設計，工事及び検査，調達管理等のプロセスを示す。 
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3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設工認に基づく設計，工事及び検査は，第3.1-1図に示す組織体制で実施する。 

また，設計（「3.3 設計に係る品質管理の方法」），工事（「3.4 工事に係る品質管

理の方法」），検査（「3.5 使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6 設工認に

おける調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を第3.1-1表に示す。 

第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に関する設計，工事

及び検査並びに調達について，責任と権限を持つ。 

核燃料取扱主任者は，その職務に応じた監督を行う。 

品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，第3.1-1図に示す組織

体制が機能していることの確認及び本資料の取りまとめを行う。 

設計から工事及び検査への設計結果の伝達，当社から供給者への情報伝達など，組織

内外や組織間の情報伝達については，設工認に従い確実に実施する。 

3.1.1 設計に係る組織 

設工認に基づく設計は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.3 設計に係る品質管理

の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。 

なお，設工認に係る設計の対象は広範囲に及ぶため，再処理事業部長の責任の下に，

設計に必要な資料（以下「設計資料」という。）の作成を行うため，第3.1-1図に示す全

体事務局の体制を定めて設計に係る活動を実施する。 

再処理副事業部長は，設工認に係る設計の技術総括及び全体調整の指揮を行う。また，

当社と原子力規制委員会間の情報伝達について，責任と権限を持つ。 

事務局長は，全体事務局を指揮する。 

全体事務局を担当する箇所の長は，全体事務局として，事務局の運営，設計を主管す

る組織に対する作業指示及び組織内外や組織間の情報伝達を行う。 

スケジュールの取りまとめを主管する箇所の長は，全体事務局として，設工認に係る

作業進捗を管理する。 

設計の方針のインプットを主管する箇所の長は，設計を主管する組織に対する「再処

理事業所再処理事業変更許可申請書」に基づく設計の方針のインプット及び横断調整を

行う。 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請方針の取りまとめ及び設計

を主管する組織に対する設工認記載事項に係る横断調整を行う。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設計

の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 

3.1.2 工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.4 工事に係る品質管理

の方法」に係る箇所が工事を主管する組織として実施する。 

設工認に基づく検査は，第3.1-1表に示す主管箇所のうち，「3.5 使用前事業者検査の

方法」に係る箇所が検査を担当する組織として実施する。 

また，設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す工事
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及び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 

3.1.3 調達に係る組織 

設工認に基づく調達は，第3.1-1表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。また，

設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について，設工認に示す設計，工事及

び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 
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第3.1-1表（1/2）  設計及び工事の実施の体制 

プロセス 主管箇所 

3.3 設計に係る品質管理の方法 

再処理事業部 

放射線管理部 放射線施設課 

核物質管理部 核物質防護課 

核物質管理部 警備課 

防災管理部 防災施設課 

新基準設計部 

再処理事業部 再処理工場 

土木建築保全部 建築保全課 

土木建築保全部 土木保全課 

計装保全部 計装技術課 

計装保全部 計装設計課 

計装保全部 計装第一課 

計装保全部 計装第二課 

電気保全部 電気技術課 

電気保全部 電気保全課 

電気保全部 火災防護課 

機械保全部 機械技術課 

機械保全部 前処理機械課 

機械保全部 共用機械課 

機械保全部 化学処理機械課 

機械保全部 分析化学機械課 

機械保全部 ガラス固化機械課 

共用施設部 廃棄物管理課 

共用施設部 ユーティリティ施設課

共用施設部 安全ユーティリティ課 

前処理施設部 前処理課 

前処理施設部 燃料管理課 

化学処理施設部 分離課 

化学処理施設部 精製課 

化学処理施設部 脱硝課 

ガラス固化施設部 ガラス固化課 

分析部 分析管理課 

分析部 分析課 

技術部 技術課 

技術部 許認可業務課 

技術本部 

土木建築部 土木建築技術課 

土木建築部 耐震技術課 

技術本部 エンジニアリングセンター

設計部 

プロジェクト部 
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第3.1-1表（2/2）  設計及び工事の実施の体制 

プロセス 主管箇所 

3.4 

3.5 

工事に係る品質管理の方法 

使用前事業者検査の方法 

再処理事業部 

 各部 

再処理事業部 再処理工場 

 各部 

技術本部 

 各部 

技術本部 エンジニアリングセンター 

各部 

3.6 設工認における調達管理の方法 

再処理事業部 

 各部 

再処理事業部 再処理工場 

 各部 

技術本部 

 各部 

技術本部 エンジニアリングセンター 

 各部 

調達室 

資材部 

3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認における設計は，設工認申請（届出）時点で設置されている設備を含めた設工

認対象設備に対し，第3.2-1表に示す「設工認における設計，工事及び検査の各段階」に

従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施する工事の設計であ

る。 

この設計は，設工認品質管理計画「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」（添

付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」参照）に示すグレード分けに従い

管理を実施する。 

3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計

画との関係を第3.2-1表に示す。 

また，適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第3.2-1図に示す。 

なお，再処理規則第二条第一項第三号に区分される施設のうち，設工認申請（届出）

が不要な工事を行う場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，

工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであ

ること，技術基準規則に適合していることを確認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，第3.2-1表に示す
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「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審

査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1-1表に示す設計及び工事を主

管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち，容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係る品質

管理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」

及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第3.2-1表における「3.3.3ａ．

基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必

要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。 
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第 3.2-1図  適合性確認に必要な作業と検査の繋がり 

項目番号 …

基本設計方針 …

要求種別 …

施設区分 設備区分 機器区分 関連条文 機器名
設工認設計結果
(上：設計方針)
(下：記録等)

設備の具体的設計結果
(上：設計結果)
(下：記録等)

確認方法 …

…

…

… … … … … … … … …

再処理施設

各条文への適合性を確保するための設計 

要求事項 

設工認 

設計結果に対する適合性確認 

再処理規則 

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 技術基準規則 

再処理事業所再処理事業変更許可申請書 

本文 

仕様表 基本設計方針 工事の方法 品質管理計画 

添付書類 

設計及び工事の計画に係る
品質マネジメントシステム
に関する説明書 

各条文への対応に必要な 
適合性確認対象設備の選定 

基本設計方針の作成 

適合性確認対象設備の 
各条文への適合性を確保するための設計※ 

(設計段階の適合性を確保

するための手段) 

既設工認 

設計図書 

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録

適合性を確認するために実施する検査方法の決定※ 

使用前事業者検査 

（適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕
様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適
合していることを確認するため，「使用前事業者検査の

計画」で決定した結果に基づき実施する検査） 

(工事段階の適合性を保証

するための記録の収集) 

検査・試験記録 
（定期試験， 

    自主検査等） 

設計図書 

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質

（
過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む
）

※：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

設備別記載事項の設定根拠
に関する説明書 

主要な再処理施設の耐震性
に関する説明書 

・
・
・

安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健
全性に関する説明書 

・
・
・

・
・
・

・
・
・
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第 3.2-1 表 設工認における設計，工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネジ
メントシステム計画
の対応項目

概 要 

設
計

3.3 
設計に係る品質管理
の方法 

7.3.1設計開発計画 
適合性を確保するために必要な設計
を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設備
に対する要求事項の
明確化 7.3.2 設計開発に用い

る情報 

設計に必要な技術基準規則等の要求
事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必要
な適合性確認対象設
備の選定 

技術基準規則等に対応するための設
備・運用の抽出 

3.3.3 
ａ．※ 

基本設計方針の作成
（設計 1） 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針の
作成 

3.3.3 
ｂ．※

適合性確認対象設備
の各条文への適合性
を確保するための設
計（設計 2） 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計の
実施 

3.3.3 
ｃ． 

設計のアウトプット
に対する検証 

7.3.5設計開発の検証 
基準適合性を確保するための設計の
妥当性のチェック 

3.3.4 ※ 設計における変更 
7.3.7 設計開発の変更
の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査

3.4.1 ※ 
設工認に基づく具体
的な設備の設計の実
施（設計 3） 

7.3.3 設計開発の結果
に係る情報 
7.3.5設計開発の検証 

設工認を実現するための具体的な設
計 

3.4.2 
具体的な設備の設計
に基づく工事の実施 

― 適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 
使用前事業者検査で
の確認事項 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していること

3.5.2 
使用前事業者検査の
計画 

― 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認する計
画と方法の決定

3.5.3 検査計画の管理 ― 
使用前事業者検査を実施する際の工
程管理 

3.5.4 
容器等の主要な溶接
部に係る使用前事業
者検査の管理 

― 
容器等の主要な溶接部に係る使用前
事業者検査を実施する際のプロセス
の管理 

3.5.5 
使用前事業者検査の
実施 

7.3.6 設計開発の妥当
性確認 
8.2.4機器等の検査等 

適合性確認対象設備が，認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること，技術基準規
則に適合していることを確認

調
達3.6 

設工認における調達
管理の方法 

7.4調達 
8.2.4機器等の検査等 

適合性確認に必要な，設計，工事及び
検査に係る調達管理 

※：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階における

レビュー」の各段階を示す。

3.3 設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性を確保するた

めの設計として，「要求事項の明確化」，「適合性確認対象設備の選定」，「基本設計

方針の作成」及び「適合性を確保するための設計」，「設計のアウトプットに対する検
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証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は，以下の事項により，設工認に必要な要求事項を明確にす

る。 

・「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員

会規則第27号）」（以下「事業指定基準規則」という。）に適合しているとして許

可された「再処理事業所再処理事業変更許可申請書」（以下「事業変更許可申請書」

という。）

・技術基準規則

また，必要に応じて以下を参照する。 

・許可された事業変更許可申請書の添付書類

・事業指定基準規則の解釈

・技術基準規則の解釈

3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適合性を

確保するため，事業変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準規則への対応に

必要な設備（運用を含む。）を，実際に使用する際の系統又は構成で必要となる設備を

含めた適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。 

適合性確認対象設備を明確にするため，設工認の対象となる設備・運用を，要求事項

への適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を

考慮しつつ第3.3-1図に示すフローに基づき抽出する。 

抽出した結果を様式－2(1/2)～(2/2)「設備リスト（例）」（以下「様式－2」という。）

の該当する条文の設備等欄に整理するとともに，設備／運用，既設／新設，要求事項に

対して必須の設備・運用の有無，仕様表作成対象設備に該当の有無，既設工認での記載

の有無，再処理規則及び事業変更許可申請書に関連する施設区分／設備区分並びに事業

変更許可申請書での仕様情報記載の有無を明確にする。 
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第3.3-1図  適合性確認対象設備の抽出について 

要求事項を満足するため
に必要な機能等か 

再処理施設 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則」への適合要求 
「再処理施設の技術基準に関する規則」

への適合要求 

適合性確認対象設備 

(設工認の対象となる設備) 
自主設置設備等 

(保守管理等により自主的に管理する設備) 

はい 

いいえ
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3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保

するための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計1」として，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に，

必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。

・「設計2」として，「設計1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計

を実施する。

・「設計1」及び「設計2」の結果を用いて，設工認に必要な書類等を作成する。

・「設計のアウトプットに対する検証」として，「設計1」及び「設計2」の結果につ

いて，検証を実施する。

これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

ａ．基本設計方針の作成（設計 1） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2で整理した適合性確認対象設備に対する詳細

設計を「設計2」で実施するに先立ち，技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な

要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，以下により適合性確認対象設備ご

とに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに，技術基準規則の条文ご

とに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作成す

る。 

(a) 適合性確認対象設備と適用条文の整理

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に必要

な設計を確実に実施するため，以下により，適合性確認対象設備ごとに適用される

技術基準規則の条文を明確にする。 

ア．技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし，明確にした結果とその

理由を，様式－3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例）」

（以下「様式－3」という。）の「適用要否判断」欄及び「理由」欄に取りまとめ

る。

イ．様式－3に取りまとめた結果を，様式－4「施設と条文の対比一覧表（例）」（以

下「様式－4」という。）の該当箇所の星取りにて取りまとめることにより，施設

ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。

ウ．様式－2で明確にした適合性確認対象設備を施設区分，設備区分ごとに，様式－

5「設工認添付書類星取表（例）」（以下「様式－5」という。）で機器として整

理する。

また，様式－4で取りまとめた結果を用いて，設備ごとに適用される技術基準規

則の条番号を明確にし，技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を含めて，

様式－5で整理する。 
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(b) 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成

設計を主管する箇所の長は，以下により，技術基準規則等の適合性確認対象設備

に必要な要求事項を具体化し，漏れなく適用していくための基本設計方針を技術基

準規則の条文ごとに作成する。 

なお，基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付2「技術基準規則

ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

ア．様式－7「要求事項との対比表（例）」（以下「様式－7」という。）に，基本

設計方針の作成に必要な情報として，技術基準規則の各条文及びその解釈，並び

に関係する事業変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内容を原

文のまま引用し，その内容を見ながら，設計すべき項目を基本設計方針として漏

れなく作成する。

イ．基本設計方針の作成に併せて，基本設計方針として記載する事項及びそれらの

設工認申請書の添付書類作成の考え方（理由），基本設計方針として記載しない

場合の考え方，並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき設工認申請書の

添付書類との関係を明確にし，それらを様式－6「各条文の設計の考え方（例）」

（以下「様式－6」という。）に取りまとめる。

ウ．ア及びイで作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基本設計

方針作成時の考え方を整理した様式－6，並びに各施設に適用される技術基準規

則の条文を明確にした様式－4を用いて，施設ごとの基本設計方針を作成する。

エ．作成した基本設計方針を基に，抽出した適合性確認対象設備に対する安全重要

度分類，耐震重要度分類，機種区分，兼用する際の登録の考え方及び当該適合性

確認対象設備に必要な設工認申請書の添付書類との関連性等を様式－5で明確に

する。

ｂ．適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2） 

設計を主管する箇所の長は，様式－2で整理した適合性確認対象設備に対し，変更

があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計1」の結果を用い

て実施する。 

(a) 基本設計方針の整理

設計を主管する箇所の長は，基本設計方針（「3.3.3ａ．基本設計方針の作成（設

計1）」参照）に基づく設計の実施に先立ち，基本設計方針に従った設計を漏れなく

実施するため，基本設計方針の内容を以下の流れで分類し，技術基準規則への適合

性の確保が必要な要求事項を整理する。 

ア．条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。

イ．整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。

ウ．抽出したキーワードを基に要求事項を第3.3-1表に示す要求種別に分類する。

エ．分類した結果を，設計項目となるまとまりごとに，様式－8「基準適合性を確保
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するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例）」（以下「様式－8」という。）

の「基本設計方針」欄に整理する。 

オ．設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を，様式－8の該当する基本設計方針

に網掛けすることにより区別し，設計が必要な要求事項に変更があった条文に対

応した基本設計方針を明確にする。

・定義（基本設計方針で使用されている用語の説明）

・冒頭宣言（設計項目となるまとまりごとの概要を示し，冒頭宣言以降の基本

設計方針で具体的な設計項目が示されているもの）

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針（既設設備のうち，

過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており，様式－4及び様式

－5で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した基本設計方

針） 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針（当該適合性確認対象設備

に適用されず，設計が不要となる基本設計方針）

(b) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（対象設備の仕様

を含む。）

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したもの

とするために，以下により，必要な詳細設計を実施する。 

また，具体的な設計の流れを第3.3-2図に示す。 

ア．第3.3-1表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容 について，

「3.7.1 文書及び記録の管理」で管理されている設計図書等の記録をインプット

として，基本設計方針に対し，適合性確認対象設備が技術基準規則等への必要な

設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針（要求機能，性能

目標，防護方針等を含む。）を定めるための設計を実施する。

イ．様式－6で明確にした詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実施す

るとともに，以下に該当する場合は，その内容に従った詳細設計を実施する。

(ｱ) 評価を行う場合

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は，基本設計方針を基

に詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で，評価を実施する。 

また，評価の実施において，解析を行う場合は，「3.3.3ｂ．(c) 詳細設計の

品質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保する。 

(ｲ) 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合

複数の機能（施設間を含む。）を兼用する設備の設計を行う場合は，兼用す

るすべての機能を踏まえた設計を確実に実施するため，組織間の情報伝達を確

実に実施し，兼用する機能ごとの系統構成を把握し，兼用する機能を集約した

上で，兼用するすべての機能を満たすよう設計を実施する。 
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(ｳ) 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は，設計が行われることを

確実にするために，組織間の情報伝達を確実に実施し，設計をまとめて実施す

る側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち，設計を委ねた側においても，

その設計結果を確認する。 

(ｴ) 他施設と共用する設備の設計を行う場合

他施設と共用する設備の設計を行う場合は，設計が確実に行われることを確

実にするため，組織間の情報伝達を確実に実施し，施設ごとの設計範囲を明確

にし，必要な設計が確実に行われるよう管理する。 

上記(ｱ)～(ｴ)の場合において，設計の妥当性を検証し，詳細設計方針を満たす

ことを確認するために検査を実施しなければならない場合は，条件及び方法を定

めた上で実施する。 

また，これらの設計として実施したプロセスを様式－1に取りまとめるととも

に，設計結果を，様式－8の「設工認設計結果（設計方針）」欄に整理する。 

ウ．第3.3-1表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針につい

ては，基本設計方針を作成した箇所の長にて，保安規定に必要な対応を取りまと

める。
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第3.3-1表 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項とその妥当性を示す

ための記録との関係 

要求種別 主な設計事項 
設計方針の妥当性を 

示す記録 

設
備

設
計
要
求

設
置
要
求

目的とする機能・性能

を有する設備の選定 

目的とする機能・性能を有

する設備の選定 

配置設計 

・設計資料

・設計図書（図面，設備仕

様書等） 

等 

機
能
要
求

目的とする機能・性能

を実際に発揮させる

ために必要な具体的

な系統構成・設備構成 

事業変更許可申請書の記

載を基にした，実際に使用

する系統構成・設備構成の

決定 

・設計資料

・設計図書（図面，設備仕

様書等） 

等 

目的とする機能・性能

を実際に発揮させる

ために必要な設備の

具体的な仕様 

仕様設計 

構造設計 

強度設計（クラスに応じ

て） 

・設計資料

・設計図書（図面，設備仕

様書，カタログ等） 

・算出根拠（計算式等）

等 

評
価
要
求

対象設備が目的とす

る機能・性能を持つこ

とを示すための方法

とそれに基づく評価 

仕様決定のための解析 

条件設定のための解析 

実証試験 

技術基準規則に適合して

いることの確認のための

解析 

（耐震評価，耐環境評価） 

・設計資料

・有効性評価結果（事業変

更許可申請書での安全

解析の結果を含む。） 

・解析計画（解析方針）

・設計図書（解析結果）

・手計算結果

等 

運
用

運
用
要
求

保安規定で定める必

要がある運用方法と

それに基づく計画 

維持又は運用のための計

画の作成 
－ 
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インプット(機器ごとに設計するために必要な資料) 当社 供給者 アウトプット(機器ごとに設工認に必要な資料)

機
能
単
位
の
系
統
の
明
確
化

兼
用
す
る
機
能
の
確
認

機
能
を
兼
用
す
る
機
器
を
含
む

設
備
に
係
る
設
計

主
要
な
設
備
に
係
る
設
計

第 3.3-2図  主要な設備の設計

様式-2

事業指定（変更許可）申請書

基本設計方針

(条文ごとの必要な機能と対象機器) 

(機能ごとの主な系統構成と対象機器) 

(機能ごとの主な系統構成と対象機器) 

機器ごとの系統構成を明確化

機能単位の系統図 
〇〇建屋 △△建屋

・・・機能単位の

系統図 
機能単位の

系統図
機能単位の

系統図

機能単位の

系統図 
機能単位の

系統図
機能単位の

系統図

様式-5

様式-2

様式-5

(兼用する施設・設備区分) 

(条文ごとに必要な機能と対象機器) 

(機能ごとの関連する条番号) 

①機器が兼用する施設・設備区分を把握

②機器が施設・設備区分ごとに
兼用する機能を確認 

設定根拠（概要）

機能単位の系統図 
〇〇建屋 △△建屋

・・・機能単位の

系統図 
機能単位の

系統図
機能単位の

系統図

機能単位の

系統図 
機能単位の

系統図
機能単位の

系統図

設定根拠（概要）

設計図書等

①兼用する機器ごとに系統構成を系統図で明確に
したうえで，機器の仕様に関する設計を実施

③兼用するそれぞれの機能を満たす仕様を機器が有することを確認

②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理

仕様書の作成 

設計図書の確認 
(供給者が設計する場合のみ) 

設計図書の作成 

設定根拠（仕様）

設計図書 ※ 

基本設計方針

既設工認

事業指定（変更許可）申請書

(認可済み又届出済みの設工認を用いる場合のみ) 

設計図書等

(許可済みの事業変更許可申請書を用いる場合のみ) 

機器の設計

設計図書の確認

(供給者が設計する場合のみ) 

仕様書の作成 機器の設計

設計図書の作成 設計図書 ※ 

設備仕様 

構造図 

設定根拠 

配置図 

(設備仕様に関する設計結果)

(機器の構造に関する設計結果)

(設定根拠の取りまとめ結果)

(現場の配置に関する設計結果)

設計資料 
※：供給者から提出された設計図書を設工認へのインプットとして使用する場合は，当社が承認した後に使用する。
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(c) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる，

「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について，以下の活動を実施し，

品質を確保する。 

ア．調達による解析の管理

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は，解析結果の信頼性を

確保するため，設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシステムに係る活

動を行う上で，特に以下の点に配慮した活動を実施し，品質を確保する。 

(ｱ) 調達による解析

調達により解析を実施する場合は，解析の信頼性を確保するために，供給者

に対し，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイド

ライン（平成26年3月 一般社団法人原子力安全推進協会）」を反映した以下に

示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築等に関する

調達要求事項を仕様書により要求し，それに従った品質マネジメントシステム

体制のもとで解析を実施させるよう「3.6 設工認における調達管理の方法」に

従った調達管理を実施する。 

なお，解析の調達管理に関する具体的な流れを添付3「設工認における解析管

理について」の「別図1」に示す。 

ⅰ．解析業務を実施するに当たり，あらかじめ解析業務の計画を策定し，業務

計画書等により文書化する。 

なお，解析業務の計画には，以下に示す事項の計画を明確にする。 

・解析業務の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時期等を含む。)

・使用する計算機プログラムとその検証方法

・解析業務の実施体制

・解析結果の検証

・業務報告書の確認

・解析業務の変更管理

・記録の保管管理

ⅱ．解析業務に係る必要な力量を定めるとともに，従事する要員（原解析者・

検証者）は必要な力量を有した者とする。 

(ｲ) 計算機プログラム（解析コード）の管理

計算機プログラムは，評価目的に応じた解析結果を保証するための重要な役

割を持っていることから，使用実績や使用目的に応じ，計算機プログラムが適

正なものであることを以下のような方法により検証する。 

・簡易モデルによる検証

・別の解析コードによる検証
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・別会社において同一の計算を実施

・その他（加振試験，モックアップ，自部署以外の第三者のクロスチェック

等により検証されたことが明確な過去の類似した解析結果との比較等）

(ｳ) 解析業務で用いる入力情報の伝達

当社は供給者に対し調達管理に基づく品質マネジメントシステム上の要求事

項として，JEAG4121附属書「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証

仕様書」の要求事項に従った文書及び記録の管理の実施を要求し，適切な版を

管理することを要求する。 

これにより，設工認に必要な解析業務のうち，設備又は土木建築構造物を設

置した供給者と同一の供給者が主体となって解析を実施する場合は，解析を実

施する供給者が所有する図面とそれを基に作成され納入されている当社所有の

設計図書で，同じ最新性を確保する。 

また，設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は，当社

で管理している図面を供給者に提供することで，供給者に最新性が確保された

図面で解析を実施させる。 

(ｴ) 入力根拠の明確化及び入力結果の確認

供給者に，業務計画書等に基づき解析に用いた入力データが正しいことを図

面等の入力条件や計算機プログラムマニュアルを用いて確認させ，また計算機

プログラムへの入力間違いがないか確認させるとともに，それらの結果を文書

として作成させることで，入力根拠の妥当性及び入力データが正しく入力され

たことの品質を確保する。 

イ．手計算による自社解析

自社で実施する解析（手計算）は，評価を実施するために必要な計算方法及び

入力データを明確にした上で，当該業務の力量を持つ要員が実施する。 

また，実施した解析結果に間違いがないようにするために，入力根拠，入力結

果及び解析結果について，解析を実施した者以外の者によるダブルチェックを実

施し，解析結果の信頼性を確保する。 

ｃ．設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプット

に対する検証」の「設計1」及び「設計2」で取りまとめた様式－8を設計のアウトプッ

トとして，これが設計のインプット（「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項

の明確化」及び「3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で

与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの

検証を，組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の

者に実施させる。 
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ｄ．設工認申請（届出）書の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所の長が設工認の

設計として実施した「3.3.3ａ．基本設計方針の作成（設計1）」及び「3.3.3ｂ．適合

性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」からのアウトプ

ットを基に，設工認申請書を作成する。 

(a) 仕様表の作成

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3ｂ．適合性確認対象設備の

各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資

料を基に，必要な事項（種類，主要寸法，材料，個数等）を設備ごとに表（仕様表）

又は図面等を作成する。 

(b) 施設ごとの基本設計方針のまとめ

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3ａ．(b) 技術基準規則条文

ごとの基本設計方針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基にまとめ直す

ことにより，設工認として必要な基本設計方針を作成する。 

また，技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格及

び基準を，「適用基準及び適用規格」として作成する。 

(c) 工事の方法の作成

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備等が，期待さ

れる機能を確実に発揮することを示すため，当該工事の手順並びに使用前事業者検

査の項目及び方法を記載するとともに，工事中の従事者及び公衆に対する放射線管

理や他の設備に対する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」

として作成する。 

(d) 各添付書類の作成

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の

各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資

料を基に，基本設計方針に対する詳細設計の結果，及び設計の妥当性に関する説明

が必要な事項を取りまとめた様式－6及び様式－7を用いて，設工認に必要な添付書

類を作成する。 

なお，設工認に必要な添付書類において，解析コードを使用している場合には，

「計算機プログラム（解析コード）の概要」を作成する。 

(e) 設工認申請書案のチェック

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，作成した設工認申請書案について，

要員を指揮して，以下の要領でチェックする。 

ア．設工認申請に係る総括を主管する箇所及び設計を主管する箇所でのチェック分

185



 22 

担を明確にしてチェックする。 

イ．チェックの結果としてコメントが付されている場合は，その反映要否を検討し，

必要に応じ資料を修正した上で，再度チェックする。

ウ．必要に応じこれらを繰り返し，設工認申請書案のチェックを完了する。

ｅ．設工認申請（届出）書の承認 

「3.3.3ｃ．設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3ｄ．(e)設工認申請書案

のチェック」を実施した設工認申請書案について，設工認申請に係る総括を主管する

箇所の長は，再処理安全委員会へ付議し，審議を受けるとともに，核燃料取扱主任者

の確認を受ける。 

また，再処理事業部長は，再処理安全員会の審議を受けた設工認申請書について，

原子力規制委員会及び経済産業大臣への提出手続きを承認する。 

3.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，「3.3.1 適

合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3 設工認における設計及び設計

のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な

設計を実施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

3.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結果

を反映した設備を導入するために必要な工事を，「3.6 設工認における調達管理の方法」

の管理を適用して実施する。 

3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，以下のいずれかの方法で，設工認を

実現するための具体的な設計（設計3）を実施し，決定した具体的な設備の設計結果（既

に工事を着手し設置を終えている設備について，既に実施された具体的な設計の結果が

設工認に適合していることを確認することを含む。）を様式－8の「設備の具体的設計結

果」欄に取りまとめる。 

ａ．自社で設計する場合 

工事を主管する箇所の長は，「設計3」を実施する。 

ｂ．「設計 3」を工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設計 3」を管理

する場合 

(a) 単一の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理する場合

工事を主管する箇所の長は，「3.6  設工認における調達管理の方法」に従った調

達により「設計3」を実施する。 

また，工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計3」の
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管理を，調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理する。 

(b) 単一の工事を主管する箇所の長が調達し複数の工事を主管する箇所の長が調達管

理する場合

工事を主管する箇所の長のうち，調達を取りまとめる箇所の長は，「3.6 設工認

における調達管理の方法」に従った調達により「設計3」を実施する。 

また，工事を主管する箇所の長は，その調達の中で供給者が実施する「設計3」の

管理を，それぞれ調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより

管理する。 

3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，設工認に基づく設備を設置するための工事を，「工事の

方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実

施する。 

なお，この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は，「3.6 設工認における調

達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて実施する。 

また，設工認に基づき設置する設備のうち，既に工事を着手し設置を終えている設備

については，以下のとおり取り扱う。 

ａ．既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達

製品の検証を完了している適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業者検査

の方法」の段階から実施する。 

ｂ．既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達

製品の検証段階の適合性確認対象設備については，「3.5 使用前事業者検査の方法」

の段階から実施する。 

ｃ．既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し工事を継続している

適合性確認対象設備については，「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い，着

手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに，「3.5 使用前事業者検

査の方法」の段階から実施する。 

なお，この工事の中で適合性確認を実施する場合は，「3.6 設工認における調達管

理の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。 

3.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するため，保

安規定に基づく使用前事業者検査を計画し，「検査および試験管理要則」に従い，工事
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実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

3.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された仕様及

びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するために，

以下の項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認

②実施した工事が，「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及

び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工

事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち，①を設工認品質管理計画の第 3.5-1表に示す検査として，②を

品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。 

②については工事全般に対して実施するものであるが，工事実施箇所が「3.5.4 容器

等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は，工事実施箇所が

実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査に追加

する。 

また，QA検査では上記②に加え，上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の，記録

（工事実施箇所が採取した記録・ミルシート等）の信頼性確認（記録確認検査や抜取検

査の信頼性確保）を行い，設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

3.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載された

仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認するた

め，技術基準規則に適合するよう実施した設計結果を取りまとめた様式－8 に示された

「設工認設計結果（設計方針）」欄ごとに設計の妥当性確認を含む使用前事業者検査を

計画する。 

使用前事業者検査は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法

並びに第 3.3-1表の要求種別ごとに第 3.5-1表に示す確認項目，確認視点及び主な検査

項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち，技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても，

使用前事業者検査を計画する。 

ａ．使用前事業者検査の方法の決定 

検査を担当する箇所の長は，「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目

及び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに定めた第3.5-1表に示す確認項目，確認視

点，主な検査項目の考え方を使って，確認項目ごとに設計結果に関する具体的な検査

概要及び判定基準を以下の手順により使用前事業者検査の方法として明確にする。第

3.5-1表の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を第3.5-2表に示す。 

(a) 様式－8の「設工認設計結果（設計方針）」及び「設備の具体的設計結果」欄に記
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載された内容と該当する要求種別を基に，検査項目を決定する。 

(b) 決定された検査項目より，第3.5-2表に示す「検査項目，検査概要，判定基準の考

え方について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定する。 

(c) 決定した各設備に対する以下の内容を，様式－8の「確認方法」欄に取りまとめる。

なお，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。

ア．検査項目

イ．検査方法

第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設
備

設
計
要
求

設
置
要
求

名称，取付箇所，個数，

設置状態，保管状態 

設計要求どおりの名称，

取付箇所，個数で設置さ

れていることを確認す

る。 

外観検査 

据付・外観検査 

状態確認検査 

機
能
要
求

材料，寸法，耐圧・漏え

い等の構造，強度に係

る仕様（仕様表） 

仕様表の記載どおりであ

ることを確認する。 

材料検査 

構造検査 

強度検査 

外観検査 

寸法検査 

耐圧・漏えい検査 

据付・外観検査 

機能・性能検査 

状態確認検査 

系統構成，系統隔離，可

搬設備の接続性 

実際に使用できる系統構

成になっていることを確

認する。 

上記以外の所要の機能

要求事項 

目的とする機能・性能が

発揮できることを確認す

る。 

評
価
要
求

解析書のインプット条

件等の要求事項 

評価条件を満足している

ことを確認する。 

内容に応じて，基盤検査，

設置要求の検査，機能要求

の検査を適用 

運
用

運
用
要
求

手順確認 

（保安規定） 

手順化されていることを

確認する。 

状態確認検査 
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第3.5-2表  検査項目，検査概要及び判定基準の考え方について（代表例） 

検査項目 検査概要 判定基準の考え方 

基盤検査 ・地盤の地質状況が，再処理施設の基盤として十分な強度を有することを確認する。 ・設工認のとおりであること。

材料検査 ・使用されている材料の化学成分，機械的強度等が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおりであること，技術基準規則に適合するものであること。

構造検査 ・主要寸法が設工認のとおりであり，許容寸法内であることを確認する。 ・設工認に記載されている主要寸法の計測値が，許容寸法を満足すること。

強度検査 ・コンクリートの強度が設工認のとおりであることを確認する。 ・設工認のとおり強度があること。

外観検査 ・有害な欠陥がないことを確認する。 ・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。

寸法検査 ・主要寸法が設工認のとおりであり，許容寸法内であることを確認する。 ・設工認に記載されている主要寸法の計測値が，許容寸法を満足すること。

耐圧・漏えい検査 

・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困

難な部位については，技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。

・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困難な部位につ

いては，技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。

・検査圧力に耐え，かつ，異常のないこと。

・著しい漏えいのないこと。

据付・外観検査 
・組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のとおりであることを確認する。

・有害な欠陥がないことを確認する。

・設工認のとおりに組立て，据付けされていること。

・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。

状態確認検査 

・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が設工認に記載のとおりであることを確認する。 ・機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が適切であること。

・評価要求に対するインプット条件（耐震サポート等）との整合性を確認する。 ・評価条件を満足していること。

・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され，利用できること。

機能・性能検査 

・系統構成確認検査

可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能であることを確認する。

・実際に使用する系統構成になっていること。

・可搬型設備等の接続が可能なこと。

・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査

設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，機器単体又は系統の機

能・性能を確認する。

・実際に使用する系統構成になっていること。

・目的とする機能・性能が発揮できること。

・絶縁耐力検査

電気設備と大地の間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを確認する。
・目的とする絶縁性能を有すること。

・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査

電気設備，計測制御設備等について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備の機能・性能又は特性

を確認する。

・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。

・計測範囲確認検査，設定値確認検査

計測制御設備等の計測範囲又は設定値を確認する。
・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。

基本設計方針に係る検査※ ・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していることを確認する。
・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有して

いること。 

QA検査 

・工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施しているこ

とを確認する。この確認には，検査における記録の信頼性確認として，もととなる記録採取の管理方法の確認やその管理方法

の遵守状況の確認を含む。

・設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」

のとおりに工事管理が行われていること。

※：基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。 
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3.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者検査を適切な

段階で実施するため，関係箇所と調整の上，再処理事業所全体の主要工程及び調達先の

工事工程を加味した適合性確認の検査計画を作成し，使用前事業者検査の実施時期及び

使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 

なお，検査計画は，進捗状況に合わせて関係箇所と適宜調整を実施する。 

3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は，溶接が特殊工程であること

を踏まえ，工程管理等の計画を策定し，溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認

及び監視を行う。 

また，溶接継手に対する要求事項は，溶接部詳細一覧表（溶接方法，溶接材料，溶接

施工法，熱処理条件，検査項目等）により管理し，これに係る関連図書を含め，業務の

実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ，それを審査，承認し，必要な管

理を実施する。 

3.5.5 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，「検査および試験管理要則」に基づき，検査要領書の作成，検

査体制を確立して実施する。 

ａ．使用前事業者検査の独立性確保 

検査を担当する箇所の長は，組織的独立した箇所に検査の実施を依頼する。 

ｂ．使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は，第3.5-1図を参考に検査要領書で明確にする。 

なお，検査における役務は，以下のとおりとする。 

(a) 総括責任者

・再処理事業所における保安に関する活動を統括するとともに，その業務遂行に

係る品質マネジメントシステムに係る活動を統括する。

(b) 核燃料取扱主任者

・検査内容，手法等に対して指導・助言を行うとともに，検査が適切に行われて

いることを確認する。

・検査要領書制定時の確認並びに検査要領書に変更が生じた場合には，変更内容

を確認する。

(c) 品質保証責任者

・品質マネジメントシステムの観点から，検査範囲，検査方法等の妥当性の確認

を実施するとともに，検査要領書の制定又は改訂が適切に行われていることを

確認する。
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(d) 検査実施責任者

・検査を担当する箇所の長からの依頼に基づき検査を実施する。

・検査要領書を制定する。また，検査要領書に変更が生じた場合には，変更内容

を確認，承認し，関係者に周知する。

・検査員から報告された検査結果（合否判定）が技術基準規則に適合しているこ

とを最終確認し，若しくは自らが合否判定を実施し，リリース許可する。

(f) 検査員

・検査実施責任者からの指示に従い，検査を実施する。

・検査要領書の判定基準に従い，立会い又は記録の確認により合否判定する｡

・検査記録及び検査成績書を作成し，検査実施責任者へ報告する。

(g) 検査助勢員

・検査実施責任者又は検査員からの指示に従い，検査に係る作業を行う。

・検査員の役務内容のうち，合否判定以外を行う。

ｃ．使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された

仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する

ため，「検査および試験管理要則」に基づき，「3.5.2ａ．使用前事業者検査の方法の

決定」で決定した様式－8「基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一

覧表」の「確認方法」欄で明確にした確認方法に従った使用前事業者検査を実施する

ための検査要領書を作成する。 

また，検査を担当する箇所の長は，検査目的，検査場所，検査範囲，検査項目，検

査方法，判定基準，検査体制，不適合処置要領，検査手順，検査工程，検査用測定機

器，検査成績書の事項等を記載した検査要領書を作成し，核燃料取扱主任者及び品質

保証責任者の確認を経て検査実施責任者が制定する。 

なお，検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基準規

則の条文を明確にする。 

各検査項目における代替検査を行う場合，「3.5.5ｄ．代替検査の確認方法の決定」

に従い，代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

設置から長期間経過している既存の再処理施設については，当該再処理施設の健全

性を当該再処理施設の検査前に確認する。健全性は「3.5.5ｅ．既存の再処理施設の健

全性評価の実施」に従って評価する。 

ｄ．代替検査の確認方法の決定 

(a) 代替検査の条件

代替検査を用いる場合は，通常の方法で検査ができない場合であり，例えば以下

の場合をいう。 

・耐圧検査で圧力を加えることができない場合

・構造上外観が確認できない場合

・流体の実注入，移送ができない場合
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・電路に通電できない場合

・当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評

価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）※

※：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロ

セス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）」とは，以下

の場合をいう。 

・材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合

・寸法検査記録がなく，実測不可の場合

(b) 代替検査の評価

検査を担当する箇所の長は，代替検査による確認方法を用いる場合，本来の検査

目的に対する代替性の評価を実施し，その結果を「3.5.5ｃ．使用前事業者検査の検

査要領書の作成」で作成する検査要領書の一部として添付し，核燃料取扱主任者に

よる確認を経て適用する。 

なお，検査目的に対する代替性の評価においては，以下の内容を明確にする。 

・設備名称

・検査項目

・検査目的

・通常の方法で検査ができない理由

（例）既存の再処理施設に悪影響を及ぼすための困難性

現状の設備構成上の困難性 

作業環境における困難性 等 

・代替検査の手法及び判定基準

・検査目的に対する代替性の評価

ｅ．既存の再処理施設の健全性評価の実施 

保修を担当する箇所の長は，設置から長期間経過している既存の再処理施設に対し，

劣化事象を考慮した保全計画，保全実績及び不適合状態でないことを確認することに

よって当該再処理施設が健全に維持されていることを評価する。 

ｆ．使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は，検査員等を指揮して，検査要領書に基づき，確立された検査体

制のもとで使用前事業者検査を実施し，その結果を検査を担当する箇所の長及び検査

に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長に報告する。 

報告を受けた検査を担当する箇所の長は，検査プロセスが検査要領書に基づき適正

に実施されたこと，及び検査結果が判定基準を満足していることを確認したのち，検

査結果を受領する。 

また，検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，検査結果を品質保

証責任者，統括責任者及び核燃料取扱主任者に報告する。 

193



 30 

第3.5-1図  検査実施体制（例） 

総括責任者 

（再処理事業部長） 

破線部は工事を主管する箇所から組織的独立し

ている箇所を示す。

核燃料取扱主任者 品質保証責任者 

検査実施責任者 

検査員 

検査助勢員 
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3.6 設工認における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長及び供給者の評価を主管する箇所の長は，設工認で行う調達

管理を確実にするために，｢調達管理要則｣に基づき，以下に示す管理を実施する。 

3.6.1 供給者の技術的評価 

供給者の評価を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供

給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実施する。（添付4「当

社再処理施設における設計管理・調達管理について」の「1. 供給者の技術的評価」参

照） 

3.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力安全に対する影

響，供給者の実績等を考慮し，調達の内容に応じたグレード分けの区分（添付1「当社再

処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照）を明確にした上で，調達に

必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.6.1 供給者の技術的評価」で，技術的な能力

があると判断した供給者を選定する。 

3.6.3 調達製品の調達管理 

業務の実施に際し，当社においては，原子力安全に及ぼす影響に応じて，設計管理及

び調達管理に係るグレード分けを適用している。 

設工認に適用した機器ごとの現行の各グレードに該当する実績を様式－9「適合性確

認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（例）」（以下「様

式－9」という。）に取りまとめる。 

設工認に係る品質管理として，仕様書作成のための設計から調達までのグレードごと

の流れ，各グレードで実施した各段階の管理及び組織内外の相互関係を添付1「当社再処

理施設におけるグレード分けの考え方」の「別図1(1/3)～(3/3)」に示す。 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに係る活動を行

うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し，グレード分けの

区分（添付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照）を明

確にした上で，以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

また，一般産業用工業品については，ａの調達仕様書を作成するに当たり，あらかじ

め採用しようとする一般産業用工業品について，原子力施設の安全機能に係る機器等と

して使用するための技術的な評価を行う。 

ａ．仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，以下の(a)～(j)を記載した仕様書

を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理※する。（「3.6.3ｂ．調達製品の管理」

参照） 

※：添付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表1(1/3)～(3/3)」
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に示す機器等のうち，設計開発を適用する場合は，仕様書の作成に必要な設計

として，添付4「当社再処理施設における設計管理・調達管理について」の「2. 

仕様書作成のための設計について」の活動を実施する。 

(a) 製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項

ア．供給者が行うべき業務範囲に関する事項

イ．調達製品に係る適用法令，規格の名称，番号，版及び必要に応じ該当条項

ウ．調達製品の員数

エ．調達製品の技術的事項

オ．提出文書・記録（調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。）に関す

る事項 

カ．設計に関する事項

キ．監査に関する事項

ク．供給者の調達管理に関する事項

ケ．供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項

コ．識別及びトレーサビリティに関する事項

サ．過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等

(b) 要員の力量に関する要求事項

(c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項

(d) 不適合（偽造品，模造品等の報告を含む。）の報告及び処理に関する要求事項

(e) 健全な安全文化を育成し，維持するために必要な要求事項

(f) 一般産業用工業品を原子力施設に使用するにあたっての評価に関する要求事項

(g) 調達製品の検証に係る検査及び試験，又はその他の活動の要領，実施時期，実施

場所に関する要求事項

(h) 偽造品，模造品等の防止対策に関する要求事項

(i) 調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する要求事項

(j) 工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項

ｂ．調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう

調達製品が納入されるまでの間，｢調達管理要則｣に従い，業務の実施に当たって必要

な図書（添付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示す

グレードⅠ及びグレードⅡ，業務計画書等）を供給者に提出させ，それを審査し確認

する等の製品に応じた必要な管理を実施する。 

ｃ．調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実に

するために，グレード分けの区分，調達数量，調達内容等を考慮した調達製品の検証

を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製
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品のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

また，調達を主管する箇所の長は，調達製品が調達要求事項を満たしていることを

確認するために実施する検証を，以下のいずれか1つ以上の方法により実施する。 

(a) 検査・試験

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，「検査および試験管理

要則」に基づき供給者等の工場又は再処理事業所で検査・試験を実施する。 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，検査・試験のうち，当

社が立会又は記録確認を行う検査・試験に関して，以下の項目のうち必要な項目を

含む要領書を供給者に提出させ，それを事前に審査し，承認した上で，その要領書

に基づく検査・試験を実施する。 

・検査の時期

・対象

・項目

・方法

・合否判定基準

・検査体制

・記録方法

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設工認に基づく使用前

事業者検査として必要な検査・試験を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画し，

設備のグレード分けの区分に応じて管理の程度を決めたのち，「3.5.5 使用前事業

者検査の実施」に基づき実施する。 

なお，添付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「2. 設備の設

計・調達の各段階における品質マネジメントシステムに係る活動 2.3 業務区分Ⅲ」

に該当する可搬型重大事故等対処設備等の購入のみの場合については，当社にて機

能・性能の確認をするための検査・試験を実施する。 

(b) 受入検査の実施

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，製品の受入れに当たり，

受入検査を実施し，現品及び記録の確認を行う。 

(c) 記録の確認

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，工事記録等調達した役

務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。 

(d) 報告書の確認

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務に関する

実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。 
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(e) 作業中のコミュニケーション等

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，調達した役務の実施中

に，適宜コミュニケーションを実施すること及び立会等を実施することにより検証

を行う。 

(f) 請負会社他品質監査（「3.6.4 請負会社他品質監査」参照）

3.6.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステムに係

る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われ

ていることを確認するために，請負会社他品質監査を実施する。 

（請負会社他品質監査を実施する場合の例） 

・添付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すグレ

ードⅠに該当する場合（原則として5年に1回の頻度で実施）

・添付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すグレ

ードⅡに該当する調達対象物に重要な不適合が確認された場合

3.6.5 設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は，「3.6 設工認における調達管理の方法」

を以下のとおり適用する。 

ａ．既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち，既に工事を着手し設置を完了して調達

製品の検証を完了している適合性確認対象設備については，設置当時に調達を完了し

ているため，「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。 

ｂ．既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段

階の適合性確認対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3ｂ．調達製品

の管理」まで，調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため，「3.6.3

ｃ．調達製品の検証」以降の管理を設工認に基づき管理する。 

ｃ．既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち，既に工事を着手し工事を継続している適合性確認

対象設備は，「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3ａ．仕様書の作成」まで，調

達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため，「3.6.3ｂ．調達製品の管

理」以降の管理を設工認に基づき管理する。 
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3.7 記録，識別管理，トレーサビリティ 

3.7.1 文書及び記録の管理 

ａ．適合性確認対象設備の設計，工事及び検査に係る文書及び記録 

「3.1 設計，工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」

の第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，設計，工事及び検査に係る文書

及び記録を，保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し，

これらを「品質マネジメントシステムに係る文書および記録管理要則」に基づき管理

する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第3.7-1表に示

すとともに，技術基準規則等ヘの適合性を確保するための活動に用いる文書及び記録

を第3.7-1図に示す。 

ｂ．供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合

の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計，工事及び検

査に用いる場合，当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制を確認し

た供給者で，かつ，対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時から現在に

至るまでの品質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可能な場合において，

適用可能な設計図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は，当社の文書管理下で第3.7-1表に示す記録とし

て管理する。 

当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，供

給者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から現在に

至るまでの品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図書として用

いる。 

ｃ．使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査を担当する箇所の長は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場

合，第3.7-1表に示す記録を用いて実施する。 

なお，適合性確認対象設備のうち，既に工事を着手し設工認申請（届出）時点で工

事を継続している設備，並びに添付1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」

の「2. 設備の設計・調達の各段階における品質マネジメントシステムに係る活動 2.3 

業務区分Ⅲ」に該当する可搬型重大事故等対処設備等の購入のみの場合に対して記録

確認検査を実施する場合は，検査に用いる文書及び記録の内容が，使用前事業者検査

時の適合性確認対象設備の状態を示すものであること（型番の照合，確認できる記載

内容の照合又は作成当時のプロセスが適切であること。）を確認することにより，使

用前事業者検査に用いる記録として利用する。 
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第3.7-1表  記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

既設工認 

設置又は改造当時の設計及び工事の方法の認可を受けた図書で，当

該設工認に基づく使用前検査の合格を以って，その設備の状態を示

す図書 

設計図書 

品質マネジメントシステム体制下で作成され，設備の設置や改造等

に併せて適切な版を管理している図書（設備の設計や製作，工事に

係る図面等や検査記録が該当する他，以下の(1)～(3)に示す例があ

る。） 

(1) 業務報告書

品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われた，業

務の結果の記録（解析結果を含む。）

(2) 供給者から入手した文書・記録

供給者を通じて入手した，供給者所有の設計や製作に係る図書，検

査記録，材料検査証明書等

(3) 製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等で，

設計に関する事項が確認できる図書

設計プロセスの記録 
適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録（自社による技術

検討や解析の記録を含む。） 

現場確認結果 

（ウォークダウン）

品質マネジメントシステム体制下で手順書を作成し，その手順書に

基づき現場の適合状態を確認した記録 
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プロセス 文書及び記録の体系 あらかじめ確立された文書 業務実施時期に作成される主な文書及び記録 

設計 

工事及び検査 

第3.7-1図  設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系 

文書 内部文書 社内標準
原子力安全に係る品質マネジメントシ
ステム規程

再処理事業部 原子力安全に係る 
品質マネジメントシステム運用要則 

再処理事業部 設計管理要領 

調達管理要則

業務管理文書
適合性確認に係る計画を定めた 

業務管理文書

稟議書

仕様書

外部文書 設工認

記録 第 3.7-1 表に挙げる記録

文書 内部文書 社内標準
原子力安全に係る品質マネジメントシ
ステム規程

再処理事業部 原子力安全に係る
品質マネジメントシステム運用要則

再処理事業部 設計管理要領 検査および試験管理要則

業務管理文書
適合性確認に係る計画を定めた

業務管理文書

稟議書

仕様書

記録

第 3.7-1 表に挙げる記録

調達管理要則

再処理事業部 施設管理要領

適合性確認検査に関する記録

適合性確認検査要領書
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3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ 

ａ．計測器の管理 

(a) 当社所有の計測器の管理 

ア．校正・検証 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の周期を定め管

理するとともに，国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校

正若しくは検証又はその両方を行う。 

なお，そのような標準が存在しない場合には，校正又は検証に用いた基準を記

録する。 

 

イ．識別管理 

(ｱ) 計測器台帳による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，校正の状態を明確

にするため，計測器台帳に，校正日及び校正頻度を記載し，有効期限内である

ことを識別する。 

なお，計測器が故障（修理，校正を含む）した場合，測定器台帳に必要事項

を記入し計測器の故障履歴を明確にする。 

(ｲ) 計測器検定・校正管理ラベルによる識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，計測器の校正の状

態を明確にするため，必要事項を記載した管理ラベルを計測器に貼り付けて識

別する。また，不良と判定された計測器は，不良であることを記載した管理ラ

ベルを計測器に貼り付けて識別する。 

 

(b) 当社所有以外の計測器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，供給者所有の計測器を

使用する場合，計測器の管理が適正に行われていることを確認する。 

 

ｂ．機器，弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は，機器，弁，配管等を，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装

表示等にて管理する。 

 

3.8 不適合管理 

設工認に基づく設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については「CAPシ

ステム要則」に基づき処置を行う。 

 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の施設管理については，「再処理事業部 施設管理要領」に従っ

て，施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施している。 

施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第4-1

図に示す。 
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4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備の保全

を，以下のとおり実施する。 

 

4.1.1 工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点検又は日常の点検

（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検し，異常のないこと

を確認する。 

 

4.1.2 設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

設工認の認可後に工事を着手し，設置が完了している常設又は可搬の設備は，巡視点

検又は日常の点検（月次の外観点検，動作確認等）の計画を定め，設備の状態を点検し，

異常のないことを確認する。 

 

4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準規則への適合性

を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適合性確認対象設備の使用開始後に

おいては，施設管理に係る業務プロセスに基づき保全重要度に応じた点検計画を策定し

保全を実施することにより，適合性を維持する。 
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第4-1図  施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連

・原子力安全に係る品質マネジメントシステム規程

・再処理事業部 原子力安全に係る品質マネジメントシステム運用要則

原子力安全に係る 

品質マネジメントシステム規程 

経営者の責任 再処理事業部 施設管理要領

保全対象範囲 

の策定 

施設管理の実施 

施設管理の結果 

の確認・評価

品質マネジメントシステムに係る

文書および記録管理要則

品質マネジメントシステム

再処理事業部 教育訓練要領

資源の管理

・再処理事業所 再処理施設保安

規定運用要領 

・再処理事業部 品質重要度分類

基準（要領） 

・再処理事業部 設計管理要領 

・調達管理要則 

個別業務に関する計画の策定 
及び個別業務の実施 

評価及び改善

・検査および試験管理要則

・CAPシステム要則

文書及び記録 

の管理

教育訓練

保全活動管理 

指標の監視

保全の 

有効性評価

施設管理の

有効性評価

（施設管理に係る業務プロセス）

（保全に係る業務プロセス）

施設管理方針※

及び施設管理目標

※：社長が「施設管理方針等策定規程」に従い策定
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設
備
リ
ス
ト
（
例
）
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）
 

様
式
-
2(
1
/
2)
 

事
業
指
定
基
準
規
則

／
技
術
基
準
規
則

事
業
指
定
基
準
規
則
及
び
解
釈

技
術
基
準
規
則
及
び
解
釈

必
要
な

機
能
等

設
備
等
（
設
工
認
　
名
称
）

設
備

／
運
用

既
設

／
新
設

常
設

／
可
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条
文
要
求
に
対
す
る
適
合
性
を

説
明
す
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設
備
か

（
〇
，
△
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既
設
工
認

で
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可
済
の
設
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か

（
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，
×
）

仕
様
表
作
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対
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と

な
る
設
備
か

（
〇
，
×
）

事
業
変
更
許
可
申
請
書

で
の
仕
様
情
報

の
記
載
有
無

（
〇
，
×
）

既
設
工
認
（
仕
様
表
）

記
載
有
無

（
〇
，
×
）

必
要
な
対
策
が
区
分
A
～
D
の
い
ず
れ
に
対
応
す
る
か

A
:
仕
様
表
（
新
規
）
＋
基
本
設
計
方
針
＋
添
付
書
類

B
:
仕
様
表
（
追
加
／
変
更
）
＋
基
本
設
計
方
針
＋
添
付
書
類

C
:
基
本
設
計
方
針
＋
添
付
書
類

D
:
設
工
認
に
記
載
さ
れ
な
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も
の
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事
業
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が
自
主
的
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要
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事
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分
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考
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か
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様式-3 

技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例） 

技術基準規則 
第〇〇条（〇〇〇〇〇）

条文の分類 

再処理施設の技術基準に関する規則 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 

対象施設
適用要否判断 
（○△－）

理由 備考

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

再
処
理
設
備
本
体

せん断処理施設 

溶解施設 

分離施設 

精製施設 

脱硝施設 

酸及び溶媒の回収施設 

製品貯蔵施設 

計測制御系統施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

放射線管理施設 

そ
の
他
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設

電気設備 

圧縮空気設備 

給水処理設備 

冷却水設備 

蒸気供給設備 

分析設備 

化学薬品貯蔵供給設備 

火災防護設備 

竜巻防護対策設備 

溢水防護設備 

化学薬品防護設備 

補機駆動用燃料補給設備 

放出抑制設備 

緊急時対策所 

通信連絡設備 

洞道 

施設共通（基本設計方針） 

208



 45 

第
1
条

第
2
条

第
3
条

第
4
条

第
5
条

第
6
条

第
7
条

第
8
条

第
9
条

第
1
0
条

第
2
6
条

第
1
1
条

第
1
2
条

第
1
3
条

第
1
4
条

第
1
5
条

第
1
6
条

第
1
7
条

第
1
8
条

第
1
9
条

第
2
0
条

第
2
1
条

第
2
2
条

第
2
3
条

第
2
4
条

第
2
8
条

第
2
5
条

第
2
7
条

第
2
9
条

第
3
0
条

第
3
1
条

第
3
2
条

第
3
3
条

第
3
4
条

第
3
5
条

第
3
6
条

第
3
7
条

第
3
8
条

第
3
9
条

第
4
0
条

第
4
1
条

第
4
2
条

第
4
3
条

第
4
4
条

第
4
5
条

第
4
6
条

第
4
7
条

第
4
8
条

第
4
9
条

第
5
0
条

第
5
1
条

定
義

特
殊

施
設

廃
止

措
置

臨
界

防
止

地
盤

地
震

津
波

外
部

衝
撃

侵
入

防
止

閉
じ

込
め

汚
染

防
止

火
災

防
止

溢
水

化
学

薬
品

避
難

通
路

等
安

重
安

全
機

能
材

料
構

造
搬

送
設

備
貯

蔵
施

設
等

計
測

制
御

放
管

施
設

保
護

回
路

制
御

室
等

廃
棄

施
設

換
気

保
管

廃
棄

遮
蔽

保
安

電
源

緊
対

通
信

連
絡

地
盤

地
震

津
波

火
災

防
止

S
A

設
備

材
料

構
造

臨
界

防
止

蒸
発

乾
固

水
素

爆
発

溶
媒

火
災

S
F
冷

却
漏

え
い

放
出

抑
制

水
供

給
電

源
設

備
計

装
設

備
制

御
室

監
視

測
定

緊
対

通
信

―
―

―
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
共

通
個

別
個

別
個

別
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別

【
記

号
説

明
】

〇
：
条

文
要

求
に

追
加

・
変

更
が

あ
る

、
又

は
追

加
設

備
が

あ
る

。

△
：
条

文
要

求
に

追
加

・
変

更
が

な
く
、

追
加

設
備

も
な

い
。

―
：
条

文
要

求
を

受
け

る
設

備
が

な
い

。
（
様

式
-
３

の
該

当
無

し
）

再 処 理 設 備 本 体

再
処

理
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

第
３

章
　

重
大

事
故

等
対

処
施

設

せ
ん

断
処

理
施

設

溶
解

施
設

酸
及

び
溶

媒
の

回
収

施
設

分
離

施
設

精
製

施
設

脱
硝

施
設

施
　

設
　

／
　

設
　

備
　

区
　

分
第

１
章

　
総

則
第

２
章

　
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設

分
析

設
備

溢
水

防
護

設
備

竜
巻

防
護

対
策

設
備

通
信

連
絡

設
備

放
出

抑
制

設
備

補
機

駆
動

用
燃

料
補

給
設

備

化
学

薬
品

防
護

設
備

洞
道

施
設

共
通

（
基

本
設

計
方

針
）

冷
却

水
設

備

電
気

設
備

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設

製
品

貯
蔵

施
設

計
測

制
御

系
統

施
設

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設

放
射

線
管

理
施

設

圧
縮

空
気

設
備

そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設

給
水

処
理

設
備

蒸
気

供
給

設
備

火
災

防
護

設
備

化
学

薬
品

貯
蔵

供
給

設
備

緊
急

時
対

策
所

分
類

再
処

理
施

設
の

種
類

施
設
と
条
文
の
対
比
一
覧
表
（
例
）
 

様
式
-
4 
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仕
様

表

主
登

録
兼

用
登

録
安

全
重

要
度

耐
震

重
要

度
機

種
区

分
品

質
重

要
度

申
請

区
分

耐
震

重
要

度
1
.2

S
s

機
能

維
持

品
質

重
要

度
申

請
区

分

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（
S
A

）
常

設 ／
可

搬
関

連
条

文
工

事
有

無
（
要

求
条

文
）

他
施

設
と

の
共

用

兼
用

す
る

場
合

の
施

設
・
設

備
区

分
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
（
D

B
）

施
設

区
分

設
備

区
分

機
器

分
類

機
器

名
数

量
容

量

既
設 ／

新
設

再
処

理
施

設

基
本

設
計

方
針

設
工

認
　

添
付

書
類

【
記

号
の

定
義

】
○

：
有

　
△

：
既

設
工

認
読

込
●

o
r▲

：
主

登
録

側
で

整
理

さ
れ

る
も

の
－

：
無

【
安

全
重

要
度

分
類

】
※

【
耐

震
重

要
度

分
類

】
※

【
機

種
区

分
】
※

【
品

質
重

要
度

】
※

※
「
設

工
認

添
付

書
類

星
取

表
　

略
語

の
定

義
参

照
」

【
申

請
区

分
】

D
-
1
：
D

B
新

設
（
既

設
の

新
規

登
録

含
む

）
D

-
2
：
基

本
設

計
方

針
D

-
3
：
耐

震
基

準
変

更
・
追

加
D

-
3
（
S
)：

基
準

地
震

動
の

変
更

（
耐

震
S
ク

ラ
ス

）
D

-
3
（
波

）
：
S
ク

ラ
ス

設
備

へ
の

B
,C

ク
ラ

ス
設

備
の

波
及

的
影

響
D

-
3
（
共

）
：
共

振
の

お
そ

れ
の

あ
る

耐
震

B
ク

ラ
ス

設
備

D
-
3
（
u
p）

：
B

,C
ク

ラ
ス

設
備

の
S
ク

ラ
ス

へ
の

嵩
上

げ
D

-
3
（
do

w
n
）
：
S
ク

ラ
ス

か
ら

B
（
S
s）

,B
,C

（
S
s）

,C
ク

ラ
ス

へ
の

格
下

げ
D

-
3
（
他

）
：
他

条
文

か
ら

の
要

求
で

機
能

維
持

（
S
ｓ
）

D
-
4
：
構

造
・
強

度
に

係
る

設
計

条
件

変
更

・
追

加
（
耐

震
以

外
）
※

D
-
4
（
竜

巻
）
：
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

（
竜

巻
）

D
-
4
（
火

山
）
：
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

（
火

山
）

D
-
4
（
外

火
）
：
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

（
外

部
火

災
）

D
-
4
（
火

災
）
：
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

D
-
4
（
溢

水
）
：
溢

水
に

よ
る

損
傷

の
防

止
D

-
4
（
薬

品
）
：
化

学
薬

品
の

漏
え

い
に

よ
る

損
傷

の
防

止
D

-
4
（
材

構
）
：
材

料
及

び
構

造
（
耐

圧
強

度
）

D
-
4
（
他

）
：
そ

の
他

の
設

計
条

件
変

更
・
追

加
※

D
-
4
に

分
類

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

な
設

計
又

は
評

価
の

内
容

を
簡

潔
に

記
載

す
る D

-
5
：
設

備
の

追
加

・
変

更
に

伴
う

バ
ウ

ン
ダ

リ
（
安

重
範

囲
含

む
）
変

更
D

-
6
：
記

載
の

適
正

化
 －

 ：
変

更
な

し
（
S
A

専
用

の
場

合
は

斜
線

と
す

る
）

【
耐

震
重

要
度

分
類

】
※

【
1
.2

Ｓ
ｓ
機

能
維

持
】
※

【
品

質
重

要
度

】
※

※
「
設

工
認

添
付

書
類

星
取

表
　

略
語

の
定

義
参

照
」

【
申

請
区

分
】

S
-
1
：
S
A

新
設

（
既

設
の

新
規

登
録

含
む

）
S
-
2
：
基

本
設

計
方

針
S
-
3
：
D

B
の

S
A

使
用

（
条

件
変

更
な

し
）

S
-
4
：
S
A

既
設

条
件

ア
ッ

プ
S
-
5
：
S
A

既
設

使
用

目
的

変
更

（
D

B
の

み
の

場
合

は
斜

線
と

す
る

）

「
◎

」
：
申

請
対

象
（
新

規
）

「
○

」
：
申

請
対

象
（
既

設
工

認
仕

様
表

追
加

／
変

更
）

「
×

」
：
無

設
工
認
添
付
書
類
星
取
表
（
例
）
 

様
式
-
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様式-6 

各条文の設計の考え方（例） 

第〇条（〇〇〇〇） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 添付書類 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

４．添付書類等 

№ 書類名 
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要
求
事
項
と
の
対
比
表
（

例
）
 

様
式
-
7 

技
術
基
準
規
則
 

設
工
認
申
請
書
 
基
本
設
計
方
針
 

事
業
変
更
許
可
申
請
書
 
本
文
 

事
業
変
更
許
可
申
請
書
 
添
付
書
類
六
 

備
考
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項
目

番
号

基
本

設
計

方
針

要
求

種
別

施
設

区
分

設
備

区
分

機
器

区
分

関
連

条
文

機
器

名
設

工
認

設
計

結
果

(上
：
設

計
方

針
)

(下
：
記

録
等

)

設
備

の
具

体
的

設
計

結
果

(上
：
設

計
結

果
)

(下
：
記

録
等

)
確

認
方

法
設

工
認

設
計

結
果

(上
：
設

計
方

針
)

(下
：
記

録
等

)

設
備

の
具

体
的

設
計

結
果

(上
：
設

計
結

果
)

(下
：
記

録
等

)
確

認
方

法

基
本

設
計

方
針

対
象

設
備

（
仕

様
表

に
記

載
が

な
い

設
備

）

再
処

理
施

設

基
準
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
計
結
果
と
適
合
性
確
認
状
況
一
覧
表
（
例
）
 

様
式
-
8 
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設
計

開
発

の
管

理
区

分

1
2

3
4

5
X

Y
Z

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

保
安

規
定

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

「
7
.
3
 
設

計
開

発
」

の
適

用

グ
レ

ー
ド

Ⅰ
グ

レ
ー

ド
Ⅱ

グ
レ

ー
ド

Ⅲ
グ

レ
ー

ド
Ⅳ

業
務

区
分

Ⅰ
業

務
区

分
Ⅱ

業
務

区
分

Ⅲ

※
 
業

務
区

分
と

は
、

添
付

1
「

当
社

再
処

理
施

設
に

お
け

る
グ

レ
ー

ド
分

け
の

考
え

方
」

の
「

2
.
1
～

2
.
3
」

を
い

う
。

備
考

施
設

区
分

／
設

備
区

分
／

機
器

区
分

名
称

品
質

重
要

度
分

類
調

達
の

管
理

区
分

該
当

す
る

業
務

区
分

※

適
合
性
確
認
対
象
設
備
ご
と
の
調
達
に
係
る
管
理
の
グ
レ
ー
ド
及
び
実
績
（
設
備
関
係
）
（
例
）
 

様
式
-
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添付 1 

当社再処理施設におけるグレード分けの考え方 

当社では，業務の実施に際し，原子力安全に及ぼす影響に応じて，グレード分けの考え

方を適用している。 

当社再処理施設に係る設計管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開

発」）及び調達管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」）に係るグレー

ド分けについては，以下のとおりである。 

1. 当社再処理施設におけるグレード分けの考え方と適用

設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方とその適用については，以下のとおり

である。 

1.1 設備に係るグレード分けの考え方 

当社再処理施設における設備に係るグレード分けの考え方は，「再処理事業部 品質

重要度分類基準（要領）」に規定しており，その内容を別表 1(1/3)～(3/3)に示す。 

ただし，建物・構築物に係るグレードについては，「事業変更許可申請書」に記載の間

接支持構造物に対応する直接支持構造物の耐震重要度分類によるものとする。 

なお，設備に係るグレードである品質重要度は，調達の管理に係るグレード分けの基

準の一つとなる。 

1.2 設計の管理に係るグレード分けの考え方 

当社再処理施設における設計の管理に係るグレード分けの考え方は，「再処理事業部 

設計管理要領」に規定しており，その内容を別表 2に示す。 

1.3 調達の管理に係るグレード分けの考え方 

当社再処理施設における調達の管理に係るグレード分けの考え方は，「再処理事業部 

調達管理要領」に規定しており，その内容を別表 3に示す。 

1.3.1 調達要求事項へのグレード分けの適用 

調達要求事項においては，別表 3のグレードに応じた品質マネジメントシステムに係

る活動を適用しており，その内容を別表 4に示す。 

可搬型重大事故等対処設備等として一般産業用工業品を購入する場合は，原子力特有

の技術仕様を要求するものではないことから，調達要求事項は必要なものに限定してい

る。 

なお，具体的な適用は個々の設備により異なることから，仕様書で明確にしている。 

1.3.2 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用 

供給者及び調達製品に対する当社の管理においては，別表 3のグレードに応じた品質
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マネジメントシステムに係る活動を適用しており，その内容を別表 5に示す。 

 

2. 設備の設計・調達の各段階における品質マネジメントシステムに係る活動 

「1. 当社再処理施設におけるグレード分けの考え方と適用」に示した設計・調達の

管理に係るグレードに基づき，再処理施設の設備の設計・調達の各段階において，品質

マネジメントシステムに係る活動を実施しており，その一連の概要を別表 6に示す。 

また，設備の設計・調達の業務の流れを，別表 6に基づき以下の 3つに区分する。 

 

2.1 業務区分Ⅰ 

設備に対して設計開発を適用し，当社で設備の設計を実施する場合を対象とし，その

業務の流れを別図 1(1/3)に示す。 

 

2.2 業務区分Ⅱ 

設備に対して設計開発を適用し，設備の設計を供給者に委託する場合を対象とし，そ

の業務の流れを別図 1(2/3)に示す。 

 

2.3 業務区分Ⅲ 

設備に対して設計開発を適用しない可搬型重大事故等対処設備等の購入のみの場合を

対象とし，その業務の流れを別図 1(3/3)に示す。 
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別表 1(1/3) 再処理施設における設備に係るグレード分け（安全機能を有する施設のう

ち機械設備） 

品質重要度 定 義 

クラス１ 

(1) 安全上重要な施設に属する再処理第１種機器 

(2) 安全上重要な施設に属する腐食環境の厳しい再処理第２種機器 

(3) 安全上重要な施設に属する耐震クラスＳの再処理第２種機器 

(4) 安全上重要な施設に属する耐震クラスＳの再処理第３種機器 

クラス２ 

クラス１以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 安全上重要な施設に属する機械設備 

(2) 腐食環境の厳しい再処理第２種機器 

クラス３ 

クラス１，２以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 再処理第２種機器 

(2) 耐震クラスＢの機械設備 

(3) セル，アクティブギャラリー，洞道内に設置され，運転開始後の保全が困

難な機械設備 

クラス４ 

クラス１～３以外の下記のいずれかに該当する機械設備 

(1) 放射性物質を内包する機械設備 

(2) 給水施設の純水装置 

(3) 非放射性の化学薬品系統 

(4) その機械設備の故障・損傷等により，運転上重要な設備が停止する，ある

いは火災又は他の化学安全上の影響が発生するおそれがある機械設備 

クラス５ クラス１～４以外の機械設備 
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別表 1(2/3) 再処理施設における設備に係るグレード分け（安全機能を有する施設のう

ち電気計装設備） 

品質重要度 定 義 

クラスＸ
(1) 安全上重要な施設に属する電気計装設備

(2) 耐震クラスＳの電気計装設備

クラスＹ

クラスＸ以外の下記のいずれかに該当する電気計装設備

(1) 機器の故障が施設全体の運転に著しい影響を与える電気計装設備（一般ユ

ーティリティ設備に含まれるものを除く）

a. 施設制御，運転監視及び中央監視機能に該当する計装設備

(2) 再処理施設の特徴的電気計装設備

a. 高レベル放射性液体廃棄物を取り扱う設備と取り合う電気計装設備

b. セル，アクティブギャラリー，洞道内に設置され，運転開始後の保全

が困難な電気計装設備

(3) 設工認に記載され，使用前事業者検査対象となる電気計装設備

(4) 耐震クラスＢの電気計装設備

(5) 「再処理事業所 再処理施設保安規定」および「再処理事業所 再処理施設

保安規定運用要領」（保安規定に定める操作上の制限等に直接関連する計

測制御設備）に記載の計測制御設備

クラスＺ クラスＸ，Ｙ以外の電気計装設備

別表 1(3/3) 再処理施設における設備に係るグレード分け（重大事故等対処設備） 

品質重要度 定 義 

クラスⅠ

基準地震動による地震力に対し，重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない，又は十分に耐えることができるように設計する常設重

大事故等対処設備 

クラスⅡ
安全機能を有する施設の耐震重要度分類の耐震クラスＢに適用される地震力に

対し，十分に耐えることができるように設計する常設重大事故等対処設備 

クラスⅢ
地震を要因として発生する重大事故等の対処に必要な動的機能維持要求がある

可搬型重大事故等対処設備 

クラスⅣ

(1) 安全機能を有する施設の耐震重要度分類の耐震クラスＣに適用される地震

力に対し，十分に耐えることができるように設計する常設重大事故等対処

設備

(2) クラスⅢ以外の可搬型重大事故等対処設備
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別表 2 再処理施設における設計の管理に係るグレード分け 

設計開発の

適用 
対 象 

適用 新増設，改造及び施設管理の設計及び工事※ 

適用外 元の状態への復元等を目的とした点検，工事等 

 

※：該当する場合は，設備の品質重要度等によらず設計開発を一律適用とするが，一般産業用

工業品の購入等に該当する場合は，調達の管理により設計の管理を代替することができ

る。 

また，設計開発に係る安全機能の重要度により，設計開発のレビュー区分をグレード分け

する。 

 

 

別表 3 再処理施設における調達の管理に係るグレード分け 

グレード 対 象 

Ⅰ 

(1) 許認可申請等に係る設計（解析業務等含む），新増設工事，改造工事 

(2) 品質重要度クラス1，2，Xの設備に係る運転業務 

(3) 品質重要度クラスⅠの重大事故等対処施設に係る保全業務（工事含む），

運搬業務，放射線管理業務 

Ⅱ 

(1) 品質重要度クラス1～4，X，Y，Ⅱ,Ⅲの設備又は建物・構築物に係る保全

業務（工事含む），運搬業務，放射線管理業務 

(2) 品質重要度クラス3，4，Yの設備に係る運転業務 

Ⅲ 
グレードⅠ及びⅡに該当しない，保安活動に関係する業務（据付を伴わない購

買を含む） 

Ⅳ 保安活動に関係しない業務（グレードⅠ～Ⅲに該当しない調達） 
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別表 4 調達要求事項へのグレード分けの適用程度 

○：適用  －：適用外，ただし，請求箇所の判断で適用することができる。 

 

※１：別表 3のグレードを示す。 

※２：製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項（以下の該当する項目を選定） 

(1) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項 

(2) 調達製品に係る適用法令，規格の名称，番号，版及び必要に応じ該当条項 

(3) 調達製品の員数 

(4) 調達製品の技術的事項 

(5) 提出文書・記録（調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。）に関する事項 

(6) 設計に関する事項 

(7) 監査に関する事項 

(8) 供給者の調達管理に関する事項 

(9) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項 

(10) 識別及びトレーサビリティに関する事項 

(11) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等 

  

グレード※１ 

調達要求事項 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

製品，手順，プロセス及び設備の承認に関する要求事項 
※２ 

〇 〇 － － 

要員の力量に関する要求事項 〇 〇 〇 － 

品質マネジメントシステムに関する要求事項 〇 〇 〇 － 

不適合（偽造品，模造品等の報告を含む。）の報告及び処理に関す

る要求事項 
〇 〇 ○ － 

健全な安全文化を育成し，維持するために必要な要求事項 〇 〇 － － 

一般産業用工業品を原子力施設に使用するにあたっての評価に関

する要求事項 
〇 〇 － － 

調達製品の検証に係る検査及び試験，又はその他の活動の要領，実

施時期，実施場所に関する要求事項 
〇 〇 〇 － 

偽造品，模造品等の防止対策に関する要求事項 〇 〇 〇 － 

調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関す

る要求事項 
〇 〇 〇 － 

工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項 〇 〇 － － 
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別表 5 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用程度 

グレード※１ 

管理項目 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

供給者の評価及び再評価 〇 〇 － － 

定期監査の実施※２（原則，許認可申請等に係る解析業務，運転業

務） 
〇 △ － － 

品質マネジメントシステムの計画の提出（承認） 〇 〇 － － 

調達製品のトレーサビリティの確保（確認） 〇 〇 － － 

供給者の調達先の管理状況の確認 〇 〇 － － 

不適合の報告（確認） 〇 〇 ○ － 

特別監査（重度の不適合発生時等） 〇 〇 〇 － 

試験・検査の実施 〇 〇 〇 － 

○：適用  △：調達対象物に重要な不適合が確認された場合  

－：適用外，ただし，請求箇所の判断で適用することができる。 

 

※１：別表 3のグレードを示す。 

※２：ISO9000 シリーズ認証を取得している場合は定期監査を省略可とする。 
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別表6 設備の設計・調達の管理に係る各段階とその実施内容 

管理の段階 実施内容 
グレード※ 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅰ 業務計画 

保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 

個別業務に必要なプロセスの計画」に基づ

き，設計の基本となる実施方針を作成する。 

〇 － － － 

Ⅱ 

自社設計又は調

達要求事項作成

のための設計 

保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3.1 設計開発計画」～「7.3.5 設計開発

の検証」に基づき，自社設計又は仕様書作成

のための設計を実施する。 

〇 － － － 

Ⅲ 調達 

保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 

調達」に基づき，設計・工事及び検査のため

の仕様書を作成する（購入のみの調達を含

む。）。 

〇 〇 〇 － 

Ⅳ 設備の設計 

保安規定品質マネジメントシステム計画

「7.3.5 設計開発の検証」に基づき，詳細設

計の確認を実施する。 

〇 － － － 

Ⅴ 

工事及び検査 

工事は，保安規定品質マネジメントシステム

計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計

画」及び「7.5 個別業務の実施」に基づき管

理する。 

また，検査は，保安規定品質マネジメントシ

ステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセス

の計画」，「7.3.6 設計開発の妥当性確認」，

「7.5.1 個別業務の管理」及び「8.2.4 機器

等の検査等」に基づき管理する。 

〇 〇 － － 

可搬型重大事故

等対処設備等と

して，一般産業

用工業品を購入

する場合の機

能・性能確認 

可搬型重大事故等対処設備等として，一般産

業用工業品を購入する場合においても，機

能・性能を確認するための検査・試験を実施

する。 

－ － 〇 － 

○：該当あり －：該当なし，ただし，主管箇所の判断で準拠することができる。

※：別表 3のグレードを示す。 
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管理の

段階 

設計，工事及び検査の業務フロー※1 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連個所 

実施内容 
添付本文 

（記載項目） 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

Ⅰ 

業
務
計
画 

  
◎ － 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の実施内容，検討内容を明確にした「実施方針」を作成

する。 
－ ・実施方針 

Ⅱ 

自
社
設
計
又
は
調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計 

  

◎ － 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発プロセスの全体像，責任と権限及びインターフェイスを

含めた，「設計開発計画」を作成する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発に用いる情報として要求事項を明確にした「設計開発に

用いる情報に係る記録」を作成させ，その適切性をレビューし承認する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報として「設計図書等」を作成し，設計

開発に用いる情報と対比した検証ができるよう，「設計開発の結果に係る記録」を作成させ，設計開発に

用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報として，「仕様書」を作成し，設計開発

に用いる情報と対比した検証ができるよう，「設計開発の結果に係る記録」を作成させ，設計開発に用い

る情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の適切な段階において，設計開発レビューを実施する。 

3.6 設工認における

調達管理の方法 

・設計開発計画 

・設計開発に用いる

情報に係る記録 

・設計開発の結果に

係る記録 

・設計図書等（設計図

書や技術検討書等

の社内設計の結果

として信頼性の高

い図書） 

・仕様書 

・設計開発の検証の

記録 

・設計開発レビュー

の記録 

Ⅲ 
調
達 

  

◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し，承認された「仕様

書」にて契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 

 

契約を主管する箇所の長は，登録された供給者（取引先）の中から，調達製品を供給する能力がある供

給者を選定する。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・稟議書 

・仕様書 

Ⅳ 

設
備
の
設
計 

  

◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステムを審査するために「品質マネ

ジメントシステムの計画」を徴収する。 

 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の詳細設計結果を「設計図書」として提出させ，該当する

「設計図書」について，設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確

実にするために検証を実施する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・品質マネジメント

システムの計画 

・設計図書 

・設計開発の検証の

記録 

  

Ⅴ 

工
事
及
び
検
査 

  

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確実にするために，供給者から必要な

「設計図書」を提出させ，審査・承認する。 

 

検査を担当する箇所の長は，「検査要領書」を作成させ，審査・承認し，それに基づき社内検査（供給者

の検査・試験の結果に対する立会いまたは記録による確認を含む。）を実施し，「検査に関する記録」を

作成する。 

 

工事を主管する箇所の長は，工事及び検査の結果を「設計図書」として提出させる。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計図書 

・検査要領書 

・検査に関する記録 

  

  

 

※1：設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報に対して変更を実施する場合，当該変更に係る記録を作成する。また，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，レビュー，検証及び妥当性確認を行い，変更を承認する。 

※2：設計開発レビューは，「設計開発計画」に従って，設計開発の適切な段階にて実施する。 

 

 

別図1(1/3) 業務フロー（業務区分Ⅰ） 

実施方針の作成 

設計開発計画 

設計開発に用いる情報 

レビュー 

 

設計開発の検証（設計図書等） 

詳細設計図書 

設計開発レビュー※2 

製作 

設計開発の検証 

設計開発の妥当性確認 

図書の審査 現地作業関連図書 

仕様書の作成 

現地据付工事 設計開発の妥当性確認 

設計開発の結果に係る情報（仕様書） 

設計開発の検証（仕様書） 

供給者の設計 

（供給者工場での検査・試験） 

（現地での検査・試験） 
竣工 
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管理の

段階 

設計，工事及び検査の業務フロー※1 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所
〇：関連個所

実施内容 
添付本文 

（記載項目） 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

Ⅰ 
業
務
計
画

◎ － 
設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の実施内容，検討内容を明確にした「実施方針」を作成

する。 
－ ・実施方針

Ⅱ 

自
社
設
計
又
は
調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計

◎ － 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発プロセスの全体像，責任と権限及びインターフェイスを

含めた，「設計開発計画」を作成する。 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発に用いる情報として要求事項を明確にした「設計開発に

用いる情報に係る記録」を作成させ，その適切性をレビューし承認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報として，「仕様書」を作成し，設計開発

に用いる情報と対比した検証ができるよう，「設計開発の結果に係る記録」を作成させ，設計開発に用い

る情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。 

設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の適切な段階において，設計開発レビューを実施する。 

3.6 設工認における

調達管理の方法 

・設計開発計画

・設計開発に用いる

情報に係る記録

・設計開発の結果に

係る記録

・仕様書

・設計開発の検証の

記録

・設計開発レビュー

の記録

Ⅲ 
調
達 ◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し，承認された「仕様

書」にて契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 

契約を主管する箇所の長は，登録された供給者（取引先）の中から，調達製品を供給する能力がある供

給者を選定する。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・稟議書

・仕様書

Ⅳ 

設
備
の
設
計

◎ 〇 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメントシステムを審査するために「品質マネ

ジメントシステムの計画」を徴収する。 

設計又は工事を主管する箇所の長は，供給者の詳細設計結果を「設計図書」として提出させ，該当する

「設計図書」について，設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確

実にするために検証を実施する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・品質マネジメント

システムの計画

・設計図書

・設計開発の検証の

記録

Ⅴ 

工
事
及
び
検
査

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確実にするために，供給者から必要な

「設計図書」を提出させ，審査・承認する。 

検査を担当する箇所の長は，「検査要領書」を作成させ，審査・承認し，それに基づき社内検査（供給者

の検査・試験の結果に対する立会いまたは記録による確認を含む。）を実施し，「検査に関する記録」を

作成する。 

工事を主管する箇所の長は，工事及び検査の結果を「設計図書」として提出させる。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計図書

・検査要領書

・検査に関する記録

※1：設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報に対して変更を実施する場合，当該変更に係る記録を作成する。また，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，レビュー，検証及び妥当性確認を行い，変更を承認する。

※2：設計開発レビューは，「設計開発計画」に従って，設計開発の適切な段階にて実施する。

別図1(2/3) 業務フロー（業務区分Ⅱ） 

実施方針の作成

設計開発計画

設計開発に用いる情報

レビュー

詳細設計図書 

設計開発レビュー※2 

製作

設計開発の検証

設計開発の妥当性確認 

図書の審査 現地作業関連図書

仕様書の作成

現地据付工事設計開発の妥当性確認 

設計開発の結果に係る情報（仕様書）

設計開発の検証（仕様書）

供給者の設計

（供給者工場での検査・試験） 

（現地での検査・試験）

竣工
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管理の

段階 

設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所
〇：関連個所

実施内容 
添付本文 

（記載項目） 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

Ⅰ 
業
務
計
画

◎ － 工事を主管する箇所の長は，調達の実施内容，検討内容を明確にした「稟議書」を作成する。 
3.6 設工認における

調達管理の方法 
・稟議書

Ⅱ 

自
社
設
計
又
は
調
達
要
求
事
項
作
成
の
た
め
の
設
計

－ － － － － 

Ⅲ 
調
達 ◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，「仕様書」を添付とした「稟議書」を上申し，承認された「仕様書」にて契

約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 

契約を主管する箇所の長は，登録された供給者（取引先）の中から，調達製品を供給する能力がある供

給者を選定する。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・稟議書

・仕様書

Ⅳ 

設
備
の
設
計

－ － － － － 

Ⅴ 

工
事
及
び
検
査

◎ 〇 

工事を主管する箇所の長は，調達要求事項を満たしていることを確実にするために，供給者から必要な

「設計図書」を提出させて確認する。 

検査を担当する箇所の長は，「検査要領書」を作成させ，審査・承認し，それに基づき社内検査を実施

し，「検査に関する記録」を作成する。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計図書

・検査要領書

・検査に関する記録

別図1(3/3) 業務フロー（業務区分Ⅲ） 

出荷

仕様書の作成

調達物品等の検証 
（社内検査）

稟議書の作成
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添付2 

技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方 

1. 事業変更許可申請書との整合性を確保する観点から，事業変更許可申請書本文に記載

している適合性確認対象設備に関する事業指定基準規則に適合させるための「設備の設

計方針」，及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設

計が必要な設計要求事項を記載する。 

2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，事業変更許可申請書本文

以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は，その理由を様式－6「各条文の設

計の考え方（例）」に明確にした上で記載する。 

3. 自主的に設置したものは，原則として記載しない。

4. 基本設計方針は，必要に応じて並び替えることにより，技術基準規則の記載順となる

ように構成し，箇条書きにする等表現を工夫する。 

5. 基本設計方針の作成に当たっては，必要に応じ，以下に示す考え方で作成する。

5.1 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち，「性能」を記載している設計方針は，技

術基準規則への適合性を確保する上で，その「性能」を持たせるために特定できる手段

がわかるように記載する。 

また，技術基準規則への適合性を確保する観点で，事業変更許可申請書本文に対応し

た事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお，手段となる「仕様」が仕様表で明確な場合は記載しない。 

5.2 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は，「基本設計方針」として，運

用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程度の記

載を行うとともに，運用を定める箇所（品質マネジメントシステムの3次文書で定める

場合は「保安規定」を記載する。）の呼込みを記載し，必要に応じ，当該施設に関連す

る添付書類の中でその運用の詳細を記載する。 

また，技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で，事業変更許可申請

書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

5.3 事業変更許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は，設工認申請書の添付書類と

して担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。 

5.3.1 評価結果が示されている場合，評価結果を受けて必要となった措置のみを設工認申

請の対象とする。 
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5.3.2 今後評価することが示されている場合，評価する段階（設計又は工事）を明確にし，

評価の方法及び条件，並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象とする。 

5.4 各条文のうち，要求事項が該当しない条文については，該当しない旨の理由を記載す

る。 

5.5 条項号のうち，適用する設備がない要求事項は，「適合するものであることを確認す

る」という設工認申請の審査の観点を踏まえ，当該要求事項の対象となる設備を設置し

ない旨を記載する。 

5.6 技術基準規則の解釈等に示された指針，原子力規制委員会文書，（旧）原子力安全・

保安院文書，他省令等の呼込みがある場合は，以下の要領で記載を行う。 

5.6.1 設置時に適用される要求等，特定の版の使用が求められている場合は，引用する文

書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

5.6.2 条文等で特定の版が示されているが，施設管理等の運用管理の中で評価する時点で

エンドースされた最新の版による評価を継続して行う必要がある場合は，保安規定等

の運用の担保先を示すとともに，当該文書名及び必要に応じそのコード番号を記載す

る。 

5.6.3 解釈等に示された条文番号は，当該文書改正時に変更される可能性があることを考

慮し，条文番号は記載せず，条文が特定できる表題で記載する。 

5.6.4 条件付の民間規格又は事業変更許可申請書の評価結果等を引用する場合は，可能な

限りその条件等を文章として反映する。 

また，事業変更許可申請書の添付書類を呼び込む場合は，対応する本文のタイトル

を呼び込む。 
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添付 3 

設工認における解析管理について 

設工認に必要な解析のうち，調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」参照）を通じ

て実施した解析は，「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイド

ライン（一般社団法人日本原子力技術協会，平成 22年 12月発行）」に示される要求事項を

基に，当社の要求事項を加えて策定した「再処理事業部 調達管理要領」のうち別添の仕

様書により，供給者への解析業務に係る要求事項を明確にしている。 

これに基づき，解析業務を主管する箇所の長は，調達要求事項に解析業務を含む場合，

以下のとおり特別な調達管理を実施する。 

なお，事業者と供給者の解析業務の流れを別図 1に示すとともに，設工認に係る解析業

務の調達の流れを別図 2に示す。 

1. 仕様書の作成

解析業務を主管する箇所の長は，解析業務における必要な品質マネジメントシステム

に係る活動として，通常の調達要求事項に加え，解析業務に係る要求事項を「再処理事

業部 調達管理要領」のうち別添の仕様書で追加要求する。 

2. 解析業務の計画

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から解析業務を実施する前に下記事項の計画

（実施段階，目的，内容，実施体制等）を明確にした業務計画書等（品質マネジメント

システムの計画，業務要領書，手順書を含む。）を提出させ，仕様書の要求事項を満たし

ていることを確実にするため検証する。 

・解析業務の作業手順（デザインレビュー，審査方法，時期等を含む。）

・解析結果の検証

・業務報告書の確認

・解析業務の変更管理

また，解析業務を主管する箇所の長は，供給者の解析業務に変更が生じた場合，及び

契約締結後に当社の特別の理由により契約内容等に変更の必要が生じた場合は，「3.6 設

工認における調達管理の方法」に基づき必要な手続きを実施する。 

3. 解析業務の実施

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から業務報告書が提出されるまでに解析業務

が確実に実施されていることを確認する。 

当社の供給者に対する解析業務の確認は，設計開発の検証として，確認者を指名し実

施する。 

具体的な確認の視点を別表 1に示す。 
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4. 業務報告書の確認

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された業務報告書が要求事項に適合

していること，また供給者が実施した検証済みの解析結果が適切に反映されていること

を確認する。 
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 当社 

供給者（解析者） 
解析業務を主管する箇所の長 

監査を主管する

箇所の長 

解
析
業
務
の
調
達 

   

解
析
業
務
の
計
画 

   

解
析
業
務
の
実
施 

   

解
析
業
務
の
確
認 

   

監
査 

   

※：解析業務に変更が生じる場合は，各段階においてその変更を反映させる。 

 

別図 1 解析業務の流れ 

仕様書作成 

業務計画書等の審査 

解析業務発注 解析業務受注 

解析業務の計画 

解析の実施 

業務報告書の作成 

解析結果の検証 

（入力結果の確認含む） 

計算機プログラムの検証 

記録の保管管理 

設計開発の検証として，供給者に対する解

析業務の実施状況の確認を行う。 

 

(1)計算機プログラムの検証 

(2)解析結果の検証（入力結果の確認含む） 

(3)解析業務の変更管理 

業務報告書の受領 

解析業務における品質マネジメント 

システムに係る活動の実施 品質監査 

※ 

※ 

設計図書として提出 

承認 

※ 

※ 

業務報告書の確認 

業務報告書の提出 

※ 

※ 

※ 

確認 

提出 

業務報告書の承認 

許認可申請等 

業務報告書の承認日までに 

設計開発の検証を実施する。 
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管理の段階 
設計，工事及び検査の業務フロー 

組織内外の 
相互関係 

◎：主管箇所 
〇：関連個所 

実施内容 
添付本文 

（記載項目） 
証拠書類 

当社 供給者 当社 供給者 

仕様書の 
作成 

  

◎ － 解析業務を主管する箇所の長は，「仕様書」を作成し，解析業務に係る要求事項を明確にした。 

3.6.1 供給者の技術

的評価 

3.6.2 供給者の選定 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・仕様書 

解析業務の
計画 

  

◎ 〇 

解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された「業務計画書等」で，計画（解析業務の作

業手順／解析業務の実施体制／解析結果の検証／業務報告書の確認／解析業務の変更管理／記録の

保管管理）が明確にされていることを確認した。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・業務計画書等（品質

マネジメントシス

テムの計画，業務要

領書，手順書を含

む。）（供給者提出） 

解析業務の
実施 

  

◎ 〇 
解析業務を主管する箇所の長は，設計開発の検証として，解析の実施状況（計算機プログラムの検

証／解析結果の検証（入力結果の確認含む）／解析業務の変更管理）について確認した。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・設計開発の検証の

記録 

業務報告書 
の確認 

  

◎ 〇 
解析業務を主管する箇所の長は，供給者から提出された「業務報告書」で，供給者が解析業務の計

画に基づき適切に解析業務を実施したことを確認した。 

3.6.3 調達製品の調

達管理 

・業務報告書（供給者

提出） 

 

 

 

 

別図2 設工認に係る解析業務の設計・調達の流れ（解析） 

解析業務の実施 

業務報告書の作成，確認 

解析業務の実施状況の確認 

業務報告書の承認 

仕様書の作成 

業務計画書等の作成，確認 業務計画書等の審査，承認 
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別表1 解析業務を実施する供給者に対する確認の視点 

No. 検証項目 当社の供給者に対する確認の視点 

1 計算機プログラムの検証 

・安全上重要な施設（その他必要な波及的影響を含む）に関わる解析に

ついて計算機プログラムを用いる場合は，簡易法等による検証が行

われていること。また，当該設計に直接関与しない部署による確認が

行われていること。 

2 
解析結果の検証 

（入力結果の確認含む） 

・解析に使用した計算式が妥当であること。

・解析に使用した解析モデルが妥当であること。

・解析に使用した入出力データが妥当であること（以下の項目につい

て確認）。

(1)入力データに用いた構造図等の設計図書が最新である。

(2)入力データが当該計算機プログラムのマニュアルと整合がとれ

ている。

(3)「入力条件」と「入力データを含む出力データシート」による一

貫した確認を実施している。 

・新技術・新知見を採用し解析した場合において，代替計算，モックア

ップ等の実証試験の結果が，設計要求事項の内容から逸脱していな

いこと。

・計算式，計算機プログラムにおいて式の転用，外挿を行った場合にお

いて，代替計算，モックアップ等の実証試験の結果が，設計要求事項

の内容から逸脱していないこと。 

・計算過程または計算結果において単位換算を実施している場合には，

SI単位への換算方法および換算結果が正しいこと。 

・他の関連解析と，計算式，計算機プログラム，解析モデル，入力条件

が共通している場合，それが妥当であること。

3 解析業務の変更管理 

・計算機プログラムを変更して使用する場合は，計算機プログラム及

びそのマニュアルの変更管理を行い，変更後の計算機プログラムの

検証を実施していること。

・特定の機器の設計に使用される文献式を適用して作成された計算機

プログラムを変更する際には，文献における式の意味を確認の上，変

更を行っていること。

・計算機プログラムを変更した場合は，変更内容を周知・教育している

こと。 
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添付 4 

 

当社再処理施設における設計管理・調達管理について 

 

1. 供給者の技術的評価 

供給者の評価を主管する箇所の長は，供給者（以下「取引先」という。）が要求事項に

従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として，別表 1に示すＡ区分取引先につ

いては，取引先の審査，登録及び登録更新を「取引先評価・選定要領」に基づき実施す

る。 

なお，設工認に係る調達については，全てＡ区分取引先であるため，取引先の審査を

実施し，取引先の調達製品を供給する能力に問題はないことを確認しており，必要に応

じて監査を実施している。 

 

1.1 取引先の審査 

供給者の評価を主管する箇所の長は，調達を主管する箇所の長又は契約を主管する箇

所の長の取引希望先の審査依頼に基づき，契約前に経営状況，総合技術力，品質保証等

について評価し，登録の適否判定を行うものとする。 

なお、供給者の評価を主管する箇所の長が必要と判断した場合，関係箇所に技術審査

を依頼し，その審査結果を判定に用いることができる。 

 

1.2 取引先の登録 

供給者の評価を主管する箇所の長は，判定の結果，基準を満たす場合は，取引先とし

て登録する。 

 

1.3 取引先の登録更新 

供給者の評価を主管する箇所の長は，登録取引先について，引き続き取引予定のある

場合には，経営状況，総合技術力，品質保証等について更新審査を行い，原則として登

録の有効期間内に登録更新を行う。登録の有効期間は，前回登録更新日が属する年度か

ら 3年度後の年度末までとする。 

 

2. 仕様書作成のための設計について 

設計，工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，｢再処理事業部 設計

管理要領」に基づき，添付 1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表

2」に示す対象に対して，保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」を適

用する場合の仕様書作成のための設計を，設計・調達の管理の各段階（添付 1「当社再

処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 6」に示す管理の段階Ⅱ，Ⅳ及びⅤ）

において，必要な管理を実施する。 

なお，仕様書作成のための設計の流れを別図 1に示すとともに，仕様書作成のための

設計に関する詳細な活動内容を以下に示す。 
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2.1 設計開発の管理 

2.1.1 設計開発計画 

ａ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発計画を策定するとともに，設計開発

を管理する。 

ｂ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事

項を明確にする。 

(a) 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度

(b) 設計開発の各段階における適切なレビュー，検証及び妥当性確認の方法並びに管

理体制

(c) 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限

(d) 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源

ｃ．設計又は工事を主管する箇所の長は，有効性のある情報の伝達並びに責任及び権限

の明確な割当てがなされるようにするために，設計開発に関与する各者間の連絡を管

理する。 

ｄ．設計又は工事を主管する箇所の長は，ａにより策定した設計開発計画を，設計開発

の進行に応じて適切に変更する。 

2.1.2 設計開発に用いる情報 

ａ．設計又は工事を主管する箇所の長は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる

情報であって，次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記録を作成

し，これを管理する。 

(a) 機能及び性能に係る要求事項

(b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計開発に用いる情報

として適用可能なもの

(c) 関係法令

(d) その他設計開発に必要な要求事項

ｂ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発に用いる情報について，その妥当性

をレビューし，承認する。 

2.1.3 設計開発の結果に係る情報 

ａ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用

いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。 

ｂ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当た

り，あらかじめ，当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 
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ｃ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事

項に適合するものとする。 

(a) 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

(b) 調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであ

ること。 

(c) 合否判定基準を含むものであること。 

(d) 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確である

こと。 

なお，設計開発の結果に係る情報の一つである仕様書は，調達管理に用いられるこ

とから，「調達管理要則」及び「再処理事業部 調達管理要領」の要求事項も満たすよ

うに作成する。 

 

2.1.4 設計開発レビュー 

ａ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の適切な段階において，設計開発計

画に従って，次に掲げる事項を目的とした設計開発レビューを実施する。 

(a) 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

(b) 設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確にし，必要な措置

を提案すること。 

 

ｂ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発レビューに，当該設計開発レビュー

の対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専

門家を参加させる。 

 

ｃ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発レビューの結果の記録及び当該設計

開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

 

2.1.5 設計開発の検証 

ａ．設計又は工事を主管する箇所の長は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合

している状態を確保するために，設計開発計画に従って検証を実施する。 

ｂ．設計又は工事を主管する箇所の長は，ａの検証の結果の記録及び当該検証の結果に

基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

ｃ．設計又は工事を主管する箇所の長は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の

検証をさせない。 

 

2.1.6 設計開発の妥当性確認 

ａ．工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計開発の結果の個別業

務等要求事項への適合性を確認するために，設計開発計画に従って，当該設計開発の

妥当性確認を実施する。 

ｂ．工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，機器等の使用または個別

業務の実施に当たり，あらかじめ，設計開発の妥当性確認を完了する。 
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ｃ．工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は，設計開発の妥当性確認の

結果の記録及び当該の設計開発の妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を

作成し，これを管理する。 

 

2.2 設計開発の変更の管理 

2.2.1 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の変更

を行った場合においては，当該変更の内容を識別することができるようにするととも

に，当該変更に係る記録を作成し，これを管理する。 

2.2.2 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，設計開発の変更

を行うに当たり，あらかじめ，レビュー，検証及び妥当性確認を行い，変更を承認す

る。 

2.2.3 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，2.2.2のレビュ

ーにおいて，設計開発の変更が施設に及ぼす影響の評価を行う。 

2.2.4 設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，2.2.2のレビュ

ー，検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を

作成し，これを管理する。 
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別表1 取引先の管理区分 

管理区分 対 象 

Ａ区分取引先 グレード※Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに該当する調達物品等を供給する供給者 

Ｂ区分取引先 

グレード※Ⅳに該当する調達物品等を含む，「取引先評価・選定要領」の適

用が除外される調達物品等を供給する供給者及びグレード※Ⅰ～Ⅳの供給

者の代理店等 

 

※：添付 1「当社再処理施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」のグレードを示す。 
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当社 供給者 

設
計
開
発
の
管
理

設
計
開
発
の
変
更
管
理

※：設計開発レビューは，「設計開発計画」に従って，設計開発の適切な段階にて実施する。 

別図 1 設計開発の業務の流れ 

設計開発計画

レビュー

設計開発

レビュー※

設計図書の審査

設計開発の変更

検査要領書の制定

社内検査の実施

検査の結果の確認

検証（仕様書）

詳細設計

「設計開発に用いる情報」 

の作成 

「設計開発の結果に係る情報」 

（仕様書）の作成

現地据付工事

製作

設計図書の審査

設計開発の変更

 「設計開発に用いる情報」 

の変更が必要か？ 

 「設計開発の結果に係る 

情報」（仕様書）の変更が 

必要か？

YES

YES

NO

NO

①

②

③

①

②

③

設計開発に 

用いる情報 

設計開発の結果に

係る情報

設計開発の 

検証

設計開発の 

妥当性確認
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 1 

1. 概要 

本資料は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づく設計に係るプ

ロセスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説明するものである。 

 

2. 基本方針 

再処理事業所再処理施設における設計に係るプロセスとその実績について，「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に示した設計の段階ごとに，

組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。 

工事及び検査に関する計画として，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動計画

について説明する。 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について説明する。 

 

3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に基づき実施した，

再処理事業所再処理施設における設計の実績，工事及び検査の計画について，「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－1により示す。 

また，適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレードと実績について，「設計

及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式－9により示す。 
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 2 

様式－1 

 

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（1/2） 

 

  

当社 供給者

3.3.1 ◎ － 事業（変更）許可申請書，技術基準規則，事業許可基準規則 －
業務管理文書「再処理施設および廃棄物管理施設の適合性確
認について」

3.3.2 ◎ － 事業（変更）許可申請書，技術基準規則，事業許可基準規則 様式－2 設計のレビューの記録（設計段階）

技術基準規則 様式－3，4 設計のレビューの記録（設計段階）

様式－2，4，事業（変更）許可申請書，技術基準規則 様式－5 設計のレビューの記録（設計段階）

事業（変更）許可申請書，技術基準規則 様式－6，7 設計のレビューの記録（設計段階）

◎ － 様式－5，様式－7（基本設計方針） 様式－8 設計のレビューの記録（設計段階）

遮蔽に関する設計 ◎ ― 事業（変更）許可申請書 設計資料（遮蔽に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

地震による損傷の防止に関する設計 ◎ ○

事業（変更）許可申請書，技術基準規則，設計図書，既設工
認，建築基準法，JIS，JEAG，JSME，日本建築学会指針，日
本建築学会規準，建築物の構造関係技術基準，煙突構造設計
施工指針

設計資料（主要な廃棄物管理施設の耐震性に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計 ◎ 〇

事業（変更）許可申請書，技術基準規則，設計図書，建築基
準法，JIS，JEAC，JEAG，JSME，日本建築学会指針，日本建
築学会規準，建築物の構造関係技術基準，実用発電用原子炉
に関するガイド，文献等

設計資料（廃棄物管理施設の自然現象等による損傷の防止に
関する説明書）

設計のレビューの記録（設計段階）

健全性に関する設計 ◎ － 事業（変更）許可申請書
設計資料（安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書）

設計のレビューの記録（設計段階）

特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止に
関する設計

◎ － 事業（変更）許可申請書，技術基準規則，事業許可基準規則
設計資料(廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止に関
する説明書)

設計のレビューの記録（設計段階）

火災等による損傷の防止に関する設計 ◎ － 事業（変更）許可申請書、消防法、設計図書 設計資料（火災等による損傷の防止に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

通信連絡設備に関する設計 ◎ － 事業（変更）許可申請書，設計図書，技術検討書 設計資料（通信連絡設備に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

安全避難通路等に関する設計 ◎ － 事業（変更）許可申請書，建築基準法，消防法 設計資料（安全避難通路等に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

照明設備に関する設計 ◎ － 事業（変更）許可申請書，既設工認，建築基準法，消防法 設計資料（照明設備に関する説明書） 設計のレビューの記録（設計段階）

電気設備に関する設計 ◎ 〇 事業（変更）許可申請書，設計図書
設計資料（その他廃棄物管理設備の附属施設に関する説明
書）

設計のレビューの記録（設計段階）

3.3.3
ｃ．

◎ － 様式－2～8 設計の検証の記録

3.3.3
ｄ．

◎ － 設計－1，2 設工認申請書案
設工認図書原案チェックシート，許認可業務課チェックシー
ト

3.3.3
ｅ．

◎ － 設工認申請書案 設工認申請書 貯蔵管理安全委員会議事録

設
計 3.3.3

ｂ．

3.3.3
ａ．

各段階

プロセス（設計対象）

実績：3.3.1～3.3.3ｅ．
計画：3.4.1～3.7.2

添付Ⅳ-1-2-1　電気設備に関する説明書

設計のアウトプットに対する検証

設工認申請（届出）書の作成

設工認申請（届出）書の承認

添付Ⅳ-1-1-5　通信連絡設備に関する説明書

添付Ⅳ-1-1-4　廃棄物管理施設の火災防護に関する説明書

添付Ⅳ-1-1-2　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書

添付Ⅳ-1-1-3　廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書

添付Ⅳ-1-1-6　安全避難通路等に関する説明書

添付Ⅳ-1-1-7　照明設備に関する説明書

添付Ⅳ-1-2　その他廃棄物管理設備の付属施設に関する説明書

添付Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

添付Ⅳ-1-1　各施設共通の説明書

添付Ⅳ-1-1-1　廃棄物管理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書

－

適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

基本設計方針の作成（設計1）

適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するため
の設計（設計2）

添付Ⅱ　主要な廃棄物管理施設の耐震性に関する説明書

添付Ⅳ　その他の説明書

◎

他の記録類

組織内外の相互関係
◎：主担当　〇：関連 インプット アウトプット

設計実績を追って整理 
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 3 

様式－1 

 

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（2/2） 

 

  

当社 供給者

3.4.1 ◎ 〇 設計資料 様式－8，仕様書 設計のレビューの記録（工事段階）

3.4.2 ◎ 〇 仕様書 工事記録

3.5.2 ◎ 〇 様式－8（「設備の具体的設計結果」欄） 検査整理表，検査実施計画

3.5.3 ◎ 〇 検査実施計画 検査管理表

検査整理表，検査実施計画 検査要領書

検査要領書 検査記録

3.7.2 ◎ 〇 ― 検査記録

他の記録類

組織内外の相互関係
◎：主担当　〇：関連 インプット アウトプット

工
事
及
び
検
査

設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）

具体的な設備の設計に基づく工事の実施

使用前事業者検査の計画

検査計画の管理

識別管理及びトレーサビリティ

3.5.4 使用前事業者検査の実施 ◎ 〇

各段階

プロセス（設計対象）

実績：3.3.1～3.3.3ｅ．
計画：3.4.1～3.7.2

設計実績を追って整理 
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4 

様式－9 

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係） 

設計開発の管理区分

1 2 3 4 5 X Y Z Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
保安規定

品質マネジメントシステム計画
「7.3 設計開発」の適用

グレード
Ⅰ

グレード
Ⅱ

グレード
Ⅲ

グレード
Ⅳ

業務区分
Ⅰ

業務区分
Ⅱ

業務区分
Ⅲ

貯蔵区域しゃへい － － － － － － － － － － － －

ガラス固化体検査室しゃへい － － － － － － － － － － － －

  ガラス固化体貯蔵建屋
  B棟

建物・構築物 貯蔵区域しゃへい － － － － － － － － － － － －

貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器 － － － － － － － － － － － －

貯蔵ピット（収納管） － － － － － － － － － － － －

貯蔵ピット（通風管） － － － － － － － － － － － －

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備

の
附
属
施
設

気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設

換気設備 排気筒 北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒） － － － 〇 － － － － － － － －

※ 業務区分とは、添付1「当社廃棄物管理施設におけるグレード分けの考え方」の「2.1～2.3」をいう。

ガラス固化体貯蔵設備

管
理
施
設

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

備考施設区分／設備区分／機器区分 名称

品質重要度分類 調達の管理区分 該当する業務区分※

建物・構築物

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

  ガラス固化体貯蔵建屋

建物・構築物

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

既に工事が完了している設備であり，当時の調達管理に基づき実施している。

設計・調達実績を追って整理 
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ｊ．技術基準への適合性に関する説明書

（一例） 
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火災及び爆発の防止に関する説明書（例）
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中項目 記載内容（概要） 記載区分 様式６紐づけ№

1. 概要 当該添付書類の記載概要を記載する。 新規 －

2. 火災防護の基本方針
施設特有火災、一般火災対策を含めた火災対策
全体の概要を記載する。

新規 DB火①～③

2. 1 火災発生防止 火災発生防止に関する詳細設計方針を記載 新規 DB火③

2. 2 火災の感知及び消火 火災感知・消火に関する詳細設計方針を記載 新規 DB火①②

2. 3 火災の影響軽減 火災影響軽減に関する詳細設計方針を記載 新規 DB火③

3. 火災防護の基本事項 － 新規 －

3. 1 火災防護対策を行う機器等の選定 防護対象対策を行う機器等の選定方針を記載 新規 DB火①～③

3. 2 火災区域及び火災区画の選定 火災区域及び火災区画の設定方針を記載 新規 DB火①～③

3. 3 適用規格 火災防護に係る適用規格を記載 新規 －

4. 火災発生防止 － 新規 －

4. 1 再処理施設の火災発生防止について

①再処理施設特有の物質、及び一般火災（潤滑
油、電気火災等）に係る火災発生防止に関する
詳細設計方針を記載
②放射線分解水素に対する水素掃気能力（評価
結果）について記載

新規／既認可 DB火③～⑫

4. 2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について

①主要な構造材、保温材、建屋内装材、ケーブ
ル、フィルタ、変圧器・遮断機、グローブボッ
クスに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用
に係る設計方針を記載
②代替材料を用いる場合はその設計方針を記載
③ケーブルに係る燃焼試験方法を記載
④グローブボックスに係る難燃評価結果を記載

新規 DB火③

4. 3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止について
自然現象による火災発生の防止に関する詳細設
計方針を記載

新規 DB火③

5. 火災の感知及び消火 － 新規 －

5. 1 火災感知設備について

火災感知設備の要求機能及び性能目標について
記載
①機能設計（設置場所、組合せ、電源等）
②構造強度設計（耐震設計の方針）
③性能確認試験（光ファイバー、熱電対、サー
モカメラ）結果を記載

新規 DB火①②

5. 2 消火設備について

消火設備の要求機能及び性能目標について記載
①機能設計（固定式消火設備設置場所、2次的影
響、消火剤容量、電源等）
②構造強度設計（耐震設計の方針）
③性能確認試験（ケーブルトレイ消火設備）結
果を記載

新規 DB火①②

火災防護設備についての耐震計算書
①火災感知設備、消火設備に係る耐震設計方針
②上記火災感知設備及び消火設備の耐震評価結
果を記載

新規 DB火①②

6. 火災の影響軽減対策 － 新規 －

6. 1 火災の影響軽減対策が必要な火災区域の分離
①火災区域の分離に関する耐火壁等の要求性
能、3時間耐火の検証方法を記載
②上記3時間耐火の火災耐久試験結果を記載

新規 DB火③

6. 2 火災の影響軽減のうち火災防護対象機器等の系統分離

①系統分離対象設備の選定結果
②系統分離の方法、耐火隔壁の要求性能、1時間
耐火の検証方法を記載
③上記1時間耐火の火災耐久試験結果を記載

新規 DB火③

中央制御室及び使用済燃料受入れ貯蔵建屋制御室の系統分離
対策

①制御室に係る系統分離対策の方法、耐火隔壁
の要求性能、1時間耐火の検証方法を記載
②上記1時間耐火の火災耐久試験結果を記載

新規 DB火③

6. 3 その他の影響軽減対策
換気設備、油タンク等に対する影響軽減の詳細
設計方針を記載

新規 DB火③

6. 4 火災の影響評価
①内部火災影響評価の方法を記載
②内部火災影響評価結果を記載

新規 DB火③

8. 火災防護計画 火災防護計画の概要について記載 新規 DB火③

目次番号

添付書類Ⅲ 「⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」

説明書は上記目次構成で現在作成中
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技術基準規則 ： 火災等による損傷の防止 

添付書類   ： 添付書類Ⅲ「火災及び爆発の防止に関する説明書」 

 

４．火災発生防止 

項目 内容 

放射線分解水

素の水素掃気

能力評価 

（ａ－１） 

記載内容 ・溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生する水素に

よって機器の気相部の水素濃度が可燃限界濃度に達

する恐れのある機器のうち、可燃限界濃度に達するま

での時間余裕が小さい機器を対象として、当該機器の

崩壊熱と水素発生量に係る評価結果を示す。 

安全審査で

の説明状況 

－（既許可から変更がないため、説明無し。） 

既認可から

の変更 

なし 

（既認可から冷却期間が 4→15 年に変更されているが、

安全側への変更であるため、評価自体に変更なし。） 

審査におけ

る説明内容 

・既許可の範囲については、既許可から変更がないため、

説明無し。 

・冷却期間が４→15 年に変更となった影響について、添

付書類Ⅵ「Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関

する説明書」（安全圧縮空気系）にて説明する。 

類型化 ・水素発生量の評価は、溶液の性状に基づくＧ値及び崩

壊熱に基づき実施され、機器ごとに評価内容に差はな

く、また、既許可から評価内容が変わるものではなく、

評価対象も変わらないことから水素掃気対象機器を

１つに類型化する。 

・冷却期間が４→15 年となった場合の影響は、崩壊熱の

低下に伴う放射線分解水素の発生量の減少であり、機

器ごとの評価を必要としないことから水素掃気対象

機器を１つに類型化する。 
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項目 内容 

グローブボッ

クス難燃化 

（ａ－２） 

記載内容 (1)対象 

・事業指定基準規則の解釈第 5 条 2 項六号 グローブボ

ックスの難燃化要求へ対応として、全てのグローブボ

ックスの中から、1 次バウンダリが閉じ込め機能を有

し、且つ可燃性物質によりパネルが構成されるものを

対象とする。 

 

(2)難燃性能試験 

・グローブボックス難燃化対策として、可燃性パネルの

外面に設置する難燃材について、UL94 垂直燃焼試験及

び JIS 酸素指数による燃焼性の試験により、難燃性能

を満足することについて、検証試験により評価する。 

安全審査で

の説明状況 

(1) 対象 

・対策が必要となるグローブボックスについて、選定フ

ローを示し、対象を選定（231 基→8基） 

 

(2)難燃性能試験 

・難燃化対策としての対策概要、評価の考え方（適用規

格）、及び試験結果について説明済み。 

 

既認可から

の変更 

新規 

審査におけ

る説明内容 

・対象及び評価方法及については安全審査（整理資料）

で説明していることから、具体的設計方法（詳細設計

により決定されたる材料）に基づき、評価結果が判定

基準を満足することを説明する。 

類型化 ・対象となるグローブボックス（8 基）に対し、対策方

法は共通であり、評価も規格に基づく試験である。 

したがって、対象となるグローブボックス８基を１つ

に類型化する。 
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５．火災の感知及び消火 

項目 内容 

感知・消火設備

の性能確認等 

（ａ－３） 

記載内容 【感知性能確認試験】 

・感知設備のうち、光ファイバー、熱電対、サーモカメ

ラは、消防法に基づいた設備ではないため、感知器の

技術基準に基づく感知性能を有することを確認する。 

【消火性能確認試験】 

・消火設備のうちケーブルトレイ内の消火を目的とした

局所消火設備は消防法に基づいた設備（消防認定設

備）ではないため、使用状況を模擬し消火が可能であ

ることを確認するとともに、消火に必要となる消火剤

の容量を確認する。 

安全審査で

の説明状況 

【感知性能確認試験】 

・使用する感知器の種類と適合させる技術基準（省令）

について説明済みであり、性能については必要に応じ

て試験にて確認することとしている。 

【消火性能確認試験】 

・局所消火設備の仕様概要および適用例については説明

しているが、消火の成立性及び必要となる消火剤の容

量については、試験にて確認することとしている。 

既認可から

の変更 

新規 

審査におけ

る説明内容 

【感知性能確認試験】 

・光ファイバー、熱電対、サーモカメラの試験条件、判

定基準、試験結果について説明する。 

【消火性能確認試験】 

・局所消火設備の試験条件、判定基準、消火剤容量

(kg/m3)について説明する。 

類型化 【感知性能確認試験】 

・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法及び

評価方法は共通であるため、各感知設備をそれぞれ 1

つに類型化する。 

【消火性能確認試験】 

・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法及び

評価方法は共通であるため、局所消火設備を１つに類

型化する。 

250



項目 内容 

火災感知設備

及び消火設備

の耐震性 

（ａ－４） 

記載内容 (1)感知設備

・火災感知設備は、地震等の自然現象によっても、火災

感知の機能、性能が維持されていることを要求されて

いるため、火災感知設備は、耐震評価及び加振試験に

より機能及び性能が維持されることを確認する。

(2)消火設備

・消火設備は、地震等の自然現象によっても、消火の機

能、性能が維持されていることを要求されているた

め、消火設備は、耐震評価及び加振試験により機能及

び性能が維持されることを確認する。

安全審査で

の説明状況 

(1)感知設備

・火災感知設備の耐震については、火災から防護すべき

設備が維持すべき耐震重要度分類に応じて機能を維

持できる設計とする方針であることを説明している

のみであり、耐震評価結果に基づく機能及び性能の維

持についての説明は実施していない。

(2)消火設備

・消火設備の耐震については、火災から防護すべき設備

が維持すべき耐震重要度分類に応じて機能を維持で

きる設計とする方針であることを説明しているのみ

であり、耐震評価結果に基づく機能及び性能の維持に

ついての説明は実施していない。

既認可から

の変更 

新規 

審査におけ

る説明内容 

(1)感知設備

・電力の耐震計算に倣い以下の設備について、耐震計算

及び加振試験結果を示す。

評価項目は、感知器及び受信機盤ともに、基礎ボルト

の応力及び電気的機能維持（加振試験）となる。

①火災感知器 7 種類 28 パターン

②火災受信機盤 1 種類

(2)消火設備

・電力の耐震計算に倣い以下の設備について、耐震計算

及び加振試験結果を示す。

評価項目は、以下の①～③についてａ～ｄを、④につ
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いてはａを対象として、基礎ボルト、ボンベラックの

応力及び電気的機能維持（加振試験）となる。 

 【評価対象】 

 ①二酸化炭素消火設備 

 ②ハロゲン化物消火設備 

 ③窒素消火設備 

 ④ケーブルトレイ内消火設備 

 【評価項目】 

  ａ．ボンベラック（ボンベラック、ボンベ、容器弁） 

ｂ．選択弁ユニット 

ｃ．制御盤 

  ｄ．消火剤供給配管 

 

類型化 (1)感知設備 

・火災感知器は 7 種類、合計 28 パターンの設置方法が

あり、設置建屋や階層も異なるが、いずれも評価方法・

項目は共通であることから 1つに類型化する。 

・火災受信機盤は 1種類であり１つに類型化する。 

(2)消火設備 

・①、②及び③は消火剤が異なるが、いずれもユニット

を構成する機器が同じである。また、設置建屋や階層

も異なるが、いずれも評価方法・項目は共通であるこ

とから１つに類型化する。 

・④は設置建屋や階層が異なるが、いずれも評価方法・

項目は共通であることから１つに類型化する。 
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６．火災の影響軽減対策 

項目 内容 

火災耐久試験

結果 

①耐火壁（耐火

シール、防火

戸、防火ダン

パ、間仕切壁

含む）の３時

間耐火性能 

（ａ－５） 

記載内容 火災区域の耐火壁に対する 3時間耐火対策は、火災防

護審査基準 2.3.1(1)及び(3)にて、他の火災区域から３

時間以上の耐火性能を有する耐火壁により分離するこ

とが要求されている。また、同基準 2.3.1 参考(1)にて、

耐火壁の設計の妥当性を火災耐久試験によって確認す

ることが要求されている。 

【コンクリート壁の耐火性能】 

・コンクリート壁の３時間耐火性能に必要な壁厚は、国

内既往の文献により 150mm 以上とする。 

【耐火シール、防火戸、防火ダンパ、間仕切壁の耐火性

能】 

・建設基準法の規定に準じた加熱曲線で３時間加熱し、

防火設備性能試験の判定基準をすべて満足すること

を確認する。 

・判定基準 

 ①火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間が生じないこと。 

②非加熱面側に 10 秒を超えて発炎を生じない。 

③非加熱面側に10秒を超えて火炎が噴出しないこと。 

安全審査で

の説明状況 

【コンクリート壁の耐火性能】 

・安全審査では、評価対象、評価条件、評価方法につい

て説明している。 

【耐火シール、防火戸、防火ダンパ、間仕切壁の耐火性

能】 

・安全審査では、評価対象となる耐火壁の構造材の材料

や型式等の他、評価条件、評価方法、評価結果につい

て説明している。 

・（実績）耐火シール：26 種類、防火戸：2種類、防火ダ

ンパ：2種類、間仕切壁：2種類 

既認可から

の変更 

新規 

審査におけ

る説明内容 

・安全審査おいて試験方法及び試験が完了していたもの

について試験結果を説明済みであるが、追加の評価結

果として以下について試験結果を示す。 

（追加説明 耐火シール：1種類、防火戸：2種類、防
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火ダンパ：1種類、間仕切壁：1種類） 

類型化 ・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法は共

通である。また、試験方法は規格に従ったものであり

耐火隔壁の仕様、試験方法と結果を示すのみであるこ

とから、追加説明が必要な防火設備を１つに類型化す

る。 
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項目 内容 

火災耐久試験

結果 

②系統分離対

策に係る 1

時間耐火隔

壁の耐火性

能確認 

（ａ－５） 

記載内容 【耐火隔壁の試験】 

(1)耐火性能確認試験 

・火災防護審査基準「2.3 火災の影響軽減」（2）c．に

基づき、互いに相違する系列の最重要設備に該当する

機器間を分離する耐火隔壁が1時間の耐火能力を有す

ることを、耐火性能確認試験により確認する。 

(2)判定基準 

・耐火隔壁の非加熱側の温度上昇値が平均 140K、最大

180K を超えない（距離を確認する）こと。 

・非加熱側へ 10 秒を超えて継続する火炎の噴出がない

こと。 

・非加熱面で 10 秒を超えて継続する発炎がないこと。 

・火炎が通る亀裂等の損傷および隙間が生じないこと。 

安全審査で

の説明状況 

【耐火隔壁の試験】 

・安全審査では、耐火隔壁の仕様例、寸法の設定方法お

よび耐火試験性能確認試験の判定基準について説明

を実施。 

一方、耐火隔壁の詳細な仕様や試験方法についての説

明は実施していない。 

・また、系統分離対策を講ずる最重要設備は以下の設備

が対象であることを説明。 

 ①プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放

射性液体廃棄物の閉じ込め機能（排気機能，PS）を

有する気体廃棄物の排気設備の排風機 

②崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度の高

いもの，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備貯蔵室からの排気系 

③安全圧縮空気系 

④上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所

内電源系統 

既認可から

の変更 

新規 

審査におけ

る説明内容 

(1)耐火隔壁の仕様を説明する（機器用耐火隔壁 2種類、

ケーブルトレイ用耐火隔壁１種類）。 

(2)耐火隔壁の試験方法および試験結果を説明する（2種
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類）。 

類型化 ・当該設備は複数の建屋に設置されるが、対策方法は共

通である。また、試験方法は規格に従ったものであり、

耐火隔壁の仕様、試験方法と結果を示すのみであるこ

とから、1時間耐火隔壁を１つに類型化する。 
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項目 内容 

内部火災影響

評価 

（ａ－６） 

記載内容 ・内部火災影響評価では、「原子力発電所の内部火災影響

評価ガイド」を参考として、想定される再処理施設内

の火災又は爆発によって、安全上重要な施設の多重化

されたそれぞれの系統が有する機能が同時に損なわ

れないことを確認する。 

評価は、以下の手順により行う。 

① 火災伝播評価として、火災影響を受けるおそれの

ある安全上重要な施設が設置される建屋に対し

て、各火災区域及び火災区画の特性(可燃性物質

量、境界となる壁等)を調査する。 

② 【最重要設備の評価】 

安全上重要な施設のうち、最重要設備について

は、系統分離がされていることを確認し、最重要

設備の安全機能が少なくとも一つは確保される

ことを確認する。 

③ 【最重要設備以外の安全上重要な施設】 

最重要設備以外の安全上重要な施設は、当該区域

又は隣接区域における最も過酷な単一火災を想

定して、ＦＤＴＳ（火災力学ツール）を用いた火災

影響評価を実施し、安全上重要な施設が同時に機

能を喪失しないことを評価する。 

④ 内部火災影響評価の結果、安全上重要な施設の安

全機能に影響を及ぼすおそれがある場合には、火

災防護対策の強化を図る。 

安全審査で

の説明状況 

・代表建屋（CA 建屋）にて評価の手順及び結果を説明し

ているが、全建屋の説明は実施していない。 

 

既認可から

の変更 

新規 

審査におけ

る説明内容 

・評価方法については安全審査で説明していることか

ら、当該手法に基づく、全建屋（13 建屋）の評価結果

について示す。 

類型化 ・評価方法については評価ガイドに基づく共通のもので

あることから、対象建屋を１つに類型化する。 
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自然現象等による損傷の防止に関する説明書（例）
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Ⅳ－１－１－１

廃棄物管理施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書

本資料は 廃棄物管 理施設を 念頭に作 成したも のである が、再処

理施設と 構成は大 きく変わ らない。  

再処理施 設を念頭 に作成す るにあた っては、 対象とな る施設が

変更とな るほか、 重大事故 に関する 事項が追 記される 。  
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Ⅳ－１－１－１－１

廃棄物管理施設に対する自然現象等

による損傷の防止に関する説明書

260



Ⅳ－１－１－１－１－１

廃棄物管理施設の自然現象等に対す

る損傷の防止に関する基本方針
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1.  概要

本資料は ，自然現 象等の外 部からの 衝撃への 配慮につ いて説明 するもので

ある。「廃 棄物管理 施設の位 置、構造 及び設備 の基準に 関する規 則（以下 ，

「事業許 可基準規 則」とい う。）」第 六条及び その「核 燃料物質 又は核燃 料物

質によっ て汚染さ れた物の 廃棄物管 理の事業 に関する 規則の解 釈（以下 ，

「解釈」 という。）」につい ては，添 付書類「 Ⅱ  主要な 廃棄物管 理施設の 耐

震性に関 する説明 書」にて その適合 性を説明 するため ，本資料 において は，

地震を除 く自然現 象等の外 部からの 衝撃によ る損傷の 防止に関 する設計 が，

技術基準 規則第八 条（外部 からの衝 撃による 損傷の防 止）に適 合するこ とを

説明する 。  

なお，自 然現象の 組合せに ついては ，全ての 組合せを 網羅的に 確認するた

め，地震 を含めた 自然現象 について 本資料で 説明する 。  

2.  基本 方針

2.1  自 然現象

廃棄物管 理施設は ，外部か らの衝撃 のうち自 然現象に よる損傷 の防止にお

いて，敷 地内又は その周辺 の自然環 境を基に 想定され る洪水， 風（台風），

竜巻，凍 結，降水 ，積雪， 落雷，火 山の影響 ，生物学 的事象， 森林火災 等の

自然現象 （地震及 び津波を 除く。）又 は地震及 び津波を 含む自然 現象の組 合

せに遭遇 した場合 において ，自然現 象そのも のがもた らす環境 条件及び その

結果とし て施設で 生じ得る 環境条件 において ，その安 全性を損 なうおそ れが

ある場合 は，防護 措置，基 礎地盤の 改良，供 用中にお ける運転 管理等の 運用

上の適切 な措置を 講ずる。  

廃棄物管 理施設が ，竜巻， 火山の影 響及び森 林火災を 除く自然 現象により

その安全 性を損な うことが ないよう ，外部か らの衝撃 より防護 すべき施 設
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は，廃棄 物管理施 設のうち ，安全上 重要な機 能を有す る構築物 ，系統及 び機

器（以下，「外部事 象防護対 象施設」 という。） とする。 竜巻，火 山の影響及

び森林火 災から防 護すべき 施設は， それぞれ 別項にて 述べる。 これに加 え，

外部事象 防護対象 施設を収 納する建 屋は，想 定される 自然現象 （地震及 び津

波を除く。）に対し 機械的強 度を有す ること等 により， 収納する 外部事象 防

護対象施 設の安全 機能を損 なわない 設計とす る。上記 以外の廃 棄物管理 施設

について は，機能 を維持す ること若 しくは損 傷を考慮 して代替 設備によ り必

要な機能 を確保す ること， 安全上支 障のない 期間での 修理を行 うこと又 はそ

れらを適 切に組み 合わせる ことによ り，その 安全性を 損なわな い設計と す

る。  

外部事象 防護対象 施設の詳 細につい ては，添 付書類「 Ⅳ -1-1-1-1-2 防護

対象施設 の範囲」 に示す。  

2.2  人 為事象

廃棄物管 理施設は ，外部か らの衝撃 のうち廃 棄物管理 施設の安 全性を損な

わせる原 因となる おそれが ある事象 であって 人為によ るもの（ 故意によ るも

のを除く。）（以下，「人為事 象」とい う。）によ る損傷の 防止にお いて，敷地

内又はそ の周辺の 状況を基 に想定さ れる近隣 工場等の 火災，有 毒ガス， 航空

機落下， 電磁的障 害及び再 処理事業 所内にお ける化学 物質の漏 えいに対 して

その安全 性が損な われない よう，適 切な措置 を講ずる 。  

廃棄物管 理施設が ，近隣工 場の火災 及び航空 機落下を 除く人為 事象により

その安全 性を損な うことが ないよう ，外部か らの衝撃 より防護 すべき施 設

は，廃棄 物管理施 設のうち ，安全上 重要な機 器（以下，「外部事 象防護対 象

施設」と いう。）と する。こ れに加え ，外部事 象防護対 象施設を 収納する 建

屋は，想 定される 人為事象 に対し機 械的強度 を有する こと等に より，収 納す
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る外部事 象防護対 象施設の 安全機能 を損なわ ない設計 とする。 上記以外 の廃

棄物管理 施設につ いては， 機能を維 持するこ と若しく は損傷を 考慮して 代替

設備によ り必要な 機能を確 保するこ と，安全 上支障の ない期間 での修理 を行

うこと又 はそれら を適切に 組み合わ せること により， その安全 性を損な わな

い設計と する。  

外部事象 防護対象 施設の詳 細につい ては，添 付書類「 Ⅳ -1-1-1-1-2 防護

対象施設 の範囲」 に示す。  

2.3  組 合せ

地震を含 む自然現 象の組合 せについ て，廃棄 物管理施 設に影響 を与えるお

それのあ る自然現 象の組合 せは，事 業（変更 ）許可申 請書にお いて示す とお

り，地震 ，風（台 風），積雪 及び火山 の影響に よる荷重 である。 これらの 組

合せの中 から，敷 地周辺の 地学，気 象学的背 景を踏ま え，荷重 の組合せ を考

慮する。 組み合わ せる荷重 の大きさ について は，建築 基準法に 準じるも のと

する。  
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3. 外部か らの衝撃 への配慮

3.1 自然 現象  

外部事象 防護対象 施設は想 定される 自然現象 （地震及 び津波を 除く。）に

対しても ，その安 全機能を 損なうお それがな いよう設 計すると ともに， 必要

に応じて ，運転管 理等の運 用上の措 置を含む 適切な措 置を講ず る。  

設計上考 慮する自 然現象（ 地震及び 津波を除 く。）とし ては，事 業（変

更）許可 を受けた 11 事象と する。  

・風（台 風）

・竜巻

・凍結

・高温

・降水

・積雪

・落雷

・火山の 影響

・生物学 的事象

・塩害

・森林火 災

3.1.1 自 然現象に 対する具 体的な設 計上の考 慮

(1) 風（ 台風）  

敷地付近 で観測さ れた日 大瞬間風 速は，八 戸特別地 域気象観 測所での観

測記録（ 1951 年～ 2018 年３月）で 41.7 ｍ／ｓ （ 2017 年９月 18 日）であ

る。外部 事象防護 対象施設 等の設計 に当たっ ては，こ の観測値 を基準と し，

建築基準 法及び平 成 12 年建設省告示 第 1454 号「 E の数値を算出 する方法 並
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びに V0 及 び風力係 数の数値 を定める 件」に基 づき算出 する風荷 重に対し て

安全機能 を損なわ ない設計 とする。 ただし， 建築基準 法に基づ き算出す る風

荷重は， 設計竜巻 の 大風 速（ 100 ｍ／ｓ） による風 荷重を大 きく下回 るた

め，風（ 台風）に 対する安 全設計は 竜巻に対 する防護 設計に包 絡される 。  

(2) 竜   巻

廃棄物管 理施設は ，事業（ 変更）許 可を受け た 大風 速 100ｍ／ｓの設 計

竜巻が発 生した場 合におい ても，竜 巻の風圧 力による 荷重，気 圧差によ る荷

重及び飛 来物の衝 撃荷重を 組み合わ せた荷重 に対して その安全 性を損な わな

いために ，飛来物 の発生防 止対策及 び竜巻防 護対策を 講ずる設 計とする 。  

また，安 全機能を 有する施 設に波及 的影響を 及ぼす可 能性があ る施設の影

響及び竜 巻の随伴 事象によ る影響に ついて考 慮した設 計とする 。  

詳細につ いては， 添付書類 「Ⅳ -1-1-1-2 竜巻 への配慮 に関する 説明書」

に示す。  

(3) 凍   結

敷地付近 で観測さ れた日 低気温は ，むつ特 別地域気 象観測所 での観測記

録（ 1935 年～ 2018 年３月） によれば － 22.4℃ （ 1984 年２月 18 日），八戸特

別地域気 象観測所 での観測 記録（ 1937 年～ 2018 年３月）によれ ば－ 15.7℃

（ 1953 年１月３日 ）である 。外部事 象防護対 象施設等 の設計に 当たって

は，敷地 及び敷地 周辺の観 測値を適 切に考慮 するため ，観測所 気象年報 から

の六ヶ所 地域気象 観測所の 観測値を 参考にし ，屋外施 設で凍結 のおそれ のあ

るものは 保温等の 凍結防止 対策を行 うことに より，設 計上考慮 する外気 温－

15.7℃に 対して安 全機能を 損なわな い設計と する。  
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(4) 高   温

敷地付近 で観測さ れた日 高気温は ，むつ特 別地域気 象観測所 での観測

記録（ 1935 年～ 2018 年３月）によれ ば 34.7℃（ 2012 年７月 31 日），八戸特

別地域気 象観測所 での観測 記録（ 1937 年～ 2018 年３月）によれ ば 37.0℃

（ 1978 年８月３日 ）である 。設計上 考慮する 外気温度 について は，これ ら

の観測値 並びに敷 地及び敷 地周辺の 観測値を 適切に考 慮し，外 部事象防 護対

象施設等 の設計に おいては ，むつ特 別地域気 象観測所 の夏季（ ６月～９ 月）

の外気温 度の観測 データか ら算出す る超過確 率１％に 相当する 29℃を設 計

上考慮す る外気温 とし，崩 壊熱除去 等の安全 機能を損 なわない 設計とす る。

(5) 降   水

敷地付近 で観測さ れた日 大降水量 は，八戸 特別地域 気象観測 所での観測

記録（ 1937 年～ 2018 年３月）で 160.0 ｍｍ（ 1982 年５月 21 日），むつ特 別

地域気象 観測所で の観測記 録（ 1937 年～ 2018 年３月） で 162.5 ｍｍ（ 1981

年８月 22 日及び 2016 年８月 17 日）である。ま た，敷地 付近で観 測された

日 大１ 時間降水 量は，八 戸特別地 域気象観 測所での 観測記録 （ 1937 年～

2018 年３月）で 67.0 ｍｍ（ 1969 年８月５日）， むつ特別 地域気象 観測所で

の観測記 録（ 1937 年～ 2018 年３月） で 51.5 ｍｍ（ 1973 年９月 24 日）であ

る。  

外部事象 防護対象 施設等の 設計に当 たっては ，八戸特 別地域気 象観測所で

観測され た日 大 １時間降 水量 67.0 ｍｍを想 定して設 計した排 水溝及び 排

水路によ って敷地 外へ排水 するとと もに，建 屋貫通部 の止水処 理により ，雨

水が当該 建屋に浸 入するこ とを防止 すること で，安全 機能を損 なわない 設計

とする。  
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(6) 積   雪

建築基準 法施行令 第 86 条に基づく六 ヶ所村の 垂直積雪 量は 150 ｃｍとな

っている が，敷地 付近で観 測された 深積雪 は，むつ 特別地域 気象観測 所で

の観測記 録（ 1935 年～ 2018 年３月） によれば 170ｃｍ（ 1977 年２月 15 日）

であり， 六ヶ所村 統計書に おける記 録（ 1975 年～ 2002 年）によ る 深積 雪

量は 190 ｃｍ（ 1977 年２月）である 。したが って，積 雪荷重に 対しては ，

六ヶ所村 統計書に おける 深積雪深 である 190ｃｍを考 慮し，外 部事象防 護

対象施設 等の安全 機能を損 なわない 設計とす る。また ，換気設 備の給気 系に

おいては 防雪フー ドを設置 し，降雪 時に雪を 取り込み 難い設計 とすると とも

に，給気 を加熱す ることに より，雪 の取り込 みによる 給気系の 閉塞を防 止

し，安全 機能を損 なわない 設計とす る。  

(7) 落   雷

落雷とし ては，再 処理事業 所及びそ の周辺で 過去に観 測された 大のもの

を参考に 安全余裕 を見込ん で，想定 する落雷 の規模を 270ｋＡと する。落 雷

に対して は，「原子 力発電所 の耐雷指 針」（ＪＥ ＡＧ 4608-2007），建 築基準法

及び消防 法に基づ き，日本 産業規格 に準拠し た避雷設 備を設置 する設計 とす

る。また ，構内接 地系及び 避雷設備 を連接す ることに より，接 地抵抗の 低減

や雷撃に 伴う構内 接地系の 電位分布 の平坦化 を考慮し た設計と する。  

(8) 火山 の影響

廃棄物管 理施設は ，廃棄物 管理施設 の運用期 間中にお いて廃棄 物管理施設

の安全機 能に影響 を及ぼし 得る火山 事象とし て設定し た層厚 55ｃｍ，密 度

1.3ｇ／ｃ ｍ ３  （湿 潤状態） の降下火 砕物に対 し，以下 のような 設計とす る

ことによ り降下火 砕物によ る直接的 影響に対 して，そ の安全性 を損なわ ない
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設計とす る。

１） 構造物 への静的 負荷に対 して安全 余裕を有 する設計 とすること

２） 構造物 への粒子 の衝突に 対して影 響を受け ない設計 とすること

３） 換気系 に対する 機械的影 響（閉塞 ）に対し て降下火 砕物が侵入

し難い設 計とする こと

４）  構造物 及び換気 系に対す る化学的 影響（腐 食）に対 して短期で

の腐食が 発生しな い設計と すること

５）  降下火 砕物によ る静的負 荷や腐食 等の影響 に対して 降下火砕物

の除去の 実施によ り安全機 能を損な わない設 計とする こと

詳細につ いては， 添付書類 「Ⅳ -1-1-1-3 火山 への配慮 に関する 説明書」

に示す。  

(9) 生物 学的事象

生物学的 事象とし ては，敷 地周辺の 生物の生 息状況の 調査に基 づいて鳥

類，昆虫 類及び小 動物を対 象生物に 選定し， これらの 生物が廃 棄物管理 施設

へ侵入す ることを 防止又は 抑制する ことによ り，安全 機能を損 なわない 設計

とする。  

換気設備 の外気取 入口，ガ ラス固化 体貯蔵設 備の冷却 空気入口 シャフト及

び冷却空 気出口シ ャフト並 びに屋外 に設置す る電気設 備には， 対象生物 の侵

入を防止 又は抑制 するため の措置を 施し，安 全機能を 損なわな い設計と す

る。  

具体的に は，換気 設備等の 外気取入 口並びに ガラス固 化体貯蔵 設備の冷却

空気入口 シャフト 及び冷却 空気出口 シャフト にはバー ドスクリ ーン又は フィ

ルタを設 置するこ とにより ，鳥類及 び昆虫類 の侵入を 防止又は 抑制する 設計

とする。
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屋外に設 置する電 気設備は ，密封構 造，メッ シュ構造 及びシー ル処理を施

す構造又 はこれら を組み合 わせるこ とにより ，鳥類， 昆虫類及 び小動物 の侵

入を防止 又は抑制 する設計 とする。  

(10) 塩   害

一般に大 気中の塩 分量は， 平野部で 海岸から 200ｍ付近 までは多 く，数百

ｍの付近 で激減す る傾向が ある。廃 棄物管理 施設は海 岸から約 ５ｋｍ離 れて

おり，塩 害の影響 は小さい と考えら れるが， 廃棄物管 理施設の 建屋の換 気設

備の給気 系には粒 子フィル タを設置 し，屋内 の施設へ の塩害の 影響を防 止す

る設計と する。ま た，直接 外気を取 り込むガ ラス固化 体貯蔵設 備の収納 管及

び通風管 には防食 処理（ア ルミニウ ム溶射） を施す設 計とする 。受電開 閉設

備につい ては碍子 部分の絶 縁を保つ ために洗 浄が行え る設計と する。以 上の

ことから ，塩害に より安全 機能を損 なわない 設計とす る。  

(11) 森林 火災

自然現象 として想 定される 森林火災 について は，敷地 への延焼 防止を目的

として， 廃棄物管 理施設の 敷地周辺 の植生を 確認し， 作成した 植生デー タ及

び敷地の 気象条件 等を基に 解析によ って求め た 大火 線強度（ 9,128ｋＷ ／

ｍ）から 算出され る防火帯 （幅 25ｍ以上）を 敷地内に 設ける。 防火帯は 延

焼防止機 能を損な わない設 計とし， 防火帯内 には原則 として可 燃物とな るも

のは設置 しない。 防火帯に 可燃物を 含む機器 等を設置 する場合 には，延 焼防

止機能を 損なわな いよう必 要 小限 とすると ともに， 不燃性シ ートで覆 う等

の対策を 実施する 。  

また，森 林火災か らの輻射 強度の影 響を考慮 した場合 において も，離隔距

離の確保 等により ，廃棄物 管理施設 の安全性 を損なわ ない設計 とする。
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詳細につ いては， 添付書類 「Ⅳ -1-1-1-4 外部 火災への 配慮に関 する説明

書」に示 す。  

272



11 

3.2 人為 事象

外部事象 防護対象 施設は想 定される 人為事象 に対して も，その 安全機能を

損なうお それがな いよう設 計すると ともに， 必要に応 じて，運 転管理等 の運

用上の措 置を含む 適切な措 置を講ず る。  

設計上考 慮する人 為事象と して，設 置（変更 ）許可を 受けた４ 事象とす

る。  

・近隣工 場等の火 災

・有毒ガ ス

・電磁的 障害

・再処理 事業所内 における 化学物質 の漏えい

3.2.1 人 為事象に 対する具 体的な設 計上の配 慮

(1) 近隣 工場の火 災  

人為事象 として想 定される 外部火災 としては，「原子力 発電所の 外部火災

影響評価 ガイド」 を参考と して，近 隣の工場 ，石油コ ンビナー ト等特別 防災

区域，危 険物貯蔵 所及び高 圧ガス貯 蔵施設（ 以下，「近 隣の産業 施設」と い

う。）の火 災及び爆 発並びに 航空機墜 落による 火災を対 象とする 。  

近隣の産 業施設の 火災及び 爆発，敷 地内に存 在する屋 外の危険 物貯蔵施設

及び可燃 性ガスボ ンベの火 災及び爆 発の影響 について は，離隔 距離の確 保等

により， 安全機能 を有する 施設の安 全機能を 損なわな い設計と する。  

航空機墜 落による 火災につ いては， 対象航空 機が安全 機能を有 する施設を

収納する 建屋の直 近に墜落 する火災 を想定し ，火炎か らの輻射 強度の影 響に

より，建 屋外壁の 温度上昇 を考慮し た場合に おいても ，安全機 能を有す る施

設の安全 機能を損 なわない 設計とす る。  

外部火災 の二次的 影響であ るばい煙 による影 響につい ては，外 気を直接取
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り込む安 全機能を 有する施 設に適切 な防護対 策を講ず ることで ，安全機 能を

有する施 設の安全 機能を損 なわない 設計とす る。また ，有毒ガ スによる 影響

について は，施設 の監視が 適時実施 できるよ うに，資 機材を確 保し手順 を整

備するも のとする 。  

詳細につ いては， 添付書類 「Ⅳ -1-1-1-4 外部 火災への 配慮に関 する説明

書」に示 す。  

(2) 有毒 ガス

有毒ガス の漏えい について は，固定 施設（六 ヶ所ウラ ン濃縮工 場）と可動

施設（陸 上輸送， 海上輸送 ）からの 流出が考 えられる 。六ヶ所 ウラン濃 縮工

場から漏 えいする 有毒ガス について は，廃棄 物管理施 設の安全 機能に直 接影

響を及ぼ すことは 考えられ ないため ，廃棄物 管理施設 の運転員 に対する 影響

を想定す る。  

六ヶ所ウ ラン濃縮 工場は， それらが 発生した 場合の周 辺監視区 域境界の公

衆に対す る影響が 小さくな るよう設 計されて おり，制 御室の居 住性を損 なう

ことはな い。廃棄 物管理施 設周辺の 可動施設 から発生 する有毒 ガスにつ いて

は，敷地 周辺には 鉄道路線 がないこ と， も 近接する 幹線道路 について は制

御室が設 置されて いるガラ ス固化体 受入れ建 屋までは 約 500ｍ離れてい るこ

と及び海 岸から廃 棄物管理 施設まで は約５ｋ ｍ離れて いること から，幹 線道

路及び船 舶航路に て運搬さ れる有毒 ガスが漏 えいした としても ，廃棄物 管理

施設の安 全機能に 影響を及 ぼすこと は考え難 い。  

万一，六 ヶ所ウラ ン濃縮工 場又は可 動施設か ら発生し た有毒ガ スが制御室

に到達す るおそれ がある場 合に，施 設の監視 が適時実 施できる ように， 資機

材を確保 し，手順 を整備す るものと する。  
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(3) 電磁 的障害

廃棄物管 理施設の うち安全 上重要な 施設は， 収納管， 通風管， 貯蔵区域し

ゃへい， ガラス固 化体検査 室しゃへ い及び貯 蔵建屋床 面走行ク レーンの しゃ

へい容器 である。 これらの 設備は， 鋼鉄製の 管，コン クリート 等で構成 され

る静的設 備であり ，これら の構造を 考慮する と，電磁 的障害（ 電磁干渉 及び

無線電波 干渉）に より誤作 動を起こ すような 機構を有 していな いため， 安全

機能を損 なうこと はない。  

計測制御 設備は， 日本産業 規格に基 づいたノ イズ対策 を行うこ とにより，

その安全 機能を損 なわない 設計とす る。  

(4) 再処 理事業所 内におけ る化学物 質の漏え い

再処理事 業所内に て運搬及 び貯蔵又 は使用さ れる化学 物質とし ては，再処

理施設の 試薬建屋 の機器に 内包され る化学薬 品，再処 理施設の 各建屋の 機器

に内包さ れる化学 薬品並び に試薬建 屋への受 入れの際 に運搬さ れる化学 物質

がある。 再処理事 業所内に おいて化 学物質を 貯蔵する 施設につ いては化 学物

質が漏え いし難い 設計とす るため， 人為事象 として試 薬建屋へ の受入れ の際

に運搬さ れる化学 物質の漏 えいを想 定する。  

これらの 化学物質 の漏えい による影 響として は，廃棄 物管理施 設に直接被

水するこ と等によ る安全機 能への影 響及び漏 えいした 化学物質 の反応等 によ

って発生 する有毒 ガスによ る人体へ の影響が 考えられ る。  

屋外で運 搬又は受 入れ時に 漏えいが 発生した としても ，化学物 質を受け入

れる再処 理施設の 試薬建屋 等と廃棄 物管理施 設は離隔 距離を確 保するこ とに

より，化 学物質が 廃棄物管 理施設へ 直接被水 すること のない設 計とする 。  

一方，人 体への影 響の観点 から，廃 棄物管理 施設の運 転員に対 する影響を

想定し， 施設の監 視が適時 実施でき るように ，資機材 を確保し 手順を整 備す
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るものと する。
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4. 組合せ  

4.1 自然 現象の組 合せにつ いて

安全機能 を有する 施設の安 全機能が 損なわれ ないこと を広く確 認する観点

から，地 震を含め た自然現 象の組合 せについ て，敷地 及びその 近傍の地 学，

気象学的 背景を踏 まえて検 討する。  

(1) 組合 せを検討 する自然 現象の抽 出

自然現象 が外部事 象防護対 象施設に 与える影 響を考慮 し，組合 せを検討す

る自然現 象を抽出 する。  

想定され る自然現 象のうち ，外部事 象防護対 象施設に 影響を与 えるおそれ

のある自 然現象の 組合せは ，事業（ 変更）許 可申請書 において 示すとお り，

地震，竜 巻，風（ 台風），積 雪及び火 山の影響 による荷 重であり ，荷重以 外

の機能的 影響につ いては， 自然現象 の組合せ により外 部事象防 護対象施 設の

安全機能 が損なわ れないこ とを確認 している 。  

(2) 荷重 の性質

外部事象 防護対象 施設に影 響を与え るおそれ のある自 然現象の 性質を第

4.1-1 表に示す。  

大荷重 の継続時 間につい ては，地 震，竜巻 及び風（ 台風）は 大荷重の

継続時間 が短い。 これに対 し，火山 の影響及 び積雪は ，一度事 象が発生 する

と，降下 物が降り 積もって 堆積物と なり，長 時間にわ たって荷 重が作用 する

ため， 大荷重の 継続時間 が長い。 発生頻度 について は，地震 ，竜巻及 び火

山の影響 は積雪及 び風（台 風）と比 較して発 生頻度が 非常に低 い。  

上記の荷 重の性質 を考慮し て，外部 事象防護 対象施設 に影響を 与えるおそ

れのある 自然現象 の組合せ について 検討する 。
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(3) 荷重 の組合せ について

a. 地震， 竜巻及び 火山の影 響同士の 荷重の組 合せ

地震，竜 巻及び火 山の影響 は，いず れも互い に独立事 象であり ，それ

ぞれの事 象の発生 頻度は小 さいため ，事象の 継続時間 を考慮し ても，これ

らが同時 に発生す る可能性 は極めて 低く，組 合せを考 慮する必 要はない。

b. 火山の 影響によ る荷重と 積雪荷重 及び風荷 重の組合 せ

火山の影 響と積雪 及び風（ 台風）の 組合せに ついては ，降下火 砕物に

よる荷重 の継続時 間が他の 主荷重と 比較して 長く，積 雪荷重の 継続時間も

長いこと から， 3 つの荷重 が同時に 発生する 場合を考 慮し，施 設の形状 及

び配置に より適切 に組み合 わせる。  

組み合わ せるべき 荷重につ いて，火 山による 降下火砕 物による 荷重と

積雪荷重 の重ね合 わせはい ずれも継 続時間が 長く，持 続的に影 響を及ぼし

得ること から，積 雪荷重は 「青森県 建築基準 法等施行 細則」に 定められた

六ヶ所村 の垂直積 雪量 150ｃｍを用 いて求め る荷重と する。ま た，風荷 重

について は，建築 基準法の 多雪区域 における 風荷重と 積雪荷重 の組合せの

基準を適 用して，「 Ｅの数値 を算出す る方法並 びにＶ Ｄ 及び風力 係数を定

める件」（ 平成 12 年 5 月 31 日建設省 告示第 1454 号）に 定められ た六ヶ

所村の基 準風速 34ｍ／ｓを 用いて求 める荷重 とする。  

火山，積 雪及び風 （台風） の３者の 重ね合わ せについ て検討す る場合

において も，積雪 荷重及び 風荷重は 同様のも のを用い る。ただ し，火山の

影響と風 （台風） の重ね合 わせにつ いては， 火山，積 雪及び風 （台風）の

３者の重 ね合わせ に包絡さ れるため ，検討す る必要が ない。  
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c. 地震荷 重と積雪 荷重及び 風荷重の 組合せ

地震と積 雪につい ては，地 震荷重の 継続時間 は短いが ，積雪荷 重の継

続時間が 長いため 組合せを 考慮し， 施設の形 状及び配 置により 適切に組み

合わせる 。  

組み合わ せるべき 荷重につ いて，積 雪荷重は ，六ヶ所 村統計書 におけ

る観測記 録上の極 値 190ｃｍに，「建 築基準法 施行令」 第八十二 条に定め

るところ の建築基 準法の多 雪区域に おける積 雪荷重と 地震荷重 の組合せを

適用して ，平均的 な積雪荷 重を与え るための 係数 0.35 を考慮す る。  

地震と風 （台風） について は，それ ぞれの 大荷重の 継続時間 が短

く，同時 に発生す る確率が 低いもの の，風荷 重の影響 が大きい と考えられ

るような 構造や形 状の施設 について は，組合 せを考慮 する。組 み合わせる

風速の大 きさは，「 Ｅの数値 を算出す る方法並 びにＶ Ｄ 及び風力 係数を定

める件」（ 平成 12 年 5 月 31 日建設省 告示第 1454 号）に定められ た六ヶ所

村の基準 風速 34ｍ／ｓとす る。ただ し，風荷 重は平均 的な風荷 重とする

ため，ガ スト係数 Gf は１と する。  

d. 竜巻荷 重と積雪 荷重及び 風荷重の 組合せ

竜巻と積 雪につい ては，竜 巻荷重の 継続時間 は短いが ，積雪荷 重の継

続時間が 長いため 組合せを 考慮し， 施設の形 状及び配 置により 適切に組み

合わせる 。  

組み合わ せるべき 荷重につ いて，積 雪荷重は 六ヶ所村 統計書に おける

観測記録 上の極値 190ｃｍに ，「建築基 準法施行 令」第八 十二条の 多雪区

域におけ る積雪荷 重と地震 荷重の組 合せと同 様に平均 的な積雪 荷重を与え

るための 係数 0.35 を考慮す る。  

竜巻と風 （台風） について は，風（ 台風）に よる影響 は竜巻に よる影
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響に包絡 されるた め，荷重 の組合せ を考慮す る必要が ない。

e. 風荷重 及び積雪 荷重の組 合せ

風（台風 ）と積雪 について は，風荷 重の継続 時間は短 いが，積 雪荷重

の継続時 間が長い ため組合 せを考慮 し，施設 の形状及 び配置に より適切に

組み合わ せる。  

組み合わ せるべき 荷重につ いて，風 荷重につ いては， 建築基準 法の多

雪区域に おける風 荷重と積 雪荷重の 組合せの 基準を適 用して，「 Ｅの数値

を算出す る方法並 びにＶ Ｄ 及び風力 係数を定 める件」（ 平成 12 年 5 月 31 

日建設省 告示第 1454 号）に定められ た六ヶ所 村の基準 風速 34ｍ／ｓを用

いて求め る荷重と する。  

また，積 雪荷重は ，六ヶ所 村統計書 における 観測記録 上の極値 190ｃｍ

に，「建築 基準法施 行令」第 八十二条 に定める ところの 建築基準 法の多雪

区域にお ける積雪 荷重と地 震荷重の 組合せを 適用して ，平均的 な積雪荷重

を与える ための係 数 0.35 を考慮する 。  

ただし， 風（台風 ）と積雪 の重ね合 わせは， 地震と積 雪の重ね 合わせ

に包絡さ れるため 検討する 必要がな い。  

以上の検 討内容に ついて整 理した結 果を，第 4.1-2 表及び第 4.1-3 表

に示す。  

4.2 組合 せを考慮 した荷重 評価につ いて

自然現象 の組合せ による荷 重，常時 作用する 荷重（自 重等），運 転時荷重

の組合せ について は，第 4.2-1 表  に示す添付 書類にて 評価する 。  
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第 4.1-1 表 自然 現象の荷 重の性質

荷重の種類 荷重の大きさ 大荷重の継続時間 発生頻度（年-1） 

基準地震 動 特大 短（ 150 秒程度） 10－ ３ ～ 10－ ５ 程度 ※ １

設計竜巻 特大 短（ 20 秒程度） ※ ２ 6.66×10－ ９  ※ ３

火山の影 響 大 長（ 30 日程度） ※ ４ 5.5×10－ 6  ※ ５

積雪 小 長（１週 間程度） ※ ４  2×10－ ２ 程度 ※ ６

風（台風 ） 小 短（ 10 分程度） 2×10－ ２ 程度 ※ ６

注記

※１ 事 業（変更 ）許可申 請書  添付 資料五「 1.5.4.2 動 的地震力 」より  

※２ 竜 巻影響エ リアφ＝ 180ｍに 大接線風 速半径 Rm =30 ｍの ２倍を加

えた距離 を，竜巻 の移動速 度 Vt =15ｍ／ｓで 横切る時 間  

※３ 風 速 100ｍ／ｓに相 当する年 超過確率 をハザー ド曲線よ り読み取 り

※４ 必 要に応じ て緩和措 置を行う  

※５ 北 八甲田火 山群の噴 火年代（ ２８～１ ８万年前 ）の逆数  

※６ 50 年再現期 待値  
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第 4.1-2 表 自然 現象の荷 重の組合 せ検討

（〇：組 合せを設 計上考慮 する ×：組合せを設計 上考慮し ない）

地震 竜巻 火山の影響 積雪 風（台風） 

地震 － × 

発生頻度が

ごく低い 

× 

発生頻度が

ごく低い 

〇 

次表参照 

〇*1 

次表参照 

竜巻 － － × 

発生頻度が

ごく低い 

〇 

次表参照 

× 

竜巻に代表

される 

火山の影響 － － － 〇 

次表参照 

〇 

次表参照 

積雪 － － － － 〇 

次表参照 

風（台風） － － － － － 

注記 ＊ １：風荷 重の影響 が大きい と考えら れるよう な構造や 形状の施 設

について は，組合 せを考慮 する。
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第 4.1-3 表 荷重 の組合せ

積 雪 風 （ 台 風 ）

地
震

建築基準 法 多雪地域 のみ組合

せを考慮

記載なし

継続時間 短＋長 短＋短

荷重の大 きさ 特大＋小 特大＋小

組合せ 〇 〇  * 1 

竜

巻

建築基準 法 記載なし 記載なし

継続時間 短＋長 短＋短

荷重の大 きさ 特大＋小 特大＋小

組合せ 〇 × 

火

山

の

影

響

建築基準 法 記載なし 記載なし

継続時間 短＋長 長＋短

荷重の大 きさ 大＋小 大＋小

組合せ 〇 〇

風

建築基準 法 多雪地域 のみ組合

せを考慮

－

継続時間 短＋長 －

荷重の大 きさ 小＋小 －

組合せ 〇 －

注記  ＊１ ：風荷重 の影響が 大きいと 考えられ るような 構造や形 状の施設

について は，組合 せを考慮 する。
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第 4.2-1表  自然現象 の組合せ による荷 重，常時 作用する 荷重（自 重等），

運転時荷 重の組合 せ

添付書類

自 然 現 象 の 組 合 せ
常
時
作
用
す

る

荷
重

（

自
重

等

）

運

転

時

荷

重

地

震

竜

巻

火

山

の

影

響

積

雪

風

（

台

風

）

Ⅱ -1-1 

耐震設計 の

基本方針  ◎ － － 〇 *1 〇 * 2 〇 〇

Ⅳ -1-1-1-2 

竜 巻 へ の 配 慮 に

関 す る 説 明 書  － ◎ － 〇 *1 － 〇 〇

Ⅳ -1-1-1-3 

火 山 へ の 配 慮 に

関 す る 説 明 書  － － ◎ 〇 *1 〇 * 1 〇 〇

◎：荷重 評価にお ける主荷 重 ○： 主荷重に 対して組 合せを考 慮する荷重

注記  ＊１ ：施設の 形状及び 配置によ り適切に 考慮する 。

＊２：風 荷重の影 響が大き いと考え られる構 造や形状 の施設に つい

ては，組 合せを考 慮する。
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防護対象施設の範囲
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1. 概要

本資料は ，廃棄物 管理施設 が自然現 象等によ りその安 全性を損 なわないと

いう技術 基準の要 求を満足 させるた めに必要 な安全機 能を確認 し，それ らの

安全機能 が自然現 象等によ り損なわ れないた めに，防 護すべき 施設につ いて

説明する ものであ る。  

2.  外部 事象防護 対象施設 の範囲

「廃棄物 管理施設 の位置、 構造及び 設備の基 準に関す る規則」（ 以下，「事

業許可基 準規則」 という。） 第八条及 びにそれ らの「廃 棄物管理 施設の位 置、

構造及び 設備の基 準に関す る規則の 解釈」（以下，「解釈」という。）において

は，廃棄 物管理施 設が自然 現象等に よりその 安全性を 損なわな いことが 要求

されてい る。この 要求を満 足させる ために外 部からの 衝撃より 防護すべ き施

設は，安 全上重要 な構築物 ，系統及 び機器と する。

廃棄物管 理施設の 安全上重 要な機器 は以下の とおりで ある。

 収納管

 通風管

 貯蔵区域 しゃへい

 ガラス固 化体検査 室しゃへ い

 貯蔵建屋 床面走行 クレーン のしゃへ い容器

なお，ガ ラス固化 体を収納 した輸送 容器は廃 棄物管理 施設内に 一時的に保

管される ことを踏 まえ，想定される 自然現象（地震及び津波を 除く。）又は人

為事象に よりガラ ス固化体 を収納し た輸送容 器に波及 的破損を 与えない 設計

とする。  
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竜巻への配慮に関する説明書
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竜巻への配慮に関する基本方針
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1.  概要

 本資料 は，廃棄 物管理施 設の竜巻 防護設計 が「特定 第一種廃 棄物埋設 施設

又は特定 廃棄物管 理施設の 技術基準 に関する 規則」（以 下，「技術 基準規則」

という。） 第八条に 適合する ことを説 明するも のである 。  

2.  竜巻防護 に関する 基本方針

2.1 基本 方針  

廃棄物管 理施設が ，設計竜 巻により その安全 機能を損 なわれな いよう，設

計時にそ れぞれの 施設の設 置状況等 を考慮し て，竜巻 より防護 すべき施 設に

対する設 計竜巻か らの影響 を評価し ，廃棄物 管理施設 が安全機 能を損な うお

それがあ る場合は ，影響に 応じた防 護対策を 講ずる設 計とする 。  

添付書類「Ⅳ -1-1-1-1-1 廃 棄物管理 施設の自 然現象等 に対する 損傷の防

止に関す る基本方 針」の「 3.1.1 （ １） 風（台風 ）」に対す る設計及 び添

付書類「Ⅳ -1-1-1-3-1 火山 への配慮 に関する 基本方針 」の「 2.1.2 降下火

砕物の設 計条件」 に記載し ている粒 子の衝撃 荷重によ る影響に ついても ，竜

巻に対す る設計で 確認する 。  

2.1.1 竜 巻より防 護すべき 施設

廃棄物管 理施設の うち，冷 却及び遮 蔽の安全 機能を損 なわない ようにする

ため，安 全上重要 な施設を 竜巻防護 対象施設 とする。  

なお，ガ ラス固化 体輸送容 器にガラ ス固化体 を収納し た輸送容 器は廃棄物

管理施設 内に一時 的に保管 されるこ とを踏ま え，竜巻 によりガ ラス固化 体を

収納した 輸送容器 に波及的 破損を与 えない設 計とする 。  
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2.1.2 設 計竜巻及 び設計飛 来物の設 定

設計竜巻 及び設計 飛来物の 設定につ いて，以 下に示す 。

（１）設 計竜巻の 設定  

事業（変 更）許可 を受けた とおり， 設計竜巻 の最大風 速は 100ｍ／ｓ

とする。 設計竜巻 の最大風 速 100ｍ／ｓに対 して，風 （台風） の風速は

41.7ｍ ／ ｓ で あ る た め ， 風 （ 台 風 ） の 設 計 は 竜 巻 の 設 計 に 包 絡 さ れ る 。 

具体的な 設計方針 を，添付書類「Ⅳ -1-1-1-2-2 設計対 処施設の 設計

方針」に 示す。  

 (２ ) 設 計飛来物 の設定

事業（ 変 更）許 可 を受け た とおり ， 鋼製材 （ 長さ×幅 ×奥行  4.2ｍ×

0.3ｍ×0.2ｍ）を設 計飛来物 として設 定する。  

以下に廃 棄物管理 施設にお ける設計 飛来物の 諸元を示 す。

第 2.1.2-1 表 廃棄物管理 施設にお ける設計 飛来物

飛来物の 種類 鋼製材

最大風速  

（ｍ／ｓ ）
100 

寸法

（ｍ）

長さ×幅×奥行

4.2×0.3×0.2 

質量

（ｋｇ）
135 

最大水平 速度

（ｍ／ｓ ）  
51 

最大鉛直 速度

（ｍ／ｓ ）  
34 

再処理事 業所内を ふかんし た現地調 査及び検 討により 抽出した ，飛来

物となる おそれの あるもの のうち，運動エネ ルギ又は 貫通力が 設計飛来

物である 鋼製材よ りも大き なものに ついては ，固定，固縛，建 屋収納又

は敷地か らの撤去 により飛 来物とな らないよ う保安規 定に定め ，運用管
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理を行う。再処理事 業所内に おける固 縛等対象 物を第 2.1.2-2 表 に示す。 

第 2.1.2-2 表 再処理事業 所内にお ける固縛 等対象物 の一覧表

棒 状 板 状 塊 状

・ 鋼 管

・ 形 鋼

・ 鋼 板

・ 鋼 製 架 台

・ 覆 工 板

・ 乗 用 車

・ 社 用 バ ス

・ 工 事 用 車 両

・ コ ン テ ナ

・ ド ラ ム 缶

車両につ いては， 周辺防護 区域への 入構を管 理すると ともに， 竜巻の襲

来が予想 される場 合には， 停車又は 走行して いる場所 に応じて 固縛するか

又は事業 （変更） 許可にて 示した飛 来対策区 域外の避 難場所へ 退避するこ

とにより ，飛来物 とならな いよう保 安規定に 定め，管 理を行う ことから，

設計飛来 物として 考慮しな い。  

なお，降 下火砕物 による粒 子は，砂 よりも硬 度が低い 特性を持 つため降

下火砕物 の粒子の 衝突によ る影響は 小さく， 設計飛来 物の影響 に包絡され

る。  

2.2 設計 対処施設

事業（変 更）許可 を受けた とおり， 設計対処 施設は， 竜巻防護 対象施設の

安全機能 を損なわ ないよう ，設計竜 巻に対し て設計上 の考慮を 行う施設 全体

とする。  

設計対処 施設は， 以下のと おり分類 される。  

ａ．竜 巻防護対 象施設を 収納する 建屋  

ｂ．建 屋内の施 設で外気 と繋がっ ている竜 巻防護対 象施設

ｃ．竜 巻防護対 象施設に 波及的影 響を及ぼ し得る施 設  
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2.2.1 竜 巻防護対 象施設を 収納する 建屋

事業（変 更）許可 を受けた とおり， 竜巻防護 対象施設 を収納す る建屋を

以下のと おり選定 する。  

（１） ガラス固 化体貯蔵 建屋  

（２） ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟  

2.2.2 建 屋内の施 設で外気 と繋がっ ている竜 巻防護対 象施設

事業（変 更）許可 を受けた とおり， 建屋内の 施設で外 気と繋が っている

竜巻防護 対象施設 を以下の とおり選 定する。  

（１） ガラス固 化体貯蔵 設備の収 納管  

2.2.3 竜 巻防護対 象施設に 波及的影 響を及ぼ し得る施 設

事業（変 更）許可 を受けた とおり， 竜巻防護 対象施設 に波及的 影響を及

ぼし得る 施設を以 下のとお り選定す る。  

（１） ガラス固 化体受入 れ建屋  

（２） 北換気筒 （ガラス 固化体受 入れ・貯 蔵建屋換 気筒）  

2.3 設計 対処施設 の竜巻防 護設計

竜巻に対 する防護 設計にお いては，「 原子力発 電所の竜 巻影響評 価ガイド」

（平成 25 年６月 19 日  原規 技発第 13061911 号  原子力 規制委員 会決定）

（以下，「 竜巻ガイ ド」とい う。）を参 考に設定 した設計 竜巻の影 響に対し，

竜巻防護 対象施設 又は竜巻 防護対象 施設を収 納する区 画の構造 健全性を 確保

するため ，機械的 強度を有 する建物 の壁及び 屋根によ り保護す ること等 によ

り，以下 の事項に 対して安 全機能を 損なわな い設計と する。

・飛来物の衝突に よる建屋・構築物の貫通，裏面剥離 及び設備（系統・機器）
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の損傷

・設計竜 巻荷重及 びその他 の荷重（ 常時作用 する荷重 ，運転時 荷重及び 竜巻

以外の自 然現象に よる荷重 ）を適切 に組み合 わせた荷 重（以下 ，設計荷 重

（竜巻） という。）

・竜巻に よる気圧 の低下

（１）設 計方針

ａ．竜巻 防護対象 施設を収 納する建 屋

竜巻防護 対象施設 を収納す る建屋は ，設計荷 重（竜巻 ）に対し て，主

要構造の 構造健全 性を維持 するとと もに，個々の部材 の破損に より施設

内の竜巻 防護対象 施設が安 全機能を 損なわな い設計と する。  

また，設計飛来物 の衝突に 対しては ，貫通及び裏面剥 離の発生 により

竜巻防護 対象施設 が安全機 能を損な わない設 計とする 。  

ｂ． 建屋内の 施設で外 気と繋が っている 竜巻防護 対象施設

外気と繋 がってい る竜巻防 護対象施 設は，気圧差荷重 に対して 構造健

全性を維 持し，安 全機能を 損なわな い設計と する。  

ｃ． 竜巻防護 対象施設 に波及的 影響を及 ぼし得る 施設

竜巻防護 対象施設 に波及的 影響を及 ぼし得る 施設につ いては，設計荷

重（竜巻 ）を考慮 しても倒 壊又は隣 接する竜 巻防護対 象施設へ の衝突に

至らない ことによ り，周辺の竜巻防 護対象施 設の安全 機能を損 なわない

設計とす る。  

ｄ． 竜巻随伴 事象に対 する設計

竜巻ガイ ドを参考 に，過去の他地域 における 竜巻被害 状況及び 再処理
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施設の配 置を図面 等により 確認した 結果，竜巻随伴事 象として 以下の事

象を想定 し，これ らの事象 が発生し た場合に おいても ，竜巻防 護対象施

設が安全 機能を損 なわない 設計とす る。  

竜巻随伴 による火 災に対し ては，火災による 損傷の防 止におけ る想定

に包絡さ れる。  

また，建屋内に設 置される 竜巻防護 対象施設 には，開口部を有 する室

に設置さ れるもの はないた め，設計飛来物の 侵入によ り建屋内 に火災が

発生し， 竜巻防護 対象施設 に影響を 及ぼすこ とは考え られない 。  

竜巻随伴 による溢 水に対し ては，建屋内に設 置される 竜巻防護 対象施

設には， 開口部を 有する室 に設置さ れるもの はないた め，設計 飛来物の

侵入によ り建屋内 に溢水が 発生し，竜巻防護 対象施設 に影響を 及ぼすこ

とは考え られない 。また，竜巻防護 対象施設 のない開 口部を有 する室に

つ い て は ， 設 計 飛 来 物 の 侵 入 に よ る 建 屋 内 の 溢 水 が 発 生 し た と し て も ，

竜巻防護 対象施設 の安全機 能に影響 を与える ことはな い。  

竜巻随伴 による外 部電源喪 失に対し ては，竜巻防護対 象施設に は，外

部電源の 給電を受 けるもの はないた め，設計 竜巻，設 計竜巻と 同時に発

生する雷 ・雹等，あるいは ダウンバ ースト等 により， 送電網に 関する施

設等が損 傷する等 による外 部電源喪 失が発生 しても，竜巻防護 対象施設

の安全機 能を損な うことは ない。  
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設計対処施設の設計方針
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1.  概要

 本資料 は，添付 書類「Ⅳ -1-1-1-2-1 竜巻へ の配慮に 関する基 本方針」に

基づき， 竜巻防護 に関する 施設の施 設分類， 要求機能 及び性能 目標を明 確に

し，各施 設分類の 機能設計 及び構造 強度設計 に関する 設計方針 について 説明

するもの である。  

2.  設計の基 本方針

廃棄物管 理施設に 影響を与 える可能 性がある 竜巻の発 生により ，竜巻防護

対象施設 が安全機 能を損な うおそれ がないよ うにする ため，設 計対処施 設の

設計を行 う。設計 対処施設 は，添付 書類「Ⅳ -1-1-1-2-1 竜巻へ の配慮に関

する基本 方針」に て設定し ている設 計竜巻に 対して， その機能 が維持で きる

設計とす る。  

設計対処 施設の設 計に当た っては， 添付書類 「Ⅳ -1-1-1-2-1 竜 巻への配

慮に関す る基本方 針」にて 設定して いる竜巻 防護設計 の目的を 踏まえて ，施

設分類ご との要求 機能を整 理すると ともに， 施設ごと に機能設 計上の性 能目

標及び構 造強度設 計上の性 能目標を 定める。  

設計対処 施設の機 能設計上 の性能目 標を達成 するため ，施設分 類ごとに各

機能の設 計方針を 示す。  

なお，設 計対処施 設が構造 強度設計 上の性能 目標を達 成するた めの構造強

度の設計 方針等に ついては ，添付書 類「Ⅳ -1-1-1-2-3 竜巻防護 設計に係る

強度計算 の方針」に示し，強度計算 の方法及 び結果に ついては ，添付書類「Ⅳ

-1-1-1-2-4 竜巻防 護設計に 係る強度 計算書」 に示す。

3. 要求 機能及び 性能目標

設計竜 巻の影響 により竜 巻防護対 象施設の 安全機能 を損なう おそれ が な い
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よう竜 巻 防護設 計 を行う 施 設を添 付 書類「 Ⅳ -1-1-1-2-1 竜巻 へ の配慮 に関

する基本 方針」の「 2.2 設計 対処施設 」におい て竜巻防 護対象施 設を収納す

る建屋， 建屋内の 施設で外 気と繋が っている 竜巻防護 対象施設 ，竜巻 防 護 対

象施設に 波及的影 響を及ぼ し得る施 設に分類 している 。これら を踏ま え ， 施

設分類ご とに要求 機能を整 理すると ともに， 構造強度 設計上の 性能目 標 を 設

定する。  

3.1 竜巻 防護対象 施設を収 納する建 屋

竜巻防護 対象施設 を収納す る建屋は ，ガラス 固化体貯 蔵建屋及 びガラス固

化体貯蔵 建屋Ｂ棟 である。  

(1) 要求 機能

竜巻防護 対象施設 を収納す る建屋は ，設計荷 重（竜巻 ）に対し ，設計飛

来物が竜 巻防護対 象施設に 衝突する ことを防 止し，竜 巻防護対 象施設の安

全機能を 損なわな いことが 要求され る。  

(2) 性能 目標  

竜巻防護 対象施設 を収納す る建屋は ，設計荷 重（竜巻 ）に対し ，主要構

造の構造 健全性を 維持する とともに ，個々の 部材の破 損により 竜巻防護対

象施設が 安全機能 を損なわ ないこと ，また， 設計飛来 物の衝突 に対し，貫

通及び裏 面剥離の 発生によ り竜巻防 護対象施 設の安全 機能を損 なわないこ

とを構造 強度設計 上の性能 目標とす る。  

3.2 建屋 内の施設 で外気と 繋がって いる竜巻 防護対象 施設

建屋内の 施設で外 気と繋が っている 竜巻防護 対象施設 は，ガラ ス固化体貯

蔵設備の 収納管で ある。  

(1) 要求 機能
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建屋 内の施設 で外気と 繋がって いる竜巻 防護対象 施設は， 設計竜巻の

気圧差に よる荷重 に対し，竜巻防護 対象施設 の安全機 能を損な わないこ

とが要求 される。

(2) 性能 目標  

 建屋 内の施設 で外気と 繋がって いる竜巻 防護対象 施設は， 設計竜巻の

気圧差に よる荷重 に対し，構造健全 性を維持 すること を構造強 度設計上

の性能目 標とする 。  

 なお ，設計竜 巻による 風圧力に よる荷重 及び設計 飛来物に よる衝撃荷

重につい ては，建 屋により 防護され ることか ら考慮し ない。  

3.3 竜巻 防護対象 施設に波 及的影響 を及ぼし 得る施設

竜巻防護 対象施設 に波及的 影響を及 ぼし得る 施設は， ガラス固 化体受入れ

建屋及び 北換気筒 （ガラス 固化体受 入れ・貯 蔵建屋換 気筒）で ある。  

(1) 要求 機能

竜 巻 防 護 対 象 施 設 に 波 及 的 影 響 を 及 ぼ し 得 る 施 設 は ， 設 計 荷 重 （ 竜 巻 ）

に対し， 竜巻防護 対象施設 の安全機 能を損な わないこ とが要求 される。  

(2) 性能 目標

 竜巻 防護対象 施設に波 及的影響 を及ぼし 得る施設 は，設計 荷重（竜 巻）

に対し， 竜巻防護 対象施設 に倒壊又 は竜巻防 護対象施 設の安全 機能に影響

を及ぼす ような変 形を生じ ないこと を構造強 度設計上 の性能目 標とする。

301



Ⅳ－１－１－１－２－３

竜巻防護設計に係る強度計算の方針

302



i 

目   次

1. 概要  ······················································· １

2. 強度 評価の基 本方針  ········································· １

2.1 強度 評価の対 象施設  ···································· １

2.2 評価 方針  ·············································· ２

3. 構造 強度設計  ··············································· ２

3.1 竜巻 防護対象 施設を収 納する建 屋  ························ ２

3.2 建屋 内の施設 で外気と 繋がって いる竜巻 防護対象 施設  ······ ３

3.3 竜巻 防護対象 施設に波 及的影響 を及ぼし 得る施設  ·········· ３

4．荷重の 組合せ及 び許容限 界  ···································· ６

303



１

1. 概要

本資料は，「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」（以

下，「技術基準規則」という。）第八条に適合し，添付書類「Ⅳ-1-1-1 廃棄物管理施設の自然現

象等による損傷の防止に関する説明書」のうち「Ⅳ-1-1-1-2 竜巻への配慮に関する説明書」の

「Ⅳ-1-1-1-2-2 設計対処施設の設計方針」に基づき，設計対処施設が，設計竜巻に対して要求

される強度を有することを確認するための強度評価方針について説明するものである。 

2. 強度評価の基本方針

強度評価は，「2.1 強度評価の対象施設」に示す設計対処施設について，「4.  荷重の組合せ

及び許容限界」で示す設計荷重（竜巻）が，各設計対処施設の許容限界内にあることを，添付書

類「Ⅳ-1-1-1-2-4 竜巻防護設計に係る強度計算書」にて示す。 

2.1 強度評価の対象施設 

添付書類「Ⅳ-1-1-1-2-2 設計対処施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」にて構

造強度上の性能目標を設定している設計対処施設を強度評価の対象とする。設計対処施設の分

類を第 2.1-1 表に示す。 

第 2.1-1 表 設計対処施設の分類 

設計対処施設の分類 対象施設 

(1)竜巻防護対象施設を収納する建屋
・ガラス固化体貯蔵建屋
・ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟

(2)建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防
護対象施設

・ガラス固化体貯蔵設備の収納管

(3)竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得
る施設

・ガラス固化体受入れ建屋
・北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建

屋換気筒）
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2.2 評価方針 

設計対処施設は，添付書類「Ⅳ-1-1-1-2-2 設計対処施設の設計方針」の「3. 要求機能及び

性能目標」にて設定している構造強度上の性能目標を達成するため，設計対処施設の分類ごと

に，竜巻に対する強度評価を実施する。 

3. 構造強度設計

 設計対処施設の構造設計及び評価方針を施設分類ごとに示す。また，施設ごとの評価対象部

位を第 3.-1 表に示す。 

3.1 竜巻防護対象施設を収納する建屋 

（１）構造設計

竜巻防護対象施設を収納する建屋は，添付書類「Ⅳ-1-1-1-2-2 設計対処施設の設計方針」

の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(2) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性

能目標を踏まえ，設計荷重（竜巻）に対し，主要構造の構造健全性を維持するとともに，個々

の部材の破損により竜巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。また，設計飛来物

の衝突に対し，貫通及び裏面剥離の発生により竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。 

（２）評価方針

 竜巻防護対象施設を収納する建屋の強度評価では，各建屋の評価対象部位に発生する応力

等が，許容限界に収まることを確認する。 

各建屋の構造を踏まえ，設計荷重（竜巻）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位

を設定する。 

飛来物の衝突に係る評価として「衝突評価」及び設計荷重（竜巻）に係る構造強度の評価と

して「変形評価」を行う。衝突評価は，飛来物が竜巻防護対象施設に衝突する直接的な影響の

評価として，竜巻防護対象施設を設置する区画を構成する部材に対する貫通による影響評価
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（以下，「貫通評価」という。）を行い，間接的な影響の評価として, 竜巻防護対象施設を設置

する区画を構成する部材の裏面剥離による飛散の影響評価（以下，「裏面剥離評価」という。）

を行う。また，設計荷重（竜巻）に対して，対象建屋の倒壊，構成部材の変形の影響評価（以

下，「変形評価」という。）を行う。 

3.2 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 

（１）構造設計

ガラス固化体貯蔵設備の収納管は，添付書類「Ⅳ-1-1-1-2-2 設計対処施設の設計方針」

の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2) 性能目標」で設定している構造強度設計上の

性能目標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重に対し，構造健全性を維持する設計とする。 

（２）評価方針

 ガラス固化体貯蔵設備の収納管は，気圧差による荷重に対し，構造健全性が維持され安全

機能に影響を及ぼすことがないことを計算により確認する方針とする。 

強度計算においては，収納管に対して，設計竜巻の気圧差による荷重を短期荷重とみなし，

ガラス固化体及びガラス固化体受台重量との組合せを考慮して，外圧により生ずる応力が収

納管の許容応力を超えないことを計算により確認する。 

なお，設計竜巻の風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重については，建屋により

防護されることから考慮しない。 

3.3 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

（１）構造設計

ガラス固化体受入れ建屋及び北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，添付

書類「Ⅳ-1-1-1-2-2 設計対処施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.3(2) 

性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計荷重（竜巻）に対し，

倒壊に至らない又は竜巻防護施設の安全機能に影響を及ぼすような変形を生じない設計とす
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る。 

（２）評価方針

ガラス固化体受入れ建屋及び北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，設計

荷重（竜巻）に対し，倒壊に至らない又は竜巻防護施設の安全機能に影響を及ぼすような変

形が生じないことを計算により確認する方針とする。 

ガラス固化体受入れ建屋の強度評価については，設計荷重（竜巻）に対する建屋の最大応答

変位の絶対値和（以下，「最大相対変位」という。）が建屋間の離隔距離を超えないことにより，

上位クラス建屋であるガラス固化体貯蔵建屋への衝突の有無を確認する。（以下，「変形評価」

という。） 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の強度評価については，設計荷重（竜巻）

及び許容限界を踏まえ，北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の主要構造部材に

塑性ひずみが生じる場合であっても，主要構造部材に破断が生じないことを確認する。 

なお，北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）は屋外に設置されており外気に

対して開かれた施設であることから，気圧差による荷重は考慮しない。 
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4．荷重の組合せ及び許容限界 

 添付書類「Ⅳ-1-1-1-1-1 廃棄物管理施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」の「4. 組合せ」にて設定している自然現象の組合せに従って，竜巻及び積雪の荷重の

組合せを考慮する。 

 構造物への荷重に対しては，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，

設計荷重（竜巻）に対して安全余裕を有することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

 荷重の組合せ一覧表を建物・構築物については第 4.-1 表に，機器・配管系については第 4.-

2 表に示す。また，設計対処施設の荷重の組合せについて第 4.-3 表に示す。 

（１） 設計対処施設に作用する設計竜巻荷重

ａ．風圧力による荷重（ＷＷ） 

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻ガイドを参考に次式のとおり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ここで， 

ＷＷ ：風圧力による荷重 

ｑ ：設計用速度圧 

Ｇ ：ガスト影響係数（＝1.0） 

Ｃ ：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位に応じて設定する。） 

Ａ ：施設の受圧面積 

ｑ＝（1／2）・ρ・ＶＤ
２ 

である。ここで， 

ρ ：空気密度 

ＶＤ ：設計竜巻の最大風速 

である。 

ただし，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として算定されるが，鉛直方
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向の風圧力に対してぜい弱と考えられる設計対処施設が存在する場合には，鉛直方向の最

大風速に基づいて算出した鉛直方向の風圧力による荷重についても考慮した設計とする。 

ｂ．気圧差による荷重 

外気と隔離されている区画の境界部が気圧差による圧力影響を受ける設備並びに竜巻防

護対象施設を収納する建屋の壁及び屋根においては，設計竜巻による気圧低下によって生

じる設計対処施設の内外の気圧差による圧力荷重を考慮し，より厳しい結果を与える「閉じ

た施設」を想定して次式のとおり算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり，施

設内部の圧力が竜巻の通過前と通過後で等しいとみなせる。他方，施設の外側の圧力は竜巻

の通過中に変化し，施設内外に圧力を生じさせる。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ＷＰ ：気圧差による荷重 

ΔＰｍａｘ：最大気圧低下量 

Ａ ：施設の受圧面積 

である。 

ｃ．飛来物の衝撃荷重 

竜巻ガイドを参考に，衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物が設計対処施設に衝

突した場合の衝撃荷重を算出する。 

また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮

して評価を行う。 

（２） 設計竜巻荷重の組合せ

設計対処施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻ガイドを参考に風圧力による荷重（Ｗ
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Ｗ），気圧差による荷重（ＷＰ）及び設計飛来物による衝撃荷重（ＷＭ）を組み合わせた複合

荷重とし，複合荷重ＷＴ１及びＷＴ２は米国原子力規制委員会の基準類を参考として，以下の

とおり設定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋（1／2）・ＷＰ＋ＷＭ 

設計対処施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用させる。 

（３） 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は，以下のとおりとする。 

ａ．設計対処施設に常時作用する荷重及び運転時荷重 

ｂ．竜巻以外の自然現象のうち積雪による荷重 

（４） 許容限界

竜巻ガイドを参考に，竜巻による荷重と地震荷重との類似性，規格等への適用性を踏ま

え，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601－1987」((社)日本電気協会)，「原子力

発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG 4601－補 1984」((社)日本電

気協会)及び「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601－1991 追補版」((社)日本電

気協会)（以下，「JEAG4601」という。）等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試

験等で妥当性が確認されている値を用いて，以下のことを確認する。 

ａ．竜巻防護対象施設を収納する建屋は，竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し

て，建屋の壁及び屋根が貫通及び裏面剥離を生じる最小必要厚さ以上であり，主要な構造部

材が終局状態に至るようなひずみ又は変形が生じないこと。 

ｂ．建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設は，気圧差による荷重及びその他考

慮すべき荷重が，防護対象施設の許容応力を超えないこと。 

ｃ．竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち建屋は，変形が生じる場合におい
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ても機械的影響により設計対処施設の必要な機能を損なわないよう十分な離隔を確保す

ること。竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち北換気筒（ガラス固化体

受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，塑性ひずみが生ずる場合であっても，主要構造部材に破断

が生じないこと。 
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1. 概要

 本資料 は，廃棄 物管理施 設の火山 防護設計 が「特定 第一種廃 棄物埋設 施設

又は特定 廃棄物管 理施設の 技術基準 に関する 規則」（以 下，「技術 基準規則」

という。） 第八条に 適合する ことを説 明するも のである 。  

2. 火山 防護に関 する基本 方針

2.1 基本 方針  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 火 山 防 護 設 計 は ， 想 定 さ れ る 火 山 事 象 に よ り そ の 安 全

性 を 損 な う お そ れ が な い よ う に す る こ と を 目 的 と し ， 技 術 基 準 規 則 に 適 合

するよう に設計す る。  

想 定 さ れ る 火 山 事 象 は ， 廃 棄 物 管 理 施 設 の 運 用 期 間 中 に お い て 廃 棄 物 管

理施設の 安全機能 に影響を 及ぼし得 るとして 事業（変 更）許可 を受けた「降

下火砕物」を対象と し，その直 接的影響 及び間接 的影響に ついて考 慮する。

2.1.1 降 下火砕物 より防護 すべき施 設

 廃棄 物管理施 設のうち ，冷却及 び遮蔽の 安全機能 を確保す る観点か ら，

安全上重 要な施設 を降下火 砕物防護 対象施設 とする。  

 なお ，ガラス 固化体を 収納した 輸送容器 は廃棄物 管理施設 内に一時 的に

保管され ることを 踏まえ， 降下火砕 物により ガラス固 化体を収 納した輸送

容器に波 及的破損 を与えな い設計と する。  

2.1.2 降 下火砕物 の設計条 件

 廃棄 物管理施 設におけ る降下火 砕物の設 計条件に ついては，事業（変更）

許可を受 けた層厚 55ｃｍ， 密度 1.3ｇ／ｃｍ ３ （湿潤 状態）と して設定 す

る。その 特性値を 第 2.1.2-1 表に示す。なお ，粒子の 衝撃荷重 による影 響
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について は，竜巻 の設計飛 来物の影 響に包絡 される。 また，降 下火砕物に

対する防 護設計を 行うため に，降下 火砕物を 湿潤状態 とした場 合における

荷重，個 々の設計 対処施設 に常時作 用する荷 重，運転 時荷重及 び火山と同

時に発生 し得る自 然現象に よる荷重 を組み合 わせた荷 重（以下，「設計荷 重

（火山）」 という。） を設定す る。  

第 2.1.2-1 表 降下火砕物 の特性値

※１：給 源を特定 できる降 下火砕物 のうち， 層厚が最 大となる 甲地軽石 の密

度試験結 果による 。

※２：給 源を特定 できる降 下火砕物 のうち， 層厚が最 大となる 甲地軽石 の降

下火砕物 シミュレ ーション 結果に設 計上の余 裕を見込 んだもの 。

※３：事 業（変更 ）許可を 受けたと おり，上 記降下火 砕物シミ ュレーシ ョン

結果を踏 まえ，設 計に用い る密度と して設定 している 。なお， 当該密

度による 降下火砕 物の堆積 荷重は， 層厚１ｃ ｍ当たり を保守的 に 130 

Ｎ／ｍ ２ ・ｃｍ， 層厚 55ｃｍにおい ては 7,150Ｎ／ｍ ２ とする。  

2.2 設計 対処施設

 事業（ 変更）許 可を受け たとおり ，設計対 処施設は ，降下火 砕物防護 対象

施設の安 全機能を 損なわな いよう， 降下火砕 物に対し て設計上 の考慮を 行う

施設全体 とする。  

設計対 処施設は ，以下の とおり分 類される 。

密度（ｇ ／ｃｍ ３ ） ※ １

層厚（ｃ ｍ）※ ２

乾燥 湿潤 飽和
湿潤 ※ ３  

（設計用） 

0.43 1.16 1.25 1.3 55 
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a. 降下 火砕物防 護対象施 設を収納 する建屋  

b. 降下 火砕物を 含む空気 の流路と なる降下 火砕物防 護対象施 設

2.2.1 降 下火砕物 防護対象 施設を収 納する建 屋

 事業 （変更） 許可を受 けたとお り，降下 火砕物防 護対象施 設を収納 する

建屋を以 下のとお り選定す る。  

（１ ）ガラス 固化体貯 蔵建屋  

（２ ）ガラス 固化体貯 蔵建屋 B 棟

2.2.2 降 下火砕物 を含む空 気の流路 となる降 下火砕物 防護対象 施設

 事業 （変更） 許可を受 けたとお り，降下 火砕物を 含む空気 の流路と なる

降下火砕 物防護対 象施設を 以下のと おり選定 する。  

（１ ）ガラス 固化体貯 蔵設備の うち収納 管及び通 風管

2.3 降下 火砕物の 影響に対 する設計 方針

各設計対 処施設に おいて， 考慮する 直接的影 響因子が 異なるこ とから，設

計対処施 設に関連 する影響 因子の組 合せを設 定する。  

設計対処 施設と影 響因子と の関連に ついては，添付書類「 Ⅳ -1-1-1-3-2 設

計対処施 設の設計 方針」に 示す。  

選定した 設計対処 施設及び 影響因子 について，「 2.1.2 降下火砕 物の設計

条件」に て設定し ている降 下火砕物 に対する 火山防護 設計を実 施する。 設計

において は，添付 書類「Ⅳ -1-1-1-1-1 廃棄物 管理施設 の自然現 象等に対す

る損傷の 防止に関 する基本 方針」の 「 4. 組 合せ」で 設定して いる自然 現象

の組合せ に従って ，自然現 象のうち ，風（台 風）及び 積雪の荷 重との組 合せ

を考慮す る。  
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ａ . 構造 物への荷 重に対す る設計方 針

降下火砕 物防護対 象施設を 収納する 建屋は， 設計荷重 （火山）の影響に

より，安 全機能を 損なわな い設計と する。  

降下火砕 物の荷重 は湿潤状 態の 7,150Ｎ／ｍ ２ とする。なお，積 雪単独の

堆積荷重 は 30Ｎ／ｍ ２（積雪 量：190ｃｍ）であるため，積雪の設 計は火山

の設計に 包絡され る。  

ｂ . 閉塞 に対する 設計方針

降下火砕 物を含む 空気の流 路となる 降下火砕 物防護対 象施設は ，降下火

砕物を含 む空気に よる流路 の閉塞の 影響によ り，安全 機能を損 なわない設

計とする 。  

ｃ . 腐食 に対する 設計方針

降下火砕 物防護対 象施設を 収納する 建屋，建屋に収納 される降 下火砕物

防護対象 施設及び 降下火砕 物を含む 空気の流 路となる 降下火砕 物防護対象

施設は，降 下火砕物 に含まれ る腐食性 のあるガ スによる 化学的影 響（腐食）

により， 安全機能 を損なわ ない設計 とする。  
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設計対処施設の設計方針
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1.  概要

 本資料 は，添付 書類「Ⅳ -1-1-1-3-1 火山へ の配慮に 関する基 本方針」に

示す降下 火砕物の 影響に対 する設計 方針を踏 まえて， 設計対処 施設と影 響因

子の組合 せ，施設 分類，要 求機能及 び性能目 標を明確 にし，各 施設分類 の機

能設計に 関する設 計方針に ついて説 明するも のである 。  

2. 設計 の基本方 針

 廃棄物 管理施設 に影響を 与える可 能性があ る火山事 象の発生 により， 降下

火砕物防 護対象施 設が安全 機能を損 なうおそ れがない ようにす るため， 設計

対処施設 の設計を 行う。設 計対処施 設は，添 付書類「 Ⅳ -1-1-1-3-1 火山へ

の配慮に 関する基 本方針」 にて設定 している 降下火砕 物に対し て，その 機能

が維持で きる設計 とする。  

 降下火 砕物の影 響を考慮 する施設 の設計に 当たって は，設計 対処施設 を影

響因子ご とに分類 する。そ の施設分 類及び添 付書類「 Ⅳ -1-1-1-3-1 火山へ

の配慮に 関する基 本方針」に て設定し ている火 山防護設 計の目的 を踏まえ て，

施設分類 ごとに要 求機能を 整理する とともに ，施設ご とに機能 設計上の 性能

目標及び 構造強度 設計上の 性能目標 を定める 。

 設計対 処施設の 機能設計 上の性能 目標を達 成するた め，施設 分類ごと に各

機能の設 計方針を 示す。  

 なお， 降下火砕 物の影響 を考慮す る施設が 構造強度 設計上の 性能目標 を達

成するた めの構造 強度の設 計方針等 について は，添付書 類「Ⅳ -1-1-1-3-3 火

山防護設 計に係る 強度計算 の方針」 に示し， 強度計算 の方法及 び結果に つい

ては，添 付書類「 Ⅳ -1-1-1-3-4 火山 防護設計 に係る強 度計算書 」に示す。
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3. 施設 分類

 設計対 処施設に おいて考 慮する直 接的影響 因子が異 なること から，設 計対

処施設と 影響因子 との関連 について 整理した 上で，直 接的影響 に対する 各施

設分類を 以下に示 す。  

3.1 設計 対処施設 と影響因 子との関 連

設計にて 考慮すべ き影響因 子につい ては，事 業（変更 ）許可を 受けたとお

り，降下 火砕物の 堆積によ る荷重， 閉塞及び 腐食であ る。  

設計対処 施設のう ち降下火 砕物防護 対象施設 を収納す る建屋に ついては，

降下火砕 物への荷 重を影響 因子とし て設定す る。  

設計対処 施設のう ち降下火 砕物を含 む空気の 流路とな る降下火 砕物防護対

象施設に ついては ，換気系 における 閉塞を影 響因子と して設定 する。  

設計対処 施設のう ち降下火 砕物防護 対象施設 を収納す る建屋及 び降下火砕

物を含む 空気の流 路となる 降下火砕 物防護対 象施設に ついては ，構造物 及び

換気系に おける腐 食を影響 因子とし て設定す る。  

設計対処 施設の特 性を踏ま えて必要 な設計項 目を選定 した結果 を第 3.1-1

表に示す 。  

第 3.1-1 表 設計 対処施設 と影響因 子の組合 せ

影 響 因 子

設 計 対 処 施 設

直 接 的 影 響 の 要 因

構 造 物 へ の 荷 重
換 気 系 に お け る

閉 塞  

構 造 物 及 び 換 気

系 に お け る 腐 食

ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵

建 屋  
〇 ― 〇

ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵

建 屋 Ｂ 棟  
〇 ― 〇

ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵

設 備 の う ち 収 納 管

及 び 通 風 管  

― 〇 〇

〇： 個別評価 を実施
―： 個別評価 不要  
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4. 要求 機能及び 性能目標

 火山 事象の発 生に伴い ，降下火 砕物防護 対象施設 の安全機 能を損な うおそ

れがない よう，火 山防護設 計を行う 施設を「 3. 施設分 類」にお いて，構造

物への荷 重を考慮 する施設 ，換気系 における 閉塞を考 慮する施 設，構造 物及

び換気系 における 腐食を考 慮する施 設に分類 している 。これら を踏まえ ，施

設分類ご とに要求 機能を整 理すると ともに， 機能設計 上の性能 目標及び 構造

強度設計 上の性能 目標を設 定する。  

4.1 構造 物への荷 重を考慮 する施設

 構造物 への荷重 を考慮す る施設は ，降下火 砕物防護 対象施設 を収納す る建

屋である ガラス固 化体貯蔵 建屋及び ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟 である。  

(1) 要求 機能

 構造 物への荷 重を考慮 する施設 は，設計 荷重（火 山）を考 慮した場 合に

おいても ，降下火 砕物防護 対象施設 が要求さ れる機能 を損なう おそれがな

いよう， 建屋に収 納される 降下火砕 物防護対 象施設に 降下火砕 物による荷

重が作用 すること を防止す ることが 要求され る。  

(2) 性能 目標  

 構造 物への荷 重を考慮 する施設 は，設計 荷重（火 山）に対 し，降下 火砕

物堆積時 の機能維 持を考慮 して，建 屋全体と して構造 健全性を 維持する設

計とする ことを構 造強度設 計上の性 能目標と する。  

4.2 換気 系の閉塞 を考慮す る施設

 換気系 の閉塞を 考慮する 施設は降 下火砕物 を含む空 気の流路 となる降 下火

砕物防護 対象施設 であるガ ラス固化 体貯蔵設 備のうち 収納管及 び通風管 であ

る。  
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(1) 要求 機能

 降下 火砕物を 含む空気 の流路と なる降下 火砕物防 護対象施 設は，想 定さ

れる降下 火砕物に 対し，そ の安全機 能を損な うおそれ がないこ とが要求さ

れる。  

(2) 性能 目標  

 降下 火砕物を 含む空気 の流路と なる降下 火砕物防 護対象施 設は，想 定さ

れる降下 火砕物に よる閉塞 に対し， 冷却空気 流路を確 保するこ と又は運用

により冷 却流路を 維持でき ることを 機能設計 上の性能 目標とす る。  

4.3 構造 物及び換 気系にお ける腐食 を考慮す る施設

 構造物 及び換気 系におけ る腐食を 考慮する 施設は， 降下火砕 物防護対 象施

設を収納 する建屋 であるガ ラス固化 体貯蔵建 屋及びガ ラス固化 体貯蔵建 屋Ｂ

棟並びに 降下火砕 物を含む 空気の流 路となる 降下火砕 物防護対 象施設で ある

ガラス固 化体貯蔵 設備のう ち収納管 及び通風 管である 。  

(1) 要求 機能

降 下 火 砕 物 防 護 対 象 施 設 を 収 納 す る 建 屋 及 び 降 下 火 砕 物 を 含 む 空 気 の

流路とな る降下火 砕物防護 対象施設 は，想定 される降 下火砕物 に対し，建

屋に収納 される降 下火砕物 防護対象 施設，収 納管及び 通風管の 安全機能を

損なうお それがな いことが 要求され る。  

(2) 性能 目標  

 降下 火砕物防 護対象施 設を収納 する建屋 及び降下 火砕物を 含む空気 の流

路となる 降下火砕 物防護対 象施設は ，塗装等 により， 建屋に収 納される降

下火砕物 防護対象 施設，収 納管及び 通風管に 短期的な 腐食を生 じさせない

ことを機 能設計上 の性能目 標とする 。  
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5. 機能 設計

添付書類 「Ⅳ -1-1-1-3-1 火 山への配 慮に関す る基本方 針」で設 定してい

る降下火 砕物特性 に対し，「 4. 要求 機能及び 性能目標 」で設定している 設計

対処施設 の機能設 計上の性 能目標を 達成する ために， 各施設の 機能設計 の方

針を定め る。  

5.1 換気 系の閉塞 を考慮す る施設

降下火砕 物を含む 空気の流 路となる 降下火砕 物防護対 象施設で あるガラス

固化体貯 蔵設備の うち収納 管及び通 風管は，「 4. 要求 機能及び 性能目標 」の

「 4.2(2) 性能目 標」で設 定してい る機能設 計上の性 能目標を 達成する ため

に，以下 の設計方 針とする 。  

ガラス固 化体貯蔵 設備のう ち収納管 及び通風 管は，想 定する降 下火砕物に

よる閉塞 に対し， 冷却空気 入口シャ フトの外 気取入口 に防雪フ ードを設 け，

降下火砕 物が侵入 し難い構 造とする ことで閉 塞しない 設計とす る。降下 火砕

物が侵入 した場合 でも，冷 却空気流 路が直ち に閉塞す ることが ないよう ，貯

蔵ピット の下部に は空間を 設ける設 計とする 。  

また，保 安規定に ，必要に 応じ点検 用の開口 部より吸 引による 除灰を行う

ことを定 め管理す ることで 閉塞しな い設計と する。  

5.2 構造 物及び換 気系の腐 食を考慮 する施設

(1) 降下 火砕物防 護対象施 設を収納 する建屋 の設計方 針

 降下 火砕物防 護対象施 設を収納 する建屋 は，「 4. 要求機能 及び性能 目標」

の「 4.3(2) 性能目 標」で設 定してい る機能設 計上の性 能目標を 達成する

ために， 以下の設 計方針と する。  

降下 火砕物防 護対象施 設を収納 する建屋 は，想定 する降下 火砕物の 腐食
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に対し， 外気取入 口に防雪 フードを 設け，降 下火砕物 が侵入し 難い構造と

すること 及び降下 火砕物が 取り込ま れたとし ても，降 下火砕物 防護対象施

設を収納 する建屋 の換気設 備につい ては，プ レフィル タ及び粒 子フィルタ

を設置し ，建屋内 部への降 下火砕物 の侵入を 防止する ことで短 期的な腐食

が発生し ない設計 とする。 なお，降 下火砕物 防護対象 施設を収 納する建屋

は外壁塗 装及び屋 上防水が なされて いること から，降 下火砕物 による腐食

により短 期的に影 響を及ぼ すことは ない。  

 また ，堆積し た降下火 砕物の除 去後に点 検し，必 要に応じ て修理を 行う

こと並び に日常的 な保守及 び修理を 行うこと を保安規 定に定め 管理するこ

とで，降 下火砕物 堆積後の 長期的な 腐食が進 展しない ようにす る。  

(2) ガラ ス固化体 貯蔵設備 のうち収 納管及び 通風管

 降下 火砕物を 含む空気 の流路と なる降下 火砕物防 護対象施 設は，「 4. 要

求機能及 び性能目 標」の「 4.3(2) 性 能目標」 で設定し ている機 能設計上

の性能目 標を達成 するため に，以下 の設計方 針とする 。  

 降下 火砕物を 含む空気 の流路と なる降下 火砕物防 護対象施 設は，塗 装，

腐食し難 い金属の 使用又は 防食処理 （アルミ ニウム溶 射）を施 した炭素鋼

を用いる ことによ り，短期 的な腐食 が発生し ない設計 とする。  
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1.  概要

本資料は，「特定第一 種廃棄物 埋設施設 又は特定 廃棄物管 理施設の 技術基準

に関する 規則」（以 下，「技術 基準規則 」という。）第八条 に適合し ，添付書 類

「Ⅳ -1-1-1-3-1 火 山への配 慮に関す る基本方 針」に設 定してい る設計対処

施設が， 降下火砕 物に対し て構造健 全性を維 持するこ とを確認 するため の強

度評価方 針につい て説明す るもので ある。  

2. 強度 評価の基 本方針

 強 度 評 価 は ，「 2.1 強 度 評 価 の 対 象 施 設 」 に 示 す 設 計 対 処 施 設 に つ い て ，

「 4. 荷 重の組合 せ及び許 容限界」 で示す降 下火砕物 による荷 重と組み 合わ

せる荷重 により発 生する応 力が，各設 計対処施 設の許容 限界内に あること を，

添付書類「 Ⅳ -1-1-1-3-4 火山 防護設計 に係る強 度計算」の 計算書に て示す。  

2.1 強度 評価の対 象施設

 添付書 類「Ⅳ -1-1-1-3-2 設計対処 施設の設 計方針」 の「 4. 要求機能及

び性能目 標」にて 設定して いる構造 物への荷 重を考慮 する施設 は，ガラ ス固

化体貯蔵 建屋及び ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟 である。  

3. 構造 強度設計

 設計対 処施設の 構造設計 及び評価 方針を施 設分類ご とに示す 。また， 評価

対象部位 を第 3.-1 表に示す 。  

（１）構 造設計  

 ガラ ス固化体 貯蔵建屋 及びガラ ス固化体 貯蔵建屋 Ｂ棟は， 設計荷重 （火

山）に対 し，建屋 に収納さ れる降下 火砕物防 護対象施 設に降下 火砕物を堆

積させな い機能を 維持する 設計とす る。  
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（２）評 価方針

 ガラ ス固化体 貯蔵建屋 及びガラ ス固化体 貯蔵建屋 Ｂ棟は，「（１）  構造

設計」を 踏まえ， 以下の強 度評価方 針とする 。  

対象建屋 の構造を 踏まえ， 設計荷重 （火山）の作用方 向及び伝 達過程を

考慮し， 鉛直荷重 である降 下火砕物 の堆積及 び積雪に 対しては ，各建屋の

屋根を評 価対象部 位とする 。水平荷 重である 風荷重に 対しては ，各建屋の

耐震壁及 び鉄骨架 構を評価 対象部位 とする。  

屋根の評 価におい て，降下 火砕物の 堆積によ る荷重は ，堆積後 は建屋へ

の影響を 確認する ための点 検を実施 し，降下 火砕物の 堆積が確 認された箇

所につい ては降下 火砕物の 除去を行 い，長期 にわたり 積載荷重 がかからな

いことか ら，短期 荷重とし て扱う。  

屋根は， 設計時長 期荷重に 対する， 設計荷重 （火山） の比によ り確認す

る。耐震 壁及び鉄 骨架構は ，建屋の 質点系モ デルを用 いて，風 荷重により

建屋全体 は終局状 態に至る ような変 形が生じ ないこと を解析に て確認す る。 

 設計 荷重（火 山）に対 する強度 評価を， 添付書類 「Ⅳ -1-1-1-3-4 火山

防護設計 に係る強 度計算書 」に示す 。  
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4. 荷重 の組合せ 及び許容 限界

 添付書 類「Ⅳ -1-1-1-1-1 廃棄物管 理施設の 自然現象 等に対す る損傷の防

止に関す る基本方 針」の「 4. 組合せ 」にて設 定してい る自然現 象の組合せ

に従って ，降下火 砕物，積 雪及び風 （台風） の荷重の 組合せを 考慮する 。  

 構造物 への荷重 に対して は，当該 施設に要 求される 機能に応 じて適切 な許

容荷重を 設定し， 設計荷重 （火山） に対して 安全余裕 を有する ことによ り，

構造健全 性を失わ ず，安全 機能を損 なわない 設計とす る。  

建築基準 法におけ る多雪地 域の積雪 の荷重の 考え方に 準拠し， 降下火砕物

の除去を 適切に行 うことを 保安規定 に定め管 理するこ とで，降 下火砕物 によ

る荷重を 短期に生 じる荷重 とし，建 屋の許容 荷重が， 設計荷重 （火山） に対

して安全 余裕を有 すること を計算で 示す。  

荷重の組 合せ一覧 表を建物・構築物について は第 4.-1 表に，機器・配管系

について は第 4.-2 表に示す 。また，設計対処施 設の荷重 の組合せ について第

4.-3 表に示す。  

（１）荷 重の種類  

a. 常時 作用する 荷重及び 運転時荷 重

b. 降下 火砕物の 堆積によ る荷重  

湿 潤 状 態 の 降 下 火 砕 物 が 堆 積 し た 場 合 の 荷 重 で あ る 7,150Ｎ ／ ｍ ２ を 考

慮する。 ただし， この荷重 は短期荷 重とする 。  

c. 積雪 荷重  

添付書類 「Ⅳ -1-1-1-1-1 廃 棄物管理 施設の自 然現象等 に対する 損傷の

防止に関 する基本 方針」の 「 4. 組 合せ」に て設定し ている自 然現象の組

合せに従 って，堆積 荷重を考 慮する。た だし，この 荷重は短 期荷重と する。

d. 風荷 重  

添付書類 「Ⅳ -1-1-1-1-1 廃 棄物管理 施設の自 然現象等 に対する 損傷の
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防止に関 する基本 方針」の 「 4. 組 合せ」で 設定して いる自然 現象の組合

せに従っ て，風荷 重を考慮 する。た だし，こ の荷重は 短期荷重 とする。  

（２）荷 重の組合 せ

a. 設計 対処施設 における 荷重の組 合せとし ては，設 計に用い る常時作用

する荷重 及び運転 時荷重，降下火砕 物の堆積 による荷 重並びに その他の

自然現象 による荷 重として 積雪荷重 及び風荷 重を適切 に考慮す る。  

b. 常時 作用する 荷重及び 運転時荷 重，積雪荷 重並びに 風荷重に ついては，

組 み 合 わ せ る こ と で 降 下 火 砕 物 の 堆 積 に よ る 荷 重 の 抗 力 と な る 場 合 に

は，評価結果が厳 しい結果 を与える ように荷 重の算出 において 考慮しな

いことと する。  

c. 設計 に用いる 降下火砕 物の堆積 による荷 重，積雪 荷重又は 風荷重につ

いては， 対象とす る施設の 設置場所 ，その他 の環境条 件によっ て設定す

る。  

d. 火山 以外の自 然現象の 組合せケ ースとし て，降下 火砕物及 び積雪並び

に降下火 砕物及び 風の２ケ ースを評 価対象と する。

なお，降下火砕物 ，積雪及び風を一 括して組 み合わせ るケース の評価

により， 便宜的に 上記２ケ ースの評 価に代え ることも 可とする 。  

（３）  許容限界

降下火砕 物による 荷重及び その他の 荷重に対 する許容 限界は，安全上適

切 と 認 め ら れ る 規 格 及 び 基 準 （「 原 子 力 発 電 所 耐 震 設 計 技 術 指 針 Ｊ Ｅ Ａ Ｇ

4601-1987（日本電 気協会）」 等）又は 試験等で 妥当性が 確認され ている値

を用いる 。降下火 砕物防護 対象施設 を収納す る建屋の 構造健全 性を評価す

るにあた っては， 設計荷重 （火山） が，評価 対象部位 の許容限 界内に収ま
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ることを 計算によ り確認す る方針と する。
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1. 概要

 本資料 は，廃棄 物管理施 設の外部 火災防護 設計が「 特定第一 種廃棄物 埋設

施設又は 特定廃棄 物管理施 設の技術 基準に関 する規則」（以下，「 技術基準規

則」とい う。）第八 条に適合 すること を説明す るもので ある。  

2.   外部火 災防護に 関する基 本方針

2.1 基本 方針  

廃棄物管 理施設の 外部火災 防護設計 は，外部 火災によ りその安 全性を損な

うおそれ がないこ とを確認 すること 及び安全 性を損な うおそれ がある場 合は

防護措置 その他の 適切な措 置を講ず ることを 目的とし ，技術基 準規則に 適合

するよう に設計す る。  

外部火災 防護対象 施設は，防火帯の 設置，建屋による 防護及び 離隔距離 の

確保によ る防護を 行うこと で，安全 機能を損 なわない 設計とす る。  

想定され る外部火 災におい て，火災 ・爆発源 を再処理 事業所敷 地内及び敷

地外に設 定し，外 部火災防 護対象施 設に係る 温度や距 離を算出 し，これ らに

よる影響 評価を行 い，最も 厳しい火 災・爆発 が発生し た場合に おいても 安全

機能を損 なわない 設計とす る。  

また，外部 火災によ る二次的 影響（ばい 煙及び有 毒ガスの 影響）を考 慮し，

外部火災 防護対象 施設の安 全機能を 損なわな い設計と する。  

敷地内の 火災・爆 発源とし ては，森 林火災， 敷地内に 存在する 屋外の危険

物貯蔵施 設及び可 燃性ガス ボンベ（ 以下，「 危険物貯 蔵施設等 」という 。）

による火 災・爆発 並びに航 空機墜落 による火 災を想定 する。  

近隣の産 業施設の 火災とし ては，敷 地周辺 10ｋｍ範囲 内に存在 する石油 備

蓄基地の 火災を想 定する。  

建屋に収 納される 外部火災 防護対象 施設は， 建屋にて 防護する ことから建
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屋外壁温 度を評価 する。

2.1.1 外 部火災よ り防護す べき施設

廃 棄 物 管 理 施 設 の う ち ， 冷 却 及 び 遮 蔽 の 安 全 機 能 を 確 保 す る 観 点 か ら ，

安全上重 要な施設 を外部火 災防護対 象施設と する。  

なお，ガラス固化 体を収納 した輸送 容器は廃 棄物管理 施設内に 一時的に

保管され ることを 踏まえ， 外部火災 によりガ ラス固化 体を収納 した輸送容

器に波及 的破損を 与えない 設計とす る。  

2.1.2 設 計対処施 設の選定

設計対処 施設は，外部火災 防護対象 施設の設 置場所及 び構造を 考慮して，

外部火災 による熱 影響を考 慮する施 設及び外 部火災の 二次的影 響（ばい煙

及び有毒 ガス）を 考慮する 施設を選 定する。  

2.1.2.1 外部火災 による熱 影響を考 慮する施 設の選定

事業（変 更）許可 を受けた とおり， 建屋に収 納される 外部火災 防護対象

施設は， 建屋にて 防護する ことから ，外部火 災防護対 象施設の 代わりに外

部火災防 護対象施 設を収納 する建屋 を設計対 処施設と して選定 する。  

設 計 対 処 施 設 の う ち 外 部 火 災 に よ る 熱 影 響 を 考 慮 す る 施 設 を 以 下 に 示

す。  

（１）ガ ラス固化 体貯蔵建 屋  

（２）ガ ラス固化 体貯蔵建 屋Ｂ棟  

2.1.2.2 外部火災 の二次的 影響を考 慮する施 設の選定

外部火災 防護対象 施設のう ち，外気 を取り込 むことに より，安 全機能を
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損なうお それがあ るため， 外部火災 の二次的 影響を考 慮する施 設を以下の

とおり選 定する。  

・ガラス 固化体貯 蔵施設の 収納管及 び通風管

2.1.3 設 計対処施 設の設計 方針

森林火災 について は，外部火災防護 対象施設 を収納す る建屋の 表面温度

が許容温 度（ 200℃）となる危険距離 を算出し ，その危険距離を 上回る離 隔

距離を確 保する設 計とする 。  

また，森林火災に よる廃棄 物管理施 設の危険 物貯蔵施 設等への 熱影響に

ついては ，危険物 貯蔵施設 の重油タ ンクに対 し，火災 の燃焼時 間を考慮し

て算出さ れる重油 タンクの 内部温度 を，貯蔵 物の許容 温度以下 とすること

で，設計 対処施設 への影響 を与えな い設計と する。  

敷 地 内 の 危 険 物 貯 蔵 施 設 等 の 火 災 及 び 航 空 機 墜 落 に よ る 火 災 に つ い て

は，外部 火災防護 対象施設 を収納す る建屋の 表面温度 を許容温 度以下とす

ることに より，外 部火災防 護対象施 設の安全 機能を損 なわない 設計又は建

屋外壁温 度及び建 屋内の温 度上昇を 算出し， 外部火災 防護対象 施設の安全

機能及び 建屋外壁 が要求さ れる機能 を損なわ ない設計 とする。  

敷地内の 危険物貯 蔵施設等 の爆発に ついては ，危険限界距離以 上の離隔

を確保す ることで ，外部火 災防護対 象施設の 安全機能 を損なわ ない設計と

する。  

設 計 対 処 施 設 が 外 部 火 災 に 対 し て 十 分 な 健 全 性 を 有 す る こ と を 確 認 す

るための 評価に用 いる許容 温度の設 定根拠は，添付書類「 Ⅳ -1-1-1-4-3 外

部火災防 護に関す る許容温 度設定根 拠」に示 す。  

森林火災 について は，延焼 防止を目 的として ，事業（ 変更）許 可を受け

た防火帯 （ 25ｍ以 上）を敷 地内に設 ける設計 とし，防 火帯は延 焼防止効果
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を損なわ ない設計 とするた め，防火 帯に可燃 物を含む 機器等を 設置する場

合は必要 最小限と するとと もに，不燃 性シート で覆う等 の対策を 実施する。 

危 険 距 離 の 算 出 で 用 い る 防 火 帯 の 外 縁 付 近 に お け る 輻 射 強 度 に つ い て

は，事業（変更）許可を受け たとおり ，最大の輻射強度（ 750ｋＷ／ｍ ２（発

火点３））となるセ ルを評価 対象の最 短となる 位置に配 置し，火 炎最前線 の

火炎が到 達したセ ルを横一 列に並べ て，全て のセルか らの輻射 強度を考慮

する。  

また，危 険物貯蔵 施設の重 油タンク に対し， 重油タン クが受け る火炎か

らの輻射 強度に基 づき算出 した内部 温度を貯 蔵物の許 容温度以 下とするこ

とで，設 計対処施 設への影 響を与え ない設計 とする。  

敷地外の 火災であ る近隣の 産業施設 の火災に ついては ，敷地周 辺 10ｋｍ

範囲内に 存在する 石油備蓄 基地（敷 地西方向 約 0.9ｋ ｍ）の火 災を想定す

る。  

石油備蓄 基地の火 災につい ては，設計対処施 設の建屋 外壁で受 ける輻射

強度が許 容温度と なる輻射 強度以下 となる設 計とし， 危険距離 以上の離隔

を確保す ることで ，設計対 処施設へ の影響を 与えない 設計とす る。  

近 隣 の 産 業 施 設 の 火 災 に よ り 周 辺 の 森 林 へ 飛 び 火 し 敷 地 へ 火 炎 が 迫 る

ことを想 定し，石油 備蓄基地 火災と森 林火災か ら受ける 輻射強度 に基づき，

設計対処 施設の温 度を許容 温度以下 とするこ とで，外 部火災防 護対象施設

の安全機 能を損な わない設 計とする 。  

また，危 険物貯蔵 施設の重 油タンク に対し， 重油タン クが受け る火炎か

らの輻射 強度に基 づき算出 した表面 温度を貯 蔵物の許 容温度以 下とするこ

とで，設 計対処施 設への影 響を与え ない設計 とする。  

外部火災 による二 次的影響 について は，冷却空気流路 の閉塞を 防止する

構造とし ，安全機 能を損な わない設 計とする 。  
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また，ばい煙及び 有毒ガス が制御室 の居住性 に影響を 及ぼすお それがあ

る場合に ，施設の 監視が適 時実施で きるよう に，資機 材を確保 し手順を整

備するこ とを保安 規定に定 め管理す る。  

なお，ば い煙及び 有毒ガス に対する 具体的な 設計につ いては， 添付書類

「Ⅳ -1-1-1-4-6 二 次的影響 （ばい煙 ）及び有 毒ガスに 対する設 計」に示

す。  

2.1.4 外 部火災防 護対象施 設の評価 方針

建屋に収 納される 外部火災 防護対象 施設は，建屋にて 防護する ことから，

外部火災 による建 屋への影 響を評価 する。  

外部火災 影響評価 は，火災 ・爆発源 ごとに危 険距離又 は危険限 界距離を

算出し離 隔距離と 比較する 方法と， 建屋表面 温度を算 出し許容 温度と比較

する方法 を用いる 。  

外部火災 における 評価方針 を添付書 類「Ⅳ -1-1-1-4-2 外部火災 防護に

おける評 価の基本 方針」に 示す。  

森林火災 をはじめ とする火 災・爆発 源ごとの 評価方針 は，添付 書類「Ⅳ

-1-1-1-4-4 外部火 災防護に おける評 価方針」 に示す。

森 林 火 災 を は じ め と す る 火 災 ・ 爆 発 源 ご と の 評 価 条 件 及 び 評 価 結 果 は ，

添付書類 「Ⅳ -1-1-1-4-5 外 部火災防 護におけ る評価条 件及び評 価結果」

に示す。  
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1. 概要

本資料は，添付書類「 Ⅳ -1-1-1-4-1 外部 火災への 配慮に関 する基本 方針」

に示す外 部火災の 影響に対 する設計 方針を踏 まえて， 外部火災 により外 部火

災防護対 象施設が 安全機能 を損なう おそれが ないこと を確認す るための 評価

方針につ いて説明 するもの である。  

2. 外部 火災防護 における 評価の基 本方針

技術基準 規則のう ち第八条 に適合す ることを 確認し，添付書類「Ⅳ -1-1-1-

4-1 外部 火災への 配慮に関 する基本 方針」で示す設計 対処施設 について ，添

付書類「Ⅳ -1-1-1-4-4 外部火 災防護に おける評 価方針」に より評価 を行う。

それぞれ の火災源 ごとに危 険距離等 を算出し ，その危 険距離等 を上回る 離隔

距離が確 保されて いること ，又は算 出した外 部火災防 護対象施 設を収納 する

建屋の表 面温度が 許容温度 を満足す ることを 確認する 。  

2.1 評価 の基本方 針

評価方針 は，「原子力発電所 の外部火 災影響評 価ガイド 」を参考に，添付書

類「Ⅳ -1-1-1-4-1 外部火災 への配慮 に関する 基本方針 」により 実施するこ

とを基本 とする。  

具体的な 評価方針 は，添付 書類「Ⅳ -1-1-1-4-4 外部火 災防護に おける評

価方針」 に示す。  

2.1.1 敷 地内の火 災及び爆 発に対す る評価の 基本方針

2.1.1.1 火災源に 対する評 価の基本 方針  

（１）  森林火 災  

敷地周辺 の植生等 から防火 帯の外縁 （火炎側）付近における火 炎輻射
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強度を算 出し，最大火炎輻 射強度（ 750ｋＷ／ ｍ ２ ）とな るセルを 評価対

象の最短 となる位 置に配置 し，火炎最前線の 火炎が到 達したセ ルを横一

列 に 並 べ て ， 全 て の セ ル か ら の 輻 射 強 度 を 考 慮 し た 危 険 距 離 を 算 出 し ，

設 計 対 処 施 設 に 対 し て 危 険 距 離 を 上 回 る 離 隔 距 離 が 確 保 さ れ て い る こ

とを確認 する。ま た，森林 火災によ る廃棄物 管理施設 の危険物 貯蔵施設

等への影 響につい ては，危険物貯蔵 施設の内 部温度が 貯蔵物の 許容温度

以下とな ることを 確認する 。

（２）  敷地内 に設置す る危険物 貯蔵施設 等の火災

敷地内に 存在する 危険物貯 蔵施設等 の火災に ついては ，貯蔵量等を勘

案して，危険物貯 蔵施設等 から最も 近い位置 にある建 屋の外壁 が受ける

輻射強度 に基づき ，危険物貯蔵施設 等ごとに 建屋外壁 の表面温 度を算出

し，許容 温度を満 足するこ とを確認 する。  

（３）  航空機 墜落によ る火災

航空機墜 落による 火災につ いては，対象航空 機が建屋 の直近に 墜落し，

建屋外壁 で火災が 発生する ことを想 定し，この航空機 墜落火災 の輻射強

度による 建屋外壁 温度及び 建屋内の 温度上昇 を算出し ，安全機能を損な

わないこ とを確認 する。  

2.1.1.2 爆発源に 対する評 価の基本 方針  

（１）  敷地内 の危険物 貯蔵施設 等の爆発

敷 地 内 の 危 険 物 貯 蔵 施 設 等 の 爆 発 に つ い て は ， ガ ス 爆 発 の 爆 風 圧 が

0.01ＭＰ ａとなる 危険限界 距離を算 出し，爆発源と設 計対処施 設の間に

危険限界 距離を上 回る離隔 距離が確 保されて いること を確認す る。  
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2.1.2 近 隣の産業 施設の火 災及び爆 発に対す る評価の 基本方針

2.1.2.1 火災源に 対する評 価の基本 方針  

（１）  石油備蓄 基地の火 災  

想 定される 石油備蓄 基地火災 により設 計対処施 設の建屋 外壁で受 ける

輻射強度 が許容温 度となる 輻射強度 以下とな る設計と し，危険距離以上

の離隔が 確保され ているこ とを確認 する。ま た，森林 火災によ る廃棄物

管理施設 の危険物 貯蔵施設 等への影 響につい ては，危険物貯蔵 施設の表

面温度が 貯蔵物の 許容温度 以下とな ることを 確認する 。  

（２）  近隣産業 施設の火 災及び森 林火災の 重畳

石 油 備 蓄 基 地 火 災 及 び 森 林 火 災 の 重 畳 に よ り 建 屋 外 壁 が 受 け る 輻 射

強度を算 出し，建屋の外壁 表面温度 が許容温 度以下で あること を確認す

る。  

2.2 許容 温度

設計対処 施設が外 部火災に 対して十 分な健全 性を有す ることを 確認するた

めの評価 に用いる 許容温度 及びその 設定根拠 は，添付書 類「Ⅳ -1-1-1-4-3 外

部火災防 護に関す る許容温 度設定根 拠」に示 す。  
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1. 概要

本資料は，添付書類「 Ⅳ -1-1-1-4-1 外部 火災への 配慮に関 する基本 方針」

に従い， 設計対処 施設が， 外部火災 に対して 十分な健 全性を有 すること を確

認するた めの評価 に用いる 許容温度 の設定根 拠につい て説明す るもので ある。 

2. 設定 根拠

設計対処 施設であ るガラス 固化体貯 蔵建屋及 びガラス 固化体貯 蔵建屋Ｂ棟

の外壁の 許容温度 は，200
（ １ ）

℃（火災時にお ける短期 温度上昇 を考慮し た場合に

おいてコ ンクリー ト圧縮強 度が維持 される保 守的な温 度）とす る。  

建屋の外 壁表面は ，太陽輻射による 温度上昇 を考慮し ，初期温度を 50℃に

設定する 。また，外壁表面の 放射率を 考慮しな い評価で あるため ，200℃を下

回れば建 屋の機能 は確保さ れる。  

3. 参考 文献

（１）安 部武雄ほ か．“高温 度におけ る高強度 コンクリ ートの力 学的特性 に

関する基 礎的研究”．日本建 築学会構 造系論文 集 第 515 号．日本建築学 会，

1999．
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1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅳ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針」に従い，外部火

災防護における評価方針について説明するものである。 

2. 評価について

 外部火災防護における評価として，森林火災については設計対処施設の危険距離を算出し，

その危険距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災，航空機墜落による火災，敷地内に存在する危険

物貯蔵施設等の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災（以下「重畳火

災」という。）については，設計対処施設の温度を算出し，許容温度を満足することを確認する。 

 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発については，設計対処施設に対して危険限界距離

以上の離隔を確保していることを確認する。 

 近隣の産業施設の火災については，設計対処施設の建屋外壁で受ける輻射強度が許容温度と

なる輻射強度以下となることを確認する。 

火災・爆発源ごとの評価方針を以下に示す。 

2.1 敷地内に対する評価方針 

2.1.1 森林火災の評価について 

（１） 評価方針

事業（変更）許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）付近における火炎輻射強度を算出し，

最大火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）となるセルを評価対象の最短となる位置に配置し，火

炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に並べて，全てのセルからの輻射強度を考慮した

危険距離を算出し，設計対処施設に対して危険距離を上回る離隔距離が確保されているこ

とを確認する。 

（２） 評価条件
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a.外部火災ガイドを参考に，森林火災による熱を受ける面と森林火災の火炎の地点は同じ

高さにあると仮定する。

b.外部火災ガイドを参考に，森林火災の火炎は，円筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の３倍とする。

c.円筒火炎モデルは，火炎最前線のセルごとに設定する。

d.設計対処施設への熱影響が厳しくなるよう，火炎最前線のセルから，最大の輻射強度（750

ｋＷ／ｍ２（発火点３））となるセルを評価対象の最短となる位置に配置し，火炎最前線

の火炎が到達したセルを横一列に並べて，すべてのセルからの輻射強度を考慮する。

（３） 計算方法

外部火災ガイドを参考として，ＦＡＲＳＩＴＥによる解析結果を用い，外壁表面温度が

コンクリートの許容温度 200 ℃となる危険距離を算出し，この危険距離と防火帯外側から

最短となる外部火災防護対象施設を収納する建屋までの離隔距離を評価する。危険距離の

評価の流れを第 2.1.1-1 図に示す。 
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ＦＡＲＳＩＴＥによる解析結果 

ＦＡＲＳＩＴＥ解析結果

（発火点３） 
火炎到達幅分のセルの反応強度 

火炎輻射発散度 
ＦＡＲＳＩＴＥにて算出された反応強度を火炎輻射発散度の

値に変換したもの 

火炎長 ＦＡＲＳＩＴＥにて算出された値 

燃焼半径 火炎長より算出 

・形態係数の算出（火炎長，燃焼半径及び離隔距離から算出）

・輻射強度の算出（火炎輻射発散度及び形態係数から算出）

危険距離算出 

上記燃焼データより評価点から火炎筒までの距離（離隔距離）を

設定し計算 

円筒火炎モデルによる受熱面の温度評価 

第 2.1.1-1 図 危険距離の評価の流れ 

火炎最前線から任意の離隔距離において，輻射強度が最大となるセルを確認し，当該セル

を評価対象の中心としてセルを並べる。 

外壁の表面温度がコンクリートの許容温度

200℃を超えない防火帯外側から外部火災防護

対象施設を収納する建屋受熱面までの危険距離

が算出されるまで繰り返し行う。 
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ａ．円筒火炎モデル数の算出 

以下の（１）式から，火炎が到達したセルごとに円筒火炎モデル数を算出する。 

F
𝑊
2𝑅

･･･（１）

ここで， 

Ｆ：円筒火炎モデル数 

Ｗ：セル幅（ｍ） 

Ｒ：燃焼半径（ｍ） 

ｂ．形態係数の算出 

以下の（２）式から円筒火炎モデルの形態係数を算出する。 

φi
１
𝑡𝑎𝑛

√ √
𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 ・・・（２）

ただし，m ≒ 3，ｎ
Ｌ

Ｒ
，A １ ｎ

２
ｍ

２
，B １ ｎ

２
ｍ

２

φi：形態係数 

Lｉ：離隔距離（ｍ） 

Ｈ：火炎長（ｍ） 

Ｒ：燃焼半径（ｍ） 

各円筒火炎モデルの形態係数を合計した値を，設計対処施設に及ぼす影響について考慮

すべき形態係数φtとする。式を以下の（３）に，円筒形モデルを第 2.1.1-2 図に示す。 

∅ｔ ∅ ∅ ∅ ⋯ ∅  ・・・（３）

ただし，ｉ，（ｉ＋１），（ｉ＋２），・・・，（ｉ＋Ｘ）の円筒火炎モデル数の合計はＦ個

とする。 
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ｃ. 危険距離の評価 

受熱面の輻射強度を（４）式により算出する。 

Ｅ＝Ｒｆ・φt･･･（４） 

ここで， 

Ｅ ：受熱面輻射強度（Ｗ／ｍ２） 

Ｒｆ：火炎輻射発散度（Ｗ／ｍ２） 

φt ：形態係数 

受熱面の輻射強度から，コンクリートの外壁表面温度を算出する。外壁表面温度を算出

する際は，コンクリート内部に向かう伝熱を考慮する。 

外壁表面温度がコンクリートの許容温度 200 ℃となる離隔距離を危険距離として算出

する。 

伝熱 

Ｅ１＝Ｒｆ×φ１ 

Ｅ２＝Ｒｆ×φ２ 

Ｅ３＝Ｒｆ×φ３ 

・ 

・ 

・ 

…… …… 
Ｒｆ(ｋＷ／ｍ

2
)

Ｌ２，φ２ 

Ｌ１，φ１ 

Ｌ3，φ3 
離隔 

距離 

受熱面 

第 2.1.1-2 図 円筒火炎モデル 

最大の輻射強度を持つセ

ルを評価対象の中心とな

るように円筒火炎モデル

を並べる。 

364



6 

2.1.2 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の評価について 

2.1.2.1 火災源に対する評価方針 

（１）評価方針

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災については，貯蔵量等を勘案して，危険物貯

蔵施設等から最も近い位置にある設計対処施設の建屋外壁が受ける輻射強度に基づき，危

険物貯蔵施設等ごとに建屋外壁の表面温度を算出し，許容温度を満足することを確認する。 

敷地内に存在する廃棄物管理施設以外の危険物貯蔵施設等は，いずれも石油備蓄基地と

比較して貯蔵量は少ないが，設計対処施設との距離が近いことから，設計対処施設への離

隔距離が最短となるボイラ用燃料貯蔵所及び最も重油の貯蔵量が多いボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所を評価対象とする。また，廃棄物管理施設の危険物貯蔵施設等は， ディーゼル

発電機用燃料油受入れ・貯蔵所のみであり， 当該貯蔵所を評価対象とする。 

（２） 評価条件

ａ．危険物貯蔵施設等の貯蔵量は，危険物施設として許可された貯蔵容量を超えない運用

上の最大貯蔵量とする。 

ｂ．離隔距離は，評価上厳しくなるよう，タンク位置から外部火災の影響を考慮する施設

までの直線距離とする。 

ｃ．危険物貯蔵施設等の破損等による防油堤内の全面火災を想定する。 

ｄ．気象条件は無風状態とする。 

ｅ．火炎は円筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

（３） 計算方法

 危険物貯蔵施設等の火災については，重油の燃焼速度を用い，防油堤内における重油の

燃焼時間を設定する。設計対処施設の外壁への熱影響評価については，一定の熱流束を与

えたコンクリートの評価とし，危険物貯蔵施設等ごとに建屋外壁の表面温度を算出する。 
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 危険物貯蔵施設等の火災の評価対象は，各危険物貯蔵施設等から最短となる設計対処施

設とする。 

ａ．火炎のモデル化 

 危険物貯蔵施設等の火災の円筒火災モデルは，外部火災ガイドを参考として，タンク内

及び防油堤内の全面火災を想定する。燃焼半径Ｒは（１）式より算出し，火炎の高さＨは

燃焼半径Ｒの３倍とする。 

Ｒ＝
１

√𝜋
ｗ ｄ ･･･ １

ここで， 

Ｒ：燃焼半径 (ｍ) 

ｗ：防油堤の幅(ｍ) 

ｄ：防油堤の奥行(ｍ) 

ｂ．輻射強度の算定 

火炎からの輻射強度を算定するに当たっては，外部火災ガイドを参考として，最初に円

筒火災からの形態係数を（２）式により求める。 

φ
１
𝑡𝑎𝑛

√ √
𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛  ･･･（２）

ただし，m 3，ｎ
Ｌ

Ｒ
 ， 

A １ ｎ
２

ｍ
２
，B １ ｎ

２
ｍ

２

ここで， 

φ：形態係数 （－） 

Ｌ：燃焼面（円筒火災底面）の中心から受熱面（評価点）までの距離 （ｍ） 

Ｈ：火炎の高さ （ｍ） 

Ｒ：燃焼半径 （ｍ） 
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ここで，求めた円筒火災モデルの形態係数から，外部火災ガイドを参考として，輻射強

度Ｅを以下の（３）式により求める。 

Ｅ＝Ｒƒ×φ･･･（３） 

ここで， 

Ｅ ：輻射強度（Ｗ／ｍ２） 

Ｒƒ：輻射発散度（Ｗ／ｍ２） 

φ ：形態係数 

ここで，輻射発散度Ｒƒ は油種により決まるものでありボイラ用燃料貯蔵所等の油種は

重油であることから，外部火災ガイドを参考として，輻射発散度を 23ｋＷ／ｍ２と設定す

る。 

ｃ．外壁表面温度の算出方法 

火炎輻射発散度及び燃焼時間に基づき，外壁表面における燃焼時間及び燃焼時間内で一

定の輻射強度を設定する。 

外壁表面温度の時間変化は，表面熱流束一定の半無限固体の熱伝導に関する以下の（４）

式
（1）

に基づき算出する。 

T 𝑇 √ １

√
𝑒𝑥𝑝

√
𝑒𝑟𝑓𝑐

√
 ･･･（４）

ここで， 

Ｔ ：外壁表面温度（℃） 

ｘ ：外壁表面からの深さ（ｍ） 

ｔ ：燃焼時間（ｓ） 

Ｔｏ ：初期温度（℃） 

Ｅ ：輻射強度（Ｗ／ｍ２） 

α ：温度伝導率（ｍ２／ｓ）（α＝λ／（ρ×ｃ）） 

λ ：コンクリート熱伝導率（Ｗ／ｍＫ
（2）

） 
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ρ ：コンクリート密度（ｋｇ／ｍ３） 

ｃ ：コンクリート比熱（Ｊ／ｋｇＫ
（2）

） 

erfc(𝑥) = 1 − 𝑒𝑟𝑓(𝑥) (𝑒𝑟𝑓(𝑥):誤差関数)

評価に当たっては，厳しい評価となるように外壁表面からの対流及び輻射放熱は考慮せ

ず，火炎からの輻射のエネルギは全て建屋内面に向かう評価モデルとする。したがって，

最高温度の位置は外壁表面(ｘ＝０ｍ)となる。そこで（４）式のｘをゼロとして，外壁の

最高温度を以下の（５）式により算出する。なお，燃焼時間は重油の貯蔵量を燃焼面積と

重油の燃焼速度
（ 3 ）

（0.28×10－４ｍ／ｓ）で割った値とする。 

𝑇 𝑇
2 𝐸 √𝛼 𝑡

√𝜋𝜆
･･･（５） 

ここで， 

Ｔｓ ：外壁表面温度（℃） 

ｔ ：燃焼時間（ｓ） 

2.1.2.2 爆発源に対する評価方針 

（１） 評価方針

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等のうち爆発源となる設備の貯蔵量等を勘案して，外

部火災の影響を考慮する施設へのガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない 0.01

ＭＰａとなる距離である危険限界距離を評価する。想定する爆発源の位置を第 2.1.2.2-1

図に示す。 

 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発については，再処理施設の精製建屋 ボンベ庫，還元

ガス製造建屋，ボイラ建屋 ボンベ置場及び低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫並

びにＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫を対象とする。 

これらの施設について危険限界距離を評価し，設計対処施設に対して危険限界距離以上
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の離隔距離が確保されていることを確認する。 

第 2.1.2.2-1 図 設計対処施設と危険物貯蔵施設等（爆発源）の位置関係 

（２） 評価条件

a．離隔距離は，評価上厳しくなるよう爆発源から外部火災の影響を考慮する設計対処施設

：再処理施設の危険物貯蔵施設等 

:ＭＯＸ燃料加工施設の危険物貯蔵施設等（第１高圧ガストレーラ庫） 

：設計対処施設 
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までの直線距離とする。 

ｂ．爆発源は燃料を満載した状態を想定する。 

ｃ．危険物貯蔵施設等の高圧ガス漏えい及び引火によるガス爆発を想定する。 

ｄ．気象条件は無風状態とする。 

（３） 計算方法

爆発源のガスの種類及び貯蔵量から貯蔵設備のＷ値を求める。その貯蔵設備のＷ値を

用いて，ガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない 0.01 ＭＰａとなる距離であ

る危険限界距離を算出する。 

敷地内の爆発源となる施設について，外部火災ガイドを参考とし，（１）式より危険限

界距離を算出する。 

X 0.04𝜆 √𝐾 𝑊・・・（１）

ここで， 

Ｘ ：危険限界距離（ｍ） 

λ ：換算距離（14.4ｍ・ｋｇ-1/3） 

Ｋ ：水素ガスの定数（2860000） 

プロパンガスの定数(888000（100℃以上）) 

Ｗ ：設備定数 
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2.1.3 航空機墜落による火災の評価について 

（１） 評価方針

航空機墜落による火災の評価対象航空機は，落下事故の分類を踏まえ，以下の航空機の

落下事故における航空機を選定する。 

自衛隊機又は米軍機の落下事故のうち，燃料積載量が最大の自衛隊機であるＫＣ－767 

を選定する。また，廃棄物管理施設の南方向約10ｋｍに三沢対地訓練区域があり，自衛隊

機及び米軍機が訓練を行っている。このため，当社による調査結果から，三沢対地訓練区

域を訓練飛行中の自衛隊機又は米軍機のうち，自衛隊機のＦ－２及び米軍機のＦ－16 を選

定する。さらに，今後訓練飛行を行う主要な航空機となる可能性のあるＦ－35 についても

選定する。評価対象航空機の燃料積載量を第2.1.3-1表に示す。 

選定した評価対象航空機の燃料積載量等を勘案して，評価対象航空機ごとに受熱面にお

ける輻射強度を算出し，熱影響が厳しい航空機について建屋外壁温度及び建屋内の温度上

昇を算出し，要求される機能を損なわないことを確認する。 

第 2.1.3-1 表 航空機の燃料積載量 

対象航空機 燃料積載量（ｍ３） 

ＫＣ－767 145.1（９） 

Ｆ－２ 10.4 (2)(3) 

Ｆ－16 9.8 (1)(3) 

Ｆ－35 10.8 (3)(4) 

（２） 評価条件

ａ. 航空機は，対象航空機を種類別に分類し，燃料積載量が最大の機種とする。 

ｂ. 航空機は燃料を満載した状態を想定する。 

371



13 

ｃ. 航空機墜落地点は，設計対処施設への影響が厳しい建屋外壁とする。 

ｄ. 航空機の墜落によって燃料に着火し，火災が起こることを想定する。 

ｅ. 気象条件は無風状態とする。 

ｆ. 航空機の機体投影面積を円筒の底面と仮定し，火災は円筒火炎モデルとし，火炎の高

さは燃焼半径の３倍とする。 

ｇ. 油火災において任意の位置にある輻射強度を計算により求めるには，半径が1.5ｍ以

上の場合で火炎の高さを半径の３倍にした円筒火災モデルを採用する。 

（３） 計算方法

対象航空機の機体投影面積等から求める燃焼半径及び燃料量により燃焼継続時間を求め，

その燃焼継続時間及び輻射強度を用いて建屋外壁温度及び建屋内の温度上昇を算出する。 

ａ. 火災源から受熱面への輻射強度の算出 

形態係数は，外部火災ガイドを参考として以下の前提に基づき（１）式より算出する。 

φ
１
𝑡𝑎𝑛

√ √
𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 ･･･（１）

ただし，m 3，ｎ
Ｌ

Ｒ
 ， 

A １ ｎ
２

ｍ
２
，B １ ｎ

２
ｍ

２

ここで， 

φ：形態係数 

Ｌ：離隔距離（ｍ） 

Ｈ：火炎の高さ（ｍ） 

Ｒ：燃焼半径（ｍ） 

輻射強度は外部火災ガイドを参考として，（２）式より算出する。航空機燃料の輻射発散

度については，第2.1.3-2表のガソリン・ナフサの値を用いる。 

また，設計対処施設のうち外部火災防護対象施設を収納する建屋及び危険物貯蔵施設等

については，太陽光の入射として0.4ｋＷ／ ｍ２を加算
（ ４ ）

する。 
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Ｅ＝Ｒƒ・φ ･･･（２） 

ここで， 

Ｅ ：輻射強度（Ｗ／ｍ２） 

Ｒƒ：輻射発散度（Ｗ／ｍ２） 

φ ：形態係数 
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第2.1.3-2表 物質固有の輻射発散度 

物質名 輻射発散度 物質名 輻射発散度 

カフジ原油 41×10３（35×10３） メタノール 9.8×10３（8.4×10３） 

ガソリン・ナフサ 58×10３（50×10３） エタノール 12×10３（10×10３） 

灯油 50×10３（43×10３） ＬＮＧ（メタン） 76×10３（65×10３） 

軽油 42×10３（36×10３） エチレン 134×10３（115×10３） 

重油 23×10３（20×10３） プロパン 74×10３（64×10３） 

ベンゼン 62×10３（53×10３） プロピレン 73×10３（53×10３） 

ｎ－ヘキサン 85×10３（73×10３） ｎ－ブタン 83×10３（71×10３） 

（単位はＷ／ｍ２，かっこ内はｋｃａｌ／ｍ２ｈ） 

「外部火災ガイド」より抜粋 

燃焼時間は，（３）式より算出する。 

燃焼速度については，文献
（ ５ ）

から油面降下速度8.0×10－５ｍ／ｓとする。 

燃焼範囲は航空機の機体投影面積を文献の図面
（６）（７）（８）（９）

から設定し，ＫＣ－767 は1,500ｍ２，Ｆ

－２は110ｍ２，Ｆ－16は90ｍ２，Ｆ－35は110ｍ２となる。 

燃料量は，第2.1.3-1表からＫＣ－767 は145.1ｍ３，Ｆ－２は10.4ｍ３，Ｆ－16は9.8ｍ３，

Ｆ－35は10.8ｍ３である。 

t
𝑉

𝐴 𝜈
・・・（３）

ここで， 

ｔ：燃料時間（ｓ） 

Ｖ：燃料量（ｍ３） 

Ａ：燃料範囲（ｍ２） 

ν：燃焼速度（ｍ／ｓ）（ガソリンの燃焼速度4.8ｍｍ／ｍｉｎより算出） 
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これらの結果から，設計対処施設への熱影響が厳しくなる航空機を選定する。 

ｂ．設計対処施設への熱影響評価 

前項で選定された航空機の輻射強度による建屋外壁温度及び建屋内の温度上昇を算出する。 

評価にあたっては，外壁を代表とし，より厳しい評価となるように外壁表面からの対流及

び輻射放熱は考慮せず，火炎からの輻射のエネルギは全て建屋内面に向かう評価モデルとす

る。円筒火災モデルの概要を第 2.1.3-1 図に示す。 

第 2.1.3-1 図 対象建屋の計算モデル 

熱影響評価結果から，外壁の温度上昇により屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわないこと及び建屋外壁が要求される機能を損なわないことを確認する。  

建屋外壁の内部温度の時間変化は，表面熱流束一定の半無限固体の熱伝導に関する（４）

式
（2）

に基づき算出する。 

𝑇 𝑇 √ １

√
𝑒𝑥𝑝

√
𝑒𝑟𝑓𝑐

√
･･･（４）

ここで， 

Ｔ ：外壁の内部温度（℃） 

ｘ ：外壁表面からの深さ（ｍ） 

ｔ ：燃焼時間（ｓ） 

E：輻射強度 

外壁 

天井スラブ 

屋内 
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Ｔｏ ：初期温度（℃） 

Ｅ ：輻射強度（Ｗ／ｍ２） 

α ：温度伝導率（ｍ２／ｓ）（α＝λ／（ρ×ｃ）） 

λ ：コンクリート熱伝導率（Ｗ／ｍＫ） 

ρ ：コンクリート密度（ｋｇ／ｍ３） 

ｃ ：コンクリート比熱（Ｊ／ｋｇＫ）  

 erfc 𝑥 1 𝑒𝑟𝑓 𝑥   𝑒𝑟𝑓 𝑥 :誤差関数
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2.2 近隣の産業施設に対する評価方針 

2.2.1 石油備蓄基地火災の評価について 

（１）評価方針

石油備蓄基地火災については，石油備蓄基地からの距離が最短となるガラス固化体貯蔵

建屋を評価対象とし，建屋の外壁で受ける火炎からの輻射強度をコンクリートの許容温度

200 ℃となる輻射強度（以下「危険輻射強度」という。）以下とすることで，石油備蓄基地

から廃棄物管理施設までの離隔距離が危険距離以上であることを確認する。 

（２）評価条件

a．想定する火災は51基の原油タンクの原油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定する。 

b．気象条件は無風状態とする。 

C．火炎は円筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の3 倍とする。 

（３）計算方法

 石油備蓄基地火災については，原油タンクの貯蔵量，原油タンクから設計対処施設の受

熱面までの距離等から建屋外壁で受ける輻射強度を算定するとともに，その輻射強度が建

屋外壁の許容温度に達する危険輻射強度を算出する。 

ａ．火災のモデル化 

石油備蓄基地火災の円筒火災モデルは，石油備蓄基地の防油堤の大きさ，配置を踏まえ

て設定する。原油タンクについては，３行13列及び３行４列で配置され，防油堤について

は，原油タンクが３行１列，２行２列又は２行１列の単位で設置されている。 

想定する火災は，51基の原油タンクの原油全てが防油堤内に流出した全面火災とし，流

出した原油は防油堤内に留まることを想定する。 

想定する火災を踏まえ火炎のモデル化について，全防油堤の面積で一つの円筒火災モデ

ルとすると，実際の燃焼形態とモデルの燃焼形態の乖離が大きく，非現実的なモデルとな
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る。一方，防油堤単位で円筒火災モデルを設定した場合でも，３列１行又は２行１列で設

置された防油堤については，実際の燃焼形態との間に乖離が大きい。 

原油貯蔵タンクは,隣接するタンクと防油堤を共有しているものが複数あることから，現

実的な底面積の設定として，原油貯蔵タンク９基（３列×３行）又は６基（２列×３行）

を１単位として円筒形にモデル化し，円筒火災相互の輻射遮蔽効果は無視することとする。

また，防油堤の大きさは航空写真から概算で原油貯蔵タンク１基あたり縦幅及び横幅とも

に160ｍと設定し，燃焼半径Ｒは（１）式より算定し，火炎の高さＨは燃焼半径Ｒの３倍と

する。円筒火災モデルを第2.2.1-1図に示す。 

Ｒ＝
１

√
ｗ ｄ･･･（１）

ここで， 

Ｒ：燃焼半径 （ｍ） 

ｗ：防油堤３基分の縦幅（ｍ）（160×３＝480ｍ） 

ｄ：防油堤３基分の横幅又は２基分の横幅（ｍ）（160×３＝480ｍ又は160×２＝320ｍ） 
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第 2.2.1-1 図 円筒火災モデル 

３列１行や２行１列で設置された

防油堤については，想定する防油

堤内火災の燃焼形態との間に乖離

がある。 

＜全防油堤の面積を一つの円筒火災モデルとする場合＞ 

想定する防油堤内火災の燃焼形態と

モデルの燃焼形態の乖離が大きく，

非現実的な円筒火災モデルとなる。 

＜防油堤単位で円筒火災モデルとする場合＞ 

廃棄物管理施設方向 

320ｍ 480ｍ 

480ｍ 

原油貯蔵タンク 計算で用いる円筒火災 防油堤 

＜評価で使用する円筒火災モデル＞ 
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ｂ．輻射強度の算定 

火炎からの輻射強度を算定するに当たっては，外部火災ガイドを参考として，最初に円

筒火災からの形態係数を（２）式により求める。 

φ
１
𝑡𝑎𝑛

√ √
𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛  ･･･（２）

m 3，ｎ
Ｌ

Ｒ
，A １ ｎ

２
ｍ

２
，B １ ｎ

２
ｍ

２

ここで， 

φ：形態係数 （－） 

Ｌ：燃焼面（円筒火災底面）の中心から受熱面（評価点）までの距離 （ｍ） 

Ｈ：火炎の高さ （ｍ） 

Ｒ：燃焼半径 （ｍ） 

ここで，求めた各円筒火災の形態係数から，外部火災ガイドを参考として，輻射強度を

（３）式により求める。

E ∑ ∅ｉｉ １
𝑅𝑓 ・･･（３）

ここで， 

Ｅ ：輻射強度（Ｗ／ｍ２） 

φｉ（ｉ=１～６）：第2.2.1-1図に示した各円筒火災の形態係数 

Ｒƒ：輻射発散度（Ｗ／ｍ２） 

ここで，輻射発散度Ｒƒは油種により決まるものであり，外部火災ガイドを参考として，

カフジ原油の値を採用し，41ｋＷ／ｍ２と設定する。

ただし，外部火災ガイドでは「保守的な判断を行うために，火災規模による輻射熱発散
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度の低減がないものとする」と記載されているが，石油備蓄基地火災では，文献
（ ３ ）

に基づき，

輻射発散度の低減率（ｒ＝0.3）を考慮する。 

ｃ．危険輻射強度の算出方法 

第2.2.1-2図に，危険輻射強度の計算モデルを示す。評価対象建屋の外壁がコンクリートの

許容温度（200℃）に達する際の危険輻射強度を（４）式から放熱量と入熱量の定常計算によ

り算出する。 

𝑄 𝑄 𝑄 𝑄  ･･･（４）

ここで， 

Ｑｒｉ ：火炎からの輻射（危険輻射強度）（Ｗ／ｍ２） 

Ｑｒｏ ：大気への輻射放熱（Ｗ／ｍ２） 

Ｑｈ ：熱伝達による大気への放熱（Ｗ／ｍ２） 

Ｑｓｕｎ：太陽光入射（Ｗ／ｍ２） 

大気への輻射放熱は（５） 式により計算する。 

𝑄 𝜎 𝑇 𝑇  ･･･（５）

ここで， 

σ ：ステファン－ボルツマン定数（Ｗ／ｍ２Ｋ４） 

Ｔｃ ：壁面温度（許容温度）（Ｋ） 

Ｔａ ：大気側温度（Ｋ） 

εc ：壁面の輻射率 

Ｆｃａ：壁面からの大気への形態係数 

熱伝達による放熱量は（６）から（12）式により計算する。 

𝑄 ℎ 𝑇 𝑇 ･･･（６）
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h ･･･（７）

Nu 0.0185 0.0035 𝑅𝑎 ⁄     10 𝑅𝑎･･･（８）

Ra Pr Gr ･･･（９）

Gr gβ 𝑇 𝑇 𝐿 𝜈２⁄  ･･･（10）

β １ 𝑇   ･･･（11） 

𝑇 𝑇 0.38 𝑇 𝑇   ･･･（12）

ここで， 

ｈ   ：熱伝達係数（Ｗ／ｍ２Ｋ） 

Ｔｃ  ：壁面温度（許容温度）（Ｋ） 

Ｔａｍｂ：外気温度（Ｋ） 

Ｎｕ ：ヌセルト数 

Ｒａ ：レイリー数 

Ｇｒ ：グラスホフ数 

Ｐｒ ：プラントル数 

ν   ：大気の動粘性係数（ｍ２／ｓ） 

λ   ：大気の熱伝導率（Ｗ／ｍＫ） 

Ｔｒ  ：代表温度（Ｋ） 

β   ：体膨張係数（１／Ｋ） 

Ｌ   ：評価対象壁面高さ（ｍ）  

ｇ   ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

(参考文献（１）に記載す

る鉛直平板まわりの自

然対流熱伝達とする。) 

（熱伝導率，プラントル数及び動粘性

係数算出のための代表温度とする。) 

(参考文献（１）の記載値に基づく

代表温度Ｔｒにおける値に線形補

間する。) 
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第 2.2.1-2 図 危険輻射強度の計算モデル

高さＬ（ｍ） 

評価対象壁面 

壁面の輻射率εc 

壁面温度Ｔｃ（Ｋ） 

（許容温度 200℃） 

大気への輻射放熱Ｑｒｏ（Ｗ／ｍ２） 

壁面から大気への形態係数Ｆｃａ 

大気側温度 

Ｔａ（Ｋ） 

熱伝達による大気への放熱Ｑｈ（Ｗ／ｍ２） 

熱伝達係数ｈ（Ｗ／ｍ２Ｋ） 外気温度 

Ｔａｍｂ（Ｋ） 

火炎からの輻射Ｑｒｉ（Ｗ／ｍ２） 

（危険輻射強度） 

太陽光入射Ｑｓｕｎ（Ｗ／ｍ２） 
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2.2.2 石 油備蓄基 地火災及 び森林火 災の重畳

（１）評 価方針  

石油備蓄 基地火災 及び森林 火災の重 畳火災に ついては ，石油備蓄基地

火 災 及 び 森 林 火 災 か ら 受 け る 熱 影 響 が 大 き い ガ ラ ス 固 化 体 貯 蔵 建 屋 Ｂ

棟を評価 対象とし ，この重畳火災に より建屋 外壁が受 ける輻射 強度を算

出し，建 屋の外壁 表面温度 が許容温 度以下で あること を確認す る。  

（２）計 算方法

石 油蓄基地 火災及び 森林火災 の重畳に よる影響 評価は， 火炎から の輻

射強度に よる外壁 表面温度 を算出す る。  

石 油備蓄基 地火災に ついては，「 2.2.1 石油備蓄 基地火災 の評価につ

いて」にて記載し た方法と 同様に火 炎からの 輻射強度 によるコ ンクリー

ト温度を 放熱量と 入熱量の 定常計算 により実 施する。

森 林火災に ついては ，一定の 熱流束を 与えたコ ンクリー トの評価 とし

て，危険 物貯蔵施 設等の火 災におけ る評価方 法を適用 する。
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2.3 廃棄 物管理施 設の危険 物貯蔵施 設等に対 する評価 方針

（１）評 価方針  

廃棄物管 理施設の 危険物貯 蔵施設は ，それ自体が設計 対処施設 ではない

が，設備 に内包さ れる物質 が火災を 発生させ る可能性 があり， それにより

外部火災 防護対象 施設に影 響を及ぼ すことが 考えられ る。その ため，森林

火災及び 近隣の産 業施設の 火災によ る熱影響 並びに敷 地内の危 険物貯蔵施

設等の爆 発の影響 を確認す る。なお，廃棄物管 理施設の 危険物貯 蔵施設は，

ディーゼ ル発電機 用燃料油 受入れ・ 貯蔵所の みである ことから これを評価

対象とす る。  

（２）評 価条件

 評価 条件は， 森林火災 及び石油 備蓄基地 火災のそ れぞれの 単独事象 の発

生時の条 件と同じ である。 また，敷 地内の危 険物貯蔵 施設等の 爆発につい

ては，危 険限界距 離以上の 離隔を確 保してい ることを 確認する 。  

（３）計 算方法

a.森林火 災による 影響評価 方法

評 価 の 結 果 が 厳 し く な る よ う に タ ン ク の 構 造 材 を 無 視 し ， 大 気 へ の 放

熱 を 考 慮 し な い 貯 蔵 物 へ の 熱 計 算 を 実 施 し ， そ の 温 度 が 許 容 温 度 以 下 で

あ る こ と を 確 認 す る 。 温 度 評 価 は ， 熱 流 束 一 定 の 半 無 限 固 体 の 熱 伝 導 に

関する以 下の（１ ）式に基 づき算出 する。  

T 𝑇 √ １

√
𝑒𝑥𝑝

√
𝑒𝑟𝑓𝑐

√
･･･（１）

ここで，

Ｔ  ：重 油の温度 （℃）  

ｘ  ：タ ンク内表 面の重油 の深さ（ ｍ）
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ｔ  ：燃 焼時間（ ｓ）  

Ｔ ｏ  ：初 期温度（ ℃）  

Ｅ  ：輻 射強度（ Ｗ／ｍ ２ ）  

α  ：温 度伝導率 （ｍ ２ ／ ｓ）（α＝ λ／（ρ ×ｃ））

λ  ：重 油の熱伝 導率（Ｗ ／ｍＫ）  

ρ  ：重 油の密度 （ｋｇ／ ｍ ３ ）  

ｃ  ：重 油の比熱 （Ｊ／ｋ ｇＫ）  

erfc 𝑥 1 𝑒𝑟𝑓 𝑥   𝑒𝑟𝑓 𝑥 :誤差関数

タンク外 面からの 放熱を仮 定してい ないため ，最高温度の位置 は燃焼

時間経過 時点のタ ンク内面 （ｘ＝０ ｍ）とな る。そこ で（１） 式のｘを

ゼロとし て，重油 の最高温 度を以下 の（２） 式により 算出する 。  

𝑇 𝑇
2 𝐸 √𝛼 𝑡

√𝜋𝜆
･･･（２）

ここで，  

Ｔ ｓ  ：タ ンク内表 面に位置 する重油 の温度（ ℃）

ｔ  ：燃 焼時間（ ｓ）  

b. 石油備 蓄基地火 災による 影響評価 方法

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用 燃 料 油 受 入 れ ・ 貯 蔵 所 は ， 屋 外 に 設 置 さ れ る た め ，

建屋外壁 と同様に ，火災の 影響を直 接受ける こととな る。した がって，建

屋外壁と 同様の定 常計算を 実施する 。第 2.3-1 図に温度上昇の 計算モデ ル

を示す。 具体的に は，石油 備蓄基地 火災にお ける火炎 からの輻 射入熱及び

（３）式 を基に放 熱量と入 熱量の関 係が成立 する際の 評価対象 表面温度を

算出する 。算出さ れた評価 対象表面 温度が， 貯蔵物の 許容温度 以下である
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ことを確 認する。

𝑄 𝑄 𝑄 𝑄  ･･･(３ )

ここで，  

Ｑ ｒ ｉ ：火 炎からの 輻射  （Ｗ ／ｍ ２ ）  

Ｑ ｒ ｏ   ： 大気への 輻射放熱 （Ｗ／ｍ ２ ）

Ｑ ｈ ： 熱伝達に よる大気 への放熱 （Ｗ／ｍ ２ ）

Ｑ ｓ ｕ ｎ ： 太陽光入 射（Ｗ／ ｍ ２ ）

大気への 輻射放熱 は（４） 式
（4）

により計 算した。

𝑄 𝜎 𝑇 𝑇  ･･･（４ ）

ここで，

σ  ：ステ ファン－ ボルツマ ン定数（ Ｗ／ｍ ２ Ｋ ４ ）

Ｔ ｃ ：表 面温度（ Ｋ）  

Ｔ ａ ：大 気側温度 （Ｋ）  

ε c ：タ ンク表面 の輻射率  

Ｆ ca：表 面から大 気への形 態係数  

熱伝達に よる大気 への放熱 量は（５ ）から（ 11）式によ り計算し た。

𝑄 ℎ 𝑇 𝑇  ･･･（５ ）

h
𝑁𝑢 𝜆
𝐿

･･･（６）

Nu 0.0185 0.0035 𝑅𝑎 ⁄     10 𝑅𝑎･･･（７）

Ra Pr Gr ･･･（８）

Gr gβ 𝑇 𝑇 𝐿 𝜈２⁄  ･･･（９ ）

β １ 𝑇    ･ ･ ･（ 1 0） 

𝑇 𝑇 0.38 𝑇 𝑇   ･･･（ 11）

ここで，

(鉛 直 平 板 ま わ り の

自 然 対 流 熱 伝 達 と

する
（1）

。 ) 

（熱伝導 率，プラ ントル数 ，動粘性

係数算出 時の代表 温度
（1）

とする。） 
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ｈ：熱伝 達係数（ Ｗ／ｍ ２ Ｋ）

Ｔ ｃ     ： 表面温度 （Ｋ）  

Ｔ ａ ｍ ｂ ： 外気温度 （Ｋ）  

Ｎｕ   ： ヌセルト 数  

Ｒａ   ： レイリー 数  

Ｇｒ   ： グラスホ フ数  

Ｐｒ   ： プラント ル数  

ν     ： 大気の動 粘性係数 （ｍ ２ ／ ｓ）

λ     ： 大気の熱 伝導率（ Ｗ／ｍＫ ）

Ｔ ｒ ： 代表温度 （Ｋ）  

β     ： 体膨張係 数（Ｋ － １ ）  

Ｌ     ： 評価対象 表面高さ （ｍ）   

ｇ     ： 重力加速 度（ｍ／ ｓ ２ ）  

第 2.3-1 図 温度 上昇の計 算モデル （重油タ ンク）

高さＬ（ｍ）

評価対象 面

タ ン ク 表 面

の 輻 射 率 ε

c

表面温度Ｔ ｃ （Ｋ） 

（火炎からの輻射

が石油備蓄基地火

災の火炎の輻射強

度に収束した時の

温度）

表面から 大気への 形態係数 Ｆ ｃ ａ  

熱伝達に よる大気 への放熱 Ｑ ｈ （Ｗ ／ｍ ２ ）

熱伝達係 数ｈ（Ｗ ／ｍ ２ Ｋ ）
外気温度

Ｔ ａ ｍ ｂ （ Ｋ）

大気側温 度

Ｔ ａ （Ｋ ）  

大気への 輻射放熱 Ｑ ｒ ｏ （Ｗ ／ｍ ２ ）  

火炎から の輻射Ｑ ｒ ｉ （Ｗ／ ｍ ２ ）  

（石油備 蓄基地火 災の輻射 強度）

太陽光入 射Ｑ ｓ ｕ ｎ （Ｗ／ｍ ２ ）  

(参 考 文 献 （ １ ） の 記 載 値 に

基 づ く 代 表 温 度 Ｔ ｒ に お け

る値に線 形補間す る。 ) 
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1. 概要

本資料は ，設計対 処施設が 外部火災 に対して 十分な健 全性を有 することを

確認する ための評 価条件及 び評価結 果につい て説明す るもので ある。  

設計対処 施設の健 全性を確 認するた めの評価 は，添付 書類「Ⅳ -1-1-1-4-4 

外部火災 防護にお ける評価 方針」に 従って行 う。  

2. 評価 条件及び 評価結果  

2.1 敷地 内の火災 源に対す る評価条 件及び評 価結果

2.1.1 森 林火災

設計対処 施設のう ち，防火帯 外側から 最短とな るガラス 固化体貯 蔵建屋

Ｂ棟に対 する森林 火災によ る危険距 離の評価 条件を第 2.1.1-1 表に，評価

結果を第 2.1.1-2 表に示す 。  

第 2.1.1-1 表  評価条件

項目 記号 数値 単位

初期温度 Ｔ 0 50＊ 1 ℃

コンクリ ート熱伝 導率 λ  1.74（ 1） Ｗ／ｍＫ

コンクリ ート密度 ρ  2,150＊ 2 ｋｇ／ｍ ３

コンクリ ート比熱 c 963（ 1） Ｊ／ｋｇ Ｋ

＊１： 初期温度 は、評価 が厳しく なるよう に、屋内 最高温度 及び外気 温度
を踏まえ 設定。  

＊２：遮 蔽設計の 最小値。

第 2.1.1-2 表 危険距離の 算出結果

対象施設
防火帯外 側からの 離隔距離

(ｍ ) 

危険距離

(ｍ ) 

ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟 289 23 

 危険 距離を評 価した結 果， 23ｍ となり， その危険 距離を上 回る離隔 距離

を確保し ているこ とを確認 した。  
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2.1.2 敷 地 内 に 存 在 す る 危 険 物 貯 蔵 施 設 等 の 火 災 及 び 爆 発 の 評 価 に つ い

て  

2.1.2.1 敷地内 に存在す る危険物 貯蔵施設 等の火災

廃 棄 物 管 理 施 設 の 危 険 物 貯 蔵 施 設 で あ る デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用 燃 料 油 受

入れ・貯 蔵所から 最短とな るガラス 固化体貯 蔵建屋Ｂ 棟への熱 影響評価の

評価条件 を第 2.1.2.1-1 表 ～第 2.1.2.1-3 表 に，評価 結果を第 2.1.2.1-4

表に示す 。  

第 2.1.2.1-1 表  重油タン ク及び影 響評価対 象の設計 対処施設 の離隔距 離

重油タンク 設計対処施設 

離隔距離

（ｍ） 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用 燃 料

油受入れ・貯蔵所 

ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟 68 

第 2.1.2.1-2 表 危険物貯 蔵施設等 の火災に おける評 価条件

重油タンク 

防油堤幅

（ｍ）

防油堤奥 行

（ｍ）  

貯蔵量

（ｍ ３ ）

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用 燃 料 油 受

入れ・貯 蔵所  

10 31 200 

第 2.1.2.1-3 表 外壁を対 象とした 熱影響評 価の計算 条件

項目 記号 数値 単位

初期温度 Ｔ ０  50＊ １ ℃

コンクリ ート熱伝 導率 λ  1.74（ １ ） Ｗ／ｍＫ

コンクリ ート密度 ρ  2,150＊ ２ ｋｇ／ｍ ３

コンクリ ート比熱 Ｃｐ  963（ １ ） Ｊ／ｋｇ Ｋ

＊１：初 期温度は 、評価が 厳しくな るように 、屋内最 高温度及 び外気温度
を踏まえ 設定。  

＊２：遮 蔽設計の 最小値
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第 2.1.2.1-4 表 外壁表面 温度評価 結果

重油タン ク 評価対象

評価結果

（℃）

許容温度

（℃）

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 用

燃料油受入れ・貯蔵所 

ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟 140 200 

外 壁 表 面 温 度 を 評 価 し た 結 果 ， 140℃ と な り ， コ ン ク リ ー ト の 許 容 温 度

200℃を下 回ってい ることを 確認した 。  

 また ，敷地内 の廃棄物 管理施設 以外の危 険物貯蔵 施設等で ，設計対 処施

設への離 隔距離が 最短とな るボイラ 用燃料貯 蔵所及び 可燃物の 貯蔵量が最

も多いボ イラ用燃 料受入れ ・貯蔵所 からの離 隔距離が 最短とな る設計対処

施設への 熱影響評 価の評価 条件を第 2.1.2.1-5 表～第 2.1.2.1-8 表に，評

価結果を 第 2.1.2.1-9 表及び第 2.1.2.1-10 表に示す。  

第 2.1.2.1-5 表 ボイラ用燃料貯蔵所等から評価対象までの離隔距離 

ボイラ用 燃料貯蔵 所か

らの離隔 距離  

（ｍ）  

ボイラ用 燃料受入 れ・貯

蔵所から の離隔距 離  

（ｍ）  

ガラス固 化体

貯蔵建屋  

187  728＊

ガラス固 化体

貯蔵建屋 Ｂ棟

 130＊ 783 

＊：評価 対象。
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第 2.1.2.1-6 表 輻射強度 の計算結 果

ボ イ ラ 用 燃 料 貯 蔵 所 か ら
の 輻 射 強 度  

（ ｋ Ｗ ／ ㎡ ）  

ボ イ ラ 用 燃 料 受 入 れ ・
貯 蔵 所 か ら の 輻 射 強 度

（ ｋ Ｗ ／ ㎡ ）  

ガラス固 化体

貯蔵建屋

－ 0.055 

ガラス固 化体

貯蔵建屋 Ｂ棟

0.21 －

第 2.1.2.1-7 表 重油タン クの火災 における 評価条件

重油タン ク

防油堤幅

（ｍ）

防油堤奥 行

（ｍ）  

貯蔵量

（ｍ ３ ）

ボイラ用 燃料受入 れ・貯蔵 所 31.6 65 4,327 

ボイラ用 燃料貯蔵 所 11 22 300 

第 2.1.2.1-8 表 外壁を対 象とした 熱影響評 価の計算 条件

項目 記号 数値 単位

初期温度 Ｔ ０  50 ℃

コンクリ ート熱伝 導率 λ  1.74 Ｗ／ｍＫ

コンクリ ート密度 ρ  2,150 ｋｇ／ｍ ３

コンクリ ート比熱 Ｃｐ  963 Ｊ／ｋｇ Ｋ

第 2.1.2.1-9 表 ボイラ用 燃料貯蔵 所の熱影 響評価結 果

評価対象

評価結果

（℃）

許容温度

（℃）

ガラス固 化体

貯蔵建屋 Ｂ棟

76 200 
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第 2.1.2.1-10 表 ボイラ用 燃料受入 れ・貯蔵 所の熱影 響評価結 果

評価対象

評価結果

（℃）

許容温度

（℃）

ガラス固化体貯蔵

建屋 

59 200 

外壁表面 温度を評 価した結 果，ボイラ用燃料 貯蔵所及 びボイラ 用燃料受

入れ・貯 蔵所の火 災による 外壁温度 が，コン クリート の許容温 度 200℃を

下回って いること を確認し た。  

2.1.2.2 敷地内に 存在する 危険物貯 蔵施設等 の爆発

 再処理 施設の精 製建屋  ボンベ庫 ，還元ガ ス製造建 屋，ボイ ラ建屋  ボ ン

ベ置場及 び低レベ ル廃棄物 処理建屋  プロパ ンボンベ 庫並びに ＭＯＸ燃料

加工施設 の第１高 圧ガスト レーラ庫 からの離 隔距離が 最短とな る設計対処

施設に対 する危険 限界距離 の計算条 件を第 2.1.2.2-1 表～第 2.1.2.2-5 表

に示す。 また，評 価結果を 第 2.1.2.2-6 表に示す。  

第 2.1.2.2-1 表 精製建屋 ボンベ庫 の計算条 件

項目 記号 数値 単位

換算距離 λ  14.4 ｍ ･ｋｇ － １ ／ ３

水素の定 数 Ｋ  2,860,000 －

設備定数 Ｗ  0.056 －
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第 2.1.2.2-2 表 還元ガス 製造建屋 の計算条 件

項目 記号 数値 単位

換算距離 λ  14.4 ｍ ･ｋｇ － １ ／ ３

水素の定 数 Ｋ  2,860,000 －

設備定数 Ｗ  0.025 －

第 2.1.2.2-3 表 ボイラ建 屋 ボン ベ置場の 計算条件

項目 記号 数値 単位

換算距離 λ  14.4 ｍ ･ｋｇ － １ ／ ３

プロパン の定数 Ｋ  
888,000 

（ 100℃以 上の値）
－

設備定数 Ｗ  0.15 －

第 2.1.2.2-4 表 低レベル 廃棄物処 理建屋 プロパン ボンベ庫 の計算条 件

項目 記号 数値 単位

換算距離 λ  14.4 ｍ ･ｋｇ － １ ／ ３

プロパン の定数 Ｋ  
888,000 

（ 100℃以 上の値）
－

設備定数 Ｗ  （ 2,975） 0. 5＊ １ －

＊１：ガ ス質量が １ｔ以上 のため， 平方根の 値を用い る。

第 2.1.2.2-5 表 第１高圧 ガストレ ーラ庫の 計算条件

項目 記号 数値 単位

換算距離 λ  14.4 ｍ ･ｋｇ － １ ／ ３

水素の定 数 Ｋ  2,860,000 －

設備定数 Ｗ  0.304 －
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第 2.1.2.2-6 表 危険限界 距離の評 価結果

危険物貯 蔵施設等 至近の設 計対処施 設
危 険 限 界 距 離

（ｍ）

離 隔 距 離

（ｍ）

ボイラ建 屋

ボンベ置 場
ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟 30 157 

低レベル 廃棄物処

理建屋  

プロパン ボンベ庫

ガラス固 化体貯蔵 建屋

67 421 

精製建屋 ボンベ庫 32 443 

還元ガス 製造建屋 24 518 

第１高圧 ガストレ

ーラ庫  
55 538 

危険距離 を評価し た結果， 全ての危 険物貯蔵 施設がそ の危険限 界距離を上

回る離隔 距離を確 保してい ることを 確認した 。  
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2.1.3 航 空機墜落 による火 災の評価 について

評価対 象航空機 の燃焼速 度の算出 結果を第 2.1.3-1 表に示す 。

第 2.1.3-1 表  熱影響評価 の対象航 空機

対 象 航 空 機

燃 焼 面 積

（ ｍ ２ ）

燃 料 積 載 量

（ ｍ ３ ）  

燃 焼 速 度  

（ ｍ ／ ｓ ）

燃 焼 時 間

（ ｓ ）

Ｋ Ｃ － 767 約 1,500 145.1 

8.0×10－ ５

約 1,200 

Ｆ － ２ 約 110 10.4 約 1,200 

Ｆ － 16 約 90 9.8  約 1,400 

Ｆ － 35 110 10.8 約 1,300 

この結果 から，燃 焼時間が 長く熱影 響が厳し いＦ－ 16 を熱影響 評価の対 象

とする。 他の航空 機につい ては，燃 焼時間が Ｆ－ 16 よ り短時間 であるた め，

Ｆ－ 16 の評価結果 に包絡さ れる。  

設計対 象施設外 壁に対す る熱影響 評価の計 算条件を 第 2.1.3-2 表に示す。

第 2.1.3-2 表 熱影響評価 の計算条 件

項目 記号 数値 単位

初期温度 Ｔ 0 50＊ ２ ℃

燃焼時間 ｔ  1,400 ｓ

輻射強度 Ｅ  30＊ １ ｋＷ／ｍ ２

コンクリート熱伝導率 λ  1.74（ １ ） Ｗ／ｍＫ

コンクリート密度 ρ 2,150＊ ３ ｋｇ／ｍ ３

コンクリート比熱 ｃ  963（ １ ） Ｊ／ｋｇＫ

＊１：太 陽光の入 射を考慮 し， 0.4ｋ Ｗ／ｍ ２ を加算。

＊２：初 期温度は ，室内の 最高温度 を踏まえ 設定。  

＊３：遮 蔽設計の 最小値（ 使用前検 査確認項 目）。  
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 評 価 対 象 航 空 機 で あ る Ｆ － 16 の 墜 落 に よ る 火 災 に 対 し て 対 象 建 屋 の 外 壁

の熱影響 評価結果 を第 2.1.3-1 図に示す。  

第 2.1.3-1 図 建屋外壁を 対象とし た熱影響 評価結果

評価の結 果，外壁 表面より 約 17ｃｍで初期温 度（ 50℃ ）となり ，入熱に よ

る影響が なくなる ことが分 かる。  

これに対 し，第 2.1.3-3 表に示すとお り，対象 建屋の最 小外壁厚 は 17ｃｍ

以上であ ることを 確認した 。  

第 2.1.3-3 表  対象建屋の 最小外壁 厚

建屋名 最小外壁厚

ガラス固化体貯蔵建屋 約 45cm 

ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 約 45cm 

外壁表面 からの深 さ［ cm］

外
壁

の
内

部
温

度
［

℃
］
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2.2 近隣 の産業施 設に対す る評価条 件及び評 価結果

2.2.1 石 油備蓄基 地火災の 評価につ いて  

 石油 備蓄基地 火災の評 価条件を 第 2.2.1-1 表～第 2.2.1-4 表に示す。 ま

た，評価 結果を第 2.2.1-5 表に示す 。  

第 2.2.1-1 表 石油備蓄基地から評価対象までの離隔距離 

石油備蓄 基地から の離隔距 離

（ｍ）  

ガラス固 化体貯蔵 建屋  1,470＊

ガラス固 化体貯蔵 建屋Ｂ棟 1,500 

＊：評 価対象。

第 2.2.1-2 表 輻射強度の 計算結果

石油備蓄 基地から の輻射強 度

（ｋＷ／ ㎡）  

ガラス固 化体貯蔵 建屋 1.5 
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第 2.2.1-3 表 評価対象の 危険輻射 強度計算 に関する 計算条件

項目 記号 数値 単位 備考

ステファ ン－ボ

ルツマン 定数
σ  5.670× 1 0

（５）
－ 8 Ｗ／ｍ ２ Ｋ ４ －

重力加速 度 ｇ  9.8 0 7
（５）

ｍ／ｓ ２ －

壁面温度  

(許容温度 ) 
Ｔ ｃ  200 ℃ －

大気側温 度 Ｔ ａ  

29＊ １ ℃

昭 和 41年 ～ 平 成 21

年 の 夏 季 （ ６ 月 ～

９ 月 ） の ３ 時 間 ご

と の 温 度 の 超 過 確

率 １ ％ に 相 当 す る

値とする 。  
外気温度 Ｔ ａ ｍ ｂ  

太陽光入 射 Ｑ ｓ ｕ ｎ  0.4
（６）

ｋＷ／ｍ ２ －

壁面から 大気へ

の形態係 数  
Ｆ ｃ ａ  0.8 －

石 油 備 蓄 基 地 火 災

に お い て 算 出 さ れ

る形態係 数から，評

価 の 結 果 が 厳 し く

な る よ う に 0.8と す

る。  

壁面の輻 射率 ε c 0.9
（２）

－

壁 面 に 関 し て は コ

ン ク リ ー ト に 関 す

る 記 載 値 0.94 に 対

し，評価 の結果が 厳

し く な る よ う に 0.9

とする。

評価対象 壁面

高さ  
Ｌ  7.285 ｍ 設計値よ り設定

＊１：計 算におい ては，絶 対温度に 換算。
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第 2.2.1-4 表 外壁を対象 とした熱 影響評価 の計算条 件

項目 記号 数値 単位

初期温度 Ｔ ０  50 ℃

コンクリ ート熱伝 導率 λ  1.74 Ｗ／ｍＫ

コンクリ ート密度 ρ  2,150 ｋｇ／ｍ ３

コンクリ ート比熱 Ｃ Ｐ  963 Ｊ／ｋｇ Ｋ

第 2.2.1-5 表 石油備蓄基 地火災に おける熱 影響評価 結果

評価対象

石油備蓄 基地  

からの離 隔距離

(ｍ ) 

輻射強度  

（ｋＷ／ ｍ ２ ）

危険輻射 強度

(ｋＷ／ｍ ２ ) 

ガラス固 化体貯

蔵建屋  

1,470 1.5 2.3 

 石油 備蓄基地 火災にお ける輻射 強度を算 出した結 果，1.5ｋＷ／ｍ ２ とな

り，危険 輻射強度 を下回っ ているこ とを確認 した。  

2.2.2 石 油蓄基地 火災及び 森林火災 の重畳に よる評価 について

 ガラ ス固化体 貯蔵建屋 B 棟に対する熱影 響評価の 条件を第 2.2.2-1 表に

示す。ま た，評価 結果を第 2.2.2-2 表に示す 。  
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第 2.2.2-1 表 石油蓄基地 火災及び 森林火災 の重畳に おける評 価条件

項目 記号 数値 単位 備考

ステファ ン－ボ

ルツマン 定数
σ  5.670× 1 0

（５）
－ 8 Ｗ／ｍ ２ Ｋ ４ －

重力加速 度 ｇ  9.8 0 7
（５）

ｍ／ｓ ２ －

壁面温度  

(許容温度 ) 
Ｔ ｃ  200 ℃ －

大気側温 度 Ｔ ａ  

29 ℃ ＊ １

昭 和 41年 ～ 平 成 21

年 の 夏 季 （ ６ 月 ～

９ 月 ） の ３ 時 間 ご

と の 温 度 の 超 過 確

率 １ ％ に 相 当 す る

値とする 。  
外気温度 Ｔ ａ ｍ ｂ  

太陽光入 射 Ｑ ｓ ｕ ｎ  0 ｋＷ／ｍ ２

森 林 火 災 の 輻 射 強

度 に 太 陽 光 の 影 響

が考慮さ れている 。

壁面から 大気へ

の形態係 数  
Ｆ ｃ ａ  0.8 －

石 油 備 蓄 基 地 火 災

に お い て 算 出 さ れ

る形態係 数から，評

価 の 結 果 が 厳 し く

な る よ う に 0.8と す

る。  

壁面の輻 射率 ε c 0.9
（２）

－

壁 面 に 関 し て は コ

ン ク リ ー ト に 関 す

る 記 載 値 0.94に 対

し ， 評 価 の 結 果 が

厳 し く な る よ う に

0.9とする 。

評価対象 壁面

高さ  
Ｌ  7.285 ｍ 設計値よ り設定

＊１：計 算におい ては，絶 対温度に 換算。
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第 2.2.2-2 表 石油備蓄基 地火災及 び森林火 災の重畳 における 評価結果

評価対象

石油備蓄基地からの

離隔距離 

(ｍ ) 

外壁表面

温度

（℃）

コンクリート許容

温度

(℃ ) 

ガラス固化体貯

蔵建屋Ｂ棟 
1,500 150 200 

 石油 備蓄基地 火災及び 森林火災 の重畳に おける熱 影響評価 の結果， 外壁

表面温度 は 150℃ であり， コンクリ ートの許 容温度を 下回って いることを

確認した 。  

2.3 廃棄 物管理施 設の危険 物貯蔵施 設等に対 する評価 条件及び 評価結果

ディーゼ ル発電機 用燃料油 受入れ・ 貯蔵所に ついての 評価条件 を第 2.3-1

表及び第 2.3-2 表に示す。 また，評 価結果を 第 2.3-3 表に示す 。  

第 2.3-1 表 計算 条件（デ ィーゼル 発電機用 燃料油受 入れ・貯 蔵所）

項目 記号 数値 単位

初期温度 Ｔ ０  36.7＊ １ ℃

輻射強度 Ｅ  

0.94 

（森林火 災）

ｋＷ／ｍ ２

重油密度 ρ  820
（３）

ｋｇ／ｍ ３

重油比熱 ｃ  1,700
（４）

Ｊ／ｋｇ Ｋ

重油熱伝 導率 λ  0.109＊ ２ Ｗ／ｍＫ

＊１：Ｆ ＡＲＳＩ ＴＥ入力 と同じ。
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＊２：参 考文献（ ２）に記 載の潤滑 油，スピ ンドル油 及び変圧 器油の値 から

各油につ いて， 200℃に外挿 した値の 最小値。

第 2.3-2 表 評価 対象の温 度上昇の 計算に関 する計算 条件

項目 記号 数値 単位 備考

ステファ ン－ボ

ルツマン 定数
σ  5.670 ×

（５）

10－ 8 Ｗ／ｍ ２ Ｋ ４ －

重力加速 度 ｇ  9.807
（５）

 ｍ／ｓ ２ －

大気側温 度 Ｔ ａ  

29 ℃ ＊ １

昭 和 41年 ～ 平 成 21

年 の 夏 季 （ ６ 月 ～

９ 月 ） の ３ 時 間 ご

と の 温 度 の 超 過 確

率 １ ％ に 相 当 す る

値とする 。  外気温度 Ｔ ａ ｍ ｂ  

太陽光入 射 Ｑ ｓ ｕ ｎ   0.4
（６）

ｋＷ／ｍ ２ －

表面から 大気へ

の形態係 数  
Ｆ ｃ ａ  0.8 －

石 油 備 蓄 基 地 火 災

に お い て 算 出 さ れ

る 形 態 係 数 か ら ，

評 価 の 結 果 が 厳 し

く な る よ う に 0.8

とする。  

タンク表 面の輻

射率
ε c 0.7

（２）
－

塗 料 の 場 合 の 0.7

～ 0.9 に 対 し 最 小

とする。  

ディーゼ ル発電

機用燃料 油受入

れ・貯蔵 所が受

ける輻射 強度

Ｑ ri 1.5 ｋＷ／ｍ ２ －

ディーゼ ル発電

機用燃料 油受入

れ・貯蔵 所の評

価対象表 面高さ

Ｌ  5.6 ｍ －

＊１：計 算におい ては，絶 対温度に 換算。
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第 2.3-3 表 評価 結果

事象 評価対象 貯蔵物

表面温度 又は

内部温度  

許容温度

森林火災

ディーゼ ル発電機 用燃

料油受入 れ・貯蔵 所  

重油 77℃ 200℃

石油備蓄

基地火災

ディーゼ ル発電機 用燃

料油受入 れ・貯蔵 所  

重油 180℃ 200℃

評価の結 果，表面 温度又は 内部温度 が許容温 度を下回 っている ことを確認

した。  

敷地内の 危険物貯 蔵施設等 の爆発に 対する影 響につい て，「 2.1.2.2 敷地

内に存在 する危険 物貯蔵施 設等の爆 発」にて 算出した 危険限界 距離及び ディ

ーゼル発 電機用燃 料油受入 れ・貯蔵 所との離 隔距離を 第 2.3-4 表に示す 。  

第 2.3-4 表 危険 限界距離 の評価結 果

危険物貯 蔵施設等
危険限界 距離

（ｍ）  

離隔距離

（ｍ）

ボイラ建 屋

ボンベ置 場
30 117 

低レベル 廃棄物処 理建屋

プロパン ボンベ庫  
67 546 

精製建屋 ボンベ庫 32 469 

還元ガス 製造建屋 24 567 

第１高圧 ガストレ ーラ庫 55 634 

評価結 果より， 危険限界 距離以上 の離隔距 離を確保 している ことを確認
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した。
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二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに

対する設計
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1. 概要

 本資 料は，外 部火災の 二次的影 響（ばい 煙及び有 毒ガス） により， 二次

的影響（ ばい煙及 び有毒ガ ス）を考 慮する施 設への影 響を及ぼ さない設計

とするこ とを説明 するもの である。  

2.  二次的影 響（ばい 煙及び有 毒ガス） に対する 設計方針

 ガラス 固化体貯 蔵設備は ，間接自 然空冷貯 蔵方式に より，貯 蔵するガ ラス

固化体か らの崩壊 熱を利用 して冷却 空気入口 シャフト から外気 を取り入 れ，

外部火災 防護対象 施設であ る収納管 と通風管 で形成す る円環流 路を上昇 しな

がらガラ ス固化体 を冷却し ，冷却空 気出口シ ャフトよ り排出し ている。  

外気とと もに冷却 空気流路 にばい煙 が流入す るおそれ があるが ，冷却空気

流路の最 小間隙（貯蔵区域 内）は 50ｍｍ以上 あり，ばい煙の粒 径はこれ に比

べ十分小 さいこと から閉塞 に至るこ とはない 。また， ばい煙及 び有毒ガ スが

制御室の 居住性に 影響を及 ぼすおそ れがある 場合に， 施設の監 視が適時 実施

できるよ うに，資 機材を確 保し手順 を整備す ることを 保安規定 に定め管 理す

る。  
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設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書（例）
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名 称 

容器 

分離建屋 

溶解液中間貯槽 

本体 最高使用圧力 ＭＰａ 静水頭 

最高使用温度 ℃ 65，130 

冷却コ

イル部 

最高使用圧力 ＭＰａ 0.98 

最高使用温度 ℃ 65，130 

【設定根拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

 分離建屋の溶解液中間貯槽は，設計基準対象施設として，計量・調整後の

溶解液を受入れ，抽出塔に供給するまで貯留するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  溶解液中間貯槽においては，冷却機能の喪失による蒸発乾固が仮定され

る。冷却機能が喪失してから沸騰が開始するまでの時間は，約180時間であ

る。 

  また，溶解液中間貯槽においては，放射線分解により発生する水素によ

る爆発が仮定される。水素掃気機能が喪失してから未然防止濃度（８

vol％）に到達するまでの時間は，約100時間である。 

 

(1) 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する溶解液中間貯槽本体は，溶解液中間

貯槽が水封安全器を有する塔槽類廃ガス処理設備に接続されていること

から，静水頭とする。 

設計基準対象施設として使用する溶解液中間貯槽の冷却コイル部は，

冷却水の供給圧力に余裕を考慮し，0.98ＭＰａとする。 

重大事故等対処設備として使用する溶解液中間貯槽の本体の圧力は、溶

解液中間貯槽が水封安全器を有する塔槽類廃ガス処理設備に接続されてい

ることから，静水頭とする。また、冷却コイル部の圧力は、設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため、設計基準対象施設と同仕様で設計し、

0.98ＭＰａとする。 

 

(2) 最高使用温度の設定根拠 

 設計基準対象施設として使用する溶解液中間貯槽の本体及び冷却コイル

部は，安全冷却水系により60℃以下に維持することから，60℃に余裕を考
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慮した65℃とする。 

 重大事故等対処設備として使用する溶解液中間貯槽の本体及び冷却コイ

ル部は，沸騰に伴う溶液の濃縮による沸点上昇に対し余裕を考慮し130℃

とする。 
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溢水による損傷の防止に関する説明書（例）
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Ⅵ-1-1-6 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 
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Ⅵ-1-1-6-1 溢水等による損傷防止の基本方針 
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1. 概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

第 12 条及び第 36 条並びに「再処理施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」

という。）に適合する設計とするため，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備が再

処理施設内における溢水の発生によりその要求される機能を損なうおそれがある場合に，

防護処置その他の適切な処置を講じることを説明するものである。 

 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

安全機能を有する施設が，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，そ

の安全性を確保するために，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。 

そのために，「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（以下「内部溢水ガイド」と

いう。）を参考に，溢水防護に係る設計時に再処理施設内で発生が想定される溢水の影

響を評価（以下「溢水評価」という。）し，再処理施設内における溢水が発生した場合

においても，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機

器の機能，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピット，燃料仮置きピッ

ト，燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃料移送

水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）の冷却及び

給水の機能を維持できる設計とする。また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

（以下「事故等」という。）の対処に必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収

束できる設計とする。 

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が

発生を想定する没水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求される機能を損なうおそれが

ない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）と

する。重大事故等対処設備については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するため

の設備並びに燃料貯蔵プール・ピット等の冷却設備及び給水設備（以下「設計基準事故

対処設備等」という。）の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備と同時

に機能を損なうおそれがない設計とする。そのために，被水及び蒸気影響に対しては可

能な限り設計基準事故対処設備等又は同様の機能を有する重大事故等対処設備との位置

的分散を図り，没水の影響に対しては溢水水位を考慮した位置に設置又は保管する。 

溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を防護すべき設備とし，選定方針を「2.1

防護すべき設備の選定」に示す。 

溢水影響を評価するために，溢水源及び溢水量を，想定する機器の破損等により生じ

る溢水（以下「想定破損による溢水」という。），再処理施設内で生じる異常状態（火災

を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水（以下「消火水等

の放水による溢水」という。）並びに地震に起因する機器の破損及び燃料貯蔵プール・

ピット等のスロッシングにより生じる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）を

踏まえ設定する。その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，

機器の誤作動等により生じる溢水（以下「その他の溢水」という。）を考慮し，溢水源

及び溢水量を設定する。 

溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状
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況を踏まえ，溢水防護区画及び溢水経路を設定する。溢水防護区画は，壁，扉，堰，床

段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定し，溢水防護

区画内外で発生を想定する溢水に対して，当該区画内の水位が も高くなるように，よ

り厳しい結果を与える経路を設定する。溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の

設定方針を「2.2 溢水評価条件の設定」に示す。 

溢水評価では，防護すべき設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて要求される機

能を損なうおそれがないことを評価し，要求される機能を損なうおそれがある場合には，

必要に応じて防護対策を実施する。具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.1 防護す

べき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針」のうち

「(1) 没水の影響に対する評価及び防護設計方針」，「(2) 被水の影響に対する評価及

び防護設計方針」及び「(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針」に示す。 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する評価では，基準地震

動による地震力によって生じるスロッシング現象を三次元流動解析により評価し，燃料

貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする水量を評価する。その際，燃料貯蔵プール・ピ

ット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を低減する設計と

する。算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考

慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給

水機能を確保し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽水位を維持することを

評価する。具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.2 燃料貯蔵プール・ピット等の機能

維持に関する評価及び防護設計方針」に示す。 

防護すべき設備を内包する建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を

想定する溢水，地下水による影響を評価する。防護すべき設備を内包する建屋内へ溢水

が流入伝播するおそれがある場合は，必要に応じて防護対策を実施する。具体的な評価

及び防護設計方針を，「2.3.3 防護すべき設備を内包する建屋外で発生する溢水に関す

る溢水評価及び防護設計方針」に示す。 

防護すべき設備が発生を想定する溢水により要求される機能を損なうおそれがある場

合には，防護対策その他の適切な処置を実施する。発生を想定する溢水から防護すべき

設備を防護するための施設（以下「溢水防護設備」という。）について，実施する防護

対策その他の適切な処置の設計方針を「2.4 溢水防護に関する施設の設計方針」に示す。 

溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，溢水防

護区画において，各種設備の追加及び資機材の持込みにより評価条件としている溢水源，

溢水経路及び滞留面積等に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うこととし，

保安規定に定めて管理する。 

 

2.1 防護すべき設備の選定 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を「全ての

安全機能を有する構築物，系統及び機器」とし，その上で「事業指定基準規則」及び

「事業指定基準規則の解釈」並びに内部溢水ガイドを参考に，全ての安全機能を有する

構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，再処理施設内部

で想定される溢水に対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全
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機能を維持するために必要な設備を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安

全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事

故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又

は放射線が再処理施設外へ放出されることを抑制し，又は防止するために必要な設備

（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備

を含む。）がこれに該当し，これらの設備には，事故等の拡大防止及び影響緩和のため

に必要な設備が含まれる。

また，重大事故等対処設備についても溢水から防護すべき設備として選定する。防護

すべき設備の選定の具体的な内容を添付書類「Ⅵ-1-1-6-2 防護すべき設備の選定」に示

す。

上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢

水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わ

せることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

2.2 溢水評価条件の設定 

（第 4 回申請分） 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

（第 4 回申請分） 

2.4  溢水防護設備の設計方針 

（第 4 回申請分）
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3. 適用規格 

適用する規格としては，既往工認で適用実績がある規格のほか， 新の規格基準につ

いても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とする。 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・再処理施設の技術基準に関する規則（令和 2 年原子力規制委員会規則第九号） 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 25 年６月 19 日原規技発第

13061913 号原子力規制委員会決定） 

・発電用原子力設備規格設計・建設規格（ＪＳＭＥＳＮＣ1－2005/2007） 

・発電用原子力設備規格設計・建設規格（ＪＳＭＥＳＮＣ1－2012） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1987/1991） 

・原子力発電所耐震設計技術規定（ＪＥＡＣ４６０１－2008） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版） 

・原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・許容応力編（ＪＥＡＧ４６０１・補－

1984） 

・原子力発電所の火災防護指針（ＪＥＡＧ４６０７－2010） 

・電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコード）（ＪＩＳＣ０９２０－2003） 

・（旧規格）回転電気機械通則（ＪＩＳＣ４００４） 

・回転電気機械第５部：外被構造による保護方式の分類（ＪＩＳＣ４０３４） 

・一般社団法人 電気学会 規格（ＪＥＣ２１３７） [誘導機] 

・建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 

・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日政令第 37 号） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準-許容応力度設計法-日本建築学会 1999 年 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2005 年 

・鋼構造設計規準-許容応力度設計法-日本建築学会 2005 年 

・各種合成構造設計指針・同解説日本建築学会 2010 年 

・水道施設耐震工法指針・解説日本水道協会 2009 年 

・ステンレス建築構造設計基準・同解説【第 2 版】2001 年 

・ＪＩＳ 
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1. 概要 

本資料は，技術基準規則第 12条，第 36条及びその解釈並びに内部溢水ガイドを踏ま

えて，再処理施設内で発生を想定する溢水の影響から防護すべき設備の選定の考え方を

説明するものである。 

 

2. 防護すべき設備の選定 

2.1 防護すべき設備の選定方針 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を「全ての

安全機能を有する構築物，系統及び機器」とし，その上で「事業指定基準規則」及び

「事業指定基準規則の解釈」並びに内部溢水ガイドを参考に，全ての安全機能を有する

構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，再処理施設内部

で想定される溢水に対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全

機能を維持するために必要な設備を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安

全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出する。 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事

故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又

は放射線が再処理施設外へ放出されることを抑制し，又は防止するために必要な設備

（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備

を含む。）がこれに該当し，防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として選定する。

なお，これらの設備には，事故等の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備が含まれ

る。 

また，重大事故等対処設備についても溢水から防護すべき設備として選定する。 

 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢

水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わ

せることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

 

2.2 溢水防護対象設備の抽出 

防護すべき設備のうち，溢水防護対象設備の具体的な抽出の考え方を以下に示す。 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，全て

の安全機能を有する構築物，系統及び機器とする。 

この中から，安全評価上機能を期待するものとして，溢水防護上必要な機能を有す

る構築物，系統及び機器を選定する。 

具体的には，事業指定基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイドで安全機能の重

要度，溢水から防護すべき安全機能等が定められていることを踏まえ，重要度の特に
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高い安全機能を有する構築物，系統及び機器は，安全機能を有する構築物，系統及び

機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，再処理施設内部で想定される溢

水に対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持す

るために必要な設備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び給水機能を適切に維

持するために必要な設備を含む。）を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として

選定する。 

以上を踏まえ，防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安全上重要な機能

を有する構築物，系統及び機器並びに燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び給水

機能を維持するために必要な構築物，系統及び機器を抽出する。 

 

(1) 重要度の特に高い安全機能を有する系統がその安全機能を適切に維持するため

に必要な設備 

溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を「全

ての安全機能を有する構築物，系統及び機器」とし，その上で「事業指定基準規則」

及び「事業指定基準規則の解釈」並びに内部溢水ガイドを参考に，全ての安全機能

を有する構築物，系統及び機器の中から内部溢水ガイドに記載される「重要度の特

に高い安全機能を有するもの」を，「事業指定基準規則」の用語の定義に記載され

る「安全上重要な施設」より選定するものとし，「事業指定基準規則の解釈」より，

再処理施設内部で想定される溢水に対して，全ての安全機能を有する構築物，系統

及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，冷却，水素掃気，火災及

び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な機能を有する構築物，

系統及び機器を抽出する。 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基

準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射

性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されることを抑制し，又は防止するために

必要な設備がこれに該当し，防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として選定す

る。なお，これらの設備には，事故等の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備

が含まれる。 

重要度の特に高い安全機能を有する系統・機器を表 2-1 に示す。 

 

(2)  燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能維持に必要な設備 

使用済燃料プールの冷却機能（65℃以下）の機能維持に必要な設備及び使用済

燃料プールの放射線を遮蔽するための水量を確保するため，使用済燃料プールへの

給水系統の機能維持に必要な設備を抽出する。 

具体的には，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を適切に維持する

ために必要な設備は，「安全上重要な施設」に含まれるため，表 2-1 に示すとおり

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の「15 その他上記各系統等の安全機能を維持する

ために必要な計測制御系統，冷却水系統等  ○ 冷却設備」の「プール水冷却系」

及び「補給水設備」を溢水防護対象設備として選定する。 
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3 

2.3 防護すべき設備のうち評価対象の選定について 

2.2 で抽出された防護すべき設備のうち，以下に該当する設備は溢水影響を受けて

も，必要とされる安全機能を損なわないことから，溢水による影響評価の対象として

抽出しない。溢水影響評価対象外とする防護すべき設備の考え方を表 2-2 に示す。 

(1) 臨界管理対象設備のうち溢水により臨界の発生に至らないもの

(2) 溢水によって安全機能が損なわれない静的な安全機能を有する構築物，系統及

び機器

(3) 耐水性を有する動的機器

(4) 動的機能が喪失しても安全機能に影響しない機器（フェイルセイフ機能を持つ

設備を含む。）

抽出された防護すべき設備について，表 2-2 に基づき，具体的に溢水評価が必要と

なる溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を選定した。その結果を表 2-3 及び表

2-4 に示すとともに溢水防護区画を図 2-1 に示す。
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（1／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（2／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（3／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（4／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（5／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（6／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（7／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（8／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（9／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（10／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（11／13） 

 

  

438



15 
 

表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（12／13） 
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表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器（13／13） 
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表 2-2 溢水影響評価対象外とする防護すべき設備の考え方 

各ステップの項目 理 由 

① 臨界管理対象設備のうち溢

水により臨界の発生に至らな

いもの 

没水を想定しても臨界に至らないと評価された臨界管

理対象設備は，溢水影響を受けることはない。 

・清澄機，抽出塔，定量ポット等 

 

② 溢水によって安全機能が損

なわれない静的な安全機能を

有する構築物，系統及び機器 

構造が単純で外部から動力の供給を必要としない

以下に示す静的な設備及び水中又は屋外に設置さ

れ，降雨等の想定される溢水に対して安全機能が

損なわれない機器は，溢水影響を受けることはな

いと評価する。 

・燃料貯蔵プール，セル，躯体等の構築物 

・容器，熱交換器，配管，手動弁等の静的機器 

・被覆されているケーブル 

・燃料貯蔵ラック，燃料用バスケット等の機器 

 

③ 耐水性を有する動的機器 屋外や水中に設置されている設備は，水の影響を

考慮した設計がなされていることから溢水影響を

受けることはないと評価する。 

・屋外に設置される安全冷却水系冷却塔 

・水中に設置される第1 ステップ測定装置等 

 

④ 動的機能が喪失しても安全

機能に影響しない 

（フェイルセイフ機能を持つ

設備を含む） 

異常の検知により工程停止のインターロックが作

動する設備は，安全機能に影響はないと評価す

る。 
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表 2-3 溢水評価対象の防護対象設備リスト 

 

（第４回申請分）  
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表 2-4 溢水評価対象の重大事故等対処設備リスト 

 

（第４回申請分） 
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（第４回申請分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 溢水防護区画図（○○／〇〇） 
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ｋ．設工認申請対象設備の技術基準への適

合性に係る整理（案） 
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設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理

1/2

安全機能を
有する施設

の地盤

津波によ
る損傷の

防止

再処理施設
への人の不
法な侵入等

の防止

閉じ込
めの機

能

再処理施設内
における溢水
による損傷の

防止

再処理施設内
における化学
薬品の漏洩に
よる損傷の防

止

安全避難
経路等

安全上重
要な施設

搬送設備
放射線管
理施設

廃棄施
設

保管廃棄
施設

換気設備
重大事故等対処

施設の地盤

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
一
条
第
８
項

第
十
一
条
第
９
項

第
十
一
条
第
１
０
項

第
十
一
条
第
１
１
項

第
十
一
条
第
１
２
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条

第
十
五
条

第
十
六
条
第
１
項

第
十
六
条
第
２
項

第
十
六
条
第
３
項

第
十
六
条
第
４
項

第
十
六
条
第
５
項

第
十
七
条
第
１
項

第
十
七
条
第
２
項

第
十
八
条

第
十
九
条
第
１
項

第
十
九
条
第
２
項

第
二
十
条
第
１
項

第
二
十
条
第
２
項

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条
第
１
項

第
二
十
三
条
第
２
項

第
二
十
三
条
第
３
項

第
二
十
三
条
第
４
項

第
二
十
三
条
第
５
項

第
二
十
四
条

第
二
十
五
条

第
二
十
六
条
第
１
項

第
二
十
六
条
第
２
項

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
二
十
九
条
第
４
項

第
二
十
九
条
第
５
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

第
三
十
二
条

第
三
十
三
条
第
１
項

第
三
十
三
条
第
２
項

60 再処理設備本体 分離設備 容器 抽出廃液受槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ △ － － － 〇 〇 － － 〇 〇 〇 － △ － － △ － － － － － － △ － － 〇 〇 － △ 〇 △ △ 〇 － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇 －

61 再処理設備本体 分離設備 容器 抽出廃液供給槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ － － － － 〇 〇 － － 〇 〇 〇 － △ － － △ － － － － △ － △ － － 〇 〇 － △ 〇 △ △ 〇 － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇 －

62 再処理設備本体 分離設備 容器 抽出廃液中間貯槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ △ － － － 〇 〇 － － 〇 〇 〇 － △ － － △ － － － － △ － △ － － 〇 〇 － △ 〇 △ △ 〇 － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇 －

63 再処理設備本体 分離設備 容器 溶解液供給槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ △ － － － 〇 〇 － － 〇 〇 〇 － △ － － △ － － － － － － △ － － 〇 〇 － △ 〇 △ △ 〇 － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇 －

64 再処理設備本体 分離設備 容器 溶解液中間貯槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ △ － － － 〇 〇 － － 〇 〇 〇 － △ － － △ － － － － － － △ － － 〇 〇 － △ 〇 △ △ 〇 － △ △ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 〇 －

番号 施設区分 設置場所機器名称機種設備区分 申請回数量

核燃料物質の
臨界防止

ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計変更区分

制御室等

使用済
燃料等
による
汚染の
防止

遮蔽 保安電源設備
安全保
護回路

使用済
み燃料
の貯蔵
施設等

計測制
御系統
施設

材料及
び構造

緊急時
対策所

通信連
絡設備

地震に
よる損
傷の防

止

地震による損
傷の防止

外部からの衝
撃による損傷

の防止
火災等による損傷の防止 安全機能を有する施設
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60 再処理設備本体 分離設備 容器 抽出廃液受槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ

61 再処理設備本体 分離設備 容器 抽出廃液供給槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ

62 再処理設備本体 分離設備 容器 抽出廃液中間貯槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ

63 再処理設備本体 分離設備 容器 溶解液供給槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ

64 再処理設備本体 分離設備 容器 溶解液中間貯槽 分離建屋 1 1 確認 安重 常設 1.2Ｓｓ

番号 施設区分 設置場所機器名称機種設備区分 申請回数量 ＤＢ区分 ＳＡ区分 耐震設計変更区分

津波によ
る損傷の

防止

臨界事故の拡大
を防止するため

の設備

冷却機能の喪失
による蒸発乾固
に対処するため

の設備

放射線分解によ
り発生する水素
による爆発に対
処するための設

備

有機溶媒等によ
る火災又は爆発
に対処するため

の設備

放射性物質の漏
えいに対処する

ための設備

工場等外への放
射性物質等の放
出を抑制するた

めの設備

重大事故等への
対処に必要とな
る水の供給設備

電
源
設
備

制
御
室

通信連絡
を行うた
めに必要
な設備

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条
第
１
項

第
三
十
五
条
第
２
項

第
三
十
五
条
第
３
項

第
三
十
五
条
第
４
項

第
三
十
六
条
第
１
項

第
三
十
六
条
第
２
項

第
三
十
六
条
第
３
項

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条

第
三
十
九
条

第
四
十
条

第
四
十
一
条

第
四
十
二
条
第
１
項

第
四
十
二
条
第
２
項

第
四
十
三
条

第
四
十
四
条

第
四
十
五
条

第
四
十
六
条

第
四
十
七
条
第
１
項

第
四
十
七
条
第
２
項

第
四
十
七
条
第
３
項

第
四
十
八
条

第
四
十
九
条
第
１
項

第
四
十
九
条
第
２
項

第
五
十
条
第
１
項

第
五
十
条
第
２
項

第
五
十
一
条

－ － － 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 － － － － － － － － － － － － － － － －

凡例：
変更区分

ＤＢ区分

ＳＡ区分

ＳＡ区分

　耐震重要度分類のクラスに従うもの。

　耐震重要度分類のクラスによらず、機能維持要求、安全率等を踏まえ評価を行うもの。

条項との対応

緊急時
対策所

材料及
び構造

監視測
定設備

計装設備
使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のた

めの設備

　建物・構築物又は設置・機器を撤去するもの。

既設 　評価を実施しないもの。
新設 　建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するもの。
増設 　構造及び機能が既存と同一の建物・構築物又は設備・機器の台数を増やすもの。

火災等による損傷
の防止

重大事故等対
処設備

△ 　適合性について、既認可から変更がないもの。
－ 　条文要求を受ける設備がない。

可搬 　技術基準規則第36条第3項に該当するもの。

｢Ｓ｣｢Ｂ｣｢Ｃ｣

｢1.2Ｓｓ｣｢Ｓｓ｣

〇 　適合性確認を実施するもの。

安重 　技術基準規則第1条第2項第九号の定義、第11条、第15条及び第29条の対象となるもの。
非安重 　安重以外のもの。

常設 　技術基準規則第36条第2項に該当するもの。

改造 　既存の建物・構築物又は設備・機器の更新、仕様又は構造を変更するもの等。
確認 　工事を実施しないが、評価を行うもの。
撤去
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